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前 書

中国では 1979年 に始 まつた改革開放政策のもとで正式に市場経済を導入 して以来、経済

は驚 くほ ど大 きな発展 を見た。中国国家統計局の公表によれば、 1992年 か ら95年 にかけて

中国の経済成長率は、それぞれ13.6%、 13.4%、 H.8%、 10.0%(95年 は予測値)で ある。

90年 代の前半、世界の多 くの国々と地域が経済不況の窮地に陥つていたのに対 して、中国

経済が持続的に、先進国よ り造かに高い成長率 を保つことがで きたことは、世界的に注 目

されている。

中国経済の急成長は、いうまで もな く中国政府主導による「上か らの」改革開放の成果

である。改革開放は大 きく見れば、産業構造の調整、経済体制の転換、市場ネ ッ トワーク

の形成な どマクロの面での近代化 と、経済活動の担い手である生産企業などミクロな面で

の近代化の 2つ の部分に分かれる。本論文は、後者、つま り生産企業の改革に着 目して、

中国企業の経営特質を1949年 の新中国成立か ら改革開放の現時点 まで、歴史的にその変貌

の様相を考察 しようとしている。

経営特質についての研究 といえば、大体ある特定の企業の経営状態 を調べ るために行 う

か、或いは経営能率の向上にとって一般性のある経営理論 を探求するために、企業一般の

経営を対象に行 うかのどち らかである。それに対 し、 1つ の国を単位 に して、その国の企

業が共有 している経営特質を分析する研究は、1970年 代 まではあまり見 られなかつた。お

そ らく、多国籍経営が誕生 して以来、 とくに、今世紀の初頭か ら、非西洋文化圏に属する

日本が独特の経営管理法によって、一躍、世界経済の第 2大 国になつたことに刺激されて、

「 日本的経営」 を始め、「アメ リカ的経営」「イギ リス的経営」「 ドイツ的経営」な ど、

国を単位 に企業経営の特質を論 じる研究が多 く見 られるようになったと考えられる。現在、

中国は改革開放 を推進 して、経済 と経営の扉を国際社会に開きつつある。外国資本が中国

に入つて定着するためには中国的経営 を研究する必要があるだけでな く、中国 自身も、こ

れか ら外国の文物をどう取 り入れるべ きか、 また、 自国の伝統的経営 をどう改造 して、経

済の近代化 を進めてい くべ きか という課題をよ リスムーズに解決するために、中国の伝統

的経営特質を研究する必要がある。

「
″

日本的
″

経営 という言葉は
″

アメ リカ的
″

経営 とか、
″

イギ リス的
″

経営 とか、
″

中国的
″

経営に対 して用い られる。 したがつて国際比較が前提 となっているか ら、 この面

での研究が発達 しない と、厳密にはこの言葉は使えないわけである」。間宏がその著『 日
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本的経営』の中でこう言つているとお り、国を単位 に企業の経営特質をとらえようとする

場合、諸外国 との国際比較 によってえられる社会的 。文化的な特徴の質的な相違か ら、研

究対象の経営特質 を分析するのが望 ま しい。それ故に本論文は、 日本的経営、すなわち、

いわゆる「集団主義」 との比較対象において、中国的経営の特質 を探 ろうとするものであ

る。他の国ではな く、 日本 を比較対象に選んだのは、中日両国の伝統文化の類似性及びそ

れか ら生 じる近代化の類似性 を考慮 したためである。

周知の通 り、高度の経済成長を経験 した先進国は、18世紀の後半か ら西洋で初めて現れ

た。この事実か ら、 ヴェーバーが東洋 と西洋の文化 を分析 して、産業主義 (「 産業主義」

とは近代産業、すなわち人間の物質獲得活動における合理化された形態を重視、 したがつ

て経済的価値 を優位 にお く価値体系である」 〔富永健 -1993153〕 )が西洋文化の中に

固有のもので、東洋文化にない と論 じた。 しか し、現在、 日本は、「経済大国」 と称 され

るほどに世界の先進諸国の経済水準に到達 し、非西洋圏における最初の事例 として、先進

国の列に入つた。 したがってヴェーバーの学説に基づいて考えれば、非西洋後発先進国の

日本の経済的近代化は、西洋諸先進国のように自生的な産業化、すなわち日本が 自力で生

みだ した産業化 によるものではな く、富永健一の言葉で言えば文化伝播 を通 じて「政府主

導による
″

上か らの
″

産業化」の産出物であるとい うことになる。 しかも高 く評価 された

日本の企業組織の「集団主義」的経営にも独特な特徴があつて、確かに西洋近代的な経済

的諸制度を日本の伝統文化 と掛け合わせて作 り替えたもの と考え られる。経済成長をめざ

して離陸 し始めている中国は、 日本の近隣で、 ともに東洋文化圏一― 儒教文化圏一― にあ

る。 したがつて宿命的に日本 と同 じく、先進国 (日 本 も含む)の 文化の中か ら優れている

ものを選択的に学び とり、その学び とつたものを自国の伝統文化 と掛け合わせ る創造的作

業 を しなければ、経済的近代化は達成 されないであろう。中日両国にはこうした類似点が

ある故に、 日本企業がその近代化の歴史的過程の中で異文化 とぶつか りなが ら形成 した日

本的経営 との比較は、中国的経営のこれか らの成 り行 きを探求する上で大変啓発的で有益

であ り、また当面の中国の改革開放 にとっても非常に現実的な意義があると考え られる。

日本的経営の「集団主義」的性質は、 日本の伝統文化の諸要素が産業化 と近代の合理的組

織づ くりに適応 しつつ変形 して第 2次 大戦後に定着 したものである。 しか し、 こうした日

本的経営の特質 も、 1950年代後半か ら日本社会の近代化が進んでい く中で、変化 し崩れて

い く傾向にあると考え られている。本論文は、 日本の高度経済成長を支えた日本的経営の

特性が一番顕著 に表れていた 1950年代の後半か ら60年 代にかけての時期 と、 1949年 の新中
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国成立か らの改革開放の現時点における中国経済の離陸までの時期 とを比較対照 して、中

国的経営を考察 しようとするものである。
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第 1章 中国における集団主義

中国の集団主義

第 2次大戦後、 日本は敗戦の廃墟の中で経済再建 を始めた。そ して、周知のとお り、30

年 ぐらいの短 い期間で高度経済成長を遂げ、 しかも石油危機や円高デフ レなど様 々な経済

的シ ョックを乗 り越 え、1970年 代後半には集中豪雨的な輸出熱戦 を引き起 こし、ついに、

アメ リカに次 ぐ世界第 2位 の経済大国になった。 日本はどうして これだけの発展ができた

のか、 日本企業の環境に対す る高 い柔軟性のある競争力の強 さはいったいどこか ら出て く

るのか、国際的な関心が高ま り、 1950年 代の末か ら「 日本的経営」を研究するブームさえ

現れた。そ して、欧米の個人主義的経営 との対比で、 日本の高度経済成長をささえてきた

経営の特質は、 しば しば「 集団主義」 として議論 されてきた。

「 集団主義」という言葉はい くつかの意味を持つ用語であるが、 日本的経営の特質の 1

つとして狭義に用 い られる場合、欧米の近代思想の柱 となっている個人主義に対 して、個

人 と集団の関係において個人は集 団と心理的な一体感 をもつとともに、集団の 目標や利害

を自分のそれ よ りも優先 させてい くという、集団中心の価値観 をさしている。その特徴 を

塩原勉は次の 5つ にまとめている。すなわち、①成員が集 団目標の達成に献身す ることが

賞賛 され るような価値観があ り、 これが個人主義的な達成動機 とはちが う集団的達成動機

を強めていること、②集団の繁栄のために成員の和が重視 されること、③はっき り限定 さ

れた役割に 1人 ひと りの成員を配置す るのではな く、単位集団へ所属 させて、そ こを中心

として活動 させ ること、④長や上司 とよばれる人は単位集 団の代表者 とみなされ、下位者

は彼か ら温情 を期待 していること、⑤集団は内においては親密であるが、外に対 しては敵

対や、無関心 を示す という閉鎖性 をもつ ことなど、 である (「 世界大百科辞典」⑬ lH)。

これは、 日本の集団主義 とはいえ、中国人にも熟知 され、 また中国でもよく見 られ るもの

である。

1・ 1.中 国人の忠誠 と献身

確かに、中国人にとっても、 日本人 と同 じように個人主義の方がなかなか理解 しがた く、



また、素直 に受け取 りに くいところがあ る。 た とえば、忠誠 と献 身は昔 か ら中国人 の賞賛

す る道徳 の 1つ であ る。忠誠 ・献身 とは、 もち ろん 自分以外 の他人のために行 う行為 をさ

す と、 中国人 は理 解 して いる。「 忠誠 は何 よ りもまず 自分 自身 に向け られ る」 (間 宏 1

4)と い う個人主義 の価値観 を持 つ欧米人 の考 えは、是非善悪 を全 くさか さまにす る こと

だ と、われわれ中国人 は思 う。他人 といって ももち ろん 自分 を除 くすべての他人 ではな く、

忠誠 と献身 を行 うべ き他人 とは、 自分の所属 して いる集 団、 あるいはその集 団にいる個人、

す なわち 自分 に関係 ある集 団あるいは友人な どを指す。集 団の利益、友人の利益 に反 して

で も自分 の利益 を追求す るのは不道徳 と見な され る。 こう した利 己主義的な行動は、 中国

では利己主義 というよ り、個人主義 という言葉 で表現す るのが一般的 である。つま り、実

をいえば、 中国人の意識 の中にお いては個人主義 イコール利己主義 であ り、個人の利益 は

道徳 の中では認 め られな いのである。個人主義 は一種の道徳 だ という欧米人の見解 は、中

国人 にとっては理解不可能 である。 とにか く、 中国文化の中では道徳 と個人主義 とは両立

で きな いもの と思われ、個人主義 といえば、 それ は不道徳 でな り、 また、道徳 といえば、

個人が集 団に服従す る ことと思われ ているのであ る。

周知 の とお り、 中国人 は昔 か ら家族本位 であ り、家族主義 と宗族主義 をもっとも尊重 し

て いた。また中国では慣習的に親族 同士が集 って住 み、互 いに助 け合 い、強め合 うか ら、

村落、郷 な どの地域 も、ほ とん どが血縁 のつなが りのあ る人 たちか らできてお り、地縁 に

よる集 団主義 も非常 に発達 している。それゆ えに、集 団への忠誠 と献身 といえば、家族 ・

親族集 団及 び血縁 ・姻縁 に よって集 中的 に居住す る ことか ら広が った村 。郷 ・地域社会ヘ

の忠誠が優先す るのである。伝統的中国人 は祖先 の名 を揚 げ、宗族の勢 力 を強 くす る、 い

わゆる「 栄宗耀祖」 を個人 の生 きが いとして きた。「 一人 当官、鶏犬昇天 (一 人が栄達 し

た ら、家 にいる鶏 も、犬 も利益 を得 る )」 という言葉 は、如実 に こういう中国人の集 団主

義 を表明 している。今 日で も、 中国では個人の地位 があが った り、商売 が成功す るな らば、

親族 ・友人 ・職場 。地域社会等 々、彼 を中心 にで きている各種の集 団に便宜 をはか り、地

域 のチ ャ リテ ィー事業 に寄付 をし、少な くとも投資 を拡大 して地 元の就職率 を増す ことが

期待 され る。 こうい う周辺 の人 たちの期待 を無視 すれば、 その人 は情理 に もとる とか、

「貪得無厭 (貪 欲 で飽 くことを知 らぬ )」 とか、 さ らに「 為富不仁 (金 はあるが愛 の心 はな

い )」 とか非難 されがちである。 それで、周知 の とお り、改革開放の中で生 まれた郷鎮企

業 は、企業 としての性格 をもった経済組織 であ ると同時に、地元の人 びとの期待 を一身に

背 負 った地域 の利益組織 で もあ るといわれ ている。郷鎮企業 は地元で、学校 を作 った り、



老人ホームを作 った りして、地元の社会事業の繁栄に大 いに貢献 をしているのである。 こ

うした中国にだけ見 られ る光景は、まさに中国人の集団主義価値観の産物だといえよう。

1・ 2.集 団 と個人 の一体関係

個人主義の価値観 を持 った欧米人は、個人 と集団とを対置 してとらえている。「 会社の

ため」 といえば、 自己犠牲 になってしまうように、集団主義 といえば、個人の主張や 自己

実現ができな くなるように考 えられ、また、 自己実現はどこまで も個人の努力 と責任によ

って実現 され るものだと考 え られている (間 宏 16)。 こうした欧米人の発想に対 して、

伝統的中国人は、 日本人 と同じように、集団と個人 とを対立の関係にあるものとは とらえ

ず、「 会社のため」は、他者への犠牲ではな く自分 自身のための ものでもあ り、集団と個

人は互 いに依存 しあい、強めあ う一体の関係にあるもの とみな している。上に述べたが、

中国人は家族 。同郷・遊 び仲間な ど、 自分の所属 している集団への忠誠 と献身 を重ん じる

が、そのかわ り、 自分 自身 も所属集団か ら個人の力の及ばない援助や保護を受けているの

である。「 在家罪父母出門罪朋友」 (家 にいる場合、両親 にたよるが、外に出れば友人に

たよる )と いう中国人の古 い言葉 には、個人 と集団との融合 。一体関係が一 日了然 に現れ

ている。近代以前にも中国に見 られた「 会館」、たとえば北京の広東人会館のような組織

は、実は、全国各地 に移住 した人たちがそれぞれの土地で血縁 。地縁関係の社団組織 を設

立 して、同郷の血縁関係者。旅商人・科挙
1)の

受験者、あるいは官職希望者などの世話を

し、便宜 を提供するためのものであった。

また、集団を通 して自己実現 を達成す ることは、近代欧米社会で発達 した個人 と集団の

間の義務 ・権利意識や交換 ・契約規則によるものではない。テ ンニースのいうゲマイ ンシ

ャフ ト的な共属感情、つま り人間の本質意志によるものなのである。 目的合理性を超 えた

感情価値 を中心 とす る集団の助けあいの中で互 いに喜びを味わい、また、全体の利益の増

大 をはかるのである。かつて中国では、科挙試験の成功者 を出 して宗族の栄光 を高めるた

めに宗族の人びとはお金を出 し合 い、一族の中で期待のできる人材に教育 と科挙試験 を受

けるための費用 を喜んで提供 していた。また、科挙試験に成功 して官吏になった人は、官

職 を利用 して蓄財 し、彼の属す る宗族のために、村や郷の宗族の祠堂 ・廟 。道路・橋 。学

校など、公共施設 を修繕 ・建設 した り、宗族成員の中での次世代の科挙受験者等のための

族産 (宗 族全体 に所有する財産 )を 増やす ことに貢献 したといわれる。彼はそうす ること
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で、富裕の印を多 く持つ繁栄 した宗族の一員だという事に大 きな誇 りを感 じたのである。

(シ ュ ー 74)

もう一例 を挙げよう。世界に遍在 している華僑 ・華人
2)社会は、中国人のゲマイ ンシャ

フ ト的な相互扶助 と共栄 を重視す る集団主義の産物の絶好の例 といえよう。世界中の華僑

。華人の総数は、 2,600万 人 (方 雄普 4)と いう説 もあれば、 5,000万 人 という推測 もあ

るが、いずれに しても相当な人口である。 しか し、人数だけ多 くても、異国で華僑・華人

社会が必ず成 り立つ とは限 らない。人数が多いに加 えて、集団として一定の勢力を有 して

いることと、中国文化 を保持 していることの二つの条件が必要である。華僑 。華人が どん

なに多いといっても、各居住国では少数民族である。 しか し、少数民族 であっても経済力

でははるかに大 きな力を持 っている。「 華人国家」 ともいえるシ ンガポールはもちろんの

こと、 ASEAN諸 国でも華人企業の力は抜群 に強 く、所在国経済の中核地位 を占めている。

アメ リカの「 フ ォーブス」誌の1994年 7月 18日 号 によると、アジアの華人の年間生産総額

は5,000億 ドル以上で、中国本土のそれ と肩 を並べ る水準 に達 し、年 7-10%の 急成長 をと

げつつあるといわれ る。上場企業の株式時価総額 (政府系及び外資系 を除 く)に 占める華

人企業のシェアをみると、タイとシンガポールは 8割 と最 も高 いが、イ ン ドネシアは75%、

マ レーシアは 6割 、 1番低 いフィリピンでも 5割 を占めている (朱 炎 33)。 一方、華僑

・華人は、共同の組織 ・財産 。学校 。共同の言語 ・新聞社・共同墓地 さえ有 してお り、中

国語 。中国歴史・地理など中国文化を代 々子孫 に勉強 させ、中国の伝統的な年中行事や祭

典・葬式 。お盆祭 りなどを行 い、故郷の風俗慣習をずっと守ってきた。中国人が大規模に

海外へ移住 し、また世界各地に分散 していくのは、 1840年 のアヘ ン戦争以降の ことである。

その後 150年 あま りの間、 どのように して彼 らは これほど世界の人びとの 目を見張 らせ る

巨大な勢力になったのか。また、長い年月がたって も中国の文化や慣習を保持 してきたの

か。 これ らの疑間については華僑 ・華人社会 を考察することで、一つの ヒン トが得 られ る

ように思 う。つま り、ある国におけるある職業は、往々にある出身地やある地域か ら来た

華僑・華人が従事 し、独占しているということである。例 えば、かつては、マ レーシアに

いる客家人は多 くが錫の生産に従事 してお り、広東出身者 は多 くが建築 。伐採 ・黄金アク

セサ リ業 に従事 してお り、海南人はコー ヒーの飲食業 を独 占していた。また、シンガポー

ルにいる福建南部出身の人たちは、多 くが商業 ・銀行業 とゴム業 に従事 していた。アメ リ

カやカナダヘの早期移民は、その多 くが広東四雇人で、金鉱 。鉄道修理 ・ レス トラ ンの経

営は主に彼 らの職業であった。 ビルマの商業では、オーナーも店員も多 くが福建南部の人
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たちだが、広東出身の人は多 くが ビルマ南部で鉄鉱 や錫鉱 の生産 に、雲南出身の人は多 く

が ビルマ北部で宝石鉱 の生産 に従事 していた (方 雄普 167)。 これ らの ことがわれわれに

教 えるのは、華僑・華人の祖先は、移住国で親族や同郷人に頼 って生計 を立て、異国に根

をは り、事業 を発展 させ たということである。親族や同郷人同士の相互互助は、中国人の

伝統である。華僑 。華人間の相互扶助は、実は中国本土にあるこういう集団主義が海 を渡

った人びとにも守 られた結果である。 しかも彼 らは、 これ をもって自分たちを強め、つい

に、近代世界史における一大景観 というべき華僑 。華人社会を作 り出 したのである。

アヘ ン戦争か ら1949年 に新中国が成立す るまでの100余 年の間、中国は西側先進諸国 と

日本に侵略 され、 自給 自足の小農 自然経済が破壊 された。また、 これ と同時に、資本主義

諸国では、 自国と植民地 を開発す るために、大量に安い労働力が必要 いなった。そのため、

破産 した沿海 と辺境地区の貧 しい人たちは、生計 を立てるために、未曾有の規模で大量に

古里を離れ海外へ出たのである。彼 らは異国で言葉 も通 じない上に、帝国主義や民族主義

の勢力か らいろいろな制限 を受け、排斥 され、差別 されていた。 こうした苦 しい境地 にお

かれた彼 らは、生存 をしていくために、 自ずか ら中国の伝統的な血縁 。地縁集団主義 をも

って寄 り集まって住み、また無数の社団組織 (表 1を 参照 )を 作 り、それ を通 じて相互救

済 ・資金調達 。情報交換・団結 自衛 を行 い、 こういう相互互助 と共同達成の中で基本的な

生存権 と事業の発展 を求めていった。

表 1世界におけ る華僑 ・華人の社会 団体 の発展状況一覧表

年  次 総 計 資料の出所

1951 4872 (台 湾 )《華僑志 。総志》

1955 4926 (台 湾 )《華僑志・総志》

1988 8900 (台 )中 央 日報1988年 2月 20日

華僑 ・華人の社団組織は、苗字や宗族つま り血縁 によって組織 された宗族親族会館、例

えばカナダにある黄氏宗親総会やシンガポールにある南洋方氏総会な どがそうである。ま

た、出身地や方言によって結成 された同郷会館、例 えば世界各地 にある広東会館・福建会

館・山東会館な どや、 さらにのちには職業別に結成 された職業団体、例 えば星洲魯北行な

どが多 く成立 した。そのほかに、政治 ・宗教 ・社交 ・教育 ・娯楽などの社団もある。華僑

・華人社団の主な機能は華僑 。華人の事務 を管理す ると同時に、彼 らの利益 と要求 を代表
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して、地元の行政 と交渉す ることである。例 えば、母国か ら来たばか りの同郷者の宿泊接

待、生活の世話、職業の紹介、事業の相互協力、チ ャ リテ ィー事業・救済事業の主催、学

校 。幼児園・病院、 さらに祖廟 。関帝廟 ・孔子廟な どの建設、新聞紙の刊行、 トラブルの

解決などであ り、また外 においては、地元住民 との連係、地元の自治体 との各種の交渉 を

行 い、場合によっては所在地の行政 と抗争す ることもある。 これ らの社団組織、特 に職業

縁 による団体は、社会変化 と自己発展の中で、地縁 と業種 を超 えて華僑 。華人の各職業の

連合組織、あるいは最高指導機構、例 えば各国にあった中華総商会 。中華工商連合会 。中

華理事会総会な どに拡大 していった。第 2次大戦後 は、血縁 。地縁 ・職業縁 による華僑 。

華入社団が さらに連合の方向へ発展 し、国際組織 まで作 り出 した。その機能 も企業の振興

や地元行政への参権 を活発 に行 うように変わった。

このように、中国移民 たちは、各種の血縁 。地縁 。職業縁関係が絡み合い、重な りあう

華僑・華人社団を通 じて、感情 を融合 し、力を凝集 し、長 い年月の中で、華僑・華人の間

のつなが りの維持 と経済力の発展 と中国文化の保存に大 きな貢献 をした。言い換 えれば、

華僑 ・華人社会は、各種の社団組織に結集 した華僑 。華人の共同作業によって作 り出 され

たのである。神戸華僑総会の会長 を務める林同春は「 金があれば、金を出す、力があれば、

力を出す (有 銭出銭、有力出力 )と いうのはわれわれ華僑、華人の座右銘だ」 とよ く言っ

ている。華僑・華人の相互扶助には、まさに、個人の達成 は集団の発展にある、 という中

国人の集 団主義がよ く表れている。近年、国際情勢の影響 と啓発の下で、血縁 。地縁感情

を一層融合 し、経済面の情報交流 と工業 ・貿易の協力を一層強化 し、伝統文化 を一層輝か

せ るために、華僑・華人は積極的に国際的な組織 を設立 してお り、すでに数十に上 ってい

る。各種の国際的な血縁 。地縁懇親会 も活発に行われている。 これか ら、国際社会での華

僑 ・華人社会の力はますます顕著になるにちがいない。

新中国成立後、政府が「 水澁船高 (水嵩が増す と船 も自然に高 く浮 き上がる )」 「 大河

有水小河満 (大 きい川に水が多ければ、小 さい河の水 も自然に満ちる )」 といって、国家

の利害 を優先すべ き理 由として、集団主義の思想教育 を行 ってきている。 これ も言 うまで

もな く、集 団と個人は対立せず、融合 と一体の関係にあるという発想にもとづいている。

「オu」

集団主義は、また集団 目標 と集 団利益 を達成す るために、内部では親和協力の精神 を唱
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えている。 日本の企業でよ く強調 されている「 和 を以て貴 しと為す」 という言葉は、実は

中国か ら伝わ って来 た ものである。宋の時代の人である許洞が「 欲謀勝敗、先謀人和」

(勝敗の ことを考慮する時、先に人の和 の ことをはか らなければな らない )と いう言葉で

はっき り示 したように、中国人は昔か ら人の和 と事業の成功 とのかかわ りをよく知 ってい

た。「 和」は、 2千 年前の孔子の唱えた大は国家管理か ら小は家庭管理までの管理思想の

礎石である。孔子の弟子である子有は、 こうした孔子の「 和」の思想 を「 和為貴」 とまと

めた (『 学而』 )。 また、孔子の後継者 である孟子は、 さらに「 天時不如地利、地利不如

人和」 (時 の利は地 の利に しかず、地の利は人の和 にしかず )と 、成功 をかちとるにはい

ろいろな条件が必要ではあるが、何 よ りも成員の和が一番の先決条件だと定めた。

中国の大家族の形成は、まさに「 和」の精神の産物だともいえよう。一つのエ ピソー ド

を挙げよう。唐の時代、張公芸 という宰相がいた。彼の家族は九世同堂であるために、世

間の人びとの憧れの的になった。唐の皇帝高宗がその秘訣 を乞 うたところ、彼は使用人に

文房具を運んでもらい、「忍」という字 を百個書 いて皇帝に見せ たという。つま り大家族 を

保つためには、成員たちは無数の忍耐、 いいかえれば成員の多 くの犠牲 を必要とし、忍耐

をもって大家族の和 を求めるという意味である。家族集団主義的価値観 をもつ伝統的中国

人にとって、個人の犠牲や忍耐は、家族制度が個人に与 える不幸なものとは思わず、む し

ろ「 和」 を追求す るために敬服すべき品行 として受け止め られていた。今 日でも「百忍」

という言葉は、賞賛 される道徳 を示す印 として、お正月などに縁起の良 い赤 い紙 に書 いて

玄関に貼るほどに人びとに好まれている。

和 を保つためには、個人の犠牲が要請 されるだけでな く、内輪の他者に謙譲などやさし

い姿勢 を取 る姿勢 も求め られる。世界中に知 られ るほどになっている「 面子」という中国

語は、実 を言 えば「 和」を求めようとす る中国人の価値観が 日常行動の中で現れた様式の

1つ であると思 う。中国人は自分に対す る他人の評価や態度 を気にす る反面、相手をも傷

付けないように面子 を保全 してあげようと心がけている。 こういうふ うにして、お互 いに

直接の衝突 を避け、人間関係の円滑 をはかることができるのである。「 和」 と競争は、動

態的な人間関係の 2極 であ り、人間社会における相互作用の 2つ の基本形態 ともいえる。

個人主義の価値観が発達 した欧米社会では、人間関係は主に競争 という形で現れているの

で、能力主義が重要視 されている。それ と反対 に、和 を保 とうとする集団主義 を柱 とす る

中国では、身分 をしっか り守 らなければな らない。恒久不変の身分 を通 じて競争 を避け、

和の秩序 を維持するのである。集 団主義の下では、集団の利害が 自分の利害 だといわれて
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も、実際には成員の間で利害が同 じようには組み込 まれ切れないか ら、関係の対立・緊張

・不平・不満が生ず るのは さけがたい。そうしたなかで親和関係 を保つためには、成員間

の緊張 と対立 を最小限に押 さえる必要がある。そうだとす ると、 1番人間 として改変でき

ない身分 という生得的な地位に従 って利益配分を行 えば、誰 も不服 を言 うことが出来ない。

そ こで、伝統的中国では、儒教によって、君臣 。父子・夫婦 。長幼の間に人倫秩序が定め

られ、不公平・不平等にされても黙 って甘受する人は品行がいいと賞賛 されたのである。

改革開放前までは、給料は、身分化 した学歴によって決め られ、指導幹部のポス トが身分

化 した革命経歴の持ち主、すなわち、 1949年 の建国前に共産党の指導 した革命に参加 した

ことのある人によって占有 され、また、革命歴の長 さによって指導ポス トの官等 を決め ら

れたのである。 これ らの制度は、当初 どのような発想に基づいて作 られたにせ よ、煩わ し

い争 いをさけようとす る伝統的な集団主義の遺風の一つだったと言えよう。

和 という形の協力は、個人が自分の利益 を放棄す ることではない。成果の配分 をめ ぐっ

ては、「 この前僕がおれたのだか ら、今度は君がおれて くれ」 というふ うに、利害につい

ての長期的バ ラ ンスが考 え られていると、間宏は 日本企業の風景 を描 いた (間 宏 25)。

成員間の利害の長期的バラ ンスが和 を維持する基盤であるという、 日本企業の こういう光

景は中国人の間でもよく見 られる。

たとえば、費孝通は次のように言 っている。「 親密な社会集団の中の人 びとの団結 は、

諸個人相互の間での人情の貸 し借 りに依存 している。我 々の社会できわめてよく見 られ る

ことであるが、友人たち同士が競 って自分の方でお金 を払おうとす るのは、相手に人情の

借 りができたと思わせ ようとすることを意味 している。逆 にひとに人情の借 りがあるとき

には、折 りを見て自分が前に受けた人情以上のお返 しをして、今度は相手に自分か らの人

情の借 りを作 らせ ようとす るのである。 こういうふ うに人情の貸 し借 りを相互に行 き来 さ

せ て、人びとの間での互助 と協力が維持 されていくのである」 (費 孝通 1988年 105)。 い

わゆる「 報大於施」 (恩返 しは受け取 ったものよ り大 きくすべき )と いう言葉は、中国人

の返礼原理 であ り、 これによって和の基盤 を築 いているといえるのである。

4。 「 温暖 たる社会主義大家庭 」

中国では、昔か ら人びとが長か ら温情 を期待す る文化がある。「 父母官」という言葉 を

よ く聞か されている。 これは20世紀前までの王朝時代にも使われていた。「 父母官」 とは
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旧時知府、知県など直接に人民 を治める地方長官 をさしている。つま り民にとって彼 らは

父母のような存在だと思われていることを意味 している。 これは言 うまでもな く、庶民に

関するさまざまな事務 を遂行す る時、官吏たちの取 った家族的な感情、態度、方式に与 え

られた庶民の心か らの感 じか ら生まれた言葉に違 いないと考 えられる。

近代 にな って、共産党の指導 した軍隊が誕生 して以来 の中国革命 の長 い年月の中でも

「 官兵一致、上下一致」 (長 官 と兵士 との間、上司 と部下 との間は平等でなければな らな

い )と いう教育 を行 っていた。それ と同時に、幹部には大衆の生活に対 して気 を配 らなけ

ればな らないとも教育 していた。「 われわれは全国の津津浦浦か ら来ている。一つの共同

の革命的 目標のためにいっ しょに来ている」「 われわれの幹部は兵士に関心 を寄せ、革命

団体におけるすべての人たちはみな助けあい、 いたわ りあい、心 をくば りあわなければな

らない」 (『 毛沢東選集 』「 為人民服務」 )と 、毛沢東は1944年 に言 っている。幹部に対

しては「 われわれは長向郷、才渓郷に学ばなければな らない。反対に、汀州市のような官

僚主義的な指導者 に反対 しなければな らない。 3)… …ゎれわれは大衆の生活の問題、すな

わち土地、労働の問題 か ら薪 。米 ・油・塩の問題まで注意深 く気を配 らなければな らない。

婦人たちが田畑 を耕す ことを勉強 したいが、誰に教 えてもらえば よいか、子 どもたちが勉

強 したいが、小学校 はすでに開校 しているか、向 こうの木造の橋が狭す ぎて、渡 る時落ち

る危険があるが、 どうした らよいだろうか、 これ らの大衆の生活に関する問題はすべてわ

れわれの考 えるべき問題 として、 日程に入れ、ちゃんと討議、決定、実行、検査 しなけれ

ばな らない」 (『 毛沢東選集 』「 関心群衆生活、注意工作方法」 )と 、 1934年 にも毛沢東

は述べている。中国の革命的イデオロギーの提唱 した価値観 には、 この所では伝統家族集

団主義的価値観 とぴった リー致 している。毛沢東 をはじめとする中国第一代 目の革命家た

ちを記述す る伝記や逸話の中には、ほぼ誰についてのものでも、部下や兵士に対 して、父

母のような愛情や思 いや りを与 えている描写があるといえよう。たとえば夜中に若 い警備

の小兵士に布団をかけ直 してやった り、戦闘のあい間 をみて字 を教 えてやった り、行軍中

の弱い兵士に馬 を譲 り乗せ てあげた り、ほんのす こしの食糧 を負傷 した兵士に分けあたえ

て食べ さすなどである。また、 これ らの物語は本職に関す る業績 よりも人びとの心 を感動

させ、尊敬 され るのではないかと思われ るほど、作者によって熱心にたたえ られ る傾向が

見 られ る。

今 日では、中国におけるほとん どの社会組織 は、一応合理的規則の支配、権限の ヒエラ

ル ヒー、非人格的人間関係、職務の専門化などの特徴が備わった官僚制原理 に基づいて編
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成 されている。それにもかかわ らず、人 びとが長や上司か ら温情 を期待する心理構造 には

依然 として大 きな変化は見 られない。「 われわれは社会主義大家庭の中で生活 しているJ

という比喩は、建国後 よく使われているし、「 関心群衆生活、注意工作方法」 (大衆の生

活に関心 を配 り、工作の方法 に気 をつけなければな らない )と いう、上記の30年 代に行っ

た毛沢東の講話は、すでに幹部の座右銘 として記憶 されている。特に、職業集 を単位にし

てそのメ ンバ ーの生活が営まれ る独特 な生活様式 (第 2章 を参照、郁貝紅 1993参照 )を

採用 した ことで、 さらに家族主義的な感情が助長 され、近代的な諸組織の中にまで蔓延 さ

せ てしまった。「 あなたがたはわたしたちの父母官なのだか ら、わた したちの意見 を主張

してほしい」 とか、「 あなたがたはわた しどもの父母官なのに、 どうして私 どもの家族の

悩みや困難 を解決 して くれないか」 とかいわれて、各種の行政 。経済組織における中 。下

層の官吏や指導者は、依然 として「 父母官」 と見な されている。彼 らは、生産や経営など

組織 目標の達成に責任 を持 っているだけでな く、組織構成員及びその家族に対 して、生活

の面にお いても精神的な面においても、相談・助言 ・援助などの思いや りを成員に期待 さ

れている。成員の結婚相手の紹介、病気の見舞 い、子弟の入学 。就職の斡旋、結婚儀式へ

の出席 ・あいさつ、お正月の家庭訪問など、多 くすればす るほど成員に高 く評価 され る。

特 に、文化大革命後、成員のために便宜 を提供 した り、不正な行為をカバ ーしてやった り、

国家財政制度に違反 してボーナスを濫発 した りすることがますます多 くなった。すでに19

70年 代後半には、組織 目標の能率的な達成 を目的 とした官僚制的原理が正常に運行できな

いほど、組織体の中にはイ ンフォーマルでゲマインシャフ ト的な原理 が活発 に働 いていた

といえる。そしてついに、改革開放に取 り組まなければな らな くなるわけである。

5。 「 外人 」 と「 自家人 」

集団主義は、集団内では親密であるが、集団の外 に対 しては敵対や無関心 を示す閉鎖性

を特徴 としている。個人主義にとっては内と言 えば 自分 を指す。外 と言 えば、 自分 を除い

たすべての他者 である。他者は自分 と本質的に異なって、 自分に対立す る存在である。 し

か し、集 団主義にとっては、内と言 えば、 自分の他 にも同 じ集団に属するすべての他者 を

含んでいる。それ らの人 びとも自分 と同質 で一体 になっている。それ故 に、 日本語 には

「 赤の他人」と「 内輪の人間」 という言葉がある、前者は集団外の人 を指 し、後者 は集団

内の他者 を指すのである (間 宏 30)。 日本 と同 じように、集 団主義の価値観 を持つ中国
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人の言葉 にも自分 を除 く他者 を「 外人」 と「 自家人」と言 い分けて、前者 を集団の外にい

る他者、後者は同 じ集団にいる他者 とす る表現がある。「 家醜不可外揚」 (家 の中で起 こ

った恥ずか しいことを外へ漏 らしてはいけない )と いう言葉か らも、集団内と集団外の境

界 を中国人がはっきり意識 していることをうかがわせ る。

伝統的中国人は親族圏において非常に凝集 している。彼 らの理想は、一方では自己の親

族圏に属 さない人びとか ら干渉 されず、他方ではそれ らの人びとに干渉せず、 自分たちだ

けの閉鎖的な生活 を楽 しむ ことであった。 しかし、一旦 自己の集団が他の集団に侵害 され、

脅か された場合、彼 らは、 どんな犠牲 を払 ってでも復讐 し、死闘することになるのである。

つま り、外に対する無関心か ら敵視 に一変するのである。また、集団の利害のために、集

団の 目標 を達成す るためな らどんな手段 を使 っても正当だとされ る (シ ュー 327)。 この

場合、時には法 に背 き、社会秩序 を乱すので、集団外の人びとの 目には利己主義や小集団

主義的な行動 としか映 らないかもしれない。 こういうわけで、集 団内に対す る忠誠 と集団

外 に対す る無関心、無神経、あるいは敵視か ら、中国人は公徳が欠如 しているとよ く指摘

されている。公共の場 において、中国人は、公共利益 と公共秩序 を守 り、環境 を維持 し、

マナーに気 をつけ、集合体の活動 を促進す るなどといった ことには、あま り協力的な姿勢

を取 ろうとしない。「 事不関己、高々掛起」 (自 分にかかわ りのないことは放ってお く )

という言葉は、伝統的中国人の公共利益に対す る冷淡な態度 を写実 している。現実の生活

の中で、我 々はまだ こういう内外の差別 をよく体験 させ られる。店で買い物 をす るとき、

あるいは役場で何か手続 きをす る時、店員や役員の態度が冷た く、ち よっと聴いても面倒

くさがって詳 しく説明 して くれない。 しか し、 この時、誰かその知 り合い、あるいは同郷、

あるいは上司や同僚、 とにか くその店員や役員の属 している集団の人間が来 て、同 じ手続

きをして もらう場合には、その店員あるいは役員は、全 く別人のように態度 を一変 し、求

め られ る以上に親切に してやるのである。時には、 こっちを放ってお いて、ゆっ くり、詳

しく説明 してあげるだけでな く、持ち場 を離れて知 り合いを案内 してやるところまで世話

をす るのである。それ故に、中国人は何かす るとき、その ことにかかわる親友、同郷、同

窓、昔の同僚、上司、戦友がいるか、あるいは、友人を通 じてその親友 を紹介 してもらっ

てまで、便宜 を図ってもらお うとする。公的な ことか私的な ことかにかかわ らず、何 をす

るにも、まず縁故 を捜 し出 してか らというのが今 日の中国人の一般的な習慣であると言え

よう。
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2.中 国 の集 団主 義 の歴 史 的 変 化

2・ 1。 国益 の優先

上述のように、集 団主義の価値観 は、 日本人だけのものとは言 えず、中国人 も同 じよう

な価値観 を持 っている。 しか し、 もっと細か く考察すれば次の ことに気づ く。つま り、第

2次大戦後、 日本の集団主義の価値観は、企業 を主体 として発達 してきたもので、言 い換

えれば個人は会社 と運命共同体になって、会社の 目標や利害 を個人の ものよ りも優先 させ

る企業集団主義 とでも言 うべきものである。中国ではそれ と違 って、新 中国の成立か ら今

日までの集団主義の価値観 は、国家全体 を主体 として発達 していたもので、言い換 えれば、

人びとは国家 と一体 になって、国家の 目標や利害 を個人の ものよ りも優先 させ る国家集団

主義 とでも言 うべきものなのである。

中国人は、職場 よ り国家の事に一番大 きな関心 を寄せている。国の喜びと憂 いに対 して

は自分の事のように心 を傾ける。たとえば、中国で始めての原子爆弾の爆発に成功 したニ

ュース (1964年 10月 16日 )が放送 され ると、また、中国女子バ レーボールチームが大阪で

開かれている第 3回 世界杯女子バ レーボール試合の中で、優秀な成績 をもって第 1位 を勝

ち取った (1981年 11月 16日 )シ ー ンがテ レビに映 し出 されると、中国全土数億の人びとは

一斉にわきあがった。夜間にもかかわ らず人 びとは自発的に集まって、銅鎚や太鼓 をたた

きなが ら「 中華人民共和国万歳 !」 「 中国共産党万歳 !」 「偉大な指導者毛主席万歳 !」

「 中国女子バ レーボールチ ームに学ぼ う」「 体育が強敵に勝 ち、科学技術が強国を超 えよ

う」 と歓呼 して、町の繁華街や省庁 。市役所へ進行 して祝 う集会 をし、「 祖国のために栄

光 を勝ち取 り、人民のために功績 を建てた」と原子爆弾の研究者や製造者、また中国女子

バ レーボールチームを高 くたたえ、彼 らを手本に各 自の仕事の持ち場 で祖国のためにいい

成績 を上げようという決意 を表 した。 こういう行動は、全 く国民の心 よ り湧 き出 した喜び

と興奮があってこそできるのである。

中国人は政府 と国家の話をよ く聞き、国家のためになることを遂行す るチ ャンスを与 え

られることで栄光 を感 じ取 り、国家にプラスにな ることと国家の名声 を上げることな ら、

個人の利益 を犠牲にしてでも喜んで、また一生懸命に遂行するのである。

上記の中国女子バ レーボールチームの成功が代表的な 1例 と言 える。旧中国の時代は体

育運動が弱かったため、「 東亜病夫」 と外国人に侮辱 されていた。建国後、政府指導者か
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ら国民までが、 スポーッにお いても世界の人びとに中国の進歩 を見せ ようとした。1960年

代 になって ,ピ ンポ ンやバ トミン トンはすでに世界 レベルに追 いついたが、バ レーボール、

バ スケ ッ トボール、サ ッカーの レベルはまだ遅れていた。当時 (1965年 )国 家体育委員会

主任の賀龍 (中 央軍事委員会副主席、国務院副総理 )は 、「 3大 ボールが (世 界 レベルに

一一筆者 )追 いつかなければ、わ しは死んでも目を閉 じない」と、選手達の士気 を高めた

ものである。一方、選手たちも「 我々は祖国のために、人民のために、栄光 を勝ち取 るこ

とができるのがスポーツマ ンにとって最大の幸福であ り、最大の快楽であるJ「 私個人は

賞杯 を一つもい らない、チーム (中 国を代表す るチームーー 筆者 )と しての賞杯 を 1個 で

も獲得できれば満足である (女子バ レーボールチームの隊長の曹慧英の言葉 )」 「 我 々は

必死に頑張 り、中国人が世界の第 1位 になれ ることを信 じている」と、彼女 たちは「 不具

になって も、命 を投げ出 しても金メダル を勝ち取 るために尽力 しよう」という決意 で苦 し

い訓練 に耐 えて頑張 り、遂に世界 1の栄光 を手にした。

最近の例 を一つ挙 げよう。 1993年 には、2000年 に開かれ る第101回 世界オ リンピックを

北京で開催 してもらいたいという申請が北京市によって出 された。 このオ リンピック北京

誘致においては、北京市民が情熱 を傾けて誘致活動に没頭 しただけでな く、全国の企業、

事業体、機関、学校、商店、町、村か ら、団体であろうと個人であろうと、支持のサ イン、

手紙、電報、寄付な どいろいろな形での応援活動 もさかんに行なわれた。誰 も呼びかけて

いないのに、北京オ リンピック申請委員会は3,000余件、合計270余 万元の寄付 を全国各地

か ら受け取 った。あるガ ン患者の老年教授は、 自分の著作 で得た原稿料 をすべて誘致活動

へ寄付す るよう、家族に言 いつけた。あるサ ラ リーマ ンは、生まれた息子に「 李申奥」と

名付けた。 この「 申奥」 とは、オ リンピック (奥 林匹克 )の 誘致 を申 し込む という意味で

ある。ある目の不 自由な人は、オ リンピック北京誘致のために毎月寄付 をし、またそれを

2000年 まで続けると決意 した (「 北京 日報」93年 3月 6日 )。 こういう人びとを深 く感動

させ るエ ピソー ドをた くさん耳にする。まだオ リンピックについて何 も宣伝 していない誘

致 申請の 1年 あま り前に、全国範囲で行 った調査 によれば、12歳 以上の人口の中で92.63

%の 人が この誘致に賛成 したのである (同 上 )。

国際社会の中で、中国人に現れた上記の ように国威が気がか りなナシ ョナ リズムの感情

は、「 後進国」 としてな らとくに理解 しがたいことはないかもしれない。 しか し、国内で

の工場の生産においても、中国人は企業 よ りも国家の利益 を重ん じ、国家の 目標にあわせ

て職場の行動をとるか ら、不思議に思われ るのであろう。たとえば、中国に於けるある日
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中合弁企業の 日本人管理職は、中国のパ ー トナーと実際に交渉や仕事 をやっている中で不

満 を抱 いている。すなわち、本来パー トナーであれば「 一緒に同 じ企業の ことを考 える」

べ きなのに、中国側は「 中国の国益 を代表す る」立場で合弁に参加 しているようだと悩ん

でいたという (園 田 173)。

中国の企業では (実 は中国のすべての職業集団がそうである )、 成員のモラール を高揚

しようとす る時、「 我国の電子工業 を振興す るために頑張 ろう」 とか「 世界の先進水準に

達するように努力 しよう」 とか、 また、我々が生産 している製品はどれほど国家に必要な

物資であるかとか、世界のなかで国家の地位 を高めるのにどんなに関係があるかとか、 ど

んなに中央の指導者 に重視 されているか とか、企業 自体の利害には触れずに国家の名誉や

利益 を際立たせて説得 した り、あるいは企業の 目標 を国家の利害 に関連づけてその重大 さ

を強調す ることで、生産意欲 を駆 り立てるのが慣行である。そして、 こういう動員手法は

確かに効果があるのである。

また、中国の企業 では、職場 であろうと個人であろうと、 しば しば国家に対 して貢献 し

ているか否かによって業績 を評価す るし、評価 され る方 も国家に貢献 したとされ ることを

もって最大の名誉 と感 じ、最大に満足 をするのである。「 何 々さんが祖国に忠誠 し、人民

に忠誠 し、毛沢東思想に忠誠 している。彼はわれわれの学ぶ手本である」とか「 祖国の四

つの現代化 (工業、農業、科学技術 と国防の近代化 )を 実現す るために、彼が個人の利益

を顧みず我 を忘れ るほど働 いている」 とかは、 よく使われ る評価の決 り文句である。

中国の工場では、何か成績 を上げた り発明すれば、労働者たちは「 これは毛沢東思想の

偉大な勝利である !」 「 社会主義制度の偉大な勝利である !」 「 優秀な成績 をもって祖国

にプ レゼ ン トを捧げよう !」 と、小躍 りして国家や政府 をたたえ、感謝するのである。 日

本で見 られ るように「 伝統ある会社万歳 !」 「 新三菱重工業万歳 !」 (間 宏 11)と いう

ふ うな、 自分の所属する会社をたたえる歓呼は絶対 に聞かれない。 このように、国の事 を

つねに心におき、国のためな ら個人の利益 を犠牲に してで も喜んでや り、国に役 に立つか

どうかをもって人 を評価 し、国のため貢献できればなによ りも栄光に感 じる、中国人の自

分の運命 を国の前途 と一体 にして考 える感情は、「 新人類」たちには言 うまでもな く中高

年でさえ、現在の 日本人にはそれほど理解できないであろう。

既述のように、 日本の集団主義は個 々の企業 を単位 にしたものであるのに対 して、中国

の集団主義 は、個 々の企業ではな く、国全体 を一つの大 きな集団単位 としたものである。

そ こで、中国と日本の集団主義 をはっき り区分するために、われわれは前者 を「 国家集団
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主義」、後者 を「 企業集団主義」と呼ぶ ことにす る。

ところが、上記の中国でみ られ る集団主義の価値観は、始めか らこのような国家集団主

義 として現れていたのではない。現在のような国家 を主体 とした集団主義の価値観 は、せ

いぜ い19世 紀以降の中国社会の特殊な歴史的体験によって、数千年にわたる農業文明時代

に形成 された家族 を主体 とした集 団主義が変化 したものと考 えられる。農業国である中国

では19世 紀頃まで、家族、またはそれが直接外側へ延長 した親族集団である宗族が発達 し

ていた。中国の伝統的集団主義の価値観 は、家族 。宗族 を主体 として発達 し、また中国の

家族 と宗族の優れた凝集性によって特徴付け られていた。19世 紀以前まで、中国人の意識

の中にはまだ政治的な意味での国家の概念はなかった。19世 紀以降、中国は西側諸工業国

や 日本の侵略 と略奪 にさらされ、完全には主権 を持 たない国家にされ、国民の生活のより

どころがな くなるという苦難の中、やっと国家意識が人びとの中に芽ば え、 ようや く中国

共産党の指導の もとで全国の愛国の力をあわせて帝国主義 を追 い出 し、 1949年 10月 1日 に

独立 した主権国家 としての中華人民共和国の成立 を迎 えた。その後、政府の意志 も国民の

願 いも、全国各階層 の人びとの力 を 1つ にし、集団の力でたち遅れた祖国を社会主義強国

に建設するため努力 しようと、ますます国家集団主義の精神 を高めてきたのである。

2.伝 統 的中国の家族 ・宗族集 団主義

まず中国の家族集団主義 について述べ よう。家族の中に限 られている集団主義は、すな

わち家族主義である。中国の家族 は、構成においても主な機能においても、欧米 とは違っ

ているとよく指摘 され る。欧米では、夫婦の関係が家族の基本関係であって、その主要な

機能は子 どもの生育にある。 1つ の家族は、一般的に 1組 の夫婦 とそ こか ら生まれた未婚

の子 どもか ら構成 されている。欧米の家族では、子 どもの生育が主要な機能であるために、

2世代 目の子が成人になれば父母 と離れて独立 した り、あるいは自分 自身の生育の使命を

遂行す るために生家 を去 って新 しい家族 を作 るので、世代 を越 えて連続せず、宿命的に短

命である。欧米家族の こうした性質 とは対照的に、中国の家族では、父 と息子の関係が家

族 における基本であ り、また、子 どもの生育 と並んで小農家族経済の営為 も家族の主要な

役割である。事業の永続 と拡大のために、縦においては一連の父 と息子の関係か ら、横に

おいては複数の同一の父か ら出自した息子の夫婦関係か ら、構成 され る家族形態が要請 さ

れ る。中国の家族は父系親族原理 によるか ら、父 ―娘関係が排斥 され、娘は嫁いで生家を
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出る。実際に 1つ の家族 に何組の父 ―息子関係、また何組の夫婦関係が許容 され るかは、

その家族が経営 している事業の必要性によって、 もしくは成員全体の利益によって左右 さ

れ る。費孝通は次のようにいう。「 もし事業が小 さく、夫婦 2人 で協力 して応対するに充

分であれば、 この家族は核家族に等 しく小 さくして もよい。 もし事業が大 きく、夫婦 2人

の力で治 め られない場合、兄弟 も、 さらに父の兄弟 もみな 1つ の大 きな家に集まって生活

してもよい」 (費孝通 198639)と 。他方、成員全体の利益か ら土地の分割による細小化を

防 ぐためには、妻たちが本当に折 り合ってゆけるのな ら、別家 を設立す るのを避けるのが

一般的である。 このようなわけで伝統的中国では、男子兄弟による均等分割の相続制度が

いちおうあるにもかかわ らず、成人になった息子たちが嫁 を家に迎 えて、老夫婦、また兄

弟のカ ップル と同 じ屋根の下で、その結婚生活を送 り始めるのが正常な しきた りとされ、

また、既婚の兄弟たちにとっても、同居が望 ましくて賞賛 に値す る営為である。 こういう

わけで、中国の伝統家族は、欧米家族のように核家族が主 とな らず、直系家族や大家族が

主 となるし、また個 々の成員の成長によって分裂す ることもなければ、個人の死去によっ

て終わることもな く、延々と続 いてい くもの となっている。

1世 代で完結す る欧米の家族は、個人にとってはただ生まれ育 った場で しかない。個人

が大人になれば親 との絆 を断ち切 り、 自力で自己の世界を家族以外の所 で切 り開いて、人

生のすべての欲求の満足 をそ こで求める。 これ と対照的に、中国の家族は、個人にとって

一生のすべての欲求 をその中で満たすだけでな く、死後 も、 自分への敬意 をいつまでも受

けることが期待 できる。また、個人は血縁の上で、 この改変不可能な身分に応 じて責務 を

遂行 し、報酬 を受ける。年 をとるとともに全 く直線的に地位が昇進 し、権力 と威信が広が

ることが期待 できる。つま り、中国の家族は、個人にとっては四面 を親族にと り囲まれて

いる拘束があるにもかかわ らず、確実に依存できる運命共同体なのである。中国の家族が

こういうふ うに成員の運命的な相互依存の場であるかぎり、家族集団が繁栄す るようにな

ればなるほど、規模が大 き くなればなるほど、成員の欲求への提供はよ り充分にな り、社

会的地位や安全面における支援の力 もよ り大 き くな る。 したがつて、家族集団への献身や

集団の 目標達成への動機づけな ど、集団主義的価値観が成員たちに要請 されるとともに、

それ らはまた、半ば 自動的に生成 され るのである。

中国の伝統家族 における集団主義の特徴は、おおむね次の 2点 にまとめ られる。

第 1に は、個人の利益、主張、 自由、権利が認め られず、家父長の絶対的権威への従順、

家族集団への忠誠が要請 され、献身が賞賛 され る。上に述べたが、非連続性 と排他性 を基
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本属性 とす る欧米の家族 では、親族関係の内容につ いて最 も優性な要素は、 自己依拠であ

る (シ ュー 196)。 欧米の両親は、成長 しつつある子 どもに自分が周辺に一番重視 されて

いるという自己意識 を植 えつけ、子 どもが 自分ひと りで考 えふるまうことを奨励 し、また、

自由や権利 を行使す るように教育する。 いいかえれば、欧米の子 どもたちは家族の しつけ

か ら個人主義的価値規範 を教 えられるのである。 これ とは対照的に、中国の子 どもは、幼

いときか ら、家族の中で徹底的に「 孝」 を核心 とした義務 と責務 を遂行す るしつけによっ

て、集団主義の価値観 を身につけるように社会化 される。人びとによ く知 られているよう

に、中国の家族 では、極端にいえば、家長が成員の生死 を左右 できるほどの力 を持 ってい

る。個人が家族集団の中で完全に埋没 。抹殺 させ られている。個人の成長に関す る教育か

ら婚姻までのすべてが、家長の意志によって決め られる。また家族の生産活動 と日常生活

で行 うすべての行事 は、家長の指揮 に従 って行われ る。「成員に何か用があれば、用 の大

小 を問わず、 まず報告 して、指示 を得 るべ きであ り、無断で行動 してはいけない(浙江会

稽『顧氏族譜』巻二「 家範」 )」 という家族の規則、いわゆる「 家範」を守 らなければな

らない。家族の財産が共有 されているか ら、個人には所有権や支配権 は一切認めない。成

員がほかのどこかか ら獲得 した収入でさえ、家長に渡すべ きである。両親のためにはどん

なに自分に不都合であって も満足 させてあげ、家族 のためな ら苦痛に進んで耐 えて貢献 し

ようとするのが、理想的な子 どもとされ る。

中国の伝統家族 における集 団主義の第 2の 特徴は、家族の永続 と繁栄 を達成するために、

協同達成、養和共栄の精神が要請 され ることである。家族成員の間における「 和」の精神

が、親子の間では「 父慈子孝」、兄弟の間では「 兄友弟恭」 という儒教の倫理秩序に基づ

いて、培われ るのである。上にも述べたが、息子は親に対 して、文句な しの服従、極端な

尊敬、死後 も同 じだが存命中の完全な援助など、あ らゆる種類の奉仕 をする務めがある反

面で、親の側 でもその息子に対 して、彼の息子が十分な教育 を受け、満足な結婚生活 を送

り、よい縁故 をもち、また生活に何 1つ 不 自由しないように気をつけてあ らんかぎ りの用

心 をす るのである。いいかえれば、息子 も親か ら充分の愛情や温情を期待 できるのである。

また男子兄弟の間では、均等相続の制度 によって育 まれている平等の意識が強 い。互 いの

平等を基盤に、年齢差 に従 って兄が弟 を愛護 し、弟が兄を尊敬 して共同達成 を求めるので

ある。一般に、中国の家族規模は欧米家族 よ り大 きい。たとえ姻戚が同 じ家屋 に同居 して

いな くても、彼 らは、普通 同じ村か隣村か近 い地区に住んでいる。欧米の子 どもに比べて

中国の子 どもたちは、幼 い時か ら彼 らの両親や兄弟以外にはるかに多 くの身内の者 と頻繁

- 22 -



に接触 しなが ら成長 してゆ く。彼 らは さま ざまな身分の親戚 とのつ きあいの中で、 また大

人 の教 えを通 して、譲 りあ い、助 けあい、調整 しあ う円滑 な人間関係 を維持す る術 と性格

を成熟 させ るのであ る。「 和 」の精神 は、孔子が提 唱 した と言 われ るが、実際 は中国家族

の特性か ら要請 され た ものである。孔子 は、む しろ中国家族 の中で普遍的に見 られ る集 団

主義的な価値規範 を理論的にま とめたにす ぎない、 というべ きであろ う。

以上 にま とめた伝統的 中国社会 におけ る家族集 団主義 につ いて概略 か ら、①家父長の絶

対的権威、②個人の未成立、③家長の意志 による欲求の充足、 という 3つ の性格 を見出す

ことがで きる。

中国の伝統的集 団主義 は、家族 の中だけに留 ま らず、家族 を囲む父 系親族集 団である宗

族 の中へ も進 出 し、 また、む しろ宗族 の中でよ り完壁 な形 で見 られ た。中国の宗族 とは、

同一の祖先か ら男系 を通 して出 自 した成 員たちが共通 の姓 を有 し、 その中の同 じ「 輩分」

(同 一 の祖先 か ら数 えて同 じ世代 に属す る人 び と。 た とえば 息子 どう しや孫 どう しの こ

と )の 成 員はすべて兄弟 とみな され、高世代 の最年長者 を族長 として選 び、彼の指揮統率

の下 に一族 として統合 され る集 団である。 シューの研究に よれば、 中国の宗族 は、力 と組

織 に関 して地理 的なバ リエーシ ョンが存在す るものの、 その一般的 でかつ基礎的な型 は、

中国の いたるところすべて同一である (シ ュー 74)。 あ らゆ る宗族 はあ る種 の形態の共有

財産、な らびにある程度 の連帯責任 を有 している。宗族 は、成員の教育 と公共福祉 のため

に、給付 を行 い、共通 の祖先への崇拝儀礼 を組織 し、宗族 の祖廟 ・共 同墓地 を管理 す るだ

けでな く、宗族 内の行動規則 を制定 し、判決 を下 し、争 いをと り静 め るな ど、社会的統合

の役割 も行使 し、また、成 員やコ ミュニテ ィの安全 を守 り、成員の社会的地位の上昇 と確

保 な どの役割 も遂行 している。それゆ えに宗族 は、家族 とコ ミュニテ ィ生活 の円滑化、強

化 な らびに持続 に とって、非常 に重要な組織 であ り、
‐
中国人の社会的欲求が最大 に満 たさ

れ る場 とな る集 団であった。

宗族 は、その凝集性 で家族 に劣 るものでな く、む しろ家族 を超 えて、中国人に とって本

源的な社会集 団 とな って いた (シ ュー 313、 314)。 この理 由は、宗族が家族 よ りも優れ

た連続性 と包摂性 という基本属性 を持 つ ことに求 め られ る。宗族 は既述 した大家族 と同 じ

仕方 で増殖す る。すなわち、結婚 と子孫 の継続 という家族 の正常な過程 を繰 り返す ことで、

宗族 は、 その規模 を増大 させ るのである。 しか し、家族の増殖 と宗族 の増殖 とは必ず しも

一致 しな い。成人になって結婚 した息子が生家 か ら出て独立す る時、家族の立場 か らすれ

ば、その規模が小 さ くなった り、 その世代 で絶 たれ て しまった りす る ことが ある。 ところ
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が、 これ と対照的に宗族の立場か らすれば、息子たちが独立すると否 とにかかわ らず、男

系子孫が生まれ る度に規模は大 き くなる。 したがって、家族 よ り宗族の方がより確実に、

いつまで も縦の方へ も横の方へ も増大でき、ひいては永続 できる集団となる。 このように

宗族は、家族 よ り大 きくまた長 く存続す るであるか ら、実力のない家庭に生まれた宗族の

数多 くの成員にとっては、家族 よ りむ しろ宗族か らの社会的保証が確実で、当てになる。

貧 しい者が喜んで宗族に依存す るだけでな く、富裕で著名 な者 も、配下 をだんだんに作 り

あげることと、彼 らの勢力を伸ばす ことにとって、宗族 を有用だと考 える。 さらに、宗教

的欲求においても、家族 よ り宗族の方が、成員の誰 しも彼 に敬意 を表すための儀式が無限

に続け られ ることを保証す る。 こういうわけで、宗族の規模が大 きくなればなるほど、繁

栄するようになればなるほど、それはそのすべての成員の栄達にますますプラスになるか

ら、宗族への忠誠 と献身 という成員の集 団主義的感情は、家族に対す るそれにまった く劣

らず、む しろそれ以上に保持 されている。それゆえに、伝統的中国人は、裕福になるや否

や、そして特 に科挙制度 という官吏登用の試験 を通 してなん らかの名士になれば、彼は宗

族の祖廟 を修繕 。再建 した り、系譜 を拡大 した り、宗族の組織 と宗族のコ ミュニテ ィの事

態 を改善 。強化 した りすることに、努力 を惜 しもうとしなかったのである。宗族成員は自

分の属す る宗族の富裕 と繁栄 と成功を楽 しみ、誇 りに感 じるのである。

19世 紀以前の中国人は、あま りにも家族 と宗族に凝集 しす ぎる上に、国家か らは何 らの

保護や恩恵 を蒙 ることがなかったために、国家 という意識がほとんどなかった。 したがっ

て、それまでの中国の集団主義は、終始、家族 。宗族 を主 とす る親族集団主義 というもの

であって、国家集団主義はまだ誕生す る余地がなかったのである。

2・ 3.国 家意識 の欠如 と愛 国主義 の成長

周知 の とお り、中国は、紀元前221年 に秦の始皇帝が国を統一 してか ら、 1912年 に中華

民国が成立するまで、過去21世 紀にわたるその存続期間中に、わずか断続的に 3つ の比較

的短 い時期だけ中央政府 をもたなかった以外には、それぞれ80年 か ら、数百年続 いた10の

高度に中央集権化 された王朝の強力な支配下にあった。特 に、漢、唐、元、明、清の諸王

朝の場合、かな り領土 を拡大 して中国を統合 した。地方的に分散 していた小農家族経済を

特徴 とした広大な農業帝国を、周辺のアジア内陸部の遊牧異民族か らの数多 くの侵犯 を撃

退 しなが ら、平和的で秩序のある、また、経済の持続的発展 と文化の成熟 をとげた社会に
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統合 した史実か ら、中国歴代の王朝政府の力強 さと政権の安定性は否定できない。 しか し、

専制的 もしくは圧制的な歴代の王朝政府は、必ず しも権威主義的ではな く、国民に対する

積極的な全体的支配はお こなわなかった。王朝政府が望み、そ して得たところの ものは、

国民の消極的な黙従 と恭順 とであった (シ ュー 80)。 膨大な官僚機構はせ いぜ い県 レベ

ルに止ま り、社会底辺に対す る支配 は、地元の儒家思想教育 を受けた特殊な階級の士紳
4)

に委せた。王朝政府 は、ただ地方の士紳 あるいは宗族における豪門を通 じて土地の租税 を

徴収す ることに積極的であるが、公共機能の遂行には冷淡であった。地域の灌漑工事、宗

教儀式、教育施設、軍事事務な どは、すべて士紳の恣意 によつてお こなわれたのである。

結局、「無告の民」に とって、政府は、遠 くて どうでもいい存在であって、国家 との一体

感 を味わ った りすることは全 くなかった。中央政府の統制 を離脱 して放置 された伝統的中

国人は、む しろ自らの運命 を賭けた家族 。宗族 の基礎集団の強化に専念 し、その発展に全

精力を傾けた。19世 紀までの中国社会政治構造は、 このように 2つ の世界、つま り 1つ は

儒教教育 を受け、科挙制度で選ばれた人か らできた王朝政府の国家行政機構 と、 もう 1つ

は無数の完結的 ・閉鎖的な宗族 を中軸 とした血縁 。地縁集団が 自律的に営む農業 と地方商

業 ネッ トワークを核心 とした村落社会か ら、構成 されていたということができる。

宗族が集団のために外部の者 と闘 う場合にみせ る死 を顧みないほどの「 勇敢 さ」 と、徴

兵制度 によって編成 された政府軍の「 臆病 さ」 とがきわめて顕著な対照をな していたと、

ウェーバ ーが指摘 しているように、伝統的中国人は、 自己の栄達 と親族の栄達 とを同一視

し、家族 ・宗族への忠誠をそれ以外の社会及び国家への忠誠に優先 させていた。儒教教育

に「 忠君」 という道徳規範があるが、それは君 臣関係の範囲だけに制限 されてお り、一般

民衆に皇帝や国家に対する忠誠の義務は要求 されていなかった。官吏に「 忠君」が要請 さ

れても、「 修身、斉家、治国、平天下」 (天下 を治めるにはまず 自分の身を修め、次に家

庭 を平和 に し、次に国 を治め、次 に天下 を治め る順序に したがわなければな らな い一―

『広辞苑 』 )と いうように、家族 を整 えることが治国の前提条件 だか ら、官吏にお いてす

ら、国・主君に対する忠誠は第一義的でな く、家族 ・宗族 に対す る義務が優先的位置 を占

めていた。一方「 修身」の 目的は最終的に「 平天下」 (調 和 のある太平な天下 を維持す

る )で あるという考 えが示 しているように、伝統的中国 という文人社会の倫理の 目的は、

中国社会の調和ある平衡の維持にあった。それゆ え、「忠君」 という道徳理念 も例外な く、

ベラーの言ったように、それは「 大衆の伝統的紐帯 (血縁 による家族 ・宗族―一 筆者 )の

拘束 を打破 し、 あるいは家族の根本的忠誠 を何 らかの よ り大 きな集 団 (国 家な ど一― 筆
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者 )に 転換 させる動態 を欠 いていた」 (ベ ラー 269-273)と 考え られ るのである。

中国人に国家意識が芽ば え、国家の利益 と自己の利益 を同一だと意識 し、かつその要求

に進んで服従 し始めたのは、19世 紀以降、西側の工業化 した諸列強及 び日本の侵略によっ

て、完全な国家主権 を持てな くな り、国民の生活が正常に維持できな くなった時か らの こ

とである。

国家 を中心 とす る集団主義だけでな く、近代までの中国では非親族的な非局地的な第 2

次集団が発達 しなかったので、非親族集団を主体 とする集 団主義 も生まれなかった。既述

のように伝統的中国では、個人は、親族の内部において容易に安全 。地位 ・社会の欲求が

満たされ るので、外界に対 して好奇心 を示 さない、また、 自己の栄達 と親族の栄達 とを同

一視す る親族への求心的な世界観が培われていたゆえに、人びとが親族集団を離脱 して、

外 で新 たな第 2次集 団を結成す る内面的衝動 もあま りなかった。実の ところ近代 まで、

「 中国においては、非局地的で、 しかも幾世代にも渡 って継続 したところの、明確 に限定

され、かな りの規模 を持ち、合法的 とされ る第 2次集団は、まれに しかなかった」 (シ ュ

ー 308)の である。たとえば、伝統的中国では、師匠 と門弟、先生 と生徒、または親方 と

徒弟 との関係は、相当重要なものだと人びとに思われていたが、それにもかかわ らず、 日

本のイエモ トのような、長 い期間にわたってつなが り、増殖 し、またフォーマルな規則に

従 って合 目的的に活動を行 っている大 きな組織 としては、 いかなる種類の集団をも形成 し

なかった。彼 らの間の関係は個人的水準 にとどまっていたのである。また中国では、一つ

の技能 を修業中の者や徒弟 としての期間 を完了 した人びとは、組織化 されて職人組合に入

ることが多かったが、それ らは局地的な存在にす ぎなかった。中国全土にわたる基礎 をも

つ組織はいうまでもな く、中国北部全体などのように、やや大 きな地域に基礎 をお く組織

す らなかった。ほかに、晋、宋、 さらにまた明のような、中国の歴史のある時期には何人

かの学者が寄 り集 まって、国事についていろいろと議論 を行った集団がある。たとえば、

晋王朝の ときの「 竹林七賢」 とか宋王朝の ときの「 東林党」な どはよ く知 られているが、

それ らはみな後継者 といった者 をもたず、 ごく短期間続 いたにす ぎなかった。中国で長 く

続 いてきた注 目に値する組織は、ただ同郷人組織である「 会館」 と、主 としてギャングの

団体である「 帯」の二つであった。前者は北京の広東人会館、福建人会館 というぐあいに、

常に局地化 されていた。また旅に出る同郷人の便宜 をはかるためのものでもあった。後者

は地理的にみて前者 よ りも範囲の広 いものだったが、略奪す ることと、時には反乱 を起 こ

す ことにその 目的があったものであ り、 また、等 しく短命 であった (シ ュー 305-308)。
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このように、中国の伝統的社会組織 には、強力な非親族的、および非局地的な第 2次集

団が欠けていた。「 その結果 (西 洋的路線にそったナシ ョナ リズムおよび産業化の発展 と

いった )新 しい目標が、西洋の衝撃のもとで生 じたとき、中国人は、彼 らの組織上の必要

条件 を満 たすべ き人的な枠組みをもっていなかった」 うえに、親族ないし局地に しか慣れ

ない中国人がひとたびそ こを離れても、それ より広 い活動の場 においてとまどうだけで、

互 いに力 を合わせ ることができなかった (シ ュー 321)。 その結果、ついに中国は半植民

地 になってしまったのである。 というわけで、 19世紀前まで、中国では親族原理 に基づ く

血縁・姻縁による家族 ・宗族の中で発達 した集団主義的価値観が、長 い間、そのまま家族

と宗族、また広 くとも血縁 を中核 とする地縁の基礎集団である村・郷などの 1次集団の中

に留まっていた。

上に述べたように、伝統的中国は家族志向の社会であ り、人 びとの 日常の事務の処理や

外界に対する関心の範囲は、家族 ・親族、あるいはそれを中核に して広がった村や郷であ

って、それ以上は越 えなかった。アヘ ン戦争前まで、中国人には近代国家の概念がなかっ

た。あったのは宗法 と地域 を基礎 にした「 天下」 という観念で しかなかった。儒教の政治

思想は、中国人の政治認知 を満足 させ、大 きくて統一 した政治局面を作 り出 したが、国家

に対す る見方はあま りにもあいまいであった。数千年前か ら、中国はずっと東アジアの最

も古い文明国家で、長 い問周辺の小 さな国々との間で貢 ぎ物 を受ける関係 を保 っていた。

そのうえに、儒教文化は、中国の伝統文化だけでな く、あとに東アジアの伝統文化にもな

った。 こういう歴史 を持 っていたために、中国人には文化中心主義があって、「 国家」を

「 天下」 と混同す ると同時に、国家は社会におけ る文化的な単位 として考 えられていた。

いいかえれば、伝統的に中国人の民族主義意識は、文化的意味でのものであ り、彼 らに認

め られたのは、天下 まで包摂 できる華夏文化の共同体、及 びそれに基づ く支配の合法性 を

持つ世襲君主であった。

アヘ ン戦争 をきっかけに、それか らの100年 の間に、英国をは じめとす るほとんど世界

中の資本主義国家が中国に侵入 した。清王朝が倒れた時まで、諸列強 と締結 を強いられた

不平等条約がなん と1,182個 もあった。産業革命 を達成 した諸列強が中国に民主主義 を伝

えて来たが、一方、その諸列強によって軍事、外交、経済など多 くの面で圧力をかけ られ

た中で、中国の民族の独立、領土の保全 と国家の尊厳は終始脅か されていた。アヘ ン戦争

によって開国を強制 された中国人はやっと、中国が多元世界のほんの境界にある政治実体

の 1つ で しかないということを知 り始めた。 こうして始めて近代の政治的意味での民族主
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義が中国人に芽生 えた。 しかも、 こういう民族主義が亡国滅種の危機の深刻化につれて強

化 されつつあった。中国近代史における数多 くの大事件、すなわちアヘ ン戦争、洋務運動、

成成維新、辛亥革命か ら、護国戦争、「 五四」運動、北伐戦争、「一二・九」運動まで、み

な民族の生存 と国家の尊厳が外国によって脅かされたことにかかわ りがあったのである。

中国の近代化にあたっては、民族主義が最 も有効な社会動員のスローガ ンにな り、また、

人びとの心 を凝集 させ、社会のイデオロギーを統合するシ ンボルになった。民族主義 とい

う旗 を手に握 ることができれば、誰であろうと、あるいはどんなグループであろうと、中

国の近代化 を指導す る精神的要害の高地 を占領 し、中国を支配す る正当性 を手に入れ るこ

とができたといえる。清王朝、哀世凱、及び国民党の支配の合法性の喪失は、みな「 喪権

辱国」 とかかわっていた。それに反 して、辛亥革命、国民革命、及び中国共産党の革命は、

依拠 したイデオロギーや成功 した背景 と手段がそれぞれ違 うにもかかわ らず、その深層に

は共通 して民族主義的傾向が こもっていたか ら、勝利 を獲得できたのである。民族主義 を

1つ の手段 として、中国の歩む近代化の中で、魔法のような社会動員が働 いているのであ

る。いいかえれば、中国の近代化において、 もっとも民衆に影響 を与 え、共感 を呼びお こ

すのは、民族主義 というものにほかな らない。諸列強による侮辱、 日本の侵略は、結局、

「 一盤散沙」 (皿 に散 らば っている砂のように固ま らない様子 をもって、団結 しないこと

を比喩す る )の 中国人の強烈な愛国感情 を喚起 した。特 に、中華民族 を衰弱か ら振興へ転

向させ た重要な転換点である抗 日戦争の勝利は、中国共産党主席の江沢民が言ったとお り、

まさに「 中華民族の大団結の象徴 である」(1995年 9月 3日 北京で開かれた抗 日戦争及び

世界反フ ァシズム戦争勝利五十周年記念大会にて )。 言い換 えれば、全国民の集団の力で

勝利を勝ち取 ったのである。

1840年 以来、 いやというほど帝国主義の侵略 を受け、奴隷の ように酷使 されてきた中国

人は、次か ら次へ と感激 と涙にむせぶほ ど民族解放闘争を行っていた。 しか し、それ らは

皆失敗に終わった。抗 日戦争は、 100余年ぶ りに、幾回戦 っても失敗 した歴史 を一転 して、

初めて民族の恥 を洗 いすす いで、反帝国主義侵略戦争の完全な勝利 を勝ち取 った。 もちろ

ん、抗 日戦争の勝利は、旧ソ連軍、アメ リカ 。イギ リス同盟軍の ヨーロッパ・太平洋地区

の各戦場 における ドイツ 。イタ リア 。日本 との戦 いの勝利によって大 いに加速 された こと

は否定できないが、近代的な武器で装備 された 日本侵略者 を「 小米加歩槍 (粟 にライフル

銃 )」 をもって追 い出 したのは、愛国主義精神 によって団結 した全民族の力にほかな らな

い。強敵に侵入 された民族が危急存亡に瀕する重大な時、中国共産党 は愛国主義 と抗 日民
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族統一戦線の旗 を高 々と掲げ、 きわめて広範な全国の各階級、各階層、各党派の愛国の人

びとと海外の華僑 は、団結 して戦争に没入 した。 8年間続 いた抗 日戦争は、堅忍不抜 で、

北は松花江か ら南は珠江まで、 4億の同胞が一様に敵憮心 を起 こし、 自分の血 と肉体でも

って堅固で壊す ことのできない「 長城」を作 り出 し、 日本の侵略者を中国の人民戦争の洋

々たる大海に陥 いらせた。 日本の侵略者の失敗が歴史の必然 とな り、また、中華民族が再

起 したのも歴史の必然であった。

抗 日戦争で、厳重な鍛練 と経験 を受け、また、広大な中国人民に信頼 され、支持 を勝ち

取 った共産党は、民族解放 と民族振興 を指導す る核心 とな り、その後 さらに国民党 を大陸

か ら追い出 し、新民主主義革命の勝利 を迎 え、新中国を1949年 10月 1日 に成立 させた。中

華人民共和国が正式に誕生す る前 日の1949年 9月 30日 、毛沢束の主宰によって開催 された

中国人民政治協商会議第 1回 全体会議において、毛沢東は「 中国人民大団結万歳」 という

題の発言 をし、新中国建国後の 目標およびその 目標 を達成す るのに依拠す る価値理念 を定

めた。その講話の最後の所 に「 全国の同胞のみなさん、われわれは一歩進んで組織 しなけ

ればな らな りません。われわれは全中国の絶対多数の人びとを政治、軍事、経済、文化お

よびその他各種の組織の中へ組織 し、旧中国の散漫 で無組織な状態を克服 し、偉大な人民

大衆の集体 (「 集 団」の中国語の表現一筆者 )の 力によって、人民政府 と人民解放軍 を擁

護 し、独立、民主、平和、統一、富強の新中国を建設 しなければな りません」 と、強国の

目標、および国家 を主体 とする集 団主義に依拠 してその強国の 目標 を達成 しようとする考

えを表明 した。 100年 以上 も植民地主義者 に侮辱 され、「 劣等公民」 として苦 しめ られて

きた中国人は、いうまでもな く政府の主張に合意 した。

党 と政府 を代表 して毛沢束の言 った「 独立、民主、平和、統一、富強の新中国」は、単

なるナシ ョナ リズムの要素 だけでな く、社会主義 。共産主義的要素 も含んでいる。抗 日戦

争が勝利す る前夜の1945年 4月 に、早 くも毛沢東は『論連合政府 』の中で こう言っている。

「 われわれ共産党人は従来 自己の政治的主張 を隠 した くない。われわれの将来の綱領、ま

たは最高綱領は中国を社会主義社会、 さらに共産主義社会の方へ推進 しようとす ることで

ある」 と。共産主義 になれば、世界に階級は存在 しな くなるか ら、搾取 も圧迫 も存在 しな

くなる。生産が高度 に発達 しているので、物質が豊富である上に、人びとも高尚な徳行の

持主である。人びとが充分な 自由を有 し、「各人がそれぞれ最善 を尽 くし、おのおの必要

なだけ取 る」 という、限 りな く素晴 らしい社会である。 しか し、国民に共産党の主張への

合意 を促 したものは、その素晴 らしさへの感動だったといっても間違 いではないが、共産
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主義はまだ現実に見 たことのない幻のようなものなので、正確にいえば、共産党が中国の

民族解放 と新民主主義革命において獲得 した国民の強い信頼 と建国初期のす さまじい変化

が国民 を説得 したという方がいっそう正確であろう。

中国共産党は、共産主義制度 を人類最高の社会理想 としている。 しか し、共産主義社会

の実現は、 いく世代 もの人の努力によって初めて実現できるものである。共産主義社会 を

最終的に実現す るには、まず、その低次の段階、すなわち社会主義社会 を経過 しなければ

な らない。建国か ら1952年 までの 3年 間で国民経済の復興が終わ ると、中国はす ぐに社会

主義建設の段階に入った。政府は1956年 までに社会主義改造 (第 2章 1節 を参照 )を 通 じ

て生産手段の私有制 をほぼ仝面的に廃止 し、資源 を「 労働者 と農民 を基礎に したプロレタ

リアー ト専政の国家」に集 中し、国営 と集団所有制の経済組織 を作 り、全国民の力 を合わ

せ て国民経済を発展 させ、人民の生活 を向上 させ始 めた。中国では、すでに国家は人民の

国家であ り、生産手段は社会的所有であるために、国家利害 と集団 (企 業な ど )利 害 と個

人の利害 との間には、根本的な対立が存在せず、基本的に一致 していると党は信 じている。

こういう党の認識にナシ ョナ リズムが加わって、個人主義 に反対 し、小集団主義に反対 し、

国家利益 を最優先 させ るべきという国家集団主義が高揚 したのである。

一方、社会主義社会の基本原則は「 各尽所能、按労分配」 (各 人がそれぞれ最善 を尽 く

し、労働に応 じて分配する )と いうものである。それには、自己を犠牲にす る要請がない。

強 いて言 っても、せ いぜ い「 最善 を尽 くし」 という言い方 に、い くらかの献身の自覚が要

請 されていると考 え られないこともない ぐらいだろう。一般の人たちにとって社会主義の

基本原則は、作 田啓一の言葉 を借 りれば「 充足価値」といえるのである。 しか し、共産党

員になった人たちにとっては違 う。共産党員は「 誠心誠意人民に奉仕 し、共産主義 を実現

す るために、個人のすべてを犠牲 にす ることを惜まず、一生奮闘すべ き (『 中国共産党規

貝]』 )と 、彼は党員になる際に党に宣誓 したのである。「 共産党人は社会進歩の先鋒だか

ら、 もちろん
″

按労分配
″

の原則に満足す ることはない。単に労働に応 じる報酬 を得 るた

めに、革命 と建設事業に身 を投 じるということをさらにす るはずはない。彼は一般 の人 よ

りもさらに厳 く要請 されてお り、共産主義的道徳 をもって、自己の言行 を照 らし、党の規

約に定め られた :″ 党 と人民の利益 を何 よ りも優先 させ、個人の利益 を党 と人民の利益に

服従 させ るように堅持 し、苦労す る時は人の先に立ち、楽 しむ時は後に回 り、滅私奉公を

し、多 く貢献 しなければな らない
″

というふうに努めるべ きである」 (金衝及 )。 いいか

えれば、共産党員には献身が要請されている。
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ところが、共産党員に対 してい くら献身が要求 されても、「 正当な個人の利益に対 して

は、保護 され るべきだけでな く、党組織の方か らもまたすすんで関心 を寄せ、配慮 を払わ

なければな らないのである」 (金 衝及 )。 しか し、建国後間 もな く、国民経済復興の順調

な様子 と国民の昂揚 した生産の意気込みを見て、毛沢東 をは じめとす る党中央に、速 く共

産主義 を実現 しようと焦 りを生 じた。重工業 を重視 し、国民生活 と大 きく関連 している軽

工業 を軽視す る、いわゆる「 先生産、後生活」 (先 に生産 を高め、生活をあとにす る )と

いう方針 を出 した。「 条件の可能な場合、関心 と配慮 を受けてもらうべき、正当な個人の

利益に対 しても、知 らんぶ りをして実行 しない」 (金衝及 )と いう官僚主義的現象が顕著

にな り、党員に対 してだけでな く、一般国民に対 しても、欲求 を控 え献身を求めるように

なった。

さらに、 1960年 代か らは、ソ連共産党 との関係が悪化 したことか ら、党は、修正主義へ

の変色、社会主義か ら資本主義への堕落 に対する警戒 を強め、修正主義に対する批判、共

産主義精神に関す る教育をますます強化 した。 もともと党員にだけ要求 された共産主義道

徳
6)の 宣伝・教育がすべての国民に対 して強め られ、また、提唱だけでな く、それ を実行

す るように要求 された。「 闘私批修 (個 人主義 の思想 と闘 い、修正主義に批判す る )」

「 豪不利己、専門利人 (少 しも利己的でな く、 ひたす ら人に尽 くす )」 、革命のために

「 一不憎苦、二不伯死」 (苦 しみ も死 も恐れない )な どが大 いに宣伝 され、まるで、個人

利益に関連す ることは口にす ることす ら許せないという厳 しい気分になった (第 2章 2・

3節 を参照 )。 社会主義建設の進行中に社会主義革命の一環 として行われた人間に対する

世界観 の改造 という党 と政府の大衆操作によって、個人の欲求の抑制 と国家への貢献 。献

身 を特徴 とす る国家集団主義が形 を整 えていった。 いいか えれば、社会主義革命 と共産主

義の実現 の必然性 を確信 し、民族解放 と階級解放の事業に情熱 を溢れ させて献身す る忠実

な共産主義者になるようにという、共産党員の価値規範 を中核に国家集団主義が成長 して

きたのである。

1960年 代の前半になると、中国数千年 にわたって続 いてきた家族集団主義が、すでに益

々強固になった共和国の新 しい基盤の上に、国家集団主義 として改造 される。家族集団主

義の弱化は、そのほかにも次の 2つ の要因と関連 していると考 え られる。 1つ は19世 紀に

入ってか らの産業構造の変化 と都市化の進展につれて、特 に、新中国が成立 して行 った農

民個人経済に対す る協 同組合化 と、 さらに1958年 か らの人民公社化
6)に よって小農経済が

崩壊 し、中国独特の家族 ・宗族の存続基盤が小 さくなったということである。 もう 1つ は、
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建国後、国家 という大集団の利益 を重視 し、階級闘争 を強調する共産党は、家族 という小

集団にだけ関心 を寄せ る「 家庭観念の強 い」行為 を個人主義 として批判 し、また家族 。宗

族の血縁 ・姻縁関係 にこだわることは、階級観念 をあいまいにす る恐れがあるとして厳 し

く批判 していたために、家族集団主義の正統性がな くなったということである。

以上で中国近代社会における国家集団主義的価値観の成長過程 を概観 した。まとめてい

えば、国家集団主義 とは、中国の伝統的家族主義 を基礎に、近代 になって成長 してきた民

族解放主義 と共産主義の価値理念によって形作 られた一種の集団主義である。それは、①

個人や集 団が欲求 を控 え、国家に対す る忠誠 と献身 を払 うことは、高尚で、望ま しく、賞

賛 され る行為であ り、②個人や集 団と国家 との利害の一致性が強調 され、③国家 目標 を達

成するために個人や集団は緊密な連帯が意識 されていると同時に、④逆に国家への依存、

国家か らの温情 も期待 されているという価値規範である。国家集団主義は、優先する主体、

内容、 目標が伝統的家族主義 と大 きく違 っているが、性格の面においては酷似 している所

が少な くない。大体次の 3つ の性格は共通 していると考えられよう。

①絶対的権威の存在

②成員に対する忠誠 ・献身の強調

③長への依存 と長か らの温情の期待

ちなみに中国では、国家は人民 によって作 られ、人民のために運営 されているか ら、国

家は人民の国家だという理念、中国は社会主義強国になるのを目指 して建設 しているとい

う宣伝、また社会主義革命 を行 う必要性の絶 えざる強調、共産主義の 目標 は全人類の解放

であるという理念な ど、党 と政府 によって出 されたさまざまな説、理論、 日標、スローガ

ンなどに加 えて、建国 してか ら今 日になっても、党組織 と政府は未分離状態になっている

という現実がか らみ、党、国家、組織、人民、人類、社会、社会主義、革命などの諸概念

の内容ははっき りせず、同一的な ものとして使われ る傾向が見 られる。 というわけで、国

家集 団主義 の主体 である「 国家利益」 という言葉 は、常 に「 党の利益」「 組織の利益」

「 人民の利益」「 革命の利益」な どにかえて表現 され るし、「国家のため」 という言葉 も常

に「 党のため」「 組織のため」「 人民のため」「 人類のため」「 社会のため」「 革命のた

め」「 社会主義建設のため」等にかえて表現 されているのである。

中国人の国家集団主義的価値観 の企業経営への浸透は、① 1956年 までに行った各種の生

産手段の所有制の社会主義的改造 による中国企業の全面的な国営化 と集団所有制化の実現、

および②それを基礎 にした国家の全面参入による計画経済の実施、 さらに③社会主義国家
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における国家 と企業 と労働者 との利益の一致性、および国家利益 を優先すべ きという社会

主義イデオ ロギー教育の強化、の3つ を契機 に成長 した。最後 に④ これ らの上壌 に生まれ

た労働者の国家への宿命的依存 という感情 を条件に ,国 家集 団主義的経営が成立 したとい

える。 これについては第 2、 3章 で論 じることにする。

3。 日本 の集 団主 義 の歴 史 的 変 化

日本の集団主義 は、中国のそれ と同 じように家族主義か ら出発 した。 しか し、親族体系

における相続制度が中国 と違 っていることか ら、非親族集団が中国よ りはるかに発達 し、

非親族集 団における集団主義 (イ エモ ト)も 発達 した。近代 になって、 日本は、中国と同

じく西洋諸列強の強大な経済 。政治力に脅かされたが、幸 いすでに第 1次の親族の組帯か

ら自由になっていた 日本人は、中国人 よ りもずっと容易に近代的な事業体の諸層に引 き入

れ られたばか りでな く、イエモ ト制度 に象徴 されるように、非親族の多数の人びとの力を

合わせて制御す る制度 も確立 された (シ ュー 318)。 そのおかげで、国家の主権 は損なわ

れず、経済の近代化 をも可能にしたのである。 しか し他方では、ナシ ョナ リズムに転化 し

た集団主義が膨張 し、極端な国家主義 に走 ってしまい、世界大戦の大 きな要因ともなった。

ところが、敗戦 した日本は、中国のように半植民地化 され る非運には遭遇 しなかったので、

国民 と主権国家 との運命の共同を身をもって体験す ることはなかった ことと、共産主義体

制 を選ばなかった ことな どを原因にして、 日本の近代的集団主義 は、中国のような国家集

団主義にな らなかった。反対に、アメ リカ占領軍の指導による「 近代化」を推進 している

中で、第 1次大戦後か らすでに企業経営の中に形成 され始めていた企業集団主義が さらに

一般的に普及 し、定着 したのである。

伝統 的 日本 の家族 ・親族集 団主義

日本の親族体系は、根本においては中国の と同じく父と息子の関係 を優性 とす るタイプ

である。 したがって、それが示す諸属性、例 えば連続性、包摂性、権威なども中国のそれ

とよく似 ている。近代以前の段階において、 日本の家族は、中国のそれ と同 じように経済

行為を担 っていた、ゲマイ ンシャフ ト的関係によって組織化 され、家計 と経営が未分離な
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制度体 であった。「 日本人は、中国人の と同 じ、交互的依存 という出発点に立つ。親 と嗣

子 との間には、利害の完全な共通 と、栄誉 と責任の 自動的な共有 とが存在」 (シ ュー 32

6)し たのである。つま り、 日本の家族 も、中国のそれのように集団主義的価値観 に支 え

られていた。その意味で、鈴木榮太郎は、 日本の家 を「 家協同体」と規定 したのであった

(鈴木著作集 1968年 161-171)。 第 2次大戦後の改革によって、 日本の家父長制家族 を支

えていた法的制度は崩壊 したが、 日常行動では非制度的・慣習的に「 まだまだかつての集

団主義の傾向は抜け切れていない。 ことに、親の世代、それ も年長者 になればなるほどそ

の傾向が強い」 (間 宏 103)と いうのが実状である。

日本の伝統的集 団主義 は、既述のように、中国 と類似 して親族体系の父 一息子関係 を優

性 とす るところか ら生成 したものである。 しか し、 これをもって、中 日両国の伝統的集団

主義が全 く同 じものだとは言い切れない。何故な ら、中 日両国の親族体系を特徴づける優

性関係には、父 と息子の関係の外 に、まだかな り相違 したところがあるか らである。中日

両国の親族体系の相違点の中心は、中国が男子兄弟の間の均分相続制であるのに対 して、

日本の方は単子相続 (主 に長子相続 )だ ということにある。単子相続では、嗣子 とかれの

兄弟たち とを分け隔てす ることによって、排他の属性が付加 され るし、父親 と嗣子以外の

息子たち との間の関係が恒久的な ものでない以上、非連続性の属性が作用 し、また、嗣子

を選定す る上での業績本位的基準 と、 さらに父親の権力お よび嗣子 とその弟たち との間の

著 しくヒエラル ヒー的で拘束力のある関係は、権威 の属性 を強化するにちが いないと、シ

ューは分析 している (シ ュー 275)。 このいくつかの属性は、中国の親族体系と区別せ し

める日本独特な親族体系を形成 し、また、 さらに中 日両国の伝統的集団主義 に異なった特

色 を付け加 えたのである。

この 日本に特有の属性は、実際に日本にどのような親族体系を作 り出 したのか、またど

のように中 日両国の伝統的集団主義に違 った特色 を付け加 えたかを、次の 3点 か ら考察 し

よう。

第 1に 、業績本位の作用 によって、 日本の家族 では、非血縁者や非婚姻関係者 を受容す

る柔軟性が増大す る。 日本では単子相続なので、中国の均分相続 よ りも業績本位が強まる

ことは、容易に想定 できる。「 日本の単子相続 においては、長子相続が法律 によって奨励

されていた時 (1896年 つま り明治29年 一一 筆者 )で さえも、嗣子は、多 くは父親 によって

選定 されていた」 (シ ュー 275)。 それゆえに、 日本人は祖先 を確実に祭 り続けるために、

また家業 をしっか り経営 し続けるために、適当な後継 ぎが いなければ、非血縁者 をさえ家
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に迎 え、また、直系家族の成員だけでは耕作 あるいは経営 しきれない広 い土地 を持つ豪農

や、規模の大 きい事業 を営む商家 と職人の家では、傍系親族 もしくは他家の次三男を奉公

人 として住み込ませて、耕作あるいは経営の手伝 いに従事 させ ることさえしたのである。

これ らの「 傍系親族および奉公人は単身者の場合と、結婚 している場合 とがあったが、 ど

ち らの場合にも家族 として独立す ることができず、主家の従属的な家成員になっていた」

(富永 262)。 つま り、 日本の家は、 これ らの従属的成員を文字通 りの小作人や使用人の

ように、契約による被雇用者 として扱 いもしなければ、また、中国の大家族のように、家

族の一員 として、一般に平等であるというようにも処遇 しない。 いくら成員や家族数が増

えても、依然 として 日本式の直系家族の特徴 を保ち、あるいは同族のように擬制の本・分

家の従属関係 を保 っていた。嗣子 として家に迎 えた非血縁者はもちろんの ことであるが、

奉公人 として家に住み込 ませた非血縁者、 もしくはその家族 も、 日本式の血縁者 としてあ

つかい、ある段階に達す ると、やは り親族分家 と同 じ手続 きを通 して奉公人分家 (親族分

家 と区別 して「 別家」 と呼ばれる )と して独立 させてやったのであるる。また、分家 して

独立 してか ら後 も、従属的地位はそのまま持続 され るのである (富 永 314、 315)。 要す

るに、一言で家族 ・親族 といっても、 日本では、中国のそれのように堅 い血縁・姻縁に拘

束 されず、比較的に非血縁者や非婚姻関係者 を家や同族の中に入 り込 ませやすい集団であ

った。 したがって、 日本の伝統的集団主義は、中国のように終始血縁 。姻縁のつなが りの

中で働 き、それに執着す るのではな く、非血縁者や非姻縁関係者 に対 しても、同じ屋根の

下で生活 しさえすれば有効に働 いたのである。言 い換 えれば、 日本の伝統的集団主義は、

中国のそれ よ り活動範囲において弾力性 と柔軟性に富んでいたといえる。実際に、はるか

に遠 い近代以前にも、 日本の集団主義は、家族 。親族の狭 いサークルで働 いてばか りいた

のではな く、非血縁者 と非婚姻関係者の非伝統的な 目的をもった、 よ り新 しい、 よ り大 き

な集団、すなわちイエモ トの中においても発達 した。 さらに、近代になると、 日本の伝統

的集団主義は、近代的企業 を始めとす る、経済的 。政治的 ・宗教的・軍事的な諸事業体の

中でも展開 したのである。

第 2に 、嗣子の選定 と弟たちに対す る嗣子の権威の付加 によって、 日本の家族・親族に

おける権威が強化 され、また権威の ヒエラル ヒーが生成 され る。上の 2・ 2節 に述べたよ

うに、伝統的中国の家族では、家長が絶対的権威 を持 っていたが、男子兄弟の間において

は一般に平等である。 これ と対照的に、 日本の単子相続は、嗣子 を選定す るために家長の

権力が中国のそれよ リー段 と強化 されただけでな く、嗣子 とその弟たちの間にも拘束力の
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強い権威関係が生 じるのである。家長の権威が強大なので、成員の集団への忠誠 と献身は、

中国のそれよ リー層期待できると考 えられ る。また、兄弟間の権威の ヒエラル ヒーの成立

は、反面に家長の権力の独占性 を弱化す る方向へ働 くことも考 えられ る。特 に、同族の場

合、本家は分家に対 して「 極端なまでに服従 を命ずるが、前者が後者 に属す る内部的な事

が らに干渉することはな」 く、「 それぞれの分枝団体は自律性 をもっているので、気ま ぐ

れや個人的な好みといったものによって組織全体の整然たる秩序が影響 され る機会は、ず

っと少ない」 (シ ュー 319)。

これ と対照的に、中国の家族では、父 と息子の二世代家族はいうまでもな く、父 一息子

関係の連続が三世代、四世代……いる大家族においても、権威の ヒエラル ヒーはそれほど

顕著でない。息子の父親への従順は、父 と息子の間だけを規定す る儒教倫理的な行為規範

によるものであ り、 これは大家族において、家族の生命 。財産 。行動 を統率・支配する権

力・権威 とは違 う次元の問題である。い くら父 ―息子関係の連続が多い家族でも、家長 こ

そ絶対的な権威 を有 している。家族 を運営す るすべての権力は、家長一人の手に握 られ、

各下位世代の父親には分権 されずに、家族におけるもっとも低 い世代 にまで貫徹 されるの

である。 これに関 しては、明や清、 さらには近代に出版 された数多 くの中国の大家族 を描

いた小説にた くさん書かれている。世界的に有名な清の時代の小説『紅楼夢 』に書かれた

ある「 買」 という姓の大家族の盛衰史には、中国大家族における権力 ・権威の構造がよく

表 されている。使用人 も含んで、親疎 さまざまな血縁者 と姻戚が数百人同居 している大家

族では、長老であるお祖母様が一番の権力者である。お祖母様にかわ いが られた孫 に対 し

ては、い くらいたず らをしても大官吏である父親は、彼 を叱責す ることができない。 とき

には息子 をこらしめたことをお祖母様に知 られ、 自分 もさん ざん痛 い目にあってしまうと

いう場面がある。

中国では宗族集団への加入は、原則的に個人単位 となっている (シ ュー 319)の で、家

族 においてはいうまでもな く、宗族 にお いても、長老の権威はやは り、主 として長老 と各

宗族成員 という個人間の レベルにおいて成 り立 っている。 これ と対照的に、 日本では、権

威の ヒエラル ヒーは、二つの次元で成立 している。一つは、家族の中で父―嗣子 一次三男

という個人 レベルで働 いているものであ り、 もう一つは、本家 一分家 という集団 レベルで

働 いているものである。 日本の家族 。同族における権威の強 さおよび ヒエラル ヒーは、 日

本人 を第 2次集 団の中でで も、各 レベルにいる権威者に対 して中国人 より比較的顕著に従

順の態度 を表 し、集団に対 して忠誠 と献身 を払お うとす るように駆 り立てる。 さらには、
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日本の伝統的集 団主義に対 し、近代的官僚制の「 権限の ヒエラル ヒー」 という性格 に似た

要素 をも与 えることになったのである。

第 3に 、排他性の付加 と非連続性の作用は、 日本の家族・親族の凝集性 を弱化 させ るだ

けでな く、 日本人をして中国人以上に積極的に、親族領域の外側にお いて彼 らの社会的欲

求 を満足 させ得 る諸集団を作 り出 し、また中国人以上に真剣に、 これ らの集 団に加入す る

ように駆 り立てる。 日本の親族体系においては、傍系の身内の ものが生家か ら排除 され、

また分家になった家族は祖先 とのつなが りが切れ る、 という意味での排他性 と非連続性が

あるので、 日本の家族は、中国のような大家族 を形成 しに くく、直系家族が主な形態にな

る (富永 262)。 そればか りでな く、他方では、父系の一族の範囲は中国のそれ よ り狭い

ものとな り、中国のように祖先の子孫 であるすべての男性、およびこの集団に嫁 いできた

すべての女性 を含む「 宗族」を形成せず、嗣子の家族である本家 と、本家に敬意 を表 し服

従すべ き分家 とか らなる同族 しか形成 されない。つま り、 日本の家族 と同族 は、中国の家

族 と宗族 よ り包摂性が小 さく、中国の家族 と宗族のように大 きくて強 い勢力 (経済的な勢

力を指す場合 も可能であるし、あるいは社会的、宗教的な勢力を指す場合 も可能である )

を持つ集団にな りがたい。言 い換 えれば 日本の家族 と同族は、中国の家族 と宗族に比べて、

成員への支援力が一般に劣 ると考 えられ る。 したがつて、 これに依拠する家族や親族集団

の凝集性 も、一般に中国よ り弱いとも考 えられ る。つま り中国人にとって親族は本源的な

ものであるが、 日本人にとっての親族集 団は、中国人のに比べてそれほど本源的な ものと

はいえないのである。

一方、 日本の嗣子でない息子たちは、祖先伝来の財産に対す る所有権 と家業に対す る経

営権 を主張できなかったし、またその祖先伝来 の家庭に留まることに関 しても法律的 。社

会的 。宗教的な根拠 も持たなかったので、彼 らが何かを受け取 るとか、あるいは生家に留

まるとすれば、それは大体父親 もしくは嗣子の側 でそうさせ ることが有用だと判断す る場

合だけであった。事実、中国の既婚の兄弟たちには同居が賞賛 されるのに対 して、「 日本

人にとっては、別居が望ましくて称賛に値す る営為なのであった」 (シ ュー 276)。 こう

いう地位 に置かれる日本の嗣子以外の息子たちは、中国の息子たちよ りも、心理的に自己

の名声または幸運 を親族集団外の他のサ ークルで探 し求める強迫衝動に駆 られ、 自己の運

命 を切 り開 くために、彼 らは中国の息子 たちよ りもはるかに、親族集 団の外 で第 2次集団

を作 り、またそ こに加入す る情熱 を持 っていたと想定できる。伝統的社会においては、嗣

子 でな い者の方が嗣子 よ りも人数が多いと大体仮定で きるか ら、たいていの (嗣 子以外
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の )日 本人が第 2次集団の結成に熱心なのである。つま り、中国人にとって「 宇宙は、親

族集団に始ま り、親族集団に終わ る。親族集団 こそ、彼 らの転換不可能な世界であった」

(シ ュー 327)の に対 して、 日本人にとっての親族集 団は、それほど転換不可能な世界で

はない。彼 らは、中国人よ りはるかに、第 1次 の親族の紐帯か ら離脱する自由をもってい

る。実のところ、近代以前の中国においては、第 2次集団はまれにしか見 られなかったの

に対 して、 日本では西洋 との集中的な接触 をす るようになるよ りはるか以前に、狭 く限定

された親族的紐帯 とは違 う目的 をもつ第 2次集団を作 り出 したばか りでな く、比較的大 き

な活動の場で非常に多数の人びとを厳 しく制御する制度 を、すでに確立 していた (シ ュー

318)。 この代表がイエモ トという制度である。

日本人が中国人 よ り親族集団に拘束 されないことは、歴史の事実 としても立証 されてい

る。 日本の戦前段階の産業化過程 において、農家人口をほぼ一定 に保 ったまま、工業労働

力の供給が行われ得 た。 これ らの工業労働力の供給は、長子単独相続によって家制度か ら

放 り出 された余計者である、次三男によって担われていたといわれ る。 これ と対照的に、

中国では、徹底的な均分相続制の故に、農家の男子がすべてわずかな農地に しがみついて、

近代以降 も農村か ら出てい くことが少なかった。結局、凝集性 を強 く有する中国の親族形

態は、中国の産業化 を促進出来なかった一因ともなったのである (富永 261)。 近代以前

に非親族的および非局地的な第 2次集団が発達 したか否かが、中 日両国に全 く違 った歴.史

的運命 をもた らす ことになった。同章 2・ 3節 で触れたが、第 2次集団が発達 しなかった

中国が、まるまる 1世紀 もの間、西洋権勢下で沈滞 と混乱の半植民地状態に陥ったのとは

対照的に、 日本は、第 2次集団の発達 を利点に、め ざましい、 しかもすみやかな経済発展

を遂 げたのである (シ ュー 320)。 中 日両国の近代におけるこうした歴史的遭遇の相違は、

また、中 日両国の近代的集 団主義 を違 った方向へ と導 いたのである。

2.第 2次集 団に浸透 した 日本の集 団主義

近代以前にすでに日本において遍在 していたイエモ ト、およびイエモ トとは呼ばれない

がイエモ トの本質 を持つ各種の集 団は、親族ではないが、親族 によく似 た独特の第 2次集

団である。イエモ ト制度 を考察すれば分かるが、 これ らの集団は、まった く親族構造の転

写であ り、親族 内容 を強化 したものであ り、また、集団主義的価値観 をもって支 え られる

ものである。
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イエモ ト制度 とは何か。それは、家において見 られる日本的様式か ら発 して、その構造

要素のある部分的変更 を伴 いつつ、同族 を経由して生まれ出たものである (シ ュー 314)。

近代のはるか以前か ら長期間に渡 って増殖 した 日本の第 2次集団は、必ず しも常にという

わけではないが、多 くの場合、イエモ ト制度によって基礎づけ られている。 よく知 られて

いるもの としては、生け花 。茶道 ・柔道 ・絵画・書道 ・舞踊・歌舞伎 ・能 。弓道・馬術・

音曲 。衣服デザ イ ン・竿曲・盆栽などの流派がそれである。またイエモ トとは呼ばれてい

なかつたが、それにもかかわ らず、同じ原理に基づいて組織 されていた武家の諸集団も、

イエモ トというものにほかな らない。「 浄瑠璃」 という歌曲や演劇の形で劇曲化 された47

人の浪人の有名な事件 (忠 臣蔵 )は 、歴史上のそうした一例である。超帝国主義者団体の

黒龍会 もまた、近代 において広 く知 られていた。「 セザ ンヌ」派の会員 として知 られる現

代 日本の画家たちさえも、 イエモ トの成員である。 日本においてイエモ トの本質的なもの

は、職業集団だけでな く宗教の中でも、軍隊だけでな く政府の中でも、芸術団体だけでな

く知的追求の団体の中でも、それぞれ見 いだされ る。また、合法的な職業だけに局限 され

るものではな く、博徒 。や くざ 。日雇 い労務者 ・非熟練労働者な ども、同 じように して組

織 され る (シ ュー 308、 312、 313、 317)。 要す るに、イエモ トは、 日本に於ける社会的連帯

の基礎であ り、 日本の最 も特有で、また 日本社会を最 も特徴づけるような第 2次集団だと

みなす ことができる。イエモ ト集団主義の各性格 こそ、 日本の伝統的集団主義 を具現 して

いると考 えられる。

イエモ トという社会組織 と日本のすべての社会組織 とに浸透する本質的な原理 は、シュ

ーが「 縁約」の原理 と称 したものである。「 縁約」の原理 とは「 固定化 された不変の ヒエ

ラル ヒー的制度なのであるが、 しか し同時に一組の共通の 目標に向か う、共通のイデオ ロ

ギーのもとでの行動の、共通 したおきてに従 う一団の人びとの間で自発的に取 り結ばれた

制度でもある」。それは、部分的に親族モデルにその基礎 を置 いているので、一度固定化

されれば、 ヒエラル ヒー的関係が恒久的になる傾向がある。またそれは、部分的には契約

モデルにその基礎 を置 いている。つま り、集団に加入することと、時にはそ こか ら離脱す

ることが、個人の意志に任せ られ ることになっているのである (シ ュー 304)。 具体的に

芸能におけるイエモ ト制度 をモデルに挙げて見れば、次のような特徴がある。

第 1に 、家長 としての家元がいる。彼は流儀の統制権 を持つ と同時に、弟子たる門下の

師匠の不品行に対 して破門 を行 う権力をも有す る。いいかえれば、彼 は当該流派の象徴 と

して (天皇が 日本国の象徴のように )内 のすべての者に対 して強大な権力 をもつ。 しか し、
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組織の具体的な運営は、下の ヒエラル ヒー的になっている幹事会の集団的指導にゆだねる。

彼 はいろいろな行事で収め られた収入の一部、また弟子たちか らの献金 を受け取 る権利を

持 つ。家元は、ほとんど世襲的であるが、嗣子がいない場合に誰か外 の者が地位 を譲渡 さ

れ るとき、イエモ トの系図を譲 り受けると同時に、家元の祖先 を祭 る義務 をも引き受ける

のである。

第 2に 、成員間の直系 と傍系 という擬制血縁関係がある。有資格者 としての認定 (名 取

り)を 通 じて師匠 と門弟関係 を築 き、 これを上台にそれぞれ違 った水準に置 いて血縁関係

が仮定 され、 ヒエラル ヒー的関係が恒久的にに形成 され る。弟子たちは、師匠を通 して他

の弟子 と連結 されているし、また師匠たちも、一段上級の師匠たちを通 して互いに結 びつ

いている。彼 らのつなが りは、世代的であ り、また直系的でもある。まるで中国の宗族の

ように、連続性にも包摂制にも優れている。それ どころか、父系出自等の血縁の制限がな

いので、宗族以上に横へ も無限 と言 えるほど拡張でき、 巨大な組織 を築 くことができる。

有資格認定儀式 を済ませて初めて、師匠 となる資格 を持ち、生計 を立てることが可能 とな

り、また、社会一般に対 して効力を持つような当該流派の威信が弟子に与 えられ るので、

社会での高 い地位 を手に入れることが可能 となる。つま り、イエモ トの勢力・栄誉は、成

員個人 と分有 されている。 もちろん、反対に師匠になった成員の これか らの事業の発展 も、

また当該流派の勢力や威信の増強に貢献す るのである。いいかえれば、あたかも家族のよ

うに、集団と個人の運命の共同が成 り立っているのである。

第 3に 、師匠と弟子 との間は、一種 の擬制の父子関係である。有資格認定 を受けた者 と

自分の師匠との間は、個人 レベルの交互的な義務 。責務 を遂行 しあう関係にある。師匠は

弟子に職業上の庇護 を与え、職業活動において弟子 を助勢するのがその責務である。反対

に弟子は、師匠に対 していわゆる「 忠臣 2君 にまみえず」 という人格上の忠誠 と、師匠の

芸能の流儀 を、忠実に守 らなければな らない。また重要なあ らゆる機会に、適当な額の金

銭 を、 自分の師匠に贈 らなければな らない。 こういう交互的な義務・責務は、父 と息子 と

の間の義務 ・責務に等 しく、「 誠実な気持ちか ら発 したものであ り、また
″

責務 を果たし

たか らといって
″

決済のつ くようなものでもない」。 この義務 。責務 は定量化 され るもの

ではないので、そこには限界 というものがない (シ ュー 309)。 いいかえれば、イエモ ト

は、契約による加入であるにもかかわ らず、擬制家族・親族関係 を通 じて、相互依存の共

同体になるのである。

第 4に 、「 和」の精神が貫徹 され る。イエモ ト組織は、それぞれ縄張 りを持っている。
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集 団外に対 しては、 自らの流儀の秘密を守 り、縄張 りを譲 らない。反対に、集団内におい

ては、流派内の下位集団は、 自分の有す る縄張 りを若干同 じ流派 内の他の下位集団に自発

的に委譲す ることができる。組織 内部において、その ヒエラル ヒー的制度 を少 しでも変え

ることは禁止 される。つま り、師匠とその弟子 との間で、互いの位置 を取 りかえることは

できない。また競争 を防止するために、各師匠の経営する範囲が制限 され る。職業活動に

お いて、一人の成員が「 お さらい会」あるいは公演会をしているとき、普通 ヒエラル ヒー

の中で、主演者 よ り高 い水準に位置する成員たちは 自ら来 て手伝 った りし、また、 ヒエラ

ル ヒーの中で主演者 よ り低 い水準に位置す る成員たちは、切符 を売 ることを引き受けた り、

金銭の形 でお祝 いを主演者に贈 らなければな らない。 このようにあ らゆる成員は固定 され

た身分に従 って、共通なしきた りや慣習 を守 りなが ら、「 和」の精神の下での相互援助 と

協同達成 を通 じて、集団の勢力を維持 し拡大するのである。

イエモ トの上記の四つの特徴か ら分かるように、 日本社会に於ける第 2次集団を運営す

るイエモ ト制度 は、まさに集団主義が家族 。親族か ら第 2次集団へ変身 した傑作 といって

過言ではない。 日本人の第 2次集団への加入が親族 を棄却することを意味 しないどころか、

日本の親族体系で中国の親族体系よ り劣 るところを修正 し、中国の大家族 ・宗族に比肩で

きる、いや、中国の大家族 。宗族以上に凝集性の優れた擬制親族集団を作 り出 したといえ

る。結局、イエモ ト制度は、中国の親族 との比較において相対的に脆弱な基盤 しか持たな

い日本の親族集 団に代わって、 日本人にとって本源的なものになった。 日本のイエモ ト制

度は、近代の 日本企業 における集団主義的経営の誕生の温床 となる役割 を演 じたと、専門

家たちは指摘 している。「 イエモ ト制度の構造は、 しかし特 にその内容は、近代 日本の企

業に、組織への忠誠、及び組織力 という、企業にとって最 も重要な資源 を供与 したのだっ

た」 (シ ュー 320)。

一方イエモ トの上記の四つの特徴か ら、すでに 日本の伝統的集団主義の中に、近代的機

能集団のいくつかの要素が存在 していた ことが うかがわれ る。たとえば、選択意志 による

加入と離脱、権限の ヒエラル ヒー、そんなに著 しくはないが業績本位の強化、ゲマイ ンシ

ャフ ト的 とはいえるが個人の恣意によって変 え られ ることのない合 目的的な共通に遵守す

べ き制度などの諸属性は、すべてが、近代官僚制組織に欠かせない要素である。 というわ

けで、 日本は、西洋 と接触後、中国よ りもずっとたやす く西洋的路線 にそって組織 し、西

側諸列強の衝撃 を阻止 し、産業化の道 を進む ことができたのである。

もちろん、中国 と違 って 日本が西側諸工業国の圧力を乗 り越 え、経済の近代化 を達成 し
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た ことは、すでにイエモ ト制度 を通 じて、近代的な第 2次集団の結成に対す る準備ができ

ていた、 ということだけに原因を求めることはできない。 このほかにまだいろいろ複雑な

要因が存在 していたと考 え られ る。その中で特 に、一筆触れなければな らないのは、当時

日本政府の「 上か ら」の強力な指導がなければ、やは り、産業化の達成はできなかったで

あろうということである。同 じ理由で、中国が西側諸列強の圧力に対抗できなかったのは、

一方では、横の国民の間の連帯があま り強 くなかったほかに、他方では、縦の強力な中国

政府の「 上か ら」の指導 もなかったか らというように考えなければな らない。

すでに述べたが、近代以前の中国社会は、支配 と被支配の両階層の間が隔絶 して「 共通

の社会意志」に欠け、国家 と社会が遊離 していた。 しかも社会集団 (宗族 )は 、 よ り高次

の結集に向うことな く、環節社会 (デ ュルケーム )の ままで停滞 したのであった。19世 紀

になって、中国では、人口増加のため、産業化による新 しい条件 を創出 しないかぎ り、伝

統経済はすでに限界に達 していた。農業経済における秩序がすでに乱れ始め、農民造反が

あいついでいた。西側諸列強の侵略がさらに造反の発生 を刺激 した。王朝政府は、財政収

入 を得 るだけでな く、各地 の造反運動を鎮めるためにも、地方の士紳階級の指導す る自衛

団体にしか頼 ることができなかった。士紳の地方軍隊は、最終的に清王朝の秩序 を回復 し

たが、そのかわ りに、省 と地方の支配階級はますます強大化 した。清朝政府は、産業化 を

試みてもみた。 ことに20世紀初頭の10年 間には、各種の改革案が 目もくらむほどのスピー

トで、公布 された。 しか し、財政的にも、軍事的に も無力な中央政府は、分権 しようとす

る地方統治者 (地 方官吏、軍人 と官吏でない士紳 )を コン トロールできず、 とうとう産業

化 を推進できずに減ぼ された。それ以降、権力はますます各地方の軍人の手に集 中され、

「 軍閥」の間の対抗が形成 された。 こういう局面は、 1949年 になってやつと、共産党によ

って完全に治められたのである。

中国の環節社会 と違って、 日本は高度 に統合化 された社会であった。「 日本の村落社会

は徳川 300年 の間にすでに等質的になっていたのであ り、 日本社会の文化的共通性は、徳

川時代以降の中央集権的政治力に基づ く行政網の発達や、明治以降の近代教育の普及など

によって一層助長 された」 (楊天溢 148)。 他方、 日本の集団形成の特徴 も、政府意志の

貫徹に有利であった。 日本の集団形成は「 どんなに大 きくなっても、
″

タテ
″

関係 を通 じ

て下方に膨張す ることはあつても、
″ ヨコ″

につなが る可能性はな く、またよ り高次の活

動のために、必然的に他の組織 (政 治組織 )に依存せ ざるをえない」 (楊 天溢 149)と い

う傾向がある。「 これは中央集権的政治組織の貫徹 に絶好の場 を与え、政治権力は これ ら
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無数の孤立集 団の「 タテ組織」 を通 して、 その集 団の底辺 にまで難 な く達す ることができ

た」 (同 上 )の であ る。 それ だけでな く、実際の ところ、 日本の国家全体 は、す でに「 縁

約」原理 に基づ いて、文字 どお リーつの 巨大 な擬制親族集 団にな って いた。皇室 は、 日本

の全家族 を分家 とす るような本家家族 となっている。「 日本人の理想 は、万一の ときには、

主君 や天皇 に対す る忠誠 を最高の もの とし」「 その他 のすべてにそれ を優先 させ るという

ことであ る」 (シ ュー 326)。 家長 に対す る孝 と天皇 に対す る忠、 そ してまた国家 に対す

る忠 を「 忠孝一貫」 とす る 日本人 の家族 国家観 は、明治政府 の産業化の推進 に大 きな力 を

与 えた。ちなみに これ も、 日本 を国家主義 の道へ走 らせ るように導 いた一 因で もあった。

3。 日本的経営の形成過程

19世 紀以降、 日本は、中国と同じく、欧米先進国の「 開国」の圧力に脅か されていた。

明治政府は、 日本 を西洋先進諸国 と対等の地位 に立つ ことができるようにするために、

「 殖産興業」 という政策 を打ち出 し、積極的に産業主義 を「 上か ら」推進 した。産業化の

促進にのみ関心 を向け、他の側面の近代化についてむ しろ抑圧 した明治政府は、産業主義

か ら西洋文化に固有な功利主義的個人主義 を切 り離 し、 日本伝統文化 と巧みに接合 し、国

家の 目標 にあわせて経済的近代化 をオーガナイズした。一方、政府によって鼓吹 されただ

けでな く、アジア諸国が植民地化 されていく現実 を見て、危機感 と切迫感 を覚 えた 日本国

民は、ナシ ョナ リズムの感情 と意識 を高揚 した。言 い換 えれば、 日本人に固有の伝統的集

団主義は、近代の国際危機の下 でナシ ョナ リズムの方向へ増強 し始めたのである。間宏は、

ナシ ョナ リズムという言葉について、民族主義 と国家主義 との二つの面か らとらえ、民族

主義の段階にあるナシ ョナ リズムは他民族か らの独立がその中心 スローガ ンになるが、国

家主義 としてのナシ ョナ リズムになると、 さらに上の段階へ進んで、 自国の強大化がその

中心スローガ ンになると考 えている。彼は、近代の 日本の経営がナシ ョナ リズムによって

極 めて重要な特徴 を形作 られてきたと指摘 している。 これは、中国建国後のナシ ョナ リズ

ム兼共産主義価値観 によって特徴づけ られたそれ とは対照的である。 日本の経営ナシ ョナ

リズムは、戦前は、明治末 までの民族主義の段階か ら第 2次大戦 までの国家主義の段階、

戦後は、「 堪 え難 きを堪 え、忍び難 きを忍ぶ」 ところか ら出発 し、講和条約で独立 を達成

す るまでの民族主義の段階か ら、それ以後の経済大国に見 られる国家主義の段階に至 るま

での変化があると考え られる (間 宏 70)。

- 43 -



日本では、幕末の 1世 紀の間に、都市 よ りも農村工業 として発展 し、存在 していた在来

の綿業、絹業、和紙、醸造、製茶、製糖、種油、蝋、煙草、畳などは、すべて手工業 で、

明治維新以降において近代企業へ と進化 を遂げ得なかった。1880年 代後半以降に 日本の産

業化を担 うことになった日本の近代企業は、「 富国強兵」 という国家 目標の下で、政府の

殖産興業の政策 によって西洋か ら輸入された技術に依存 して育成 されたものである。明治

政府は、官庁組織の中に殖産興業政策 を担 当す る内務省、工部省 (1881年 以降 は農商務

省 )を 置 き、製糸、紡績、鉱 山、造船な どの官営工場 を設立 し、またそれを民間へ払 い下

げ、近代的銀行制度 を創設 し、鉄道、道路、港湾な どのイ ンフラス トラクチ ュアを整備す

るなど、各方面か ら産業化 を展開 した。 1880年後半 (「 松方デフ レ」の収束後 )か ら、 日

清戦争、 日露戦争、第 1次大戦 を経過 して1920年 頃までの時期に、 日本の近代企業の最初

の形成が行われ、企業設立数が急速に増 えたと同時に、官営工場や鉱 山を買 い取 って近代

的企業に発展 させ る能力を持 った企業家たちも数多 く育った。創設期における近代企業は、

利潤追求 だけか ら出発 したのではな く、国家の自立 というナシ ョナ リズムに大 きく依存 じ

ていた。 こうした傾向は、 その後、続々と誕生 してきた民間企業 にも多かれ少なかれ受け

継がれ、今 日に至っている (間 宏 72)。

既述のように、集団主義の価値観 は、 日本の伝統的生活様式の中で、欲求充足に適応 し

て発展 してきたものである。それは、近代 になって、西洋文化 との接触によ り個人主義の

影響を蒙 ったが、政府の大衆操作お よび先進国の強大な圧力に脅かされたことで、ナシ ョ

ナ リズムの感情が加わって、む しろいっそう強 くなった。 ところが、 日本の近代企業では、

最初の頃、労使関係 という レベルでの集 団主義的経営は、 まだ存在 しなかった。正確に言

えば、まだ条件がそろわず形成 されていなかった。産業化の初期、 日本では、重工業企業

であろうと、軽工業企業であろうと、企業は労働力の安定的な獲得が難 しいばか りでな く、

生産環境 も劣悪で、労使関係がまだ「 原生的」段階にあったので、 日本的経営を形成す る

だけの余裕がなかったのである。 日本の企業経営の集団主義的特質、すなわち経営者 と労

働者 との間にお いて、構造的には封鎖性 と、機能的には温情的・ゲマイ ンシャフ ト的な感

情的相互融合 という特質 を担 ってきた、構造的構成要素 としての終身雇用、およびそれを

を維持す るための給与 と昇進における年功序列制、そして終身雇用による封鎖性を前提 に

して生まれた企業別労働組合の確立 と普及は、第 1次大戦後の ことである。

第 1次大戦直後の好況期に、 日本の大企業、特 に財閥系企業 は、著 しく発展 を遂げた。

企業の環境条件 にゆ とりが出、諸企業は、明治初期の原生的労使関係か ら脱皮 して、労働
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者 を温情的に処遇す ることができるようになった。「 経営家族主義」 を提唱す る「 開明

的」な労務問題の指導者 も現れた。一方、 この時期に、西洋の最新技術 を導入することを

通 じて技術革新が大 いに行われたために、 これに適応 し得 る熟練労働者の養成が急務にな

った。そ して企業内の「 見習い制度」が確立 された。せ っか く養成 した熟練労働者 を他社

に流出させないために、 この見習 い制度 の出身者に対 して基幹熟練工 としての企業 内昇進

・昇給コースを割 り当てる制度 もできた。 このようにして、基幹要員に限 られてはいるが、

最初の終身雇用が成立 した。技術革新の進行 とともに、労働者に対 してますます高い熟練

の質が要求 されるようになったため、非熟練職種以外の労働者はすべて直傭制に変わった。

熟練労働者の直傭 と企業内での定着によって、経営者は、労働者 を「 うちの従業員」 とい

う風に考 えるようにな り、彼 らに対する企業内処遇にも関心 を持ち始め、温情的な労使関

係の形成が促 された。最後 に、 この時期 に労働運動が高ま り、サ ンデ ィカ リズム、マルク

ス主義の思想が 日本にも伝わってきたので、経営者は、労働紛争・労働運動が発生 しない

ように、 自社での対策 と労働側 との対話 を通 じて融合感情 を培 う努力をしなければな らな

くなった。 このように第 1次大戦後か ら10年 あま りの時期に、 日本の集団主義経営の原型

が確立 したのである。

第 2次大戦後、 日本では「 戦後改革」が行われ、民主化の風潮が高かまった。 しか し、

それにもかかわ らず、集団主義的経営がむ しろ大企業においていっそう一般化 し、定着 し

た。戦前、終身雇用制 と年功序列制は、大企業にだけ限 られていた (中 小企業は戦後でも

大部分が実施 しない )ば か りでな く、大企業でもあ くまで基幹職員 と基幹熟練工に限 られ

ていた。 しかし、戦後になって これが全従業員を対象に実施 され るようになった。一方、

労働組合は、戦後の労働改革 を通 じて全面的に組織 されるようになった。終身雇用制 と年

功序列制 による大企業の封鎖性が前提であったので、組合は自ずか ら企業別に作 られるこ

とになった。 ここまで来て、 日本的経営 を形成す る中心的な構造要素がすべてそろったの

である。

戦後に民主化の風潮の中で、 日本の伝統主義が依然 として強 く、活力が衰 えなかったの

はなぜだろうか。 これについて以下の理 由が考 えられると日本の専門家たちは指摘 してい

る (間 宏 64、 87、 88、  富永 332)。 1つ は、敗戦後、占領下でのナシ ョナ リズムは、戦

時中の国家主義的 というよ り、む しろ民族主義的色彩が強かったので、「 祖国再建」とい

う日本人の共通の悲願か ら、競争 より団結 を優先 し、また国としての団結か ら、ひいては

企業の団結のスローガ ンとしても主張 された。 2つ は、戦後極度の貧困のもとで民主化が
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出発 したので、乏 しい物資 を分け合って何 とかみんなが生 きていこうという考えか ら、平

等中心の民主化が進展 していた。 3つ は、明治以降、 日本の経済成長は驚異的なものであ

りなが ら、経済の底が浅かったので、不断に失業や生活難に苦 しめ られていた人びとが最

も渇望 したのは、長期的な生活安定 というものであるために、戦前は大企業の基幹職員と

基幹熟練工 しか受けていなかった終身雇用制 と年功序列制が労働者一般の権利だと考 えら

れ、それ を全従業員に押 し広めるべきだと労働組合によって要求 された。

ところが、 日本の近代的集団主義は、中国のそれのように、なぜ国家集 団主義 にな らず、

企業集団主義になったのか。 これは、中 日両国の伝統的集団主義の相異 と両国の近代にお

ける違った境遇な どに原因を求めることができると思う。まず第 1に 、中 日両国の伝統的

集 団主義の相異による原因をみよう。本章の 2・ 2と 3。 2節 ですでに中 日両国の伝統的

集 団主義の相異 を明 らかに した。つま り、中国の伝統的集 団主義は、全 く親族原理 に基づ

き、親族集団の中に拘束 されていたのに対 して、 日本の伝統的集団主義は、すでに「縁約」

原理 に基づき、また、非親族集団のイエモ ト集 団の中で熟成 した。 日本の伝統的集 団主義

は、すでに近代の機能集団の持ついくつかの要素 を具備 していた。それで中国の伝統的集

団主義 よ りも近代的組織に適応 しやすかったのである。一旦外部条件が揃 えば、大 きな修

正 をしな くても、ただちに、近代的組織 に広が ることができるのである。結局、上記のよ

うに、近代企業の諸条件が整 うと、集団主義が速 く芽生え、成長 してきたのである。第 2

に、中 日両国の近代 における境遇の違 いか らも原因を探れ る。中国の国家集団主義の成長

過程 をみれば分かるように、国民が国家 との運命の共同体 を実感 したかどうかは、国家集

団主義の生成 を促すには欠かせない触媒 だといえる。 日本は半植民地 という立場に立たさ

れた ことがなかったので、中国人のように国家が強 くなければ国民は侮辱 されいじめ られ、

完全な主権国でなければ国民の安泰な生活が確保できない、 という感 じを強 くもたなかっ

た。 しか も、新中国の成立によって、共産党政府か ら多大な恩恵 を受けて、国家 との運命

の共同をいっそう感 じ取 った中国の絶大的多数の人が抱 いた感激 も、 日本人は体験 しなか

った。それゆえ、国家集団主義が生 じに くかったのである。第 3に 、戦後、 日本はアメ リ

カ占領軍の指導の下で国家再建を行ったので、社会主義制度 を選ばなかったため、国家集

団主義の成長を基盤 とす る計画経済下に置かれた厖大な国営企業がなかったし、また、共

産主義のイデオロギーが強調 されなかったので、 いうまでもな く国家集団主義の貢献価値

も集団主義の中に導入 されなかった。 これ らのいずれ もが、 日本の近代的集団主義 を国家

集団主義の方向へ推進 しなかった要因である。
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中 日両国の近代的集団主義は、貢献する対象が違 うだけでな く、形成要因 も違 うので、

主体間の位置関係や貢献度に対す る要請 も違 っている。まず諸主体間の位置関係について

その違 いをみよう。 日本の企業集団主義 を不等号 を用 いた図式で表現すれば、

企業利害 >個 人利害

となる。他方、中国の国家集団主義は次の A,B二 つの図式 をもってはじめて正確 に表現

できる。

A.国 家利害 >企業利害 と個人利害

B.企 業利害 >個 人利害

つま り、集 団の利害は個人のそれ よ り優先 させ るべきといういい方は、中国においては

国家利害の存在 しない場合に しか言 えないのである(B図 式 )。 国家利害がか らんでいる

場合、企業など国家 よ り下位の次元の集 団の利害が個人利害 よ り優先すべきなどと強調 し

た ら、国家利害の最優先的な地位にダメージを与 えるおそれがあると思われているようで

ある。 この場合、集 団はむ しろひそかに個人 と同 じ立場に位置づける方が賢明である (A

図式 )。 国家 よ り下位 の次元の集 団の利益 を強調す ると、時には「 本位主義 (小 集 団主

義 )」 と批判 を浴びる可能性 もあるのである。 いいかえれば、理論的には、集団利害が個

人のそれ よ り優先すべきと認め られているが、実際には、国家利害の最優先的な地位 を保

証するために、あま り強調す ることは認め られていないのである。一方、国家利害が問題

にな らない場合には、個人主義に反対す るために、集団利害 を優先 させ るべ きと強調でき

るのであるが、ただ こういう場合は、中国の計画経済体制の下ではあま りなかったのであ

る。 というわけで、中国では、 日本のように、「 伝統ある会社万歳 !」 「 新三菱重工業万

歳 !」 のようなスローガ ンは、ほとんど耳にしないのである。

以上は、 日本の企業集団主義 と中国の国家集団主義 との諸主体の位置関係にお いての特

徴である。次に、両集団主義では、企業 あるいは国家か ら要請 され る貢献度が違 うという

ことをみよう。 日本的集団主義では、成員は組織に全面的に帰服するのではな く、他の成

員 との協調や集団への自発的なかかわ り合いが結局は自己 自身の福利 をもた らす ことを知

ったうえで、組織的活動にコ ミッ トす る傾向がある (濱 口 5)と いわれ るが、間宏が指

摘 したように、集団の成員の利害がみな同じに組み込まれているとは限 らない。欲求充足

は、長期的バ ラ ンスによって実現 され る (1・ 3節 を参照 )し 、またそれははっき り保証 さ

れたものでな く、相互の期待 にす ぎない (間 宏 25)。 いいかえれば、 日本的集 団主義は

いつまも個人の欲求充足 を満足に提供できるとは限 らない。ときには、成員に多少の犠牲
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を払わせ ることも覚悟 してもらうというのである。

これに対 して、中国の伝統的家族主義、民族解放主義 を支 える心理的基盤には、 日本的

集 団主義 と似た面 もあるし、またその実践効果 もすでにあげ られている。中国人によ く言

われ る「 有国才有家」 (国 があれば こそ、家が保全できる )と か、「客観為社会、主観為

自己」 (客観的には社会に奉仕 しているように見 えるが、主観的には自分のために頑張っ

ているのだ )な どは、中国的集団主義の動機づけを示唆 しているといえる。 しかし、国家

集 団主義の基は中国伝来の集団主義であるうえに、 さらに、共産主義道徳に も染め られた

ので、個人の利害や欲求充足やは、すべて度外視 しなければな らないと要請 されている。

個人の欲求充足の実現は、人民の国家によって計画的に、また全国統一的に行われ るので

ある。1956年 4月 25日 に中央政治局拡大会議で毛沢束の行 った次の講話は、国家集団主義

の個人に対す る献身要請 と、国家計画による個人の欲求充足の実現方式 を示唆 していると

思われ る。「われわれは従来か ら刻苦奮闘 を提唱 し、個人の物質的利益 を第一 と見 ること

に反対 し、同時に従来か ら、大衆の生活に関心 をもつよう提唱 し、大衆の痛痒に関心 をも

たない官僚主義に反対 してきた」 (「 十大関係論」 )。 ちなみに、同講話には「 国家 と工

場 ・協同組合 との関係、工場 。協同組合 と生産者個人 との関係、 この二つの関係はいずれ

も りっぱに処理 しなければな らない。 このためには一方だけをかえりみるのではな く、国

家、集団、個人の 3方 をあわせて考慮す (「 兼顧」 )べ きであるという話 しがあるが、 こ

れは、政府の立場で下部組織や生産者個人の利益 を考 えてやるべ きという意味で言 ったも

ので、けっして個人や下部組織が 自己の利益 を国家に求めてよいという意味で言ったもの

ではないと理解 される。

要す るに、 日本的集団主義は、犠牲 の性格 をもつと同時に、それ以上に個人の欲求充足

の性格 を強固にもち、中国的集団主義は、個人の欲求充足の性格がな くはないが、圧倒的

に犠牲が要請 されていると見てよい。 というわけで、 もし、作 田啓一の「 充足価値」 と

「 貢献価値」 という言葉 を借 りて、中 日の近代的集団主義の第 2の違 いを表現すれば、 日

本的集団主義 を「 充足価値」志向と称 し、中国的集団主義 を「 貢献価値」志向と称 してよ

いだろう。

中日両国の集団主義の変化の経緯は、図 1の ように示す ことができる。。
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図 1 中 日両国の集団主義変化の経緯
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第 2章 中国的経営の企業環境及び特質

中国企業の誕生 と分類

第 1章 でわれわれは、 日本 と中国の経営の特性 を形成 したソフ ト面の要素、つま り、人

びとの意識に於ける集団主義的価値観の、歴史的な異同について考察 した。また同時に、

日本的経営の特性 を形づ くったハー ド面の要素についても、社会的・歴史的な視点か ら企

業の内外の環境 を簡略に論 じた。以下では、われわれは中国企業 その ものの特徴に焦点を

絞 り、中国的経営の特性 を形成 したハー ド面の要素 を究明 しよう。まず、中国企業がどの

ように誕生 したかについて、述べなければな らない。 日本の企業は、ほとんどが株式企業、

私的企業であるのに対 して、中国の企業 は、 1978年 に始まった改革開放前までは、ほとん

どが国家的所有制 (全 人民的所有制 )と 協 同組合的所有制 (勤 労人民 による集 団的所有

制 )の 公有企業 であった。中国企業は、 このように公有企業、特 に国営企業 によって占め

られるという事実か ら、 日本 とは違 う経営の特質が生成 したと言 える。

まず、中国の公有企業の誕生について紹介 しよう。新中国が成立す る前までの旧中国に

は、大体次の 4種類の企業があった。

①「 官僚資本」企業。「 官僚資本」企業 とは、蒋 (蒋 介石 )、 宋 (宋 子文で、蒋介石の

親戚 )、 孔 (孔 祥熙 で、やは り蒋介石の親戚 )、 陳 (陳果夫、陳立夫両兄弟 )の 四大親族

をはじめ とす る、国民党官僚独占資本の企業である。それは、かれ らの手に握 られた国家

権力によって発達 してきた国家独 占資本で、国民党支配の経済的基礎 であった。解放直前

まで、官僚資本が全中国の金融業 を独占し、全国の工業資本の約66%を しめ、また全国の

鉄道 。道路・航空 ・航海な どの交通運輸業 もコン トロール し、商業においても十数社の独

占的貿易会社 を有 していた。

②外国資本の企業。外国資本の企業は、 日本 ・ ドイツ・イタ リアという敵国の在華企業

は、第 2次大戦終了早々に没収 されて上の官僚独占資本になったので、新中国が建国され

た時、外国人の中国大陸での企業は、主 として米 。英独占集 団のものであって、まだ1000

企業あま りがあった。建国初期人民政府は、 これ らの企業 に対 して監督、あるいは管制 を

加 えただけで、その存在 を許 したのであった。

③私営企業。中国の私的資本主義工業は、近代工業の中において 2位 を占めてお り、無
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視 しえない勢力であった。

④手工業者の個人的経営経済。

以上の企業形態の うち、まず、官僚資本企業 を没収 して国営に移管 した。国民党政府官

僚独占資本の企業や事業場など、官僚資本経済 を没収 して人民の国家が所有す ることは、

当時共産党の指導 した新民主主義革命の経済面での任務の 1つ であつた。官僚資本の企業

の没収は1949年 の初め頃、つま り新中国の建国以前に揚子江 より北の解放地域で始まった。

同年の末、人民政府は2,858社 の官僚資本の企業 を没収 した (朱宗玉 22)。 1951年 の春、

さらに一般企業 に隠 されていた官僚資本及びその財産 も整理 し、 こうして、四大親族 をは

じめとした官僚資本は完全に消滅 した。中国の近代化 された産業は、国民経済の中にしめ

るシェアは小 さかったが、極めて集中していた。 これ らの官僚資本が人民共和国に所有 さ

れ ると、国家の経済的命脈 は、国家自身によって管理 され るようになった。 こうして官僚

資本が消滅す る代わ りに、中国では強 い国営企業が成立 したのである。

つぎに、外国資本の企業に対する国有化 である。 1840年 アヘ ン戦争後、中国は半植民地

社会になった。帝国主義は、 さまざまな特権 を利用 して、中国人民 を圧迫・搾取 し、中国

人民に限 りない侮辱 と苦難 をもた らした。帝国主義 と中華民族 との矛盾は、中国に於ける

各種の矛盾の中で最 も重大な矛盾であった。それで新中国の成立後、直ちに帝国主義諸国

の中国に於ける政治、軍事、並びに経済的特権など、すべての特権 を取 り消す ことに着手

した。中国政府は、帝国主義の企業について、国籍、業種、所在地な ど具体的な状況によ

って区別 し、それぞれ軍事管理、収用、買い上げ、代理、没収、譲渡などの方法で、中国

に於ける帝国主義の経済的特権 を徹底的に排除 した。一般の外国資本の企業 に対す る中国

政府の政策は、中国の法令 を守 り、中国の国家利益 と人民生活に損害 を与 えない限 り、 し

ば らくの間は経営を続けることが許 し、また、平等互恵の原則に基づいて、中国の公 。私

貿易機構 との接触 ・交渉 。契約の締結 もできるというものであった。 しか し、 1950年 12月

に、アメ リカが同国の管轄す る区域に於 ける中国の公 。私財産 をすべて取 り締まると宣言

した ことにともない、イギ リスも、アメ リカに追随 して中国に対 して同 じ制裁 を公表 した。

これに対 して、中国政府 も真っ向か ら対抗 して、中国にあるアメ リカ政府 とアメ リカ企業

のすべての財産 を管制すると宣告 した。 1951年 4月 には、イギ リスの亜細亜灯油会社の 1

社に対 しても徴用 を宣告 した。一方、帝国主義 の中国に於ける特権の取 り消 しや、特にア

メ リカ政府による中国に対する封鎖 と禁輪のために、輸入原料 と商品に依存するこれ らの

外国企業は経営不振、麻痺、倒産の状態に陥った。そこで、一部の企業は生産 を中止 した
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り、一部の外国資本家は自ら経営 を放棄 した り、一部の企業は債務の返還 として自 らを中

国企業に譲った り、また一部の企業は中国政府によって買 い上げ られた りした。統計によ

れば、建国初期か ら1953年 にかけて、外国資本の企業は、1,192社 か ら563社 に減 った (朱

宗玉 34)。 外国資本による重工業、たとえば、石炭、鉄道、造船、機械な どの部門は、

皆国有企業 となった。

さらには、中国の私的資本主義企業に対する社会主義改造である。建国初期、中国の私

的資本主義企業は、国民経済の復興 と発展に積極的な役割 を果た した。 しか し、資本主義

経済の利益のみを追求する本性 と、生産 の無政府状態は社会主義の計画経済 と矛盾 してい

るため、計画的な社会主義建設が破壊 され、国家の社会主義産業化の実現ができな くなる

という考 えか ら、私的資本主義企業に対する社会主義改造が行われた。中国の民族資産階

級は、政治の面において両面性 を持 ってお り、労働者階級 を搾取 して利潤 を取得す る一面

もあれば、また憲法 を擁護 して社会主義改造 を受けようとする一面もあった。従 って政府

は、民族資本に対 しては、平和的な買 い取 り方式による国家資本主義の道 を通 じて、社会

主義改造 を実現 した。最初は、利用 と制限 という政策に基づいて国家が委託加工、計画発

注、統一的買い付け、一手販売な どの方法で、私的資本主義経済の生産販売 を国家の計画

の軌道に乗せ、「 初級形態」の国家資本主義 を実現 した。 1952年 の末、 この種の企業の生

産高は、すでに私営工業の生産高の52%を 占めた。 1953年 か ら政府は、元々の民族資本に

対する利用 と制限の上にさらに「 改造」を加 えて、利用、制限、改造 という政策に基づい

て「 公私合営」の方法で「 高級形態」の国家資本主義 を実施 した。公私合営企業 とは、国

家が直接私営企業に投資、また管理職の派遣 をして、私的企業 を国家 と資本家 との共有に

転換 させ、 しかも主 として国家によって指導 とコ ン トロールされ るものである。 したがつ

て、 これ らの企業は、半分は社会主義的性質 を持 っていると言 える経済である。1955年 の

後半か ら、公私合営は企業種の企業に一斉 に適用 されるに至 った。全業種の公私合営後、

生産資料は、国家によって統一的に使用 ・管理 ・支配 され、企業 に対 して資産 と負債 を精

算 した後 で、私的株 に対 して固定利息を支払 うことになったので、資本家は固定利子 をも

らうだけで、企業の生産手段に対す る支配権、経営管理権 と人事配置権は、すべて失 うこ

とになった。言 い換 えれば、企業種の公私合営は、すでに基本的に社会主義全民所有制 と

いうべき経済になったのである。 1956年 の末、企業種 で公私合営を行った企業は、元の私

営企業総数の99%、 従業員総数の98.9%、 生産総額の99.6%に 達 した (朱 宗玉 95)。 こ

うして、私営企業に対する社会主義改造がほぼ完成 した。社会主義改造 をされたこれ らの
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企業 と、国に没収 された官僚資本企業 と、没収 ・徴用 された帝国主義の企業 に、 もともと

共産党が解放区で建設 し発展 させてきた公営経済と合わせ て、中国 の初の強大な国営企業

ができたのである。

最後 に、手工業者の個人経営経済に対 しての社会主義改造がある。手工業は、中国国民

経済の中で大 きなシェアを占めてお り、社会主義制度の下 でも機械工業にとって不可欠な

補助である。手工業の自営業者は、労働者でもあるけれ ども私有者 で もある。生産手段の

社会的所有 を土台 とすべき社会主義の理念に従 えば、 自営の手工業経済 も社会主義改造 を

行わなければな らない。それに、 自営手工業の生産は分散的であるだけでな く、また、技

術 も後れていたので、貧困な状態か ら脱 出しに くく、国家の計画的経済建設の必要性 と国

民の 日増 しに増大 した物質生活の必要性になかなか追 いつかなかった。そのため、手工業

者の個人経営経済に対 して も、社会主義改造 を行 う必要があると政 府は考 えた。 この社会

主義改造 は、半ば社会主義的性質 を持つ手工業購販協同組 合の成立 という段階 を経 て、社

会主義集団所有制の高級形態の手工業協 同組合に転換す るという過程 によって実現 された。

1956年 の春、手工業の社会主義改造が ピークに達 し、組織 された自営の手工業者は509万

人で、全国の手工業従業員の92.2%に 上 った (朱 宗玉 90)。 これ によって、 自営の手工

業経済の社会主義改造 も、基本的に完成 した。中国の集団所有制企業 は このように して誕

生 したのであった。

表 2 国民所得 の占める社会主義経済の地位 (国 民総所得 =100)

χ
社会主義公有制経済

資本主義 個人経 営国営経済 集団所有 公私合営

1952

1953

1954

1955

1956

1957

19.1

23.9

26.8

28.0

32.2

33.2

1.5

2.5

4.8

14.1

53.4

56.4

0.7

0.9

2.1

2.8

7.3

7.6

6.9

7.9

5.3

3.5

0.1

71.8

64.8

61.0

51.6

7.1

2.8

:1胸 中 国 年 鑑 1962年 版 Jと 楊 江  68 よ

上記のように、 1956年 の末、建国初期の中国に於ける各種の生産手段の所有形態の企業
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に対す る社会主義改造が完成 した ことによって、中国には、国営企業 と集団所有制企業 と

いう二種類の企業 しか、ほぼ存在 しないことになった。大体、採掘工業、原料工業 と製造

工業に関す る企業は国営企業であ り、集 団所有制企業は、主に軽工業、食品工業 と手工業

である。表 2を 見て分かるが、国営経済、公私合営経済 (地 方国営経済 )、 集団所有制経

済 という、 3種類の社会主義公有制経済の国民所得 の中で占めるシェアは、 1956年 当時す

でに93%に 達 し、工農業総生産の中で95%を 占めるようになった。 この巨大な社会主義公

有制経済は、中国的経営の生成土台になった。

2.特 殊 な体 質 を もつ 中 国 企 業

中国の国家集団主義的経営は、絶大なシェアを占める国営経済 を基盤 とすることを上に

述べた。 これが中国的経営の形成にとって基本的な条件だということは、疑 う余地がない。

しか し、それだけでは国家集 団主義的経営は、まだ成 り立たない。1950年 代に中国政府が

旧ソ連か ら計画経済体制 を導入 し、またそれを絶 えず強化 してい く中で、中国企業は、ず

いぶん体質の変わった経済組織にな り、ついに国家集団主義的経営の生成に対応す る企業

環境 を生み出 したのである。次に中国企業の このような特殊な体質について述べよう。

1.利潤追求の動機 のない企業

企業 とは何か。企業は「 国民経済を構成する基本的単位 であ り、生産手段の所有 と労働

の分離 を基礎 として、営利 目的を追求す る独立的な生産経済単位 をな している」と『経営

学大辞典 』 (神 戸大学経営学研究室編 )に は書かれている。つま り、一般に営利は、企業

活動の一番の動機である。利潤追求の刺激の強制の下で、市場における競争・利益 ・ リス

ク・チ ャンスなどか らできた圧力 と推進力が、企業運行の外部動力となる。それゆえ競争

や冒険などは、企業の陰のように常についているものとも言えよう。 しか し中国企業 は、

国家の計画経済の下で生産活動 を行 うか ら、 これ とは無縁 であって、その唯一の 目標 は、

国家か ら与 えられた各種の指令 を、計画通 り完成す るということである。

計画経済体制の中で、中国企業は、国家 との、また他の企業 との間に生成 した、一つは

生得的 というべき「 行政等級」による身分的権益 メカニズムと、 もう一つは国家利益 とい
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う単一の利益 に統合され ることによって、企業利益の不在 というメカニズムに規制 され、

営利追求の情熱 を持たない体質 をもつ組織体になったのである。

計画経済 とは、市場経済 と対比 して用 いられる言葉で、物資の生産か ら配分に至 るまで、

すべての経済活動か ら市場原理 を排除 し、高度 に集中 した行政指令にもとづ いて運営す る

経済活動の手段の ことである。中国では、今までのかな り長 い期間において、伝統的観念

では市場経済は資本主義の経済範疇に属す ものであるか ら、公有制 を基礎 とする社会主義

経済は計画経済でしかあ り得ないと見な されていた。資本主義経済は、市場 による需給の

事後的調整 であるのに対 して、計画経済は、事前の計画的な調整 であるか ら、経済効率 を

高めることができると考 えられ、 これ を根拠に「 社会主義経済体制の優越性」として実施

されてきた。

日本の企業は、 もちろん資本主義経済体制つま り市場経済の もとで、個人や家計、そし

て企業による自由な意思による資源配分 を通 じて経済活動が営まれ るが、中国の企業は、

これ らの機能 を国家の計画によって代替す る。国家の長期の生産計画 としては 5カ 年計画

が立て られている。 5カ 年計画実行の中枢的機関は、国務院内に設け られている国家計画

委員会である。 5カ 年計画は経済、社会、文化のあ らゆる分野に渡っているが、 この 5カ

年計画の枠 内で、毎年の具体的な生産計画 と基本建設計画 を作成 し実行する中枢機関 とし

て、国務院内に設け られている国家経済委員会がある。 この委員会は、毎年の計画案 を作

成す るとこれを実施各部門におろし、各部門ではさらにこれを下級各機関・企業にまで順

次下 して検討 させ るとともに、それに対す る呼応計画を作 らせ る。計画実施の各機関企業

で作 られた呼応計画は、下級か ら上級に順次上げ られて、再 び国家経済委員会に集中され

る。そ こで国家計画委員会は、原案 を呼応計画で修正 して最終案 を作 り、国務院総会の採

択 を経てその年の年度計画 とする。国家計画委員会の年度計画に基づ いて、実施各機関企

業は、 4半期計画、月計画を作 って生産の計画性 を保って生産 を行 うのである。計画経済

は、建国か ら1970年 代の後半までの20数年間、毛沢東 をは じめとする党中央の「 左傾」政

治路線がエスカ レー トしていく中、国営の企業だけでな く、集団所有制の企業にも及んで

いる。計画経済 を運行す るとき、上か らの指令の下達、資金 。物資の配分 を行 うことと、

基層の企業か らの意思 。要求 をまとめ上奏すること、そ して計画の実施 を監督することな

どのために、中国企業は、 日本企業のように独立 した組織体 として存在す る余地がな くな

り、各企業の上に主管部門が もうけ られ、政府行政組織のシステムの中に織 り込まれ るよ

うになった。国務院のような場合には、各省政府機関、またその下の各市、県政府機関の
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中にも、省・市 ・県の経済委員会が設け られている。 これ らの各省 ・市の経済委員会の下

に、企業種 にわたる基層経済組織 を管理す る部門が設置 されている。省経済委員会には省

軽工業庁、省機械庁、省建設材料庁、省冶金庁な どの工業主管部門があって、省所属の各

関連業種の工業企業 を管理す る。市経済委員会にはまた市軽工業局、市機械局などの工業

主管部門があって、市所属の関連業種の工業企業 を管理す る。例 えば、省所属の製紙工場、

ガラスエ場、香料工場、缶づめ工場など、軽工業の企業の上級主管部門は、省軽工業庁で

あ り、市所属の各種の軽工業企業の上級主管部門は市軽工業局である。 このように、市の

下 にまた区役所、 区役所の下 にまた街道 7)、 さらに居民委員会
8)が ぁ り、それぞれ も企業

を持って管理 している。

企業の上級主管部門は、管理 している企業に対 して、幹部の任免、財産 。資金・生産手

段の振 り向け、また生産指標、労働者 と従業員の募集人数、生産方向の確定、 さらにその

管轄範囲内で物資の統一按排、統制購買 と販売 をコ ン トロール している。 もちろん、 この

主管部門 も上の市経済委員会によって自主の権限 を東縛 され、市経済委員会の権力範囲も

さらに省経済委員会や省政府の指導によってコ ン トロール され、最後 に省の方 も国家の制

定 した経済計画によって制限 され る。 このように企業は、経済活動における自主権 や機動

性が上か ら下へ分割管理 されてい く過程 で微小化 してしまい、ついにほとん ど自主性のな

い組織になっている。

ある日中合弁会社の副総経理 (副 社長 )を した ことのある日本人が こういう体験 を話 し

ている。中国の「 会社の総経理 (社長 )の 上には市政府、省政府、中央政府があるわけで、

会社内部でクローズ していない。するとどうしてもある会社の トップがある決定 を下 して

も、 これ を市政府へ報告 しなければな らず、その際に話 をひっ くり返 され る可能性が出て

くる。同様の ことは、 これ以上の上部機関についても言 える」「 いずれにせ よ、 このよう

な体制の中に、会社が組み込まれているのは事実であ り、否定できない。現地工場の総経

理が対外的なステー トメン トを発表する際、省政府が発言す る以上の ことは決 して口外 し

ないのはたぶん こうした理 由によるのだろう」 と (園 田 1993年 176)。 事実、全 くその

通 りである。

中国企業は、 このようにそれぞれ主管部門を介在 して行政従属関係 を有す るか ら、行政

管理権限の区分によって、企業 も行政等級 という性格 を帯びている。中央 レベルの各工業

部、たとえば、国家軽工業部、国家冶金部などに従属す る企業は「 部級企業」と称 され、

省 レベルの各工業庁に従属す る企業は「 庁級企業」 と称 され……というように、企業が生
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得的な身分 というべ きヒエラル ヒーをもつ という、ユニークな現象が現れ る。企業の行政

等級については、つぎのような傾向がある。つま り、企業の行政等級が高いほど、おおむ

ね国民経済の中で占める地位が比較的に重要であ り、必ず全人民所有制の企業であ り、ま

た規模が大 きく、資金が充実 してお り、設備 `技術が先進的で完備 している。 これ と反対

に、行政等級が低 いほど、企業の製品が国家利益 もしくは国民生活の中で占める重要性が

小 さく、 たいていは集団所有制の企業であ り、また、規模が小 さ く、資金 。設備 。技術の

諸条件に限度がある。 したがって、区以下の自治体が管理 している企業には国営企業がな

いし、ほとん どの場合規模 も小 さい。市や県の管理 している企業には、国営企業 もあるし

集団所有制の企業 もある。 さらに、 もう一つユニークな現象がある。つま り、部級や庁級

などランクの高 い企業 には集団所有制の企業がないはずではあるが、実際には存在 してい

るのである。ただこれ らの集団所有制の企業は、各国営企業の中に存在 している。政府の

資金ではな く、各国営企業が 自らの資金 をもって作 り、また自ら管理するものであって、

中央 もしくは省の工業部や庁 とは直接に従属関係 を結ばない。国営企業の中に自己資金に

よって作 られ た この種の企業は、「 大集団所有制企業」 と呼ばれている (本 章 3・ 1節 を

参照 )。

国際社会の慣行か ら見れば、一般に企業の種類 を分類す るには、企業の生産 している製

品の種類つま り業種 によって分類す る場合、企業の生産手段の所有形態によって分類す る

場合、あるいは資本の多少や従業員の人数 といった規模の大小によって分類する場合など

があるが、中国の企業は、また行政等級によっても分類できるという独特 な性質 をもつ。

しかも、 この行政等級の格差は、中国企業の間で著 しい利益格差の ヒエラル ヒーを作 り出

している。通常、行政等級が高 い企業ほど、計画経済によって政府か ら得 る資源 も多 く、

各種の権益 も確実である。計画経済の下での企業への資金の提供、原料の供給、指導ポス

トの数 。人材の配置 など (集 団所有制の企業の場合、資金 を自分で調達す るが、他 は大体

同 じ)は 、 どれ も、各企業の経営効果 と連動せず、行政等級によって従属する諸行政機関

か ら計画的に統一的に配分 される。そこで、 もちろん中央政府の管理 している企業は、省

や市、 さらに県行政の管理 している企業 よ り、資源 を手に入れやす くなるのである。それ

だけでな く、企業内の各施設の建築面積や、社宅の建築基準、福祉の基準なども、行政等

級によって細か くちが うように定 め られているのである (郁 貝紅 93年 を参照 )。 一方、

企業全体 として受ける権益 だけでな く、企業における個 々の成員にも利益の格差は及んで

いる。企業の最高指導者の給与等級は同企業の行政等級 と一致 しているので、当該企業の
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規模や収益 と関連せずに、行政等級が高いほど、企業の指導幹部たちの給与等級 は高 く、

得 る福祉 も多 く、政治待遇 9)も
高 いのである。 これに伴 い、企業成員の社会的地位 もより

高 く、企業の外でも人びとに違 う態度で取 り扱われ、優越感 を持 っているのである。中国

の行政等級の高 い企業における従業員の こういう優越感は、 日本における大企業に勤める

社員の持つ誇 りとは本質的に違 っている。前者は、生得的地位または属性的地位 というべ

きものに対 して、後者は獲得的地位または業績的地位 (経 営の成功によって大 きく発展 し

てきたか ら)と いうべ きものだと言えよう。中国企業の こういう「属性的身分制」は、言

うまでもな く業績主義的な企業の育成 を妨げる。

以上、中国企業が計画経済下の組織構造か ら得 た、行政等級 という身分的権益メカニズ

ムについて論 じた。次は、中国企業が計画経済の機能によって企業 自身の利益 を抹殺 され、

国家利益 という単一の利益に統一 され るメカニズムに規制 された ことについて論 じよう。

計画経済の下での中国の各公有企業 は、あたか も国家 という「 1つ の大企業」の中の 1

つの現場、あるいは生産組 にす ぎない。全国すべての企業の営為 と利益は、皆国家 という

「 1つ の大企業」に統一 されている。 ここでの運行方式は、 1種 の家長式の管理パ タンに

類似 している。国家あるいは中央計画者 はこの「 大企業」の社長で、上か ら下へ社長の決

めた各種の計画や指標が伝達 され、その達成が命 じられる。地方 自治体の経済管理部門と

企業の指導者は、ただ中央計画者の代理人にす ぎない。生産に使 う原材料は、国務院物資

部 を通 じて割 り当て られ、従業員に支払 う給与、機械設備 の購入、施設の建設、拡大再生

産などの生産に必要な資金のほか、従業員の住宅の建設、福祉、社会保障、年金、医療ま

で もが皆国家によって決 め られ、その費用 も決め られた通 りに国家財政部か ら拠出され、

そ して生産物が消費財の場合には商業部に、生産財の場合には物資部によって引き取 られ

る。企業の方は、生産方向の確定、資金の調達、原材料の購入、市場情報のキャッチ、販

売ルー トの開拓、製品価格の決定など、一切考 える必要がな く、落ち着 いて悠 々と上か ら

の計画に従 って順序 を追って事 を進め、上の指令通 りに生産指標 を完成すれば済むのであ

る。 この過程では、独 自の動 きや主張は、期待 されてもいないし、また実際にも不可能で

ある。中国企業は このように、一方では、上級主管部門をは じめ各種の制度、計画、規定

に東縛 されて不 自由ではあるが、他方では、冒険や リスクの心配や危険などを与 えられな

いか ら、計画経済 による経営管理の功罪は、評価 し尽 くされないかもしれない。 しか し、

企業は、創出した利益に対 して自主的に処理・按排 ・利用する権利がな く、全部国家に上

納す るというところに、計画経済の大 きなマイナスが潜んでいると言 える。企業に自己利
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潤処理権が認め られないことは、企業 自身の存在 目的、つま り営利の 目的が認め られない

に等 しい。企業 自身の利益が抹殺 されれば、企業には利益追求の動機付けが生 じず、経営

向上に対す る情熱が燃 えないのである。

一方、計画経済の中での国家は、まさに政府がよ く比喩 したように「 温暖たる社会主義

大家庭である」。 この経済領域の社会主義大家族 において、経営が赤字 になった企業 も、

あま り働かない息子のように、国家に見捨て られ ることな く、依然 として保護 され養われ

ていくのである。赤字企業の指導者は、主管部門によって、主管部門 もたぶんさらに上部

の主管部門によって、最終的 に中央関係部門によって責 め られ批判 され るか もしれない

(1970年 代の末に改革開放が始まるまでは、慣行 として、大 きな政治的な誤 りを犯 さなけ

れば官等 を下げ られず、ひどくても他の企業の指導者の座 に配置転換 される程度である )

が、上記のようなすべての必要経費は依然 として国家か ら給付 されるので、倒産な どの心

配やプ レッシャーはいっこうにかか らずに、存続 していられる。計画経済に保護 されてい

る中国企業の運行動力は、理論的には、本章の 2・ 3節 に述べる党の政治思想教育による

高度な政治的 自覚だと考え られていたが、その実態は、やは り状況に左右 されやす く、き

わめて不安定であ り、不確実である。む しろ企業管理職が 自分の既得 の官職 を確保 し、あ

るいはさらに昇進す るために、計画通 りに、あるいは計画 を上廻 って生産 しようとす る動

機付けが、企業運営の一番確実な原動力だと言えよう。 この場合 も、最大利潤を追求する

ために、競争 ・ リスク・冒険などへの動機付けが生ずる余地はない。本来企業がもってい

る利益追求への情熱は、中国企業 にはないのである。中国へ調査 に来 たある日本人経済学

者が、中国には企業がないと断言 したというが (楊江 71、 72)、 確かに無理か らぬ こと

であろう。

上に述べたが、計画経済の下で中国の各公有企業 は、国家 という「 1つ の大企業」の中

の個 々の現場ないしは生産組になっているめに、各企業独 自の利益 というものが考 えられ

ず、最 も核心的な利益関係は、国家利益 という単一の利益 に統合 されている。 したがつて、

企業間の競争はもちろんあ りえず、あったとしても国家 という大企業の利益の向上 を前提

に、また国家 という大企業 内のモラール を高める目的のために、展開 されなければな らな

い。建国後の中国でよく行われた、いわゆる「 社会主義労働競争」とは、 こういうもので

あった。たとえば 1964年 に「 比べ、学び、追いつき、助ける」 という増産節約の運動が全

国の工場 で行われた。 ここにいう「 追 いつ く」は、 日本のような競争ではな く、あ くまで

も国家建設のために、企業 と企業の間、また企業の中における個人 と個人の間で、互 いに
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比べあい、 自分の短所 を自覚 して、追 いつ く気持ちで相手 と勉強 しあい、助け合い、 いわ

ゆる「 先進企業 (者 )が 後進企業 (者 )を 助け、後進企業 (者 )が 先進企業 (者 )に 学

ぶ」 ことによって、技術革新 を促進 し、増産節約の成果を上げる運動である。言い換 えれ

ば、共同達成 という方式 を通 じて、国家利益の向上 という目的に資す るものである。 この

場合、企業間の秘密保守は、 もちろん批判 されている。政府は、社会主義企業の間では秘

密主義がないということを、社会主義経済の優越性の一つ として誇 り、また国や社会のた

めに、企業間では「 共産主義的大協力精神」を高揚 しなければな らないと強調 してきた。

要す るに、計画経済の下 で養成 した中国企業の非業績主義 と自己利益の不在 という特殊

な性格によって、まさしく国家の利害 を企業の利害 に優先 させ るという要請 を、企業に受

容 させてきたのである。言い換 えれば、中国企業の利益追求への情熱 をもたない体質が、

中国的経営の特質の形成 に一役貢献 したといえよう。

2.経 営主体 の弱 い地位

前節は、計画経済の下で国家に厳密にコン トロール された生産経営か ら生成 した、中国

企業の特殊な体質 を観察 した。 これか ら、われわれはさらに、企業内部にお いて国家に握

られた人事管理 と労働保障・福祉厚生運営体制か ら、中国企業の特殊性 を観察 しよう。

計画経済の下では企業幹部の任命、従業員の募集なども、計画 を通 じて国家にコ ントロ

ール されることは前に少 し触れたが、 ここではもっと詳 しく考察す る。中国の公営企業は、

改革開放までは 日本 と同 じように終身雇用制 を実施 していた。 しかし、中国の終身雇用制

は、 日本のとは 3つ の点で違 っている。

第 1に 、 目的が違 う。第 1章 でみたように、 日本企業の終身雇用制 は、あ くまでも企業

自身の利益のために、つま り熟練労働者 を確保す るために実施 し始めたのであった。 これ

と対照的に、中国の終身雇用制は、企業の利益 にどんな影響を与 えるかは考 えずに、国家

の労働者保護政策 として実施 されてきたものである。

第 2に 、有効範囲が違 う。 日本の終身雇用制は、個 々の企業で別々に実施 されているも

のであるが (1980年代以降は企業圏内終身雇用になった )、 中国では国家の制度 として実

施 されている。 したがって、一旦就職 を認め られれば、全国の公有企業の中で配置転換 さ

れても、終身雇用の権利が保障 される。 もちろん、配置転換その ものが、国家の指示ある

いは許可を得なければ実現できないのである。
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第 3に 、結果が違 う。 日本企業の終身雇用制は、あ くまでも慣行 として実施 されている

だけで、絶対に誰 をも首に しないという明文の制度ではないか ら、従業員の心の底 には多

少 とも不安な思 いがあ り、仕事に対 していつまでも真面 目にしなければ と、 自分を警告す

るだろう。 しか し、 これ とは対照的に、中国企業のそれは、社会安定 と国家の主人である

労働考の権益 を守 るための法律であるか ら、いったん政府 に命 じられて一人の人 を就職 さ

せた場合、企業内でなら持ち場を転換配置できるが、どんなに使いにくくても、犯罪さえ

しなければ解雇してはいけない。要するに、同じ終身雇用と言っても、日本では、企業が

終始主動的な地位に立っているのに対 して、中国の方は、一旦就職 した らむ しろ労働者の

方が主動的な地位 に立ち、企業の方が受け身の境地 になって しまう。そ して、労働者の得

た安定 した就職権 は、企業ではな く国家のおかげだということは明 白である。 この ように

雇用権における企業の立場の弱 さ、及び国家権力の強 さか らもた らされた終身雇用の保障

は、労働者の中で自分の運命 を国家に結びつけるような意識 を促進 した。

次に賃金制度の方は、 日本のように各企業が 自主的に定めるのではな く、上記の統一募

集 ・統一配置制度 と関連 して、 2つ の レベルで国家によって管理 された。 1つ は、各企業

レベルでの統一管理、つま り、国家予算の中で全国の賃金計画を定め、 この計画に従 って

各企業の賃金総額 を決める。言い換 えれば、企業の生産効率に関係な く、国家の賃金計画

指標に基づいて、賃金総額に相当す る金 を企業に支出する。 もう一つは、企業にいる各個

人 レベルでの統 ・
1守 Jllで ある。 1956年 以前には、国営企業では供給制が実施 されていた。

1956年 4月 、政府は、全国の企業で統一的に「 行政幹部職務等級工資制度」 と「 工人技術

等級工資制度」 (「 8級工資制」 ともいう )と いう、 2つ の賃金制度 を実施 し始めた (改

革開放の始まった1980年 代初頭まで実施 された )。 前者は、幹部たち、すなわち行政管理

職及び専門技術者に適用す るもので、担当す る職務 によって24の 賃金 ランクに分かれてい

る。後者 は「 工人」 (労働者 を指す中国語 )に 適用す るもので、職種 によって 8つ の賃金

ランクに分かれている。

賃金だけでな く、「 職工」 (幹 部 と工人 との総称 )の 昇給の時間、比率、範囲までが国

家によって統一的に決め られ る。 日本の年功序列制 は、各企業が自社の終身雇用制 を支 え

るために、つま り、ある特定の企業に長 く勤めるほど賃金その他の処遇の面で有利 になる

という長期雇用の刺激 として実施 されていたが、 これ と対照的に、中国の昇給は、全国範

囲で政府 によって行われるか ら、各企業の個別利益 を考慮 していない。また各企業 の生産

状況とも関連 していない。建国以来、昇給は、 いまだ決まった制度に基づいて規則正 しく
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行われていない。政府 は財政状況によって、その都度、比率 と範囲を決めて行 うのである。

職工に増給 した賃金総額が最 も高 く、また増給人数が最 も多いのは、建国28年 後の1977年

10月 1日 か ら行った賃金調整である。全国職工の46%に 対 して現行給与の等級に従 って昇

給 したほかに、約 18%に 対 しては、彼 らの賃金が低す ぎるとして適当に昇給 を行 った (寿

孝鶴など 274)。 30年 来、政府は「 生産 を優先 し、生活 を後に考慮す る」という建設方針

に基づ いて昇給 を行 うために、また「 全員就職」 という社会主義的優越性 を保つために、

改革開放までの中国では、低賃金多就職の局面 を呈 していた。一方、賃金は、貧富の差が

大 きくな らないようにという、社会主義の平等原理 にも基づ くので、昇給 だけに限 らず、

必要によっては減給 も行われ るか ら、 この場合、む しろ賃金調整 と称す る方が精確である。

例 えば、 1957年 か ら60年 にかけて、 3回 にわたって行政機関の管理職の給与 を下 げた (寿

孝鶴など 273)こ とがそれである。改革開放が始まるまでは、中国の労働者、一般管理職

と上級管理職 との賃金の格差は、比較的小 さく、最高 と最低の格差は 5倍 以内に収 まって

いた。

昇進については、 日本企業では、やは り長期雇用 を支 えるために、年功序列によって企

業 内抜擢 を行 う。 こね́に対 して、長い間中国企業では、 トップクラスの脩導者はいうまで

もな く、中間層の管理職 も、上級主管部門 (国 家の役割 を担 っている )に よって任命 。派

遣 され るか ら、企業 自体は、無力な立場 におかれていた。選任にあったては、能力・業績

とは関係な しに、党 と政府 に対す る忠誠 ・貢献 という政治的条件が基準になった。 したが

って、第 1章 で も触れたが、ほとんどの指導幹部が共産党員である。なにかの理由 (大体

専門知識がどうして も必要な場合 )で 、 どうしてもある非共産党員の人を指導ポス トに就

け ざるをえない場合は、入党 を勧 めた り、あるいは副次的職位な どそんなに決定権の持た

ない職務につける。文革前までの指導幹部は、ほとんどが建国前に革命戦争 を経験 した老

幹部なので、彼 らは生産管理 にほとん ど素人だと言えるが、党 と国家に対す る忠誠の点で

は、戦争の中ですでに試練 を受けたので、信頼できたようである。また幹部の養成 につい

て も、能力主義 を貫徹せず、党に近 い人、すなわち党組織 に加入する希望 を持つ人、本人

が労働者や貧農 ・下層中農 である人、あるいはそのような家庭に生まれたいわゆる「 家庭

成分」 (後 出 )の よい人に、養成のチ ャンスを与 え、重い役割を与え重用す る。それ どこ

ろか、幹部はもちろん工人に対 しても、評価の基準 は常に企業の生産向上 とつながってお

らず、党の政策の重点の転換 によって評価基準が変化 した。たとえば 1950年 代、党の工作

の中心は主に経済建設にあったので、選出 された先進人物は生産に励む人が多かったが、
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文革の時には、党の工作の中心はほとんど政治運動に転換 したので、優秀 と評 されて選ば

れた人物は、王洪文のような運動の中での過激で 日立つ振 る舞 いを見せ る人が多かった。

結局、企業成員の中では、向上心 を持つ人たちは、企業の利害 をあま り気にせず、党 と国

家へ志向するという性格 を強めていった。長い間企業では、党組織に加入す る願書 を提出

した人の比率が高かった。その中には、共産党の趣 旨に賛成 し、共産主義の理想 に憧れ、

その事業に貢献 したい人ばか りでなかった。党員にな らないと官吏になるチ ャンスがない

という「 人党当官論」に触発 されて、願書 を出す人たちもかな りいたのである。

最後に、労働者の福祉厚生、社会保険、労働保障などについて述べ よう。 日本では医療

保険 と年金制度は全国統一的に実施 されているが、他に、例 えば社宅 。社員寮の提供、託

児所の設置、住宅建設貸付金 ・育英資金の提供な ど、各企業が 自主的に行っているもの も

ある。企業が提供す る社内福祉厚生は、 日本の企業集団主義の形成に大 きな貢献 を果た し

たと評 されている。 これ と対照的に、中国では医療保険 と年金制度はもちろんの こと、職

工の住宅、死亡、労災、身障、出産、帰省、結婚、休暇な ど、生か ら死まで発生可能な問

題について、国家が具体的な項 目と内容 を定め、財政予算か ら経費 を拠出 し、統一的な政

策 として企業 を通 じて労働者に提供す るのである (第 3章 を参照 )。 建国後30数 年にわた

って、企業は、国家の代理人 として これ らの福祉厚生、社会保険、社会保障制度 を貫徹す

る中で、経済組織 としてのイメージが薄 くなるのに伴 い、「 企業弁社会」 (企業が社会 を

作 る )と いう言葉が 41ま ね′たほど、41活 共同体 としてのイメージが強 くなった。中国企業

は、確かにまるで地域社会 と分離 している、個別の閉鎖的な生活共同体のようである。企

業は、 こういう生活共同体 において、成員およびその家族 をその中に住まわせ、成員を生

産活動に組織す るだけでな く、彼 らの生活 をも隅々まで包括的に組織 し、営み、顧慮す る

のである。 日本的経営の特質の 1つ として上げ られ る「 家族 ぐるみ」「 生活丸抱 え」の社

員に対す る福祉的管理 も、中国の企業共同体に比べれば、はるかに見劣 りす るといっても

過言でない。

ここで、中国の企業共同体 を通 して職工に提供 される国家の福祉厚生、社会保障の手厚

さを簡略 に紹介 しよう。企業共同体 と言 っても、その規模 と施設完備の程度 はいろいろで

ある。大体、行政等級の高 い企業 は、資金が充実 している上に、国家に定め られたいろい

ろな建設基準 も優遇 されているので、よ り完備 され快適 だと言 って差 し支 えない。また、

サー ビス業の発達 していない辺部な地域 に建て られた大企業 も、周辺の不便な環境 に由来

する必要性に迫 ま られて、一般に立派な生活共同体 を作 り出 している。中国企業の生活共
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同体の様子 を理解 してもらうために、ある トラクター製造工場 (以下は C工場 と称す る )

を例にとろうl。 )。 C工 場は、 1955年 か ら建設 を始め、59年 H月 に生産 を開始 した中国農業

機械業界における基幹企業である。1988年 当時で39,900余 人の従業員を有 し、工場面積は

448万 平米、建築面積は 188.7千 平米である。全工場は、総工場、分工場 (24個 )、 現場

(158個 )の 3級 によって管 IIFが 行われている。 C工場は、 1950年 代 に工場 を建設す ると

き、ソ連 をモデルに、生産施設を建設す ると同時に生活区域 も整備 した。生活区域におい

ては、食堂、浴室、学校、クラブなど、生活施設や文化施設を建てた。30年 間にわたって

同工場の生産規模が絶 えず拡大す るに伴なって、生活に必要なものな らなんでもそろって

いる立派な企業共同体にもなった。ある学者の比喩 を借 りて言 えば、中には火葬場がない

ほかはすべてある。病気にかかった ら病院があ り、食事をす るには食堂があ り、買 い物 を

したければ商店があ り、お風 呂に入るには浴場があ り、教育 を受けるには学校があ り、映

画 を見たいな ら映画館がある。企業共同体でサー ビス業に従事す る機構 と人員は30年 の間

日増 しに膨大にな り、企業成員 とその親族はすでに10万人 を超 えた。

日本企業の福祉的管理 についてあげ られているのは、支払 う賃金の中に家族手当、通勤

手当、住宅手当などの

`L活
補助給与が支給 され る外 に、老後の生活への給付 を目的 とした

退職金や企業年金が積み立て られ、それに加 えて、現物給与の性格の強い、従業員の生活

の隅々にまで入 り込む福利厚生の諸制度、例えば社宅、社員寮、住宅建設貸付金な ど住生

活に関す るもの、購買や修 F「 など衣食生活に関す るもの、託児所、育英資金、ホーム・ヘ

ルパ ー等家族生活の援助に関す るもの、慶弔金、貸付金、預金、保険など不時の出費への

援助に関するもの、文化活動、体育活動その他 レク リエーシ ョン関係の援助に関す るもの

等多 くの種類があること、 また、 これ らの企業 内の福利厚生の諸制度は、従業員個人の生

活だけでな く、その家族 を含めた全生活領域に及んでいることである (間 宏 46)。 これ

に対 して、中国の従業員の給与には、 日本のようにいちいち福祉の明細は明記 されないも

のの、実際は現物で 日常的に享受 している。企業成員 とその家族 たちは、企業の作 った、

月給の約 3-5%に 相当す る家賃の安 い宿舎に住んでお り、共同体 にある営利 目的でない、

上に挙げたいろいろの生活 ・娯楽 。文化 ・スポーッ施設を利用 している。祝 日やお正月な

どに、企業側はた くさんの食料品 を購入 して無料で成員に配 った り、映画や演劇に招待 し

た り、遠足や国内旅行を組織 した り、夏の飲料や散髪費を補助 した りするなど、例 を挙げ

きれないほどである。

ここで一つ説明 しなければな らないのは、 日本の企業 内福祉によ く挙げ られ る貸付金、
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預金、保険な ど不時の出費への援助は、中国にお いてはそれほ ど必要性がな いことである。

例 えば、私的な家 を持 つ ことを許 さないか ら、住宅建設貸付金 な どの必要性は全然 な い。

銀行は国家銀行 1つ しかないか ら安全度 が高 く、各 自で銀行預金 をすれば よい。家 は国家

の ものであ り、医療保険 も無料であ り (第 3章 を参照 )、 死亡時の費用 も国家が出すか ら、

火災保険 や生命保険 な どに加入す る必要 もあま りな い。せ いぜ い子 どもの結 婚か、社会保

険や LL会 保障 を受 けな い と́親 (中 国の 社会保険 。社会保障 lJ度 が公営企業の従業員に限 っ

て実施 さね′ているか ら、建国後、つま り公営企業が出来 た時 に年 を取 っていた人は、すで

に公営企業 の従業 員 にな る機会がなか った )の 病気 や死亡時 な ど不時 の出費 が必要 な ぐら

いであ る。 しか も、 こんな時には企業の中に相互互助の形 で作 った「 互助会」か ら借 りる

ことがで きた。 それ も、生活の向上 に伴 い、人 び との貯金が多 くなった ことと、年 月がた

つにつれ て社会保険 や社会保 障 を受けな い老人が少 な くな ったため、「 互助 会」の利用率

はだんだん低 くな り、 1970年 代の末頃 には大体消 えて しまった。

次に中国労働者 の受ける福祉厚生 と社会保障 をい くつか紹介 しよう。 1つ は、女子職工

と子 どもに対す る福祉 ・保障 を挙 げ よう。中国女子労働者 は、国家か ら細か いところまで

配慮 を受 けている。妊娠 中は深夜 の交替制 が免除 され、労働時間 も 1時 間短縮 され る (給

料は削減 されな い )。 生理休暇 は特別 にはな いが、必要な ときは病気 として処理 され た り、

軽作業 に回った りす る。出産後有給休暇 は もともと56日 保 障 され ていたが、一人 っ子政策

が実施 さね′て以来 (1979年 )半年に変 った。産体 あけ と同時 に職場 の保育所 が赤 ちゃん を

受け入れ、 3-4時 間お きに 15-20分 ず つ、母親の授乳時間が認 め られ ている (『 新 中国年

鑑 』1962154)。 生後 8週 か ら3歳 まで を企業 の託児所、 3歳 か ら6歳 までを企業の幼稚

園に預 け、教育 を受 け させ る ことがで きる。 さ らに、 C工 場 の共同体 には、企業の作 った

小学校 (5校 )、 中学校 (中 国では高校 も中に含 まれている。 3校 )、 大学 (1校 )も あ

るか ら、企業共同体 を出ずに大学 まで勉学 を続け る ことがで きる。

2つ として、成 員の病気や死亡の際 の扱 い方 を挙 げよう。成 員が病 気になった ら、共同

体 内の病院 で、 また必要な場 合には外 の病院 で も、無料で治療 が受け られ る。 また上司が

見舞 いに来 て くれ る し、同僚 たちが交替 で看病 して くれ る。死亡 に際 してのすべての世話

は、企業 が臨時 につ くった「 治喪委員会」によって処理 され る。 その時、ただ儀式 を大が

か りにす るか簡略 にす るか、 また納骨 の箱 を価格 の高 い方 にす るか安 い方 にす るか、が職

務等級 に よって違 うだけで、費用 の一切 は企業が支 出す る。扶養すべ き遺族 がいる場 合、

制度 に基づ いて救済 を行 う。
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3つ 日と して、定年退職 後の待遇 を挙 げよ う。 日本企業 はなかなか ここまでや らない こ

とではあるが、中国では定年退職 して も年金の受給、医療保険の適用 は もちろんの こと、

企業の宿舎に住 み続 け られ、物心両面の援助 を企業側 か ら続けて受け られ るのであ る。 さ

らに、成 員本人が死 んで も、遺族 は、外 に住 む ところがなければ、続 けて同企業 共同体の

中に住む ことがで きるのであ る。

4つ は、家族 が遠隔地 に別居す る場 合の扱 い方 を挙 げよう。家族 (結 婚 していな い場合、

llEJ親 をl旨 す )と 別居 している場合、年 に 1回 (12日 )有給帰省の休暇 を利用 できる。その

往復交通料金 も、企業側が出費す る。本人が行かず、家族側が企業の方 に来 て滞在 して も

よい。

C工 場 が 1年 間 に成 員のために支出 した福祉資金 は、驚 くべ きものであ る。 1987年 1年

間に全工場 で使 った医療費 (100万 元 )、 託児所 と福利処 (図 4を 参照、 )の 支 出 (100万

元 )、 各分工場 の食堂 や風 呂場 な どの費用 (6.70万 元 )、 及 び成 員に対 す る電気 ・水道の

補給 手当 (8.90万 元 )、 低所得 陛帯 に対す る救済 (32万 元 )、 年末に成 員 に提供 した各種

の副食品 (10数 万元 )な どをあわせ て、福利費支 出は、 2,000余 万元 に達 し、 同年全工場

の創 出 した利潤 の 2分 の 1を 占めた。 しか も この中には、 8,000余 人 の定年退職者 の年金、

大 。中 。小学校 の教育経費、公共施設の修繕費、運 動会等 の支出は含 まれ て いな い。その

ために福利費は年 々赤字 だと財会係はいっている。

この よ うに、国家 は、 まるで父母の よ うに、企業 共同体 を通 じてあ らゆ る面で労働者 に

配慮 して くれ るのである。 この過程 で、企業 は終始、国家 の定 めた社会福祉、社会保険 ・

保障政策 を貫徹 。実施す る忠実な代理人の ような役 割 を演 じているにす ぎな い。政府 の策

定 した福祉制度 を具体的に実施す る場 合、当面党 と政府 が実施 している短期政策 に合わせ

て優遇 を与 えるべ き対象 であ るか どうかに区分 して、資源配分 を行 うのである。例 えば、

す でに よ く知 られ ているが、退職 した老幹部 に対 して特別 に制定 した「 離休 」
H)幹

部待遇

(郁 貝紅 93年 を参照 )が あるほかに、退役軍人 、軍人家族 、一人 っ子家庭 、統一戦線 の結

成対象
レ)に

対 して、住宅 の配分や子 どもの就職 。入園 ・入学 を優先 させ るとか、少数民族

出身の人 には、一人 っ子制 限 を適用せず、 また就職 。入園 。入学 を優先 させ るとかの優遇

を与 えた り、反対 に、一人 っ子政策 に違反 した人 に対 しては、住宅 の配分、職階の評定、

昇給 な どを延滞 した りす るのであ る。 とにか く、万事が国家の利害 に準 じて運営 され るの

である。

要す るに、中国企業 の人事管理 と労働保険 ・保 障、福祉 におけ る政府 の機 能の極端 な強
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化は、企業行政の立場 と機能の弱化 と裏表であ り、事実上、企業の支配者は、国家になっ

て しまったと言って も過言ではない。結局、生産主体 と言 えば、 日本では通常は企業側 と

労働側 とか ら構成 されているのに対 し、中国では実質的には国家側 と労働者側 とか ら形成

されている。国家に雇われ、保護 された労働者 たちは、おのず と企業か ら遊離 して国家の

方 を当てにし、国家 と運命共同体 を結ぶ形になる。計画経済の強化によって国家に人事管

理11権 と企業内絆j相 :厚 生運営権 を奪われた企業行政の、企業における経営主体 としての地位

の弱化は、中国的経営の形成に欠かせない労働側 と国家 との直接的接近の場 を提供す るこ

とに貢献 したと言 える。

3.党 の指導 の優位及 び政 治思想教育

日本 では、政治 に関す る党派の活動 を企業の中に持ち込む ことは、排除 されて いる。 こ

れ と対照的に、 中国 では「 我 々の事業 を指導す る核心の力は中国共産党 であ る」 (『 毛沢

東語録 』 )か ら、すべ ての ことは共産党 の指導の下 で行われ るべ きである、 というわけで、

国民経済 を支 える企業 の運営に対 して党 の指導 は強 い。 まず組織構造 か ら見 よう。「 中国

共産党の一切の主張 は、すべて人民大衆 の中での党組織 と党員の活動 を通 じ、党の指導 の

下 におけ る人民大衆 の 自覚 に基づ く努力 を通 じて実現 させ なければな らな い」 (『 中国共

産党規約 』総綱 )か ら、党 の組織 建設がず いぶん重視 され ている。各企業 には企業 の大 き

さに応 じて党委 員会 (以下 は「 党委」 と称す る )、 あるいは党総支部委 員会 (以下 は「 党

総支」 と称す る )が 設置 され ている。 もっと小 さい企業 では、党支部委員会 (以 下 は「 党

支部」 と称す る )が 設置 され ている。一般 に党委 の下 には い くつかの党総支 が、 1つ の党

総支の下 にはまたい くつかの党支 部が設置 され てお り、 1つ の党支部 は、人数によって さ

らにい くつかの「 党小組」 にわかれているのである。 この ように、党 の組織 は、企業 の最

高指導層 か ら現場 まで行 きわたってお り、党員たちの一人一人 は、各党小組 か党支 部 に編

入 されてその中で党 の活動 をし、 また、 そ この指示 に従 って 日頃の 自分の行動 を取 ると同

時 に、周辺の人 たちに模範的影響 を与 えるのである。 したが って、党 中央 の意志や指示の

伝達 と貫徹 は、上か ら基層 まで素早 く行 うことがで きる。一方、党委 はまた、組織部、宣

伝部な どい くつかの機能部 門 を設置 してお り、 これ らの部 門お よび党 の指導 の下 での共産

主義青年 団委 員会 (以 下 は「 団委」 と称 す る )、 「 工会」 (労働組合の中国語 )な どの大

衆組織 を通 じて、党 か ら与 え られ た企業 の政治機能 と社会統合の機能 を遂行す るのである。
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図 2は 、 C工場 の上層 党組織 の概況である。 24の 分工場党委員会 は また、 それぞれ総工場

党委 の ように、 事務室、組織部、宣伝部、規律検査委員会 な ど、 い くつかの機能部門 を設

置 して活動 し、 また各 分工場の団委や工会 を指導す るのである。

図 2 Cェ 場の上層党組織の概況

総工場党委 ― ― ―

(常 任委員 6名 、委員 33名 )

分工場党委 処級党委 総支部委員会 直属支部

(24個 ) (7個 ) (14個 )  (23個 )

専任書記 42名

次 に組織 面か ら機能面 に 目を移 して、企業 における党委 の絶 対優 位 を見 てみ よ う。今 日

の中国企業 は、新 中国の成 立後、生産 手段の所 有形 態が多様 であ った各種 の企業が、共産

党 と政府 によるさま ざまな方法 の指導 に よって、改造 ・転換 した ものであ る。 したが って、

当初 か ら党 の権 力が企業 の中で強 く働 いてきた ことは、想像 にか た くない。 それに して も、

社会主義的改造 を終 えた企業 の生産経 営活動が正常 な軌道 に乗 った後 も、 さらに、党 の指

導 が 日常の生産活動 に進 入 し、徐 々に企業行政 を代替 して指導 す るに至 っている ことは、

中国の企業 の特 殊性 を顕著な ものに して いる。 中国企業 では、 1956年 か ら84年 まで「 党委

員会の指導下の工場 長責任分担制 」 という指導体制 が実施 され て いた。文化大革命が終わ

るまで、党 中央 の「 左傾」指導が ます ます ひ ど くな るにつれ て、各種 の政治運動が企業 の

中で次 々と行われ る中、企業行政 は、 ます ます無気力にな った。 その代わ りに、企業党委

の位置 はます ます重要 にな り、つ いに企業運営の各方面 にわた って、指導権 を握 るにいた

った。結局、工場 長の生産管理 におけ る責任分担は有名無 実 にな って しまい、企業 内の大

小すべての事が皆党委の書記に よって決 め られ、 いわゅ る「 党政 不分」の局面 を形成 した

のである (第 3章 2節 を参照 )。

企業党委 の一貫 した主要任務 は、企業 に対 して政治・思想の指導 を実行す ること、すな

わち、企業 が社会主義の方 向に沿 って発展 す る ことを保証 す るために、党 と国家の各種 の
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方針 ・政策の貫徹 。実行 を保証 し、監督 し、大衆組織の独立 した工作 を支持 し、ま じめに

職工の思想政治活動 を行い、党組織の戦闘 とりでのような働 きと党員の先進模範の働 きを

発揮す ることである (「 中国共産党全民所有制工業企業基層組織工作条例」第 3条 1986

年 9月 15日 )。 党委の企業における独 占的地位は、言 うまでもな く、企業の政治気風 をま

すます高め、労働者へのイデオロギー教育 を一層強化するのである。

毛沢東は 1政 治 li作 はすべての経済 |:伯 iの 生命線である」 (『 毛沢束語録 』 )と 言った。

建国初期か らも、党は労働者に対する政治思想教育 を行 うのを非常に重視 し、強調 してき

た。教育の内容は、まとめて見れば大体 2つ ある。 1つ は、国家の利益があるか らこそ個

人の利益があるので、そのために国家の利益 をすべての上に置かなければな らないという

愛国主義精神。 もう 1つ は、世界の絶対多数 を占めるプロ レタ リア階級 を解放す るために、

言 い換 えれば、全人類の解放 を実現す るために、個人の眼前の利益 を犠牲に しなければな

らないと言 う共産主義的理想。毛沢東本人 も、何回とな くこの政治思想教育の重要性 を強

調 したものである。

「 工会関係の同志 と労働者大衆 を教育 して、彼 らに、 日先の一面的な福利だけにとらわ

ね′て、労働者階級の遠大な利益 を忘れ るような ことがあつてはな らないことを理解 させ る

べきである (「 工商業政策について」 )。

「 騒動 を起 こしたもう一つの原 因は、労働者、学生に対す る思想 。政治教育が欠けてい

たことである。……一部の大衆は、 とか く、当面の、局部的、個人的利益 に眼を奪われ、

遠 い将来の、全国的、集団的な利益については、理解 していないか、または、あま り理解

していないことを認めるべきである。少なか らぬ青年は、政治経験 と社会生活経験 に乏 し

いため、旧中国 と新中国を比較す ることに長 じていな くて、我が国の人民がいかに千辛万

苦の闘争 を経て帝国主義 と国民党反動派の抑圧か ら抜け出 したか、また、麗 しい社会主義

社会を樹立するには、いかに長期 に渡 る穀苦にみちた労働 を経なければな らないかを深 く

理解す ることが容易でない。 したがって、大衆の中でつね に、生 き生 きとした、着実な政

治教育 を行 うとともに、つねに、現れて くる困難 をあ りのままに説明 し、かれ らといっ し

ょに、いかに困難 を解決す るか、研究すべ きである」 (「 人民内部の矛盾 を正 しく処理す

る問題にかん して」1957年 2月 27日 )。

建国後の経済建設の歴史 を回顧すれば、党の政治思想教育は、 いつ も弛む ことはなかっ

た。とりわけ1960年 代か らは、中国 と旧ソ連 との両党関係が破綻 したことか ら、中国共産

党はソ連共産党が修正主義に堕落 したと判断 して、階級闘争の長期性 を認識 し、中国革命
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を永久に変質 させないために、青年にたいす る階級的政治教育 を強める必要性が、 1962年

9月 に開かれた中共中央第 8期 10回 総会において確認 された後は、一層 さかんに行われた。

革命的先進個人あるいは模範団体に学ぶ政治思想教育運動が次々と起 こされ、また、その

成果 として、先進人物が雲のわ くように現れ ることによって、 さらに広範で持続的な教育

。学習活動が展開 された。

1961年 頃か ら全1可 的な IЧ 心が寄せ らオ1′ たのは 1南 京路の優ね′た第 8中 隊」に学ぶ という

教育運動であった。 1956年 以来 上海の南京路の警備についた第 8中 隊は、資本主義的習慣

が強 くこび りついている場所 に長 く駐屯 して、 さまざまな誘惑に打ち勝 って、人民解放軍

の質朴な作風 と戦闘精神 を発揮 し続けてきたことが、高 くたたえ られ た。その業績 につい

ては、全国の新聞や雑誌で評価 され、彼 らを紹介す る展覧会や報告会が各地 でもたれ、 こ

の模範中隊を題材 にした劇や映画も上演 された。

「 南京路の優れた第 8中 隊」は模範的集 団であるが、模範的人物 として1963年 を通 じて

全国的に極めて広範な学習運動 とされたのは、「 雷鋒に学べ」 という運動である。雷鋒は

軍隊の将軍でもなければ将校 でもな く、一輸送分隊の分隊長 という22歳 の普通の兵士であ

ったが、 1962年 8月 15日 に公務のため殉職 した。彼のあわせて 7年未満 という短 い職場 と

軍隊の経歴の間に、一貫 して模範生産者、模範戦士の道 を歩んでいる。「 雷鋒に学べ」と

いう教育運動は、 1962年 の 10月 に彼が服務 していた遼寧省の軍隊 と共産主義青年団の中で

始 まったが、やがて全国的な学習運動に広がった。毛沢東 も1963年 3月 2日 発行の青年の

ための雑誌『中国青年 』に「 雷鋒同志に学ぼ う」 という題字 を書 いた。毛沢束の この題字

は、後に『人民 日報 』をは じめとす る各紙に載せ られた。『中国青年 』は、 3号 (前 出と

4月 1・ 16日 発行の 2冊 )連続 で雷鋒 についての紹介や 日記の転載、郭沫若 (人 民代表大

会常務委員会副委員長 )の 雷鋒 をたたえた詩を掲載 した。また 4月 1日 号には、劉少奇、

周恩来、朱徳、林彪の 4人 の中共副主席 と郡小平書記長の、雷鋒 を記念 した題字が載せ ら

れ、それはまた『人民 日報』その他にも相前後 して載せ られた。 2月 15日 に共青団中央委

員会は、団の各級組織に出 した全国の青少年の間で広範に「 雷鋒 に学ぶ」教育活動 を行う

指示の中において、彼に学ぶべき重点 として次の 5つ の点が挙げ られている。

① 党に忠実であ り、社会主義事業に忠実であるプロレタ リアー トの立場。

② 意識的に祖国の要求に服務 し、人民の利益 を第 1に して「 永遠 にさびないネジ釘 ")

となって誠心誠意人民に服務する精神。

③ 同志に心を配 り、他人 を助けることを楽 しんで少 しも己れ を利せず、 もっぱ ら他人
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を利す る共産主義の風格。

④ あ くまでも困難に耐 え抜 く意志 と苦 しみに堪 え、質朴 をたっとぶ作風。

⑤ 政治的に も高ま り技術 も高める方向をしっか り守 り、毛主席の著作に学び、また業

務 と技術を磨 いて、模範的に仕事 を達成すること。

この 5つ に学ぶべ き品性は、われわれの言 う国家集団主義の品性にちがいなかろう。 こ

の「 雷鋒に学べ」運動は、今 日ではすでに 日常的な学習活動 として、普通の生産現場にお

いても、青少年 の間でも、解放軍兵士の間でも、実は全中国人の中で引き続 き行われてい

るほど、雷鋒は、中国人の共産主義的人間の理想像 として認め られている。

続 いて翌年の 1964年 の年あけ早 々に、『人民 日報 』の元旦社説は「 全国で解放軍 に学

べ」と言 うスローガ ンを出 した。中国の各集団の中でも解放軍は、もっとも一貫 して政治

思想教育 を重視 し、それ を自らの 日常活動の主要な課題 として取 り組んで、大 きな成果 を

あげていると認 め られ ている。上記の「 南京路の優れ た第 8中 隊に学ぶ」 と「 雷鋒 に学

ぶ」教育活動は、 いずれ もまず解放軍の間で行われて、それが全国民の学習運動 として広

げ られた こと、 また この政治思想教育運動において解放軍の出 した先進例は他の分野 よ り

多いこと、それに、軍隊ではかねてか ら政治思想教育に関す る「 4つ の第 1」 “
)と まとめ

られたことか ら、共産党は、 1964年 度の政治思想教育運動 を進めるにあた り、「 人民解放

軍に学べ」という呼びかけ を提起 した。「 各級の党、政府指導機関、各工場、各鉱 山企業

単位、各大衆団体、各人民公社は政治思想工作 を強化 し、解放軍のように、政治思想工作

を末端単位まで確実に行き渡 らせ、 しっか りと根 を打ち下 ろさなければな らない」 と『人

民 日報』の社説は力説 していた (1965年 2月 1日 )。

1964年 は、社会主義教育の政治思想運動がひときわ際立った高ま りを見せ た 1年 であっ

た。 この年において、上記の「 南京路の優れた第 8中 隊に学ぶ」 と「 雷鋒に学ぶ」運動が

いっそうスケール を大 きくして、「 解放軍に学べ」のほかに「 農業は大秦に学ぶ」 と「 工

業は大慶 に学ぶ (第 3章 を参照 )」 という毛沢東の呼びかけも、全国のスローガ ンとされ

た。 こういう気運の中で「 比べ、学び、追いつき、助ける」 という増産節約の運動が全国

の工場で展開 され ると同時に、各分野で董加耕、王傑、彰加木、焦裕禄、欧陽海、王進喜

な どの、先進人物や先進集団が相次いで現れ、それ らの先進業績は、覚 えきれないほどで

あった。

中国企業 におけ る党指導の強化及び政治思想教育の重視 は、中国的経営の形成に対 して、

労働者たちの国家集団主義的人生観 を樹立 させ るイデオロギー面か らの条件 を用意 したと
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言 える。

4.党 委 の指導下の「 工会 」

中国企業の工会 も、ず いぶんユ ニークで、中国企業 の特殊性 の一つ としてあげなければ

な らな いぃまず、中国の 11会 の全国組織 を紹介 しよう。中国の工会の最高指導機関 は、 5

年 に 1度開かれ る工会の全国代表大会、お よびそ こで選出 され た「 中華全国総工会執行委

員会」である。工会 の地方各級指導機関 は、 5年 に 1度 (区 を設置 しない市 や県 は 3年 に

1度 )開 かれ る工会の地 方各級代表大会 と、 そ こで選 出 され た「 総工会委 員会」 であ る。

中華全国総工会執行委員会 は、全国代表大会の閉会期間 中に、全国代表大会 の採択 した決

議 を責任 を持 って貫徹 ・実 行 し、職工に関係 あ る重大 な ことを討議 ・決定 し、全国の工会

の工作 を指導す る。 これ と同 じく、地方各級総工会委 員会 は、各級工会代表大会の閉会期

間 中に、 同代表大会 または上級組織 の採択 した決議 を責任 を持 って貫徹 ・実行 し、 同地域

におけ る職工に関係 ある重大 な ことを討議 。決定 し、 同地域 の工会の工作 を指導 し、 また

上級総工会委 員会に報告す るのである (『 中国工会章程 』第 8、 15、 17、 20条 1983年 10月 23

日中国工会第 10回 全国代表大会 で採択 )。

中国工会には、企業別工会 と産業別工会 という二つの組織形態の ものが ある。 同一企業

・事業体 ・機関 に於 け る工会会員 は、一つの工会基層組織 の中に組織 され る組織別工会が

ほ とん どであ る。 しか し一方、必要によって同一国民経済部門、 あるいは性質の近 いい く

つかの国民経済部門 は、 また全国的 と地域的の産業 刀1工会 を設立す る ことができる。 たと

えば、中国郵電工会全国委員会、中国教育工会全国委員会 な どがそ うであ る。省、 自治区、

直轄市、 自治州、市、県の地方総工会は、地元の基層工会組織 と産業別地方工会組織 の指

導機関 である。 そ して中華全国総工会 は各地方総工会 と各産業別工会全国組織の指導機関

である (『 中国工会章程 』第 11条 83年 10月 23日 )。

次に企業 におけ る工会の基層組織 の組織構造 と機能 につ いて考察 しよう。労働組 合 とは

「 労働条件の維持 。改善、労働者 の社会的 。経済的地位の向上 を 目的 とす る労働者 の 自主

的 な団体」であ ると『経営学大辞 典 』 (神 戸大学経 営学研究室 1988年 )に は規定 され て

いる。すなわち、歴 史上、労働組 合は、近代企業 に於 け る弱者 である被雇用者が集 団のカ

を もって経営側 と交渉・闘争 を行 うこと通 じて、 自分 たちの利益 を守 る ことを目的 に成立

した、労働者 の 自発的な 自治組織 なのである。要す るに、労働組 合が誕生 し存続 して きた
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客観的背景には、企業 に於 け る経営側 と労働側の利益の対 立が存在 しているのであ る。 ま

た、労働組 合が労働 者の利 2書 を守 ることができるためには、 それ は労働者 自身が 自主的 に

組織 し、活動できる団体 でなければな らない、 と考 え られ て きたのである。

ところが、労働組 合に当 たる中国工会は「 自主的な団体 」 とは言 いきれな い。『 中国工

会章程 』 (1983年 10月 採択 )の 総則には「 中国工会 は中国共産党の指導す る職工 の 自由意

志 に よって結成 さね′た労働 者階級 の 人衆組織 であ る」と明記 さね′て いる。つま り、 自主的

に活動す るのではな く、党 の指導 を受け るべ きものなのである。 それだけでな く、一方、

中国工会 の機能 も欧米 や 日本の労働組合のそれ と違 ってい る。新 中国の成立 は、中国社会

を天地 が ひっ くり返 るよ うに変 え、 そ して工会の生存基盤、 ひいては機能 までを変 えた。

中国では理論的 に言 えば、労働者階級は国家の指導 階級 とな り、労働者階級 の政党 は与党

とな ったので、国家 は労働者階級 の利益 と権力の代表 とな った。 さらに、 1956年 以降 の社

会主義改造 を通 じて、 中国企業 はほ とん どが生産 手段の全人民所有 の企業 になったので、

労働者 は、企業の生産者 であるとともに、生産手段 の共有者 として企業 の主人 ともなった。

こういう労働者階級 の権益 の代表 であ り、 同時に生産手段 の全人民共有の代表 で もあ る国

家 に よって運営 され る企業 の中では、企業の主人 となった労働者 と国家に任命 され て国家

に忠実 な管理職 (経 営側 )と の間の利益関係 は、 日本の よ うな国の場合 とは もちろん異な

ってい る。 この差異は、中国企業 の工会の性質、地位、機能、役割、活動方式、及 び党、

政府、企業行政 との相互関係、工会の内部関係 な どいろいろな面 にわ たる特 殊性 を規定 し

ている。建国初期、 中国の中央 l旨 導 部には 2つ の意見があ った。 1つ は、社会主義 国家 に

お いて も国家、企業、職工 (こ この「 職工」 という言葉 は狭 い意味 で、つま り企業 の上層

管理職 を含 まな い もの と理解す る )の 3者 の間 は根本的な利益が一致 してはいるが、違 う

利益 の矛盾が依然 として存在 しいる、 という劉少奇 を代表 とす る認識 であ る。 もう 1つ は、

国家、企業、職工の 3者 の利益 の一致性 を強調す る意見 である。結局、最後 になって、後

者が中央指導部 で優位 を占めた。 その後、次第 に中央指導 部 による政治 におけ る統一的指

導 と経済 におけ る集 中的管理 が強化 され るにつれ て、 この意見 は、 ことさらにまた一面的

に、 ます ますエ スカ レー トし、後 になって 3者 の差異 を認 めな いばか りでな く、 その差異

の存在 を提起す る ことさえ許 さな い、絶対化 した状 態にな った。 こういうわけで、 中国企

業の工会 は、今 まで この後者 の認識 を基盤 に存在 し、 また この認識 に基づ いて活動 を展開

している。

ちなみに、 この社会主義労使関係理念 に こだわ って、 中国では、 日本の ような資本主義
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国におけ る企業 の労使 関係 を「 労資関係」 と言 うのに対 して、中国企業 における労使関係

には「 労働関係」 とい う言葉 を使 うのである。つま り、中国企業 の経営者は、雇用者 では

な く、労働者 と同 じ く、企業の生産手段の共有者 であ りまた勤労者で もある、 と表明す る

のである。

次に、 日本企業 の労働組合 との比較 か ら中国の工会の特徴 を考察 しよう。 日本側 は管理

職 と従 業 員が約 1,000名 のあ る金属関係企業 (以下 は J社 と称す る )の 労働組合 をモデル

にす るので、下 に引用す る 日本側 の資料 は同企業労働組合の「 規約 ・規定集 」による もの

である。

① まず組織方式 が違 う。 日本 では労働組 合はあ くまで も労働者が 自分の利益 を守 るため

に 自主的 に結成 した ものであ るか ら、下 か ら自主的 に設立 し、必要 に応 じて上部団体 に加

盟す るのが一般的 であ る。 これ と対照的 に、中国の方 は、上 か ら下へ設立 したものである。

中国各地 の工会 は、 ほ とん ど都市が解放 され ると同時 に、各地 の党組織 が幹 部 を企業 に派

遣 して上 か ら下 へ設立 したのであ る。後 の新設の企業 で も工場設立 と同時に、最初 か ら企

業組織 の一部 として工会の機構、幹部、 スタ ッフ を設置す るのであ る。 C工場の工会 は、

総工場、分工場 と現場 の 3級 に分 かれている。総工場工会 は、党委 と主席 とによって指導

され る。そのほかに常務委員が 4人 いる。

②基本的任務 が違 う。 日本の方は大体「 我等は強固な る結束 と相互扶助 の組織 とによ り

労働条件 の向上 と共同福利の増進 を期す」 (『 規約 ・規定集 』綱領第 1条 )と いうように、

1比 界で最 初に労働組 合が誕生 した時の 目的 と ´
致 している。 これ と対照的に、中国の工会

は、建国初期 に成立 した後、主に党 と政府 の要求 に従 って困難 を克服 し、政府の打 ち出 し

た各種 の経済、政 治の任務 を完成す るよ うに、職工 を動員す ることであった。 1957年 12月

に開かれ た第 8回 全国工会代表大会 で、 中国工会の基本任務 に関 して「 今後 10年 か ら15年

間 の基本的任務 は、重工業 を優先的に発展 させ る基礎 の上 に工業 の発展 と農業の発展 をあ

わせ行 い、中国 を近代的な工業、近代的 な農業及 び近代的 な科学文化 を持つ社会主義の強

国に建設す ることであ る」 と宣言 され た。工会基層委員会 の基本任務 は、「 職工に対す る

政治思想教育 を しっか り行 うこと。職工 に愛国主義、
″

集体主義
″

、社会主義、共産主義

教育 を行 い、法制度 と職業責任、職業道徳、職業規則の教育 を強化す る」 (『 中国工会章

程 』第 26条 1、 83年 )こ とと、「 職工 を組織 して社会主義労働競争、大衆 の合理化的提案、

技術革新 と技術協力活動 を展開 し、先進的 な経験 をまとめて普及 し、先進的生産者 と労働

英雄 を選 出、表彰、養成 と管理工作 をしっか りし、生産任務 を完成す るように、職工 を動
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員する」 (同 前の規約第26条 3)な どである。つま り、国家 目標 を完成 させ るために労働

者を教育 ・組織 し、政権 を支 える有力な社会的支柱 となる役割 を果 たす ことである。

③加入対象が違 う。 日本の方は国際慣行 と同じく、労働組合の趣 旨とあわせて構成員が

原只」として利益の一致 している労働者のみに限 られ、企業の課長以上のものは労働組合か

ら排斥 されている。「 会社の役員及び従業員の雇入、解雇 または昇進及び異動に関 して直

接の権限 を持つ監督的地位にあるもの、使用者の労働関係についての計画 と方針 とに関す

る機密の事項に接す るために、その職務上の義務 と責任 とが組合員 としての誠意 と責任 と

に直接抵触す る監督地位に当たるもの、その他使用者の利益 を代表す るものは同企業の組

合に加入できない (『 規約 』第 3条 )。 これ と対照的に、『 中華人民共和国工会法 』 (19

92年 4月 3日 第 7期全国人民代表大会第 5回 会議で採択 した )第 3条 には、「 中国の領土

内にある企業、事業体、機関において、賃金収入を主要な生活の源泉 とす る肉体労働者及

び頭脳労働者 (企 業管理職、専門技術者などを含んでいる一一筆者 )は 、民族、種族、性

別、職業、宗教信仰、教育程度 に関わ りな く、 いずれ も法 によ り工会に参加 し組織す る権

利 を持つ」と規定 している。 ここには、社会主義中国の国営企業 では労働者個人の利益 と

企業 (ま たは国家 )と の根本的な利益が全 く一致 しているという、中国最高指導層の認識

が明確 に現れている。

労働組合の加入については、 日本のたいていの企業では入社時に組合に加入す る義務が

あるので、課長 とそれ以上の管理職 を除 いて、一般 に全員が組合員である。社員に組合加

入を義務づけるFll山 は、 11Lに 1組 合しか存在 させないためだといわれている。 1社 に複

数の組合があれば、 日標がバ ラバ ラにな りがちで、かえって労働者にマイナスになるか ら

だと説明 されている。 これ とは対照的に、中国の方は労働者 自身で工会 を作 ることが許 さ

れず、あ くまで も上か ら作 るので、 1企 業に 1工 会 と決まっている。中国では、工会への

加入を職工に義務づけないが、加入率は高い。 C工 場では、工会会員は全従業員 (管理職

も含む )の 93.7%を 占めている。中国の工会加入率が高い最大の理由は、中国企業では、

制度に決め られていない実物による福祉が、慣行として、 よ く工会 を通 じて実施 され るの

で、工会に加入 しなければ損 をす るだけだと考 えられるか らである。また、工会は上によ

って作 られたものなので、加入す るのが正統的、順応的だと一般に受け止 めていることも、

もう 1つ の理由だと考 えられ る。 こう言 うわけで、 C工 場の6.3%の 加入 していない人は、

日本 と違 って管理職 ではな く、たいていは、加入 しても特別の利益が期待 できない少数の

低層労働者だと推測できる。中国企業の工会は、企業管理職がすべて加入 している上に、
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一般職工 もほとん ど加入 しているだけでな く、工会代表大会主席団のメ ンバ ーもたいてい

企業管理職が多 く占めている。そのため、企業 と同企業の工会は、ほ とんど同 じ規模、同

じ構成員、同 じ指導層 であ り、まるで同 じ一群の人たちに異なる 2つ の組織名 をつけてい

るだけの ことのようにみえる。

④組合役員の選 出方法、報酬の支給が違 う。 日本の J社 では「 役員の任期は 1年 とし、

組合員の直接無記名投票により選出す る。ただ し、再選は妨げない」。また、基層組合の

役員は、ほとんどが企業 内の仕事 と兼職 で、ただ月に少額の役員手当をもらうだけである。

J社 の場合、組合長は月に最高の 1万 2千 円で、他の役員は皆 1万 円の手当である。 これ

と対照的に、中国企業の工会は主要役員がほとんど専任で、工会主席 (組 合長 )等 の専任

の幹部は、上級主管部門 (工 会の上級指導機関である地方総工会ではな く、企業の上級行

政主管部門である )あ るいは企業党委によって任命 され、行政官等 もついている。工会主

席は、同企業の副職の最高責任者 に値す るポス トで、それに合 う給与が支払われ る。兼職

役員、つま り重要でない役 員は、同級工会会員代表大会で選出される。企業のような基層

工会代表大会は、『 中国工会章程 』 (83年 10月 )に よれば、一般 に 2年 に 1回 開かれ るか

ら、任期が割合に長い。 C工 場の総工場工会の専任幹部は59名 で、分工場工会の専任幹部

は合計90名 いる。分工場の下の現場には工会支会、 さらにその下には工会小組が設置 され

ている。支会 と小組の役員は一般に兼職である。

⑤組合大会の召集の仕方が違 う。 日本の J社 の場合、年次大会が毎年 1回 開かれるが、

さらに糸[l合 長が必要と認めたときに、または組合員の 3分 の 2以 上の要求のあった時にも、

臨時大会が開かれ る。 これ と対照的に、中国の方では、規約に臨時大会 と言 う項 目がない。

企業のような基層工会以上の市 。県の工会な ら、普通は 3な いし 5年 に 1回 代表大会が開

かれるだけである。特別な事情がある場合には、開催の時期 を早めた り、あるいは延期す

ることができると定 め られている。 しか し、 こういう変更でも、上級委員会の許可が必要

である。言 い換 えれば、工会会員意思の尊重や下層工会の 自主権が、 日本 よ り小 さいと考

えられるのである。

⑥争議行為への対処が違 う。 日本では、大会において組合員の直接無記名投票によ り組

合員総数の 4分 の 3の 賛成があれば、闘争委員会 を組織 し、争議行為に必要な指令 を発す

る。 これ と対照的に、中国の建国後初めて公布 された、労働関係 を調整す るための基本法

である『中華人民共和国労働法 』 (95年 1月 1日 に実施 )は 、当面、労働者に「 団結権」

と「 労働争議の処理 を要請する権利」を与 えているが、労働者の経営側 との「 交渉権」は
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与 えていない。それに、交渉のために圧力をかける行動、すなわち「 ス トライキ権」はな

お さら認め られていないい)。 93年 8月 1日 か ら実施 された『中華人民共和国企業労働争議

処理条例 』の総則第 6条 も、「 労働争議 を処理す る過程において、当事者は矛盾 を激化 さ

せ る行為 を禁ずる」 と明確に規定 している。言い換 えれば、国家の決めたルー トで異議 を

中 し立てることができるが、争議 をうま く解決す るかどうかは、政府に委せ るしかないの

である。

⑦具体的な活動の内容が違 う。 日本の方は年間賃金の増大、労働時 1昔Iの 短縮、職場環境

の改善、健康管理の徹底、傷病時の有給休暇取得の優 ilE措 置などに関 して経営側 と交渉す

るために、社会調査、企画、立案などの活動を組織 し、展開す る。また組合内部において、

組合員に対する救済、娯楽、 スポーツ活動、教育文化活動 を行 う。 これ と対照的に、中国

の方は、賃金、労働時間、有給休暇などは皆国家が決めたものであるか ら、企業側 は無力

であ り、 また⑥にも触れたが、労働者にも「 交渉権」がない。 したがつて、主に救済、娯

楽、スポーツ活動、教育文化活動 を行 うことになる。 これ も、 日本の組合のように自主的

にす るのではな く、企業党委 と行政の認可 と援助 を受けてする。それか らもう 1つ 、中国

工会にとって重要な役割は、党委の指導の下で、党の各時期の工作の中心に従 って政治思

想教育 を大 いに行 うことである。例 えば、上に述べた「 南京路の優れ た第 8中 隊に学ぶ」

「 雷鋒に学ぶ」「 工業は大慶 に学ぶ」運動を、企業の中での宣伝動員や紹介表彰 を通 じて、

また工会会員を組織 して、実際に実践 させ ることなどである。

③組合経費の拠出方法が述 う。 日本の方は、組合費、加入金、事業収入及び寄付金 をも

って これにあてる。中国側は、工会会費、事業収入のほかに、企業、事業体、機関が毎月

の全職員・労働者の賃金総額の 2%に 相当する経費 を拠出するし、また政府 か らの補助 も

ある。

中日企業の組合の上記 した違 いか ら分かるように、中国の工会は、 もはや国際的慣行に

そった労働組合ではない。『 中華人民共和国工会法 』 (1992年 4月 3日 採択 )第 2条 には

「 工会は、職員・労働者が 自発的に結合 した労働者階級の大衆組織である」 と書かれてい

るにもかかわ らず、実際には大衆組織 としての自主性、独立性があま り見 られず、む しろ

官営組織 だという方が比較的 よ くあてはまる。官営であれば、労働組合の本来の性質、地

位、役割、工作方式、組織方式、活動方式 も変わ らないわけには行かないのである。 こう

いうわけで、中国の工会は、国際慣行の本来の労働組合 らしい機能を発揮せず、一方では

雑用係の役割を担 って企業行政に付属す る 1部 門になった り、他方では民間代理役 のよう
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な党 の宣伝部の 1道 具になった りしている。工会 は人 び との眼に映 され ているイメージで

も、役 には立 たず、 あてにはな らず、何 1つ 権 力 ももたず、大 した部門で もな く、大 した

仕事 もない暇 な部門 であ る。 したがって、企業工会 の主席 のポス トは、企業 の副職 の長 に

等 しいに もかかわ らず、任命 され た幹部 に とってはあま り喜ば しいものではない。む しろ

上級指導者の眼 に能 力があま りないか信頼度が高 くな いと映 ったか ら、 そ こに派遣 され た

と、 自分 も周辺の人たち も思 うのである。

中国の工会 は、 イ ンフ ォーマルな福祉の提供 を通 じて国家の温情 と 1温暖 たる社会主義

大家庭」のイメー ジを一層感 じさせ、 また愛国主義、共産主義 を内容 とす る政治思想教 育

を通 じて個人主義 を批判 し、国家利益 を優先 させ る自覚 を最大限 に増幅す ることを通 じて、

中国的経営の形成 に貢献 をしたといえる。

中国企業に於け る経営主体 の地位関係は、図 3の ように示す ことができる。

図 3 中国企業 に於け る経営主体 の地位関係

党 ・政府上級主管部門

指導

経営管理

労働者 労
　
働
　
側

企
　
業
　
側
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3.経 営の国家集団主義 と企業集団主義 との違い

3・ 1.国 家 目標 を遂行 す る組織

総合的機能 を有す る組織

国家集団主義 と企業集団主義 との違 いを考えるとき、まず国家 と企業 との違 いを確認 し

ておかなけオ
′
1′ ばな らない。企業が機能集団であることには、ほとんど異論はない。それに

対 し、国家は、 しば しば共同体的な性格の強い集団だと見 られている。しか し、特 に近代に

おける国家は、 きわめて高度に組織化 された機能集団と考 えることもできる。国家 と企業

との違 いを理解す るためには、 この 2つ の集団の「 機能」の違 いを検討するのがいい。同

じ機能集団と言 って も、 目的あるいは機能の違 いによって、経済集団、政治集団、宗教集

団な どに分け られる し、また成員が満たす欲求の範囲か ら、単一機能型、複数機能型、総

合機能型に分け られ るか ら、国家 と企業 とが違った機能集団だと言 うことは明白である。

詳 しく言 えば、企業 は生産 を通 じて営利 を追求す る単一機能型の経済集団であるのに対 し

て、国家は教育 ・文化・社会・経済などの領域でも一定の機能 を果た しているが、 とりわ

け内部での秩序の維持 と、外部に対する防衛が、いかなる場合に も失 うことのない最小限

度の機能 として働 いている。 したがって、経済、政治、宗教なども含む、総合機能型の集

団である。それ故、一方で企業 を中心 とす る集団主義は、 もっば ら企業の生産 と営利活動

に関心 を寄せ、尽力す るのに対 し、他方で国家 を中心 とす る集団主義の場合は、国家の経

済、文化、教育、政治など、 いかなる面にも尽力を求め られ るのである。国家集 団主義の

下で、中国企業は、本来国家の担 うべ き国家安全、社会成員に対す る社会統合、社会保障

と社会安定などの役割 を国家か ら与えられ、複数の 目標 を一身に背負 うことになった。言

い換 えれば、経済集 団としての企業が、総合的機能 を有す る国家の道具になっているので

ある。

中国企業は、生活共同体のようになって、成員に対 して 日本企業以上に社会福祉、社会

保険、社会保障を提供 していることは、本章 2・ 2節 に述べた。それか ら、生産知識、技

術、経営管理の教育だけでな く、社会統合の役割を遂行す るために、成員に対 して、政治

思想教育、国家の路線方針宣伝なども行わなければな らない。 これ らの ことが らは、党 と

国家が定める各時期の活動方針によっては、生産経営よ りも重要な位置 をしめる場合 さえ

ある。社会安定の役割を遂行す るために、中国企業は、政府の計画に したがって労働者 を



受け入れ るので、結局、ほとんどが必要以上に雇用 させ られている。 しか し、 どんなに過

剰人員を抱 えても、人員整理などをしてはいけない。仕事の割に人が多す ぎるのは、中国

企業の普遍的現象である。たとえば、 こういうエ ビソー ドがある。長年中国人の一人当た

りの平均生活水準は常に世界各国の順番の中に後 ろか ら数 えて数番 目であったのに、国連

による各国生活水準の全面調査の リス トの中で、おか しいことに、中国が中位の国家の生

活水準に近 い位置に急進 したことがあった。調べてみると、評価項 目の中に休暇 と安全感

という、中国にイJ利 な項 [|が 入っていたか らだという (楊江 72)。

ネ11会 管 Flと :11会 コ ン トロールをはかるために、大 。中規模の企業共同体の中にも、地域

社会 と同 じように、「 居民委員会」が設置 されている。企業管理職は、居民委員会 と一緒

に共同体の秩序 を維持 している。例 えば、 5つ の項 目ごとに「 五好家庭」“
)い う模範家族

を選出 して栄誉 をたたえた り、犯罪 を犯 した青少年 に対 して再教育 をした り、家庭紛争の

調停や伸裁 をした り、成員が病気になった時には職場同僚 による看病当番 を決めた り、成

員の葬式 を組織 した りなどす る。職場の計画生育管理組は、居民委員会 と一緒に避妊薬 を

配布 し、政府の晩婚や一人 っ子の政策 を宣伝 し、その実施実態を調査 した りす る。企業は

このように、内部においては成員を管理す る責任 を持 っている反面、外に対 しては成員に

対す る社会的連帯責任 を持 っている。たとえば、旅館に宿泊す る時に提出すべき身分証明

書、成員が区役所 に結婚登録 をす る時に提出すべ き企業側の結婚許可書など、成員が企業

外 での活動に必要な書類の交付、成員の離婚裁判への出廷、成員 と外部 との トラブルに関

す る交渉なども、皆企業の責任範囲に含まれている。企業は、成員とその家族の全生活を

管理 しているかわ りに、成員は、企業に対 して徹底的に依存 し、無限定的な要求権 を持 っ

ている。そのため、企業行政の仕事の範囲 も、悪循環のように無限定的になっている。人

びとは、住宅の問題 に関 しても、配偶者の転職の問題に関 して も、夫婦喧嘩に関 して も、

子 どもの幼児園や小 。中学校への入園・進学に関 しても、 とにか く問題の大小 と公私にか

かわ りな く、企業に解決や処理 を求めるのである。そのために、企業管理職は、まさしく

「 役割葛藤」に陥 っているほどだと言える。たとえば、文化大革命以降、生産の発展が鈍

かったために、就職難がますます深刻になった中で、成員の子 どもの就職 を解決す るため

に、企業はいくつかの制度 を工夫 しだした。 1つ は、両親が退職す るとき、その子 どもや

嫁にまだ就職 していない人がいれば、その空席 を埋 める「 補員」 という制度 である (1960

年代後半現れた )。 もう 1つ は、企業が企業の中でさらに子会社 を作 って成員の子 どもを

就労 させ るという方法である。 これは文化大革命が終わった1970年 代後半か ら政府に認め
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られ て一般化 した。本章 2・ 1節 で述べ たよう

所有制企業」は、実 はほ とん どこういう要請か

な、 国営企業 の中 にあ るいわゆ る

ら生 まれ た ものであ る。

「 大集 団

図 4 C工 場行政組織構造 図

副

　

工

場
　
長

工
　
場
　
長

労働服務公司 (子 どもの就職 の斡旋 )

計画生育事務室 (成 員の計画生育の管理 )

‐職 11医 院 (成 員とその家族の医療律子生、保健lI理 )

工場区域管理処 (環 境術生、緑地の管理 )

福利処 (託 児所、食堂、浴室などの福祉施設の管理 )

房産処 (成 員の宿舎、施設の建設 )

技工学校 (中 、初級熟練労働者 と管理職の養成 )

トラクター学院 (同 上 )

保衛処 (安 全管理、民事 トラブルの処理 )

教育事務室 (小 、中学校の教育の管理 )

労働賃金処 (定年退職労働者の管理 )

24個 の分工場

工場事務室

副工場長  5つ の処

総技師 3つ の処 と 2つ の研究所

総会計師  2つ の処 と 1

副工場長  2つ の処 と 1

つの事務室

つ の 公 司

副工場 長  二つの処 と一つの公司
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中国企業はまた、社会安全 と国家安全の役割を担 っている。企業には、治安部門や公安

局の派出所が設置 されてお り、企業共同体 自身の治安 を維持 し、犯罪活動 を防止 し、処理

す る。 これだけでな く、国家安全 を守るために、18歳 か ら35歳 までの企業成員は自動的に

基幹民兵になってお り、 いつでも国家の必要に応 じて戦場に派遣 できるように、企業の人

民保衛部門が定期的に民兵の軍事訓練 を行 う。

中国企業の多機能性はその行政組織構造 を見れば一 日瞭然である。図 4は C工 場の行政

剰l織 構造ⅨIで ある。

隊14か ら分かるように、り11生 産活動 を竹理する機構はHあ り、 5人 の扇J工場長の中で 2

人が これ らの部門の仕事 を指導す る。企業共同体 において比較的に重大な こと、例 えば、

宿舎の配分などに際 して、工場長の自らの参与 と決定 を求め られ るか ら、企業の約半分の

指導力が非生産活動に費や されると言える。 ところが、 これはただ総工場 レベルで計算 し

たもので、下の24個 の分工場は総工場の設置 した部門に対応 して、それぞれ同じ機構 を設

置 し、相応す る人員 を配置 して、各分工場 自身の非生産活動 を管理す るか ら、数多 くの人

が非生産性活動に従事 している。「 1線 緊、 2線松、 3線腫」 (生 産現場の第一線 では人

員は乏 しく、政治補助的な仕事 をする第二線では人員は多 く、サ ー ビス的、補給的な仕事

をする第二線では人員は多す ぎる )と いうのが中国企業の通弊である。

国家建設の応急機動隊

国家集団主義的経営 と企業集団主義的経営との違 いは、やは り国家の利益 と企業の利益

のどち らを優先 させ るかにある。前者は、国家の利益 を企業 と個人の利益 よ りも優先 させ

るが、後者は、企業の利益 を個人の利益 よ りも優先 させ る。本章 2・ 1節 か ら、中国企業

の生産経営が、国家の計画経済に縛 られて自己利益 という観念を持たない、 自主性のない

集団になっているということが分かったが、本当は これだけでな く、計画経済による日常

の生産行動でも、時 々臨時的な国家利益 のために変更転換 して、国家 1番 の急用に協力 さ

せ られるのである。例 えば、 しば しば、秋にどこかの農村へ 1週 間稲の取 り入れ をす るた

めに職工 を派遣 した り、農業 を支援するために「 工人階級の大軍」に農村へ肥料 を運ばせ

た り、都市のどこかの河川 を改修するために職工 を派遣 しり、政府の「 戦争に備 える」 と

いう指示に従 って都市の防空壕 を職工に掘 らせ た り、また、都市の緑化活動やイ ンフラス

トラクチ ャー建設などに職工 を行かせ た りする。企業は、国家の応急機動隊 として随時自

分の方の生産 を中止 した り調整 した りして、国家の急 ぐ建設任務に成員を振 り向けるので
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ある。 もちろん、 この場合、 もし休 日であれば、ただの無償労働 ということになる。

こういう応急任務で一番人びとに知 られているのは、 1958年 秋に行われた「 全国民 を挙

げて鉄鋼 を生産す る」 という歴史的出来事である。 1958年 5月 、党は、第 8期 全国代表大

会第 2回 会議で、毛沢束の提案 した「 大 いに意気込み、常 に高い目標 を目指 し、多 く、早

く、立派に、むだな く社会主義 を建設す る」と言 う社会主義建設の総方針 を正式に決定 し

た。 この方針に基づいて、中共中央は工 。農業の発展 を大 いに展開 しようとす る、 いわゆ

る「 人躍進」 を打 ち出 したく,こ の

`|:会

l:義 建設の総 方針に従って、全 FIの 都 市と農村にお

ける各業界各部 rlは 、 しき りに会議 を開 き、ノL産 脩標 を高め、施策を制定 し、 スローガ ン

を発布 して、大躍進の高ま りを巻 き起 こした。大躍進の高 まった気運の中で、成績 を誇張

す る気風や 目標の数字 を高 くす る傾向が氾濫 し始めた。 1958年 8月 17日 か ら30日 まで中共

中央は、北戴河で政治局拡大会議 を開いた。会議において中央指導部は、各地か らの誇張

された数字 を前に、農業がすでに倍、数倍、 さらに十数倍の成長率をあげていると推測 し

た。 したがって、中央指導部は、農業生産はすでに大丈夫だと判断 し、 これか らは全国各

省 と自治区党委員会の注意力の重点を農業生産か ら工業生産の方へ移転 しなければな らな

いと決めた。同会議は、工業 を発展す るにはまず鋼鉄 と機械工業 をしっか り発展 しなけれ

ばな らないこと、特 に鋼鉄の生産 を早 く高めなければな らないことを認め、そ して、「 鋼

鉄 を要に しよう」 という方策 を出 した。 こうして、 1958年 の鋼鉄の生産高を57年 の537万

トンか ら1,070万 トンヘ と倍 に増産 し、 さらに59年 の生産高が2,700-3,000万 トンに達すれ

ば、鋼鉄の生産高は 2年 間でイギ リスに追いつ くことにな るという、毛沢束の提案が認め

られた。 ところが、全国民は大躍進の盛 り上が りの中で高い意気込み をもって生産に尽 く

した。 ところが、同会議の終わった 8月 の末までに、鋼鉄 はまだ450万 トンしか生産 され

てお らず、年末 までの 4ヵ 月 という短 い間 に600万 トンあま りの鋼鉄の生産が不可能な こ

とは明 白であった。す るとそ こで、全国の力を合わせて鋼鉄生産 に投入 しようと言 う、鋼

鉄生産大衆運動 を行 うことが決め られた。『人民 日報 』は 8月 末に「 直ちに行動 をし、鋼

鉄生産 を倍にす る一番偉大な任務 を遂行 しよう」「 鋼鉄の生産 をしっか り行お う」等、次

々と社説 を掲載 して、各業界各企業に「 鋼鉄の生産高を高めるために、各 自の生産 を中止

して、支援 しよう」 と呼びかけた。 こうして、 9月 か ら全国各地 に鋼鉄生産指導部が相次

いで設立 され、各級の党書記は、 自ら鋼鉄生産の運動 を指揮 し始めた。鋼鉄生産 に用 いる

小 さな高炉が至 る所に造 られ、 8月 の末には17万 個 しかなかつたのが、 9月 になって60万

個 に、 さらに年末にな ると100万 個以上に達 した。全国の工業企業はいうまで もな く、農
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村や、政府役所、学校 に も高炉ができ、合計9,000万 人あま りの労働力が鋼鉄生産 に投入

された。 4ヶ 月の鋼鉄生産の大衆運動を行った結果、鋼鉄の生産高は 目標 を達成 したが、

その内の300万 トンあま りの ものは、質が悪 くて使用不能の廃品になっていた。 もっとひ

どいこともあった。農業では、秋の取 り入れの忙 しい季節に農村か ら大勢の青壮年 を鋼鉄

生産 に行かせ た結果、すでに豊作が見えたのにせ っか く実 った作物の収穫ができなかった。

工業においては、鋼鉄生産 だけが優先 され、他の工業は一切無視 されたので、工業 内部の

各業小[|11の パ ラ ンスがひど く′ルlオ 1′ た。 また「lNl lt財 産の ノ∫においては、 1,070万 トンの鋼鉄

生産任務がいかなる ことよ りも優先すべ き政治的任務 とされたので、経済計算 と経済利益

な どのコス トを考 えずに、鋼鉄生産のために驚 くほど巨大な浪費 を出 し、多大な代価 を払

って しまったのである。

以上は、国家利益 を最優先 させ る集団主義的経営の下 で見 られた独立性 と自主性のない

中国企業の応急機動隊 としての役割の代表的な例である。 こういう役割が、企業利益 を最

優先 させ る集団主義的経営の下では絶対に見 られないことは、容易に想定 できるだろう。

もちろん、国家集団主義的経営が常にマイナスの結果 をもた らす とはかぎらない。場合に

よっては、国家、企業、個人にプラスの効果 も与 えるのであることは当然である。

政治に転向する企業 目標

国家集 団主義的経営にあって、企業集団主義的経営にはないもう 1つ の特徴は、企業の

主導権が国家に握 られていることである。そのために、企業の 目標は、国家によって左右

され ることになる。 たどえば文化大革命の時、中国企業の経済 日標は政治 目標に取 って代

わ られたと言える。国家集団主義的経営の もとで、企業 も文革の洗礼 を甚 だ しく受けた。

ここでまず、文革 とは何かについて述べ よう。文革 とは、毛沢東が 自ら起 こし指導 した、

全国民 を巻き込んだ政治運動である。その 目的は、資本主義の復活を防止 し、共産党の純

潔性を維持 し、中国式の社会主義路線 を模索 しようとす ることにあった。 しか し、毛沢東

の国際情勢 と国内政治状況に対す る判断が間違 っていたので、一連の理論 と政策に関 して

重大な誤 りを犯 した。結局、林彪反革命集団と江青「 四人組」に利用 され、党、国家 と全

国民に多大な災難 をもた らす内乱になって しまったのである。

1960年 代か ら国際情勢が大 きな分裂 と動揺 を示 し始める。中国と旧ソ連 との関係 も極め

て緊迫 し、両国の共産党の間の論争は、国家間の紛争にまで発展 した。中ソ間で発生 した

一連の重大事件は中国共産党 と毛沢東に大 きな衝撃 を与 え、「 修正主義反対、修正主義防

- 84 -



止」の機運が高まった。その上、中国とアメ リカとの関係 もベ トナム戦争 を介 して悪化 し

ていたので、中国の国家安全は、大 きく脅かされていた。国内においては、中国は、国民

経済の調整 を成功裏 に完成 した後、社会主義建設が新 しい発展時期に入ろうとす る所 であ

った。 この間、毛沢束の社会主義社会に於ける階級闘争の「 左」傾理論がますます系統的

に発展 し、共産党の指導思想 として高め られた。かれは、党中央の中に修正主義が発生 し、

党の中に資産階級の司令部ができてお り、中国の各地にその代理人がお り、党 と国家が資

産階級の復活の危機に瀕 していると考えていた。かね′はまた、そね′までの闘争の仕方が問

題解決に もはや役に立たな くな り、「 文化大革命」 という方式で充分に大衆 を動員 しては

じめて、「 走資派」 (資本主義道 を歩む実権派 )に 乗 っ取 られた権力を奪回することがで

きると考 えていた。一方、当時の毛沢東個人の独断はますますひどくな り、党 と国家の政

治生活の中での集 団指導原只」と民主集 中制 を損 な い、党 もこれ らの誤 りをす ぐに正 して

「 文化大革命」を阻止することができなかった。そ して「 中共文革小組」の成立をきっか

けに「 文革」が全面的に始まったのである。それは、「 四人組」が粉砕 される1976年 まで

10年間続 いた。

「 文化大革命」は、その名か らも分かるように、主 として文化 ・思想 ・政治など、社会

の上部構造にたいす る革命であるはずなのに、実際には経済領域の各分野まで巻 き込んで

いった。中国の企業が支革の波に巻 き込 まれただけでな く、労働者 も、文革の指導階級 と

して、先頭に立って大 きな役割 を演 じさせ られた。企業でも文革 を行 うべ き理由は、次の

ような ものであった。当時、毛沢束 をは じめとす る中共中央の考 えでは、建国以来中国の

1非 常に多 くの鉱工業企業が、政治 ・思想の 1面 で も、組織 。指導の面で も、生産管理の面

でも、それぞれ程度 こそ違 え、資本主義、修正主義、ひいては封建主義の深刻な影響を受

けている。 これ らの ものは労働者階級の革命的積極性 を束縛 し、生産力の発展 を妨げてい

るばか りか、修正主義の種 をはび こらせ、資本主義復活の温床 となっている。一部の鉱工

業企業の中には劉少奇 をは じめとする資本主義の道 を歩む党内の一握 りの実権派が職工の

隊列のなかに紛れ込んできた地主分子、富農分子、反革命分子、悪質分子や十分に改造 さ

れていないブルジ ョア分子、堕落変質分子 と結託 して、毛沢束の正 しい路線にあ くまで対

抗 し、修正主義の一連のや り口を極力押 し進め、社会主義の企業 を資本主義の道に引 き込

もうと企てている。 もしも、われわれが資本主義の道 を歩む党 内の実権派を断固として打

ち倒 し、ブルジ ョア反動路線の悪影響を徹底的に取 り除 き、修正主義の根 を抜 き去 らなけ

れば、 どうして も我が国の社会主義の経済的土台は破壊 され、我が国の社会主義所有制 と
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プロレタ リアー トの権力の強化は妨げ られ、我が国には変色の危険性が現れ ることになる

であろう」。それゆ えに、「鉱工業企業の中でプロレタ リア文化大革命 を繰 り広げること

は、あってもな くて もよい些細な問題ではな く、 どうしてもや らなければな らない ことで

あ り、 どうしても絶対 にや らなければな らないことである」 (人 民 日報66年 12月 26日 )と

された。

1969年 4月 、中共第 9期 全国代表大会開催後、毛沢束の案出で、「 闘、批、改」
口〕運動

が全国で全面的に展開 した。毛沢束は、合業での「 闘、批、改」運 nJJを 、大体次の ような

い くつかの段階 を経過 して行うと説明 した。つま り、まず「 三結合」の革命委員会 を設立

し、後は大批判、階級隊列の純潔化、党の整頓、機構の簡略化、不合理な制度にたいする

改革、行政人員の現場での生産労働への参加な どを行 うのである。また、「 闘、批、改」

を行 う場合には、まず大批判か ら始めるべきことが強調された。

大批判 とは、いわゆる「 劉少奇の反革命修正主義路線」を批判す ることである。企業に

於けるいわゆる「 劉少奇の反革命修正主義路線」 とは、具体的にいえば、生産ばか り重視

して、政治思想教育 と階級闘争 を重視 しない (生産第一 )、 幹部の任用に政治 ・思想を基

準にせず、業績主義 で専門家に工場の支配権 を握 らせ る (専 家治廠 )、 労働者の生産意欲

を思想教育によってではな く、ボーナスなどの物質的な奨励 をもって高めようとす る (物

質刺激 )、 政治思想教育を先導に生産 を促すのではな く、利潤の追求 をめざして生産 を促

そうとす る (利 潤掛 帥 )、 といった ことな どを指 している。そういうわけで、「 生産第

一」の劉少奇路線に対抗 して、毛沢東の「 政治工作 はすべての経済工作の生命線である」

という教 えに従ってlL命 を第 1の 位置に置 き、 1lL命 で生産 を統率 し、生産 を11[進 すべ きと

いう認識が強め られた。 しか し、 どの くらい時間 を掛けて文革の文献 を読んで討議 した り、

劉少奇 を批判す る大字報を書いた り、工場の「 走資派」 と闘争 した りすれば、革命 を第一

位に正 しく位置づけたことになるのか明確な基準はない。そのうえ、当時「 四人組」によ

って出 された「
″

衛星上天、紅旗倒地
″ 18)を

絶対に許せない」とか、「
″

社会主義の草
″

でも
″

資本主義の苗
″ 19)よ

りま しだ」 とか、社会主義国家が資本主義 に変色 しない ことが

もっとも重要で、そのために革命 をしっか り行わなければな らず、生産な どは しな くてい

いなどという、過激なスローガ ンがいっぱ い飛 び回った。生産に真面 目に努めれば、む し

ろ革命の積極性が足 りないと批判 されがちであった。指導者に対する次のような摘発の文

章がよ く見 られた ものである。「 彼 らも口を開けば、生産に力を入れ ると言っているが、

実際には彼 らは生産 に力を入れ ることを回実に して革命を押 さえつけているのであ り、生

- 86 -



産 に力 を入れ るというの は見せ かけで、革命 を押 さえつけ ると言 うのが本心なのであ る。

こうした連中は生産 が うま く行かないの をおそれ て いるの ではな く大衆が彼 らに対 して革

命 を行 うの をお それて いるのである。ある労働者 は “彼 らは大衆 をおそれ、革命 をおそれ、

免職 させ られ るの をお それ てはいて も、生産計画が達成 で きな い ことをおそれては いない

の だ"と いった。 これ こそ、 その ものづば りの批 判 であ る」 (『 人民 日報 』66年 12月 26

日 )と 。 67年 1月 1日 の『人民 日報 』と『紅旗 』の社説「 プ ロ レタ リア文化大革命 を最後

まで押 し進めよ うJに もこういう文章がある。「 極 少数の 人たちは、生産 に力を入れ ると

言う「il実 の下に革命 を押 さえつけ ようとしている。彼 らは上辺は生産 に関心 を持 って いる

ように見 えるが、 その実彼 らが関心 を持 っているのは 自分 たちの官職 であ り、 ブル ジ ョア

ジーの古 いもの を温存す る事 であって、革命が 自分 の頭上 に及ん で くるのをおそれ て いる

のであ る」 と。結局、生産組織 の企業 では、下 は労働者 か ら上は指導者 までみな生産 にか

かわ る ことに敢 えて耳 を傾けず、関心 を寄せず、遠慮す るのであって、革命第一 というよ

り、む しろ革命がすべ て、すべ てが革命 というのが当時の企業 の実状 であった。ちなみに、

中国の企業 は、生産 が悪 くて も倒産す る恐れ もなければ、労働者 の給与が減額 され る心配

もな い体質なので、む しろ革命 の方にひたす ら傾 いた方が安全で、無難 だ という自己防衛

の考 え方 も、 この局面の形成 に一役 かった ことも否定 できな い。

当時、 いわゆ る革命的な大連 合がで きて革命委 員会が成 立 した工場 では、無政府状態か

ら秩序が徐 々に回復 していったが、 しか し、それで も生産 の方 に入力 を組織せず、政治運

動ば か りが盛んであった。 その中で と くに毛沢東思想学習班がた くさん作 られ、幹 部、工

人 にそ こで集 中的に E沢東 著作 を勉強 させ、毛沢束 思想に よって 自覚 を強め させ るのであ

る。 とい うのは、 よ り広範な労働者大衆 の思想政治水準 の向上が あっては じめて、工場 に

おけ る「 闘、批 、改」運動 を徹底的 に、 うま く進 め る ことができると考 え られ たか らであ

る。毛沢束が「 学 習班 を作 ることは良 い方法 であって、多 くの問題は学習班 で解決す るこ

とがで きる」 と、毛沢東学習班 という思想教育 の方式 を肯定 したので、学習班 の種 類 もさ

ま ざまにな り、参加対象者 の違 う、 あ るいは解決 しようとす る問題の違 う、学習班 が た く

さん作 られた。 たとえば、鞍 山鋼鉄公司 (当 時 中国最大の鉄鋼工場 )で は、 1968年 に入っ

て毛沢東 思想学 習の大衆運動 が新 しく高 め られ、 5,000回 の学習班が開 かれ、 のべ約 40万

の労働者 と幹部が これ に参加 した。山東省の青島車両工場 の革命委員会 は 1967年 1月 下旬

に成立 し、同年 7月 中旬か ら68年 3月 の間 に12回 の毛沢束 思想学 習班 を開 いた。参加者 は

この工場 の労働者 と幹 部の90%を しめ る1,000人 であ る。 12回 の学 習班 の中には、 いわゆ
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る「 文化大革命 にお いて誤 りを犯 した」中間層 とそれ以上の管理職 を立ち直 らせ るための

ものもあるし、 いわゆ るブルジ ョア反動路線に「 だまされていた ことが自覚 されず、革命

派に指導 されることも認めず、仕事に積極性がないもの」「 少数ではあるが、革命的大連

合に反対の人」「 革命的意気のお とろえた」ものに「
″

私心
″

を抱 いたまま革命 をやるこ

との危険 を諭す」ための もの もあるし、「 任務が重す ぎる事に悩む」「 革命派」に「 勇敢

に重荷 をにない、困難 をおそれないと言 う自覚 を強める」ための もの もあるし、また、工

場革命委員会の全成 員が参加 した学習会 もあった。 (『 新中国年鑑 』1969年 90)。

工場の「 闘、批、改」の中では、機構や制度についての改革が大 きかった。文革前まで

工業企業管理制度は、 3級管理制、つま り工場、車間、工段の 3級 に分けて、各級の主任

(長 )に よる個人責任制 というものであった。改革によって簡素化 された機構では、工場

。車間の 2級管理制 と各級における「 三結合」の革命委員会による指導制度が作 られた。

革命委員会の内部機構 は、一般的には、政治指導、生産指揮、生活服務 (後 方勤務 )の 3

部門に改め られ た。一方、幹部 もその人数が大幅に減少 しただけでな く、輪番で生産現場

に行って労働者 と一緒 に働 く制度ができた。 これがいわゆる幹部「 下放」制度である。た

とえば、北京メ リヤスエ場 (労働者2,300人 )の 管理人員は229人 で、多 くの課・室に分か

れていた。 ところが、文革の中で改革 された後、 この工場の革命委員会委員は19人 (解放

軍代表 2人 、革命的幹部 5人 、革命的大衆組織代表12人 )に なった。しかも、その内主任 と

4人 の副主任 を除いた幹部14人 が「 下放」 したほか、革命委員会で事務 を担当する24人 の

勤務員 も、主任 と副主任 と一緒に輪番で「 下放」 し、生産労働に従事 した。当時の企業 目

標は全く生産経営には円かオ1′ ていないので、 こういう改‖1に たいする評価の基準 さえはっ

き りしないか ら、 どの ぐらいの効果があったかは分か らない。ただ 1つ 確かな ことは、文

革によって改革 されたもの も、文革の収束 とともに、また元に戻 ったということである。

「 闘、批、改」の中で、「 専家治廠」 といういわゆる劉少奇の反動路線 を打破す るため

に、労働者 を主体に革命的幹部 と革命的技術員の 3者 で結成 された、 同じく「 三結合」と

呼ばれ る技術革新小組が作 られた。文革の中で、専門家の一部は、ブルジ ョア階級の反動

的技術「 権威者」として、打倒 され、「 下放」 された。中には、過激な考え方で評価 され

た り、大衆組織同士の派閥争いで迫害 された りす る人 も少な くなかった。

賃金制度の面では、「 物質刺激」「 利潤掛帥」など、 いわゆる劉少奇の反動路線に対す

る批判 を通 じて、それまで実施 されてきた各種の賃金制度 も改正 され た り、部分的に廃止

された りした。文革前までは、工場における労働者の賃金は本章 2・ 2節 に述べた八級賃
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金制度 を基本 とす るが、それに加 えて、基本賃金の10%前 後に相当す る奨励金加給の制度

があった。文革の時、社会主義国家で生産を発展 させ る方法は、資本主義や現代修正主義

のそれ とは全 く異な るべ きであ り、社会主義企業では第 1に 強制 に頼 らず、第 2に 物質的

刺激に頼 らないで、毛沢東思想による統率に頼 り、政治 ・思想工作に頼 り、人の思想の革

命化に頼 るべきであるとされた。人びとの政治的 。思想的様相が変われば、精神的力は巨

大な物質的力に転化す ると考えられていたのである。従 って、文革は、 8級賃金制 そのも

のについては変更 を加 えなかったが、奨励金加給はほぼ全部廃止 された。また、革命委員

会の委員たちは、委 員の職務 を担 当していても給与はもとのままで、彼 らに対 しては本来

の行政幹部職務等級賃金制度は適用 されなかった。また1961、 62年 の経済調整期頃か ら、

一部の工場にお いては生産 目標の個人割 り当てと生産の個人責任制が採用 されたが、 この

制度 も、留1少奇の反動路線 として批判 され、「 走資派」か らの奪権の後、労働者によって

廃止 された。

一方生産管理 に関する一部の規只」は「 走資派」が労働者 を束縛 し、押 さえ、圧制す る道

具 として、不合理 な制度 として、批判 され、実施できな くなった。それ らの中には、 もと

もとの官僚制以来はびこっていた官僚主義的な現象 もあった。たとえば、一つの技術提案

が十数力所の審査 と許可 を経て、やっと生産に採択 され るといったような ことである。 し

か し、そうした ことも、劉少奇路線の労働者の技術革新に対す る情熱 を無視 し、わ ざと圧

制す るもの という、階級闘争の レベルでの罪状 として非難 され たことが少な くなかった。

階級隊列の純潔化は、社会主義社会にはまだ広 く2つ の階級 と階級闘争が存在 している

という、「 ノF:傾 」的な判断に基づ いて提出 さね′たものであった。そのために、階級隊列の

純潔化 を進めれば進めるほ ど、敵 と味方 との見分けがつかな くな り、かえって民主主義 と

法制度が踏みにじられ、その上に派閥争いが加わ って「 階級の敵」がますます摘発 され、

何 も罪のないのに、間違って批判・攻撃 される人はいっそう増 えた。

党の整頓 と党の建設は「 闘、批、改」の中で重要な 1項 目である。「 党組織はプロレタ

リア階級の先進分子か らできるべ きである。プロレタ リア階級 と革命的大衆 を導 いて、階

級敵 と戦 うことのできる生気にあふれている前衛隊組織である」。毛沢東は、 こうした観

点か ら「 50字 建党綱領」を提起 した。搾取階級はすでに消滅 し、階級闘争があっても限 ら

れた範囲の中に しか存在 しないはずの社会主義的条件の下 で、「 階級敵 と戦 う」 ことが党

建設の第 1の 基準 とされた。また、当時のいわゆる「 階級敵」 とは、主に劉少奇 を代表 と

する「 資産階級司令部」 と各地でのその代理人 を指 していたので、整頓によって除名 され
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た党員が本当に問題 のある者であったか、また、逆に新 しく加入 した党員の質に本当に問

題がなかったのか、疑間が大 きい。 もちろん党の整頓 と建設が終わるに伴 い、情勢が徐々

に安定 し、最終的には企業の生産にプラスの働 きになったことは否定できない。

このように国家集 団主義は、企業の 目標 をつねに経済発展に置 くことができず、党 と国

家の政治 目標に左右 されて、政治 ・思想運動の方へ と転向 させ られて しまうことがあるの

である。

3・ 2.集 中 に偏 向す る「 民主集中制 」

次に、企業 内における意思決定 コ ミュニケーシ ョンにお いての特徴についてまとめよう。

まず、企業内における意思決定の特徴 を、 日本のそれ と比較 してみる。 日本的経営の意思

決定方式 として、会議 と並んでよ く用 い られ るものに稟議制度がある。稟議制度は計画の

立案が下でな され、 そこか ら順次上に送 られてい く過程で少 しずつ修正 されなが ら、最高

位者が承認す るというように、下か ら上まで全員がその意思決定 に参加す る集団的意思決

定方式の ことである。稟議書類は、実際にはその内容 をよ く読まないでつぎに送 られるこ

とも少な くないが、それで も、そうした書類を作成 してお くのは、一種の「 連判状」 とし

て、連帯責任 を負 うという意思の相互確認になる。

日本の集団的意思決定の方式 と対照的に、中国企業では、党委員会の集 団指導 に権限を

委譲 している。それは、すなわち長 く実施 してきた「 党委員会の指導下の工場長責任分担

制Jで ある。党委は、だいたい 1名 の党書記 と l-3名 の副書記 と数名の部門管理職に勤

める委員か ら構成 されている。党委の集団的意思決定は「 民主集中制」の原則に基づ く。

つま り、各成員が十分に自由に自己の主張 。意見 をいい、討議 し、最後に多数決で採択す

るという方式である。中国の企業 における一般職工の意思決定への参加については、建国

か ら1952年 までの短 い間 と今の改革開放後のそれぞれに、「 職工代表会議」 (第 3章 1節

を参照 )と「 職工代表大会」 (第 4章 2節 を参照 )と いう制度があるが、53年 か ら改革開

放までは、制度的にも組織的にも長い空 白期間があった。

1960年 、毛沢東は、中国の最大の鉄鋼生産基地である鞍山鋼鉄公司の企業管理 の経験 を

総括 し、社会主義工業企業の経営に関す る指導原則 を「 鞍鋼憲法」という名 で定めた。そ

の中に、「 幹部が労働に参加 し、労働者が管理 に参加すること、古い規則、制度 を改める

こと、労働者 ・技術者 ・幹部の 3者 が結合 して生産 と技術の問題 を解決す ること」 いわゆ
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る「 両参一改三結合」 を実行す ることという条項がある。 しか し、 これを実行す る具体的

な手続、実行 を監督す る規則、指導幹部に実施 させ る拘束的な制度な どを定 めていないの

で、単なる呼びかけにとどまっていた。

党はまた、幹部たちに「 走群衆路線 (大 衆的な路線 を歩 まなければな らない」「 密切聯

系群衆 (緊 密に大衆 とつなが らなければな らない )」 「 従群衆中来到群衆中去 (大 衆か ら

取 り出 し、また大衆の中へ もっていって実行す る )」 とかを、 しば しば強調 している。幹

部たちは、大衆 との関係が密切である場合には大衆の考 えが よく分かるので、おのずか ら、

人衆の意思を反映す る決定 を ドす と期待 されるのである。 しか し、 これ らの呼びかけ も、

制度的にせ よ組織的にせ よ実行 される保証はないので、指導幹部個人の職務 に対す る責任

感、あるいは民主的意識の度合によって、大衆の意思に対す る尊重度は大 きく違 っていた。

一般職工が意思決定 に参加す る程度 は、 このように指導者の資質によって左右 され るが、

党委の集団的指導 も制度的な保証や拘束性がないので、民主集中制は、書記の民主的意識

の強弱によって、その徹底度がずいぶん違った。特 に、 1950年 代の後半か ら党 と政府機関

内に官僚主義がだんだん蔓延す るのに伴 い、企業内において も官僚主義が顕著にな りつつ

あった。 1960年 代か ら、階級闘争の強調によって、権力はますます党書記の方に集中 し、

党委の民主集 中制は集 中にかたよ り、家父長式の独断 も多 くみ られつつあった。「 大躍

進」な どの有害無益なキ ャンペー ンが起 こったのは、党中央に問題があるばか りでな く、

基層組織の官僚主義的な判断や無責任な報告 と関係ないとはいえない。

当時の民主集中制による党委の集団指導について、毛沢東は「 集中もあ り、民主 もあ り、

規律 もあ り、 自由 もあ り、統一的な意志 もあ り、個人の気持 もよい、生 き生 きして活発な

政治局面 をうみ出すであろう」 (1957年 『正確処理人民内部矛盾 』 )と 、楽観的に考 えて

いた。 しか し、 21年後、郡小平は「 民主集中制」の実行の実態について次のように言って

いた。「 過去の相当長い間、民主集中制 は実際に実行 されなかった。民主 を離脱 した集中

であった。民主が少なす ぎる」 (1978年 11期 3回 全会にて )と 。彼はまた「 党 と国家の指

導制度、幹部制度の面か らいえば、主な弊害は官僚主義現象、権力の過集中現象、家長制

現象、幹部の指導職務の終身制現象 とさまざまな特権現象 で」、その根本的な問題 は、権

力の過集中だと指摘 した (1980年 中央政治局拡大会議で『党 と国家の指導制度の改革』 )。

部小平は「 民主を制度化、法律化 しなければな らない。 この制度 と法律は指導者の交替

によって変わることのないように、また指導者の考 えと注意力の改変によって変わ ること

のないように しなければな らない」 (1978年 『解放思想、実事求是、団結一致向前看 』 )
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と指摘 した。いいか えれば、民主集中制が貫徹 できない原 因は、それ を実行す る手続 きが

制度化ないし法律化 されなかったことにある、 と指摘 したのである。党委指導の過集中は、

企業管理 において主 として 3つ の現象に見 られる。

①大小 さまざまな権力が トップ指導者に集中す る家父長的な管理

中国の企業では (実 は他の各種の組織体 も同 じ)権力の第 1人 者は「 第 1把 手」、権力

の第 2人者は「 第 2把 手」 と呼ばれるだけに、権力の個人への集 中が顕著である。指導部

では数人の指導者の間で責務分担があるのに、実際はその とお りに運営 されていない。権

力の ド位者は、自分の責任分担の 1也 Vll内 の ことで も、できるだけ多 く第 11巴 手に報告 し、

許 面rを 求める。反対に、第 1把 手 も、下位指導者に決めた ことを改変 させ た り、 自分の意

思 を受け入れ させ ることがある。つま り、責務分担 している各権力の下位者は、第 1把 手

を前に して無力の状態にいる。それゆえ、何か要求があ り、許可 をもらいたい場合、公式

のルー トを通す よ り、む しろ上層部の実力者に直接に求める方が解決は早 く、確実である

ということになる。たとえば、住宅 を配分す る時、職階を評定す る時、転職 を要求す る時

な ど、その職務 について指導責任 を担当 している指導者にだけでな く、あるいはいつそ同

指導者 を越えて、上位権力者 (住 宅や、職階評定、転職な どと直接には関連 しない職務 を

担当する権力者でもいい )に 理由や苦情 をいい、上位権力者か ら指導責任の当担者 に許可

す るよう圧力をかけてもらうのである。企業の中で、住宅の配分など人びとの利益 に関連

す る重要な配分 を行 う場合、その職務 を担当 している指導者だけでな く、第 1把 手、第 2

把手の家 を訪れ る人はあとを絶たない。反対に、小 さな問題、たとえば、近隣 との喧嘩な

ども、下位指導者の処置に不服の場合、第 1把 手の ところへ問題解決 を求めて行 くのであ

る。結局、第 1把 手は大小 さまざまな問題の解決にも参与す るようになって しまう。企業

指導部の指導責任の分担は形だけであって、実際には機能 しない状態にある。

②徹底的には実施できない規律、規則

権力の過集中は、既定規律の徹底的な貫徹に悪影響を与 える。中国企業では、高 。中層

幹部は上級主管部門によって任命 され、一般幹部の考課は企業党委によって行われ る。そ

れゆえ、幹部の既得地位の保全 と昇進は、直接 に上司だけ とはか ぎらず、第 1、 第 2把 手

の手にも握 られていることになるので、上司 と上司以外の上位指導者 とよい関係 を結んで

おかなければな らない。それで、上の指導者に頼 まれたことは、か りに制度違反であって

も、やむ をえずおとな しく実行す る傾向がある。たとえば、上層権力者の親戚の就職、職

種の変更、住宅の配分などの世話 をしてやるな どである。また、上位指導者 (関連部門の
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指導者 に限 らない )と 関係 のあ る、たとえば その指導者の親戚、友人、同郷や戦友 な どの

子 どもの場合、 その勤務態度 が悪 くて も、上司 は厳 しく指摘 しな いし、規律 に違反 して も

処分 しな い。か えって、 ときにはその職 工の気嫌 をとってや りさえす るのである。 た とえ、

たまたまま じめな上司 が いて、 その職 工 を批判 して も、 その職 工 は耳 をか さな い。 上 に

「 罪 山」 (う しろだて )が あるか ら、 どうせ ひどい 日にあわ されな い ことを知 っている。

結局、企業 におけ る管理規則 は、「 罪 山」のな い職 工にだけ拘束 力があ るものにな ってい

る。 そのため、成 員の間で不平や不満の声が大 き くな り、幹部の威信 が低下 し、規則 や規

i卜 が買徹で きな くなることもあ る。

ちなみに、 中国企業 で既定規只」が無効 になった要 因は、権力の過集中にあるだけでな く、

企業 内福祉や幹部の温情が無制約 の状態 で行われて いるの で、管理規則の貫徹が阻害 され

て しま うことにもある。 (本 章 3・ 3節 を参照 )

③縦 にだけ効 く伝達

中国の企業 にお いては、一つの決定 は時 々上位指導者 の事情 に よって変更 され るか ら、

下位指導者 は意 思決定が しに くい。 また、上位指導者 は、下位指導者及 び職工が 自律性 を

持 つ ことを必ず しも喜ばな い。結局、人 び とは、 だんだん指揮 されて動 くような、積極性

を欠 くものになって いる。 これは権力の過集 中、 いいかえれば、家父長的管理 か ら生 じる

受け身的な行動習性 だといえる。

要す るに、 日本的経営の意思決定 は、集 団全体 の関与 であるのに対 して、中国的経営の

意思決定 は トップ集 団まかせ であ り、 またて トップ指導者 の資質 や官僚主義 の程度 に よっ

ては、家父長的にな る場合 もあ る。

次に中国企業 におけ るコ ミュニケー シ ョン様式 について考察 しよう。岩 田龍子 は 日本的

経営のコ ミュニケーシ ョン様式 と欧米 の それ と比較す る時、前者 を「 根茎型」構造 、後者

を「 幹枝型 」構造 を もって いると言 った。欧米 の組織 では、組織 を動 かそ うとす る時、 ト

ップか らの力 は「 幹枝型」構造 を もつ権限構造 のメカニズム を通 じて末端機構 に伝達 され

る。 これ に対 して、 日本の経営組織 では、各部分 システムがそれ ぞれに「 独 自性」 を持 ち、

それぞれの結 びつ きが、人 と人 との「 間柄 」な どに よって「 根茎 」の ように複雑 にか らま

りあい、非公式 な形 で集 団間の対 立 を緩和 し、 いい意味での「 情報の短絡」現象 を生 みだ

すのである。 この型 の組織 にお いては、 どこにパ ワーがあ るのか も必ず しも明 らかでな く、

頂点 も部分 システムの一つ として、全体 としての「 均衡」 と「 調和」が大切 に され る。 日

本の組織 におけ る この ような人 と人の「 間柄 」は、 多様な要因、 たとえば、同 じ大学 の出
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身であるとか、会社 の寮 で共に寝起 きした ことがあ るとか、以前同 じ部局 で働 いた ことが

あるな ど、 さま ざまの契機 (縁 )に よって形成 され る。諸集 団の こういう相互 の関連 は

「 なかま」以外 には よ くわ か らず、なん とな く全体 として「 総合」 されている。 (濱 口恵

俊 。公文俊平 186)。

中国は、血縁、地縁 を始 め、 いろいろな人間関係が重要視 され る文化 を持 っている国 だ

か ら、 日本の組織体 にあ るイ ンフ ォーマルな「 間柄」が存在 しな いはずはな い。ま た、中

国の企業組織 は官僚制 によって編成 され ているか ら、縦型 の権限構造 のメカニズム も存在

す るはずである。 しか し、実際 をみね′ば 分かるが、 中国の経営利l織 の コ ミュニケー シ ョン

様式は、上記の 2者 の いずれ とも違 う独 自の特性 をもっている。

中国人は、確 かに人間関係 を重要視 している。 同郷 であ る、 同 じ大学の出身であ る、同

じ部隊の出身であ るといった人 たちは、確かに親近感 をもっている。「 短絡 」的 に情報が

漏洩す る ことが しば しば起 こる。 しか し、早 くも革命戦争時代 か ら、「 全党 の足並 をそろ

えて、一致 させ、一 つの共 同の 目標 を 目ざして奮闘す るために、個人主義 と
″

宗派主義
″

(セ ク ト主義 )に 反対 しなければ な らな い」 (毛 沢東 1942年 『整頓党的作風 』 )し 、「 わ

れわれは
″

五湖 四海
″

(全 国的な団結 )を しなければな らな い」 と教 え こま され、「 地方

主義 」「 拉 山頭 (関 係 をつな いで小集 団 を作 る )」 「 小集 団主義」は、 みな党 の統一性 に

有害 な ものだと批判 されて きた。 それ で、 こういう非公式 なコ ミュニ ケーシ ョンは「 組織

観 念 が薄 い」「 組織規律 性が な い」 と見 な され るので、表 に出 て こな い。結局、情報 の

「 短絡」 は組織 の 目標遂行 にプラスに働 かず、個人の資源 の獲得 、あ るいは党 内や上層部

会議の内容が外 へ漏れ て成 員間の恨みが生 じた りして組織 の「 和 」 を脅かす な ど、逆効果

が働 くのである。

中国の組織 も、官僚制原理 による権 限の ヒエ ラル ヒーが一応存在 している。それ はまた、

1本 だけでな く、党組織 と行政 という 2本 の縦 の権限構造 であ る。つ ま り、次の Aと Bで

ある。

A.党 委 一一→ 総
―

支部一―→ 党員

B。 工場指導部 一―→ 車間 (現 場 )―一―→ 職工

しか し、行政が党 に とって代 わ られ る現象が一般的であるので、次 の Cの コ ミュニケー

シ ョン様式 もある。

C.党 委 ――→ 党員一一>職 工

Cの ような伝達様式は、政治的な重大 さを感 じさせ るか ら、効果が いちだん と上が ると
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考 え られ る。重大 な事件、重大 な任務 の伝達 は、 C様 式で行われ る。

また、意思決定 の過集 中か ら、越権下達方式 もしば しば あ る。 トップ指導者、 あ るいは

直属上司 でない上位 の指導者 か らの直接 の伝達 や指示 は 自分が信頼 され ているとい う感 じ

を与 えるか ら、成 員の同指導者への忠誠 と、与 え られ た任務 を遂行す る意欲 を高め るには

有効な面 もある。

3・ 3。 国家 と企業 と職 工 の関係

国家集 団主義 的経営の下 で、国家 と企業 と職工 との利イヽ の一致が強調 され ているに もか

かわ らず、事実 上国家が企業の最大 の支配者 であ るので、労使関係 といえば、企業 内よ り

もむ しろ、一方 の国家 に対 して他方の職工 を含む企業側 という図式にな り、国家 と企業が

利益対立 の関係 にある ことは否定 で きな い。そのため、政府 の政策が企業 に不利な場 合、

企業成 員が一致 団結 してその政策 に抵抗す る、 いわゆ る「 上有政策、下有対策」 (上 に政

策があ るに もかかわ らず、下 には政策 を実行 させ な い対策 がある )と いう現象が見 られ る。

た とえば、社宅 を建築す るにあたっては、 1世帯の住む面積 につ いて政府 の規制 した基準

があ り、 それ を越 えてはいけない ことになって いる。 しか し、企業 は、社宅 のベラ ングを

広 く作 った り、 あ るいは南北両側 に もベ ラ ンダを造 って、形式的 には住む面積 は確 かに政

策 に違反 をしていないが、実際 には、入居 した ら広 いベ ラ ンダに壁 を囲 った り、あ るいは、

北 向 きのベ ラ ンダを台所 に造 り直 して本来 の台所 を居室 に した りして、 1部 屋 を増 やすの

である。 1970年 代 の末頃か ら、一時国営企業が争 って盛 んに現物交付 の福祉 を行 い大 きな

話題 にな ったが、 これは、実 は政府の現金給付 のボーナスの制限策 に抵抗 して、企業成 員

の共同の利益 を高 めるために起 きた現象 であった。

また、企業 の生産運営 と労務管理 は、完全に国家 (上級主管部門 )に よって行われ、企

業側の 自主性が認 め られな いので、企業側 には、国家への無制限的な依存 の習性がはび こ

り、国家 に対 して子 どもが親 にだだを こね るような行為が見 られ た。生産 に関 しては、生

産指標 の完遂が主 として要求 され、利潤 に関 してはあま り問題 に されないので、資金 や、

生産財、及 び各種 の資源 を多 く得れば得 るほ ど企業 に有利 にな る。そのため、毎年、企業

側 は、上級主管部門や所属す る自治体 に、「 もっと資金 を拠出 して くれ」「 もっと技術者

を派遣 して くれ 」「 もっと定員の人数 を増 や して くれ」「 もっと敷地 を大 き く提供 して く

れ」 と「 許l価還価 」 (か けひき )を す るために、執 ように政府 に くりかえ し、要求 ・説得
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す るのである。 こういう管理職の行為については、一般の企業成 員 も、 自分 たちのために

な る ことであるか らもちろん それ を支持 し、「 討価還価」 によ く頑張 る幹部 に対 して、仕

事 の責任感があ る、 や る気 があると好感 を抱 き、かけ ひきの成功 は、む しろ幹部 の功績 と

して評価 され るのである。

一方、企業 と職 工の間 では、企業管理職 が国家 の代理人 として職工の面倒 を見 るか ら、

過保護 と過管理 によって「 父子」関係的な現象 がやは りみ られ るのであ る。た とえば、幹

部 や職工 は、気 に い らない部局や職場 に配置転換 され た時、素直 には新 しい部署 へ赴任 ・

||l rlJlせ ず 、 1`4気 で家 にいた まま、 人 〕
|「 部 |"lあ るいは 11!1に「1分 の (1き たいりiへ 、や りたい

仕事 へ行かせ て も らうように交渉 をしつづけ、あ るいは何 らかの条件 をつけて、 た とえば、

息子の就職 を実現 して くれれば赴任す るとか といった、かけひきを行 うのである。 自分の

要求 をかなえて も らうために、あ るいはチ ャ ンスを与 えて も らうために、上司や長 の所 に

泣 きつ いた り、喧嘩 した りす る ことは、 めず らしくない。文革収束後、国家 に対す る責任

感 が低下す るにつれて、 こういう現象 はます ます顕著 になった。

また、国家集 団主義的経 営の下 で、企業の経 営効果 と利益 の良 し悪 しは幹部個人の利益

に影響 を与 えな いので、「 大衆の生活 に気 を配 らなければ な らな い」「 われわれ は人民 の

公僕 である」 と教育 された幹部 たちは、職工の好感 を得 るために、無制限的 に温情行為 を

行 い放 しという現象 がみ られ る。 日本の企業 では、生産 や労務 に関す る規則 ・規制 と、社

内福祉や上司の温情 は、別 々に実行 し分 け られ ているといえる。 たとえば、家計 の困難 な

社員に個人的に金 を貸す とか、 その人に残業 を多 くさせ るとかの方法 で援助す るか もしれ

な いが、一般 には、会社が補助金な どで救済す る ことはな いといえる。子 どもが病気 にな

ったな どの原 因で遅 刻 して も遅刻扱 いにせず、欠勤 して も出勤扱 いにす る ことはな いと思

われ る。 しか し、 これ と対照的に、 中国の企業 では、幹部 に対 して制度 と温情 を区別 させ

る拘束 メカニズムが な く、すべては幹部 の国家 に対 す る責任感 に任せ られ るか ら、国家 に

対 す る責任感が低下 した場 合、職 工の規制 に違反す る行為 を放任 した り、 あ るいは、制度

を無視 して、部下 に便宜 をはかった りす るのであ る。 たとえば、遅刻 した職工 を「 子 ども

さんが病気にかかったか らかわ いそ う」 といって許 した りす る。結局、「 豆炭 の火がなか

なか うま く燃 えなか ったの で食事 が遅 くなって遅刻 した」 といった理 由 を平気で言 ってす

ますな ど、 いいか えれば温情 と制度の混 同によって、制度 自体 の効力がな くな るという現

象 が現 われ る。 もち ろん、制度 と温情の使 いわ けは幹部個人の 自覚 に依拠す るので、特定

の職工 との個人関係 の善 し悪 しに よって、制度 を守 るか温情 を与 えるか、処置が違 う現象
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もでて くる。 この場 合、職 工たちは、上司や幹部の不公平 な扱 いに不満 を抱 き、企業 内の

規則があ りのままに執行 されに くくなる結果 を招 くことにな るのである。

改革開放まで、 中国企業 におけ る職工の間では、理論的 に言 えば、管理職 であろ うと工

人であろうと、すべ てが国家の主人公で、また、みんな働 いているので、 ともに「 工人」

階級 (労 働者階級 )で ある と考 え られているか ら、職 工の社会的 ・政治的地位 は平等 だ と

いうことが強調 され て きた。 しか し、実際には、国家の平均主義 的賃金制度、長 く実施 さ

れ てきた政府 に よる供給制、平均 主義的な住宅配分制度、全員一律 の医療保険制度 な どが

実施 さね′ていたので、 企業成 員の間の経 済 r的 な格差 は小 さ くて平等 だ といえるが、企業 を

含 めて国全体 は政治 を薫視 す るの で、政治的格差が著 しか った。政治的格差 は、主 に階級

の区分 に よる。つま り、建国前の本人の階級属性、 あるいは当時 まだ未成年 な ら出身家庭

の階級属性、 つま り「 家庭成分」 によって区分 され るのであ る。建国後 は建国前の階級が

消滅 したに もかかわ らず、改革開放 までの長 い間、 こうい う建国前の基準 に よって人 びと

の政治的格差がつけ られて いた。工人になった元の資本家、地主、旧国民党 の官吏、富農

な ど、 あるいは こういう家庭 出身の人の政 治的地位 が 1番 低 か った。反対 に、革命幹 部、

軍人、工人、貧農 ・下層 中農 出身 の人 には、高 い政治的地位 が与 え られ た。階級属性 によ

る区分のほかに、政 治的身分、つ ま り、党員であ るかな いか も区分の基準 にな る。政治的

地位 の高低 は経済状況 には直接関連 して いないが、 国家 と周辺の人 び とか らの信頼 と尊敬

が違 うので、企業 での昇進 の可能性、重用 の度 合 い、入党 のチ ャ ンスな どに大 き く関連 し

ている。特 に文革の ような政治運 動が起 こった場合、政治的地位 の高低 は、人 び との運命

を全 く変 えて しま うことにな る。

総 じて 言えば、改革開放 までの中国企業 では、適用 され る賃金制度 の違 いによって区分

すれば、職工 には幹部 と工人 とい う二つの利益集 団が存在 していた。 また、職業 の性質 に

よって区分すれば、管理者 と非管理職の技術者 と工人 とい う三つの利益集 団が存在 してい

た。 さ らに、政治的身分に よって区分すれば、党 員 と非党 員の利益集 団が存在 していた。

しか し、幹部 (こ こは職務 でな く適用 され る賃金制度 によって区分す るものをさす )で も、

技術者 で も、工人で も、家庭 出身な どによって、 さ らに権益 の違 いが存在 している。

ま とめていえば、国家集 団主義 的経営 とは、人 び とが国家集 団主義的な価値観 を もって

企業運営 を行 っている ことである。国家集 団主義的経営にお いては、次の ような特質 を見

出す ことが できる。

① 経営は、国家 と職工 との行政関係 として存在 している。
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② 国家 と企業 と個人 との利害の一致が強調 され、国家利害 を最優先す るために、企業

と企業、個人 と個人の同志的な協力関係が要請 されている。

③ 民主集中制が原則であるが、一般に意思決定は「 民主」よ り個人「 集中」にかたよ

る傾向がある。

④ 集団主義、愛国主義、共産主義思想教育 を成員のモラールを高める主要な手段 とし、

国家への忠誠、献身が要請 される。

⑤  コス トや利潤の観念が薄 く、行政主管部門の指示によって、 もっぱ ら国家の生産指

標 を目l旨 してノ11産 を行う。

⑥  企業は、成 員の経済的欲求 を満たすだけでな く、成員の生活全体 を包容 している。

それによって、成員は企業および国家に全人格的に関与す る。

⑦ 企業や成員は、国家に依存 し温情 を期待 している。

③ 国家集団主義的経営は、全国規模の公有経済を擁す ることを前提条件 とす るので、

企業は各級政府機関の管理下に位置づけ られ、全国の企業には行政等級がついている。

⑨  国家利害の優先的な地位 を確保するために、党組織が生産現場まで活躍 し、また、

労働組合 も指導す る。
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第 3章 中国的経営の展開の特徴

中国的経営の形成は、中国の計画経済による特殊な企業環境 を重要な要因としている。

しか し、 これは、 ただ中国的経営の形成条件のハー ドな制度的側面にす ぎない。ソフ トな

側面、つま り企業の主体である労働者の価値観 も欠かせない要因だといえる。第 1章 です

でにみたが、中国人は、歴史的に集団主義的価値観 を持 っている。それは、近代になって

国家集団主義 として急成長 した。 ところで、建国後の48年 間、労働者 たちの国家集団主義

的 llli l膚 観は、 1可 家の政治経済lir勢 の変化によってどのような影響 を受けたのだろうか。 さ

らに、それが中国的経営の形成 と成長にどのように影響をあたえたのだろうか。それ をこ

の章で探求 しよう。

新中国成立後 じょじょに形成 され定着 した国家集団主義的経営は、 その特徴によって 4

つの時期 に分け られ ると思 う。第 1期 は形成期で、 1949-56年 の間であ り、第 2期 は定着

期で1957-66年 の文化大革命が始まる前までの間であ り、第 3期 は動揺期で1966年 半ばか

ら78年 に改革開放が実施 され るまでの間であ り、第 4期 は改革期で1979年 か ら現在までで

ある。

第 1章 で述べたように、運命共同体の結成は、集 団主義生成の必要条件である。 したが

って、労働者たちと国家 との運命共同体 の結成は、経営の国家集団主義生成の必要条件で

ある。①国家による労働者の欲求充足の実現 と、②実生活で実感 させ られ る国家 との運命

の共同は、運命共同体の結成 を助成す る物質面 と精神面 との欠かせない 2つ の必要条件だ

といえる。国家 との運命の共同の精神的要素は、労働者が 自ら感 じている国家 との関係に

おける感情、すなわち 1主人公」感の強 さをもって判断す る事ができよう。すなわち、中

国人のよ く言 う「 我ヤ]是 国家的主人公」 (わ れわれは国家の主人公だ )で ある。また、物

質的要素、すなわち欲求の充足は、当時の生産力の もとでの人びとの物質的 。社会的な諸

欲求に応 じた労働者の雇用環境、賃金水準、労働保障、社会保険などの諸制度によって保

証 され提供 された、資源に対する満足の程度によって評価 できると思 う。以下では、各時

期におけ る労働者の「 主人公感」 と欲求充足度 を考察す ることを通 じて、中国的経営の各

時期に於ける変化 と特徴 を述べよう。
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中国的経営の形成期 (49年 -56年 )

まず第 1期 について考察 してみよう。 この時期は、新民主主義か ら社会主義への過渡期

であ り、 さらに二つの段階に分かれる。第 1段 階は、建国後の最初の 3年間で、新民主主

義経済制度 を実施 していた国民経済の回復期 である (1949-52年 )。 長期にわたった抗 日

戦争 と解放戦争の影響で、建国直後の中国の国民経済は崩壊寸前であった。政府は 3年間

で国民党反動派の大陸に於ける残余勢力を追放 し、チベ ッ トに対す る平和解放 を実現 し、

官僚資本企業を没収 lン て社会 11義 国営企業に改造 し、全国の財政経済 を統一 し、物価 を安

定 させ るなど、新民主主義革命の完成への努力を継続すると同時に、ひどく破壊 された国

民経済の回復 と生産発展に力を入れた。それが完成す ると、す ぐに全国民 を導 いて第 2段

階 (1953-56年 )す なわち社会主義への過渡の時期 に入った。第 2段 階において、第 1次

5カ 年計画 (1年間早 く遂行 した )の 大規模な経済建設を始めると同時に、私的所有制 を

廃止 して公有制 にすべ きという社会主義経済の理念 に基づ いて、各種の生産手段私有形態

の企業に対 して社会主義的改造 を行った (第 2章 1節 を参照 )。 まだ新民主主義か ら社会

主義へ移 る過渡期なので、当時は一時的に生産手段所有形態が異 る多様な経済要素の併存

を特徴 としていた。大体次の 5種類の生産手段所有形態の企業が併存 していた。

①国営企業。②私営企業。③国家資本主義企業、すなわち私的企業に国家資本の投入 と

国家代表の派遣 によって、国家 と資本家が共同占有 した公私合営の企業。④集団所有制企

業、すなわち自営の手工業の連合 した企業。⑤手工業の個人経営。 このうち、⑤の個人経

営の手工業 (経 営者本人 も労働者であるうえに従業員 も少ない )お よびそれ らの連合 した

企業である④の集団所 イ́∫lJ企 業に対す る分析は省略する。

1.国 家 の主人 公

まず国営企業 を見てみよう。政府が官僚資本企業 と外国資本企業 を国営企業 に接収 した

後す ぐに、 これ らの企業に残 された古 い管理体制 と不合理な規則 。制度 に対 して、計画的

に改革を行った。 1950年 2月 、政務院 (今 の国務院 )は 、『国営、公営工場にお いて工場

管理委員会 と工場職工代表会議の設立についての実施条例 』を公布 した。 これは、 1949年

10月 に中国政治協商会議 (国 会に相当 )が 制定 した「 中国人民政治協商会議共同綱領」第

32条 の「 国が経営す る企業にお いては、当面の時期、労働者が生産管理 に参加す る制度 を

- 100 -



実行 しなければな らない。すなわち、工場長の指導の下に工場管理委員会を設置す る」 と

いう精神に基づ いての ものである。工場管理委員会は、国営企業の上級主管部門の指導下

の企業行政組織 であ り、上級主管部門が決めた生産計画 と指示に もとづき、生産計画、管

理制度、生産組織、賃金 と福祉などの工場の生産 と管理事項 を討議 。決定す る機関である。

工場管理委員会は、工場長、技師長、生産管理担当者 と工会によって主催 される全体職工

大会あるいは職工代表会議での選挙によって、企業行政人員 と対等の労働者代表 を出 して

作 られ るのである。工場職工代表会議は、従業員数 200人 以上の国営 。公営企業 では設立

しなければな らない。200人 以下の工場では設立 しないが、その代わ りに毎月必ず工会委

員長が主催す る全工場職工会議 を開催 しなければな らない。毎月、職工代表会議 を 1-2

回開催 し、工場の経営管理 に関 して提案することが、その役割である。工場職工代表会議

での企業管理に関す る決議は、工場管理委員会の許可 を得 て工場長の命令で公布 してか ら

有効 となる。 このように労働者全員に工場の管理運営に関心 を持 って もらい、提案 を出 し

てもらうと同時に、労働者代表が企業の行政組織に入って工場管理の民主化 をはかること

は、新中国が成立 したか らこそ実現できたことである。

企業 での民主的な管理体制ができた後、共産党は続 いて国営企業で民主改革 と生産改革

を行った。 1951年 11月 には、党が『工場、鉱 山、交通などの企業に於ける反革命分子 を整

理 し、 これ らの企業で民主改革 を行 うことに関す る指示』を出 した。各企業の労働者が党

の指導の下で企業内の反革命残余勢力を排除す ると同時に、国営企業 内の旧制度に対 して

徹底的に民主改革 を行 った。かれ らは、企業の元々古 くて腐敗的な経営管理機構 と管理制

度 を根本的に改造 し、封建的な労働 ボスと他の封建勢力を排除 し、職員と労働者 との関係

を調整 した。 1952年 後半、国営企業の民主改革がほぼ完成 してか ら、4L産 責任制の確立、

合理的なノルマの制定、経済計算の実施、計画生産などを内容 とした生産改革 も行った。

国営経済は、 このような民主改革 と生産改革 を経て、中国全体の国民経済の主導権 を把握

したのである。

以上のようにして、旧来の資本家に最大限に搾取 された労働者は、一変 して企業 を管理

し、国家の繁栄 と自分たちの生活の向上のために働 くようになった。そのため、確 かに自

分たちが国家の主人公になったことを実感 した。労働者は、積極的に党 と政府の指導に従

って、国営企業の経営再建 と生産回復のために協力 し、全力 をもって生産 に尽 くした。

第 1期 では、 1952年 までは国営企業の管理体制 として上記の工場管理委員会が採用 され

たが、53年 か らは国民経済回復期か ら第 1次 五カ年計画建設の計画経済期 に入った ことに
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伴 い、労働者 の経営参加 を特徴とした「 工場管理委員会」制度 が廃止 され 、「 職工代表会

議」 も機能 しな くな り、 その代わ りに集 団指導 を弱め、工場 長の権力 ・権限 を強化 した

「 一長制」 とい う指導体制が旧ソ連か ら導入 された。 しか し、当時 多数の管理職は、企業

管理 の経験 が ま だ乏 しく、大胆に「 一長制」を実施す る ことはで きな いし、 また「 一長

制」に関す る条 例 も未整備だったので、党組織の企業 内での位置 と役割及び「 一長制」 と

党委員会の集団指導制度 との関係がはっきりしないままに、「 一長制」を貫徹 した企業は

多 くなかった。 多 くの工場長は、大小を問わずすべての ことを党委員会で討議 してか ら実

行す るという手続 きをとった。一方、党委員会 も「 一長制」の原則 を破壊す る恐れがある

ので、双方 ともに遠慮 して結局企業の指導体制がかな り混乱 し、生産にも影響 を与 えた。

いうまで もな く、「 一長制」の実施は、「 工場管理委員会」制度 の もとでの労働者 と経営

者の積極的な協力関係 を中断 した。また、計画経済が強まって行 くにつれて、企業 では労

働者参加の代わ りに政府が経営管理に関与 してますますその役割が強ま り、 とうとうこれ

が第 2期 の企業管理体制の特徴になる。第 1期 に於ける国営企業の管理体制 と労働関係は、

前期 と後期に分けて、次の図 5と 図 6で 大体示す ことができる。

図 5  52年 までの国営企業における管理伏制 ル労働関係

政
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工会主席
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52年 までの国営企業における管理体制 と労働関係

生産 計 画

出所 :察林海141を 参考 して作成
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図 6 53年 -56年  国営企業における管理体制 と労働関係
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次に私営企業 での労働者の地位 を見よう。建国後、労働者階級が国家の指導階級になっ

たが、私的企業の中では、労働者 は、まだ搾取 され る地位 に置かれ ていた。それで政府が

「 生産 を発展 させ、経済を繁栄 させ、公私に対 してともに心 を配 り、労資 を両利 させ る」

という方針 に基づいた法制度によって労資関係 を調整 し、従来 の半植民地的、半封建的な

企業 を国家行政機関による管理 と労働者大衆による監督 を受け る資本主義企業に変えた。

ここにいう「 公私に対 して ともに心 を配 り」 というのは、国家の経済計画の もとで私的企

業の経営生産 を保障 し、国家経済 と私的企業 をともに発展 させ ることである。また「 労資

を両利 させ る」 というのは、私的企業における労働者の民主的権利が尊重 され るという条

件の もとで、労働者が企業側に協力 して生産に努め、資本家経営者が国家の政策に従 って

生産 を向上 させ、生産の発展 を基礎に労資双方の利益 を計 ることである。政府は、主に次

のような指示 を出 して、私的企業の経営管理 と労資関係を調整 した。

まず私的企業の労資関係の処理原則が規定 され た。 1950年 12月 、政府は、建国後最初の
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私営企業 に関す る基本法規「 私営企業暫定条例」を公布 した。それによれば、労資関係の

処理原則は「 企業の財産お よび営業は十分な保護 を受けるが、経営管理権は投資者に属す

る。ただ し、労使双方の利益に関係する場合、労資協商会議 もしくは労資双方の話 し合い

により解決 しなければな らない」 (条例の第 8条 )と いうことである。具体的に大体次の

規定 を出 して、私的企業の労資関係の安定 を図った。

①私的企業の労資双方の義務 と権利 を明確にし、生産 を発展 させ る制度

1949年 11月 、「 私的企業に於ける労資関係に関す る暫定処理方法」が中華全国総工会に

よって作成 され、各地方の総工会によって各地方政府に提出され、その許可 を得た後公布

して実施 され た。その中で、職場のル1只 J、 雇用 と賃金、労働時 llり 、労働保護などについて、

政府の私的企業 に対す る方針に基づき詳 しく規制 された。また「 労働者側は工会 と政治 ・

社会活動に参加す る自由を擁 し、資本側が これ を制限す ることができないこと」「 各企業

の管理規定 と職場の規則は資本側に作成 され、工会の認可 を得て地方政府の労働管理機関

に登録 した後、労働者側はそれを守 らなければな らないこと」「 資本側の労働者に対する

処分 と解雇 について、工会が不合理 と判断す る場合資本側 に抗議する権利があること」が

明記 されていた。

②私的企業で「 労資協議会議」を設立 して、労資の利益 をともに確保す る制度

1950年 4月 、中央政府労働部は「 各地方の私的企業 で労資協商会議 を設置することにつ

いての通知」を公布 した。労資協商会議は、労資双方の協議機構であ り、 こういう会議を

通 じて資本家の経営管理権 を保障す ると同時に、工会の資本家に対す る監督 を強化するこ

とをはかった。会議は、50人以上の労働者 を雇用す る私営企業では労資双方か ら同数選ば

ね′た代表によって構成 さね′、主席には労資双方の代表が交替で就任す る。協議事項は、代

表双方の合意 を得て成立す る。重大な事項に関 しては、労働者全員の認可 を得なければな

らない。同「 通知」が公布 された1950年 4月 か ら12月 までの間に、全国各地 で2,787の 労

資協商会議が設置 され、その うち産業 レベルの ものが923、 企業 レベルのものが 1,864で あ

った。

③団体協約を締結 して労資争議を防止す る制度

1949年 11月 の「 私営工商業企業の労資双方で団体協約 を締結することについての暫定方

法」は、① と同 じように中華全国総工会が作成 し、各地方の総工会によって各地方政府に

提出 され、その認可 を得て私的企業の労資関係の処理方法 として公布、実施 された。団体

協約 とは「 労働関係 を規定す ることを目的 とす る一定期間の書面契約である」。それは、
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各業界 の労 資双 方 か らllt成 され る団体の協議 を経 て作成 され、 双方 の代表 が署名 した後、

地方労働管理機 関 の認可 を得てか ら実施 され る。 団体 協約 の内容 は、職場規 則の作成 の手

続 きとその 内容 、雇用 と解雇の手続 き、賃金、労働時間 と休暇、労 働保護 と福祉厚 生な ど

の事項 であ る。 統計 に よると、 1950年 には全国各地 で締結 され た産業 レベルの団体協約は

1,600件 であ り、 1953年 には上海を含む 33の 都市 で締結 され た企業 レベルの団体協約 は10

万件 であった。 (察林海 1995年 )

図 7 私営企業 における管理体制 と労資関係

出所 :祭 林海 144を 参照 して作成

上の ように私営企業では、国家の制度的コン トロールによって、労働者 と資本家すなわ

ち企業の所有者兼経営者 との地位関係が実質的に変 えられ た。生産手段 を所有 している資

本家は、経営管理権、労働雇用権、賃金決定権 を有す るが、国家の法制度 によって規制 さ

れ、労働者 によって監督 されるようになったので、絶対的なものではな くなった。一方、

政府に強 く支 え られ た労働者は、雇われているものであるにもかかわ らず、企業の中で自

分の利益や権利 を主張できるようになった。確かに自分 たちの国家ができたと、労働者は

強 く実感 させ られた。彼 らは、ひたす らに党 と政府の国民経済復興及び第 1次 5カ 年計画

政

労資関係に関す る 府

法制度 の整備   側

利用制限        保護

協議 ・監督

労資協商会議

- 105 -



の 日標 をめざして、大 きな意気込みで企業経営に協力す ると同時に、党 と政府に反感 を持

ち社会主義的改造 と社会主義建設に抵抗 しようとす る、一部の資本家による生産の手抜 き

や材料の ごまか し、政府幹部に対する贈賄、脱税な ど、国家建設に消極的な姿勢に対 して

は断固として対決 したのであった。

私営企業における管理体制 と労資関係は、図 7で 示 したようなものである。

最後に、国家資本主義企業に於ける労働者の地位 を見てみよう。第 2章 の 1で みたよう

に、国家資本主義企業は、 1953年 か らの政府の「 高級形態」による社会主義改造 を受けた

私営企業か ら生 まね́た、社会主義全民所有制経済にほぼ等 しい企業である。 こういう企業

の中では、国家か らの 1/t資 と国家代表の派遣 によって、所イ∫権、経営管理権、労資関係の

性格に重大な変化が起 った。

まず資本家所有制が解体 し、企業は、国家 と資本家の共同所有になった。公私合営の企

業では、当初、利潤は四分法 (「 四馬分肥」 という )で 配分 された。つま り、利潤 をまず

一定の比率で所得税、福利費、公共積立金 と資本所有の配当という 4つ の部分に分け る。

その上で、利潤総額の約 4分 の 1を 占める資本所有者の配当の中か ら、 さらに公的株 (国

家の投資額 )と 私的株 (資 本家の擁する資産額 )の それぞれ占める比率によって 2次配分

を行う。 こうす ると、資本家個人の所得は、実際にはわずか企業の利潤の 4分 の 1以下に

しかな らない。 これは、個 々の私営企業が別 々に公私合営 を行っていたときのや り方であ

る。1955年 の後半に全業種公私合営が始まってか らは、国家が企業の資産 を整理 ・清算 し

たうえで、私的株に対 して資本家に固定利子を支払 うようになった。 7年間 (実 際は10年

間 )固 定利子を支払 いつづけて中止 した後、公私合営の企業は名実相伴 って国家所有制企

業に変身 した。

企業の経営管理の面においては、公私合営 され る前には経営者は資本家 だけであったが、

公私合営の実施 に伴 い、 もともと私的企業 で設置 していた「 労資協商会議」が廃止 され、

その代わ りに、国営企業 と同様に「 工場管理委員会」 という民主管理機関に設置 し直 され

た。ただし「 工場管理委員会」は、国家代表、資本家 と労働者代表か ら構成 されてお り、

ここのところが国営企業 と違 っている。 さらに1956年 以降、企業種公私合営の実施が一般

的に展開 されるにつれて、基本的に社会主義全民所有制企業 に変身 した国家資本主義企業

では、企業の生産資料が国家の統一使用、統一管理 と統一支配 になったので、資本家は、

固定利子 をもらうだけで、企業に対する支配権、経営管理権 と人事配置権のすべてをな く

してしまった。いいかえれば、社会主義改造 をされ る国家資本主義企業の最後の段階にな
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って、企業経営 における国家の役割がますます強ま り、全 く国営企業のようになったので

ある。

以上の ことか ら分かるように、国家資本主義企業は段階的に国有 化 されているので、そ

こに於ける管理 体制 も労資関係の構造 も、いうまで もな くその国有化の段階にしたがって

変わっていった。最初は上記の私的企業のパターンであったが、後 には国営企業のパター

ンヘ転化 したと言 える。 ともか く労働者 は、国営企業でも私営企業 で も同 じように、主人

公感が強かった ことは疑 う余地がない。次の図 8は 国家資本主義企業 における管理体制 と

労使関係 を示 している。

図 8 国家資本主義企業 における管理体制 と労使関係

2.「 天翻地覆 」の生活変化

次に、第 1期 における労働者の物質的および文化的欲求の満足度 について考えてみよう。

新中国が成立 した1949年 、中国の工農業総生産 はたった466億 元 (52年 の不変価格 )で あ

り、その うち工業総生産 は、たった140億 元にす ぎない (『 新 中国年鑑 』1962年 86)。 党

と政府は、 この時の中国経済の深刻な情勢 を充分に認識 していたので、建国後の最初の 7

年間の新民主主義か ら社会主義への過渡期では、終始、国民経済の興復 と生産発展 をすべ

政
　
府
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工場管理委 員会
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ての施策の中心 とし、社会主義改造 と社会主義建設 を同時に行 うという方針 に基づいて指

導 したため (社 会主義改造 を行う中で後期になって焦 りが出た り、 手を抜 いた りす ること

があるが )輝 か しい成果 を上げた。旧中国でひどく破壊 された国民経済が、 3年 間で急速

に回復 し、全国の工農業生産 は、 1952年 の末 にはすでに中国歴史上 でも最高 レベルに達 し

た。戦前の1936年 には544億 元 (52年 の不変価格 )で あった国民所 得は、49年 には358億 元

に減ったけれ ど も、52年 にはまた戻 り戦 前の最 高水準 も超 えて602億 元 (52年 不変価格 )

になった。その後第 1次 5カ 年計画期間には、 さらに53%の 増加 (年 成長率8.9%)を 見

せ、57年 には930億 元前後 となった (図 9を 参照 )。 経済発展 と同時に就労チ ャンスの増

加、賃金制度、福祉制度、労働災害 と労働保護、社会保険 ど、労働者の経済生活に最 も関

連す る制度が徐 々に整 うにつれて、労働者の生活 も日増 しに安定 し、改善 されていった。

図 9 61年 ま での国民取得

1936年

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

358

425

544

497

(57年 までは52年 不変価格、

56年 以後は57年 不変価格 )

602

692

732

780

1,237

1,548

1,600

1,700

出所 :『 新中国年鑑 』62年 92

職 員の数 は約 800万 人 で しかなか ったが、 56年 の新 中国成 立直後 の 1949年 末、労働者

- 108 -



末 には2,423万 人 に達 して、約 3倍 の急増ぶ りであった (表 3を 参照 )。 その うち産業労

働者 (鉱工業部門 )は 、 49年 の末 に約 300万 人 であったが、 56年 の末 には約 2.9倍 の863万

人近 くになった。 (表 4を 参照 )。

表 3 中国49-58年 の職工数 (単位 :万人 )

蜀
年末人数 前年比

増加数

19401七

増加数

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

800.4

1,023.9

1,281.5

1,580.4

1,825.6

1,880.9

1,907.6

2,423.0

2,450.6

4.532.3

223.5

257.6

298.9

245.2

55.3

26.7

515.4

27.6

2,081.7

223.5

481.1

780.0

1,025.0

1,080.5

1,107.2

1,622.6

1,650.2

3,731.9

(注 )1、 1958年 は県以下の新設工業生産単位の職員・

労働者および国家が人民公社に管理権 を移譲 した

工業 。商業 ・食糧 ・文教等の企業、事業単位の

職員 。労働者 をあ、くむ。

2、 1958年 の年平均数は3200万 人、 1957年 よ り800万 人増。

出所 :『 新中国年鑑 』62年 294

新中国ができあが る過程 で、旧中国の労働者の破局的な賃金生活 を打開するために、各

地で賃金調整が行われ た。 1948年 8月 の第 6回 労働大会で、①最低生活の保障、②イ ンフ

レの影響 を受けない実質賃金の保障、③同一労働同一賃金、④能力に応 じて働 き、働 きに

応 じて報酬 を受ける、 という4つ の賃金制度の原只Jが 確定 された。一般労働者の最低賃金

は、本人 を含めて 2人 分の生活を維持できるものにすることが、調整の際の一応の基準に
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表 4 中国49-58年 の産業労働者数

夕
人 数

(万人 )

し
日 数

1649=100 1952=100 前年 =100

1949

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

300.4

493.9

618.8

640.8

647.7

862.6

900.8

2,562.3

100

164.4

206.0

213.3

215.6

287.2

299.9

853.0

100

125.3

129.7

131.1

174.7

182.4

518.8

125.3

103.6

101.1

133.2

104.4

284.4

出所 :『 新中国年鑑 』62年 294

なった。 この結果、中国の労働者は、旧中国時代 の飢餓生活か ら抜け出す ことができた。

生産 と建設の発展に伴 って労働者の賃金 も増 えた。平均賃金の増加率は、復興期では70%

増 で、第 1次 5カ 年計画期では42.8%増 であった。また、 1950年 3月 には、旧中国時代の

イ ンフ レも止み、物価は安定 した。労働者が集中 している 8大 都市の小売物価は、 1950-5

8年 間にわずかに1.4%上 がっただけである。 これは、労働者の賃金上昇が物価の高騰に追

いつけず、絶 えず実質賃金が切 り下げ られ る傾向にあった、旧中国時代 とは際だった対照

をな している。労働者の賃金が上昇 した こと、物価が安定 したこと、就業面の拡大によっ

て労働者 1人 あた りの扶養人口が減った ことな どによって、旧中国時代には10軒 の内 8、

9軒 が赤字だと言われた労働者世帯の家計 も、そのほとん どが黒字家計に変わった。 これ

は、労働者世帯が圧倒的多数 も占めた、都市住民の預金額の増大によ くうかがわれ る。旧

中国時代 には貯金 どころでなかったが、 1950年 (昭 和25年 )に は都市住民 1人 あた りに し

て2.4元 (日 本円換算約360円 )、 58年 (こ こでは56年 の数字がないので、58年 の数字 をも

って比較す る。以下 もこういう場合がある )に は57元 (日 本円換算約7,600円 )と 24倍 に

増 えた。 (『 新中国年鑑 』1962148、 149)

旧中国時代の労働者は、劣悪な住宅環境に苦 しめ られていた。新中国建国後、特 に1953

年以降 は、政府が労働者 の住宅建設に力 を入れ た。 1952-58年 間に新 しく建設 され た住宅
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面積 は 1億 2,800万 平米 であった (50-51年 には計711万 平米 )。 それに要 した国家の投資

額は、63億 元 (日 本円換算約9,500億 円 )で 、労働者 1人 あた り290元 あま り (日 本円換算

約 4万 4,000円 )と なっている。新築の住宅に居住す る労働者世帯数は、700万 を越 えたと

いわれ る。新 しく建設 され た労働者住宅 の照明、給水、衛生条件 は、旧中国時代 とは比較

にな らぬほど改善 された。新中国誕生後、生産の発展に伴 う都市への人口集中および都市

自体の持つ 自然増加率の高ま りによって、人口は急激に増 えたのにもかかわ らず、労働者

1人 あた りの居住面積は、旧中国時代の3.2平米 (比較的良好であった上海の例 )か ら195

8年 の4.78平 米へ と、50%ほ ど広 くなっている。 (『 新中国年鑑 』1962151)

旧中国の労働災害はひどいものであ り、ガス爆発で 1度 に1,600人 の死者 を出 した炭坑

もあって (1945年 本渓 )、 小 さな災害 は無数にあ り、「 石炭 3塊 に肉 1塊 が混 じってい

る」 と言われ るほどであった。新 中国成立後、労働災害は減少の一途 をたどり、 1953年 の

傷害件数 を100と して、 58年 には50に まで低下 した。政府 は、労働保護 と安全衛生に関 し

て、 300以上に上 る法令・規則 を作 った。工会は、 これ らの法規 を企業当局が遵守 し実行

す るように、監督す る権限 をもっている。また、労働保護のための専門機構 を職場の末端

まで確立す るように努力 している。 1957年 には、労働側は、労働保護対策を自主的に担当

す る「 労働保護積極分子」 を約26万 3,000人 擁 している。各工場 ・鉱 山の企業経営側 も、

危険防止 と労働保護の専門機構 をもってお り、工会の協力 を得て活動 をしている。企業 ・

工会両者間で労働保護協議書 を作成 して、問題解決に当たるもの も増 えている。 1957年 ま

での 5年 間 に、労働保護のための国家投資額 は、約 4億 9,000万 元 (日 本円換算約 735億

円 )に 上 っている。国営炭坑の95%と 有色金属鉱 山の大部分は、機械通風施設を持ってい

る (旧 中国では30%)。 採炭の機械化率は1952年 の17%か ら56年 の43%へ と増大 し、坑内

の運輸部門の機械化率は77%以上 となっている。他の各種の企業では、通風、高温、防暑

な どの設備 も改善 を図っているし、機械設備の危険簡所に対 して 全般的に防御措置 を取 り

付けた。 (『 新中国年鑑 』1962148)

社会保障については、その施行 を要求す る声が中国で上げ られ たのが今か ら75年 ほど前

の 1922年 であった。当時労働運動の全国的な指導機関であった中国工会書記部が、労働立

法運動の重要な 目標の 1つ として、 この ことを取 り上げたのであった。 しか しそれ以後30

年近 くも、中国の民衆は、 自分たちが希望 している社会保障の実現 を見ていなかった。結

局、新中国が作 られてゆ く過程で、やっと実現の第 1歩 を踏み出 したのである。

中国の社会保障は、労働者 とその家族 に対 して次の 2つ の面か ら実施 されている。 1つ
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は失業保障と生活保障の面か らで、 もう 1つ は総合的な労働保険制度の面か らである。新

中国が歴史的な遺産 として引 き継 いだ、失業者の数は400万 人 を越 えていた。当時 (1949

年 )の 在職労働者数は800万 人だか ら、労働者 3人 の内 1人 の割合で失業者がいることに

なる。 こうした重大な失業問題は、建国後短時 日に失業者 を再就職 させ ることで解決 した。

政府が当時の具体的な実情 に沿って、職業紹介、転業訓練、経営資金援助、農業生産への

転換などの諸措置 をとり、国民経済復興期にまず失業者の約半数 を再就職 させた。続 いて

第 1次 5カ 年計画期 4年 目の 1956年 までに、その残 りのものも大体再就職 した。 この こと

によって、失業問題 は基本的な解決 をみた。一方、生活に困窮 している失業者には、政府

か ら救済金または救済物資が支給 された。生活のすべてに頼 るべ き身寄 りをもたない老人、

病弱者、孤児、不具 。廃疾者は、収容所に引 き取 られて保護 を受けた。

中国の労働保険制度は、総合的なものであるとともに、集団的な保険事業に力が入れ ら

れている。それには、災害、疾病、老齢、労働不能、出産、死亡等の各種の保険が含まれ

ている。労働保険制度 は、早 くも1946-49年 に先に解放 した東北、天津、石家荘などの地

域 で部分的に実施 されていたが、51年 3月 の「 労働保険条例」の施行で全国的な ものとな

った。 1949年 当時の労働保険の受給者は60万 人で労働者総数の7.5%で しかなかったが、 5

7年 になると1,807万 人が受けるようにな り、労働者総数の73.7%に 達 した。残 りのものは、

中国の経済発展の段階にマ ッチ させ るため条例の適用範囲外であったが、労働協約などに

よって条例に準ずる労働保険制度 を受けている。 (『 新中国年鑑 』1962156)

以上の事実 を見 て分かるように、新 中国成立間 もない第 1期 では、労働者の国家に於け

る社会的地位が社会の 1番 低 いところか ら主人公の地位に上がっただけでな く、急速な国

家経済復興 と発展に伴 って、経済生活 も旧中国時代 とは比べ ものにな らない程良 くなった。

もちろん この時期、 1人 あた り国民所得 で表 される中国国民の生活水準は、各国のそれ と

比較す ると、ア メリカの約23分 の 1、 イギ リスの約11分 の 1、 日本の 3分 の 1強 にす ぎな

いか ら、まだ低 い段階にあるといえる。 しか し、中国の自国の歴史で見れば、 1人 あた り

国民所得 で表 され る生活水準は、急速なテ ンポで高まっているというべ きである。国際比

較 で見 られた格差は、ただ中国経済の極度の後進性 を新中国がマイナスの歴史的遺産 とし

て引き継 いだことを物語っているだけで、む しろ、企業の社会的地位の向上、労働者の権

利の尊重、また失業がないこと、社会保障が行 き届 いていること、安心感 と将来 での上昇

の期待があることな どの点では、かえってどの国よ りも先が明る く、人びとのやる気が高

まっていたといえる。その ころ「 東方紅」
20)の ような、勤労者によって作 り出 され た数多
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くの毛沢東 。共産党 。新中国をたたえる歌は、確かに、勤労人民が解放 され立ち上がった

意気昂然 たる心情 をこめて、心 よ り表出 した党 と政府に対する感謝 と喜びの表現であった。

厳密にいえば、第 1期 に急速な経済回復 と発展がなし遂 げ られ たのは、党 と政府の効果

的な指導 はいうまでもないが、解放 された広範な勤労人民の大 き く高まった労働意欲によ

るものであることを、見逃 してはな らない。 この ことは、 1956年 4月 25日 に毛沢東が中央

政治局拡大会議で行 った「 十大関係 を論ずる」 という講演の中で も、次のように言及 され

た。「 我 々の賃金は一般的にはまだ高 くない。 しか し就業者が多 く、物価は低位安定であ

り、その上 さまざまの条件があるので、労働者の生活は これまでよ りも大 いに改善 された。

プロレタ リア政権の もとで、労働者の政治的 自覚 と労働への積極性は高い。昨年末 に中央

が反右傾、反保守主義 を呼びかけたところ、労働者大衆は熱烈に擁護 し、奮戦 3ヶ 月、今

年の第 1四 半期計画 を前例 を破 って超過達成 した」 (『 解題注釈
″

毛沢東選集
″

第 5巻第

2分冊 』 247)と 。まだ当時中国経済が呈 している勢 いよ く発展 している喜ば しい気分に

つ いて、薄―波 (当 時の国家建設委員会主任 )が 回想録 の中で次の ように書 いている。

「 これは中華人民共和国が成立 して以来 もっともよい時期の一つだと誇 りを持 っていえる。

今 日になってもそ こに思いを馳せ る」 と。ちなみに国民の高い意気込み とそれによる急 ピ

ッチな発展 を目のあた りに して、毛沢東 も「 日び変動 してお り、 日び社会主義の要素が発

生 している」 (『 解題注釈
″

毛沢東選集
″

第 5巻 第 1分冊 』 193)と 感動を語った。

こうした情況の中で、 1つ のチ ャンスも逃 さずに人民大衆の革命的情熱 を動員 し、 1日

も早 く中国を強大に し、世界の先進国の隊列に入って国際世界で見下げ られ る地位 を改変

したいという抱負を抱 いていた毛沢東は、す こし先 を急 ぎす ぎたようである。結局、新民

主主義か ら社会主義への移行は、大体「 10年 か15年 あるいはもうす こし時間がかかるであ

ろう (同 上 192)」 という建国初期に自分 自身が何国も言 った Iイt測 を否定 して、わずか 3

年 で新民主t_義経済に ピリオ ドを打ち、新民主主義社会の①国営経済、②集団経済、0個

人的経営経済、④私的資本主義経済、⑤国家資本主義経済 という 5種 類の経済要素の併存

局面 を打破 し、社会主義改造のテ ンポを速 め、急 いで③、④、⑤ を消滅 させ ると同時に、

第 1次 5カ 年計画の社会主義建設に走 り込んだ。 さらに、 1955年 の共産党第 8回 代表大会

の調達工作会議で、毛沢東は、建設にお いての「 中心思想は右傾思想に反対、保守主義に

反対す ること」だという指導方針 を提出 した。彼は「 反冒進」 (急進 に反対 )を 言 っては

いけない、反対す ると国民はがっか りす る、 6億人の気が弛んだ ら困 る、 と厳 しく指摘 し

た。過渡期の新民主主義経済は 3年 よ りもっと長 く実施すべきであったと、今 日人びとが

-113-



回顧 して いるが、毛 沢東 が過渡期 の期間 を短縮 した ことは、違 う角度 か らいえば、 当時の

中国民衆 の国家建設 に対す るす さま じい情熱ぶ りを物語 っているともいえよう。

このよ うに、国家 によって政治の面にお いて も徹底的に解放 され、経済の面 にお いても

飢餓 か ら脱 出で きた ことで、豊か とはまだ言 えな いが、党 と政府 に従 えば きっと先が明 る

いと人 び とが強 く信 じていた。国家があれば我 々は人 に虐 め られ、圧迫 。抑圧 され ること

はな く、国家が豊 かになればな るほ ど我 々 もます ます豊かにな るにちが いな いとい う信念

は、人 び との心 に固まって いた。 これ に伴 って、国家集 団主義的価値観 も、労働者 だけで

な く広範 な勤労大衆 の中で形成 されて いったのである。

2.中 国 的 経 営 の 定 着 期 (57-66年 )

第 2期 は、社会主義改造 が基本的に終 わって、全面的に社会主義建設が開始 され る時期

である。 この時期 は 1957年 か ら66年 の春 に文化大革命が始 まるまでであ り、大 きな出来事

としては「 反右派」闘争、「 大躍進」、「 人民公社化」運 動、「 反右傾」な どがあ る。第

2期 は、 この 10年 間の大 きな出来事 を見れば分か るように、 中国共産党 と中国政府の活動

の重点が、経済建設 か らだんだん外れ て、 ます ます政治思想文化 の方へ転換 してい くと同

時 に、絶 えず「 右傾」 を警戒 し批判す る ことで、「 左」の思想が いっそ うエ スカ レー トし

て いったのであ る。 こういう特徴 は、 もちろん中国共産党 によるその当時の指導方針 に由

来す る時期 であった。第 1期 のあま りに も短 い新民主主義 の段階 か ら、歴史上 まだ誰 にも

よ く知 られ ていな い社会主義社会 にいっき ょに進 んで、 この 5億 の農民 を擁す る経済が未

発達 の貧 しい大 国で どうい う風 に社会主義革命 と社会主義建設 を行 うか、充分認識 されて

いないうえに、第 1期 で収 めた輝 か しい成 果を自慢 しお ごる気持 ちがノ11じ 、急遠 に完全な

社会主義 を建設 し、 さ らに速やかに共産主義へ移行 できると、共産党、特 にその指導者の

毛沢東 は考 えたのである。

他方、政治思想文化の面 にお いては、第 1期 を経 て社会主義改造が基本的 に完成 した中

国では、搾取階級 は階級 としてはすでに消滅 し、階級闘争 は もはや主要矛盾 ではな くなっ

て いた。 に もかかわ らず、 いまや国民 の 日増 しに増大す る物質的文化的欲求 と遅れ た社会

生産 との矛盾が、解決すべ き主要矛盾 になった とい う事態 につ いては、はっき り認識 され

て いなか った。 それ ゆ えに、共産党 内では、経済建設の面 にお いては冷静 に経済の客観法
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則に従わず、主観的願望にだけ頼 り、ひたす ら高指標、高速度、高蓄積だけ を追求 して生

産力の高度成長 を達成 しようとす る「 左」の傾向、生産力の発展状況 を無視 して軽率に公

有制の生産関係 を拡大 ・向上 させ るだけで速 く完全な社会主義が実現 できると思う「 左」

の傾向が強まった。また、政治思想文化の面においては、生産手段の私有制に対す る社会

主義改造が基本的に完成 した後は、社会主義革命の内容 と方式 も搾取制度が存続 している

時 とは違 ったものになるはずであるにもかかわ らず、まだ党の工作の中心 としては、依然

として、「 階級闘争 を要に して」いわゆ る「 1つ の階級が もう 1つ の階級 を打倒す る」と

いう内容 の「 継続革命」をしようとす る「 左」の傾向がはびこった。党の指導方針 に誤 り

が時々起 こったので、 この時期の中国は、大変屈折 した歴史過程 を歩んだ。ただ、幸いだ

ったのは、党 と政府がまだ経済建設に力 を入れていたため、経済発展 の状況か ら指導の精

確 さをチ ェックす ることができ、実践の中でまだ改めることができた ことである。たとえ

ば、第 2章 で述べた「 大躍進」の誤 りについては、その失敗か ら党 と政府が 自分の誤 りに

気がつき、その教訓 を受けて1960年 の後半か ら3年続けて国民経済の調整 をしっか り行い、

62年 には早 くも国民経済の好転情勢 を迎 え、 さらに65年 の冬には経済調整 を成功裡に終 え、

経済建設が再び活気あふれ る有様 を呈 した。 しか し残念なが ら、党 と政府の「 左」の思想

傾向は徹底的に是正 されなかったので、後にだんだんと施策の中心が階級闘争の方へ移行

してい くにつれて、指導方針が正 しいか どうかの判断 。評価基準 さえ掴めな くな り、結局、

全面的でまた長期的な「 左」の誤 リーー 文化大革命が起 こるに至 った。党 と政府の こうい

う「 左傾」思想は、いうまでもな く中国企業の管理体制 と労使関係に影響 を与え、第 2期

の中国的経営の特質 を規定す ることになるのである。

2・ 1.党 と国家の使用者 的地位

中国的経営の第 1期 では、国営企業 と集団所有制の企業の外 に、私的企業や公私合営企

業 なども併存 していた。それゆえ、生産経営面において完全な計画経済が貫徹できず、国

営企業では国家の計画に従 って生産経営が行われているものの、他の資本形態の企業につ

いては、第 2章 1で 述べたように一部の企業で、委託加工、計画発注、統一的買 い付 け、

一手販売など、部分的に計画経済の軌道 に乗っただけであった。 しか し、中国的経営の第

2期 になると、ほとんどの大 ・中企業が国営企業になっただけでな く、集団所有制 になっ

た企業に対 して も、政府は事実上国有企業に準 じて取 り扱ったので、計画経済は、企面的
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にまた徹底的に実施 され るようになった。

公営企業の成長による計画経済の本格化に伴 って、政府が企業経営に果す役割はますま

す強まっていった。同時に、 1956年 9月 の中国共産党第 8期代表大会で、党委員会の集団

指導下の工場長責任制 という企業管理体制が出 され、党組織が企業管理の中で果す役割 も

公式の制度 として確保 され、拡大 された。

上に述べたように、 1953年 か ら旧ソ連の管理 システムをまねて導入 した「 一長制」はあ

ま りうま く機能 しなかったので、55年 10月 に党中央は次のような指示 を出 した。「 企業に

ある党組織は企業管理に於ける一長制の確立 と強化のためにまじめに協力 しなければな ら

な い。またすべての従業員は しっか り企業の行政規則 と秩序 を守 るように教育 されなけれ

ばな らない。党組織 は一長制の確立 を自らの基本の政治的役割の一つ としなければな らな

い。なぜ な ら、企業の中で しっか りした一長制が確立 して始めて各方面の専門責任制が確

立でき、有効な経済秩序 と工作秩序が確立できるか らである。同時に こうして こそ党の政

治工作 を始めて正常に行 うことができるのである」。 しか し、 この規定がまだ貫徹 しない

まま大 きな転機 を迎 えた。つま り、党の第 8期代表大会で次のような党委員会の指導下で

の工場長責任分担制が採択 されたのである。「 企業の中で党 を核心 とす る集団指導 と個人

責任分担 と結びついた指導体制 を確立 しなければな らない。重大な事な らばすべて集団討

議 と共同決定 を行わなければな らない。 日常的な事 な らばすべて専門の個人 によつて責任

を分担 させ る」。

企業管理体制が「 一長制」か ら「 党委員会の指導下の工場長責任分担制」に移行 した後、

実際に党委員会は、「 大 きな権力 を独占 し小 さな権力 を分担す る」ようになった。 1つ の

企業にとっては、労働者に対す る政治的動員と思想教育は大切な仕事であるが、企業の生

産管理 ももちろん重要な事 である。 したがって、生産管理 もみな、企業の党委員会の集団

討議によって決定 さね′ることになった。 こうして J「 実 11、  li Jj/1Jモ |.ま 、ノ11産 17ノ1に 関す る専

門の責任分担権力を喪失す ることなった。工場長 と副工場長 との関係 もすでに指導 と被指

導 の関係でな く、同 じく党委員会か ら指示 を受ける同僚同士になった。その うえに第 2章

2・ 3節 で述べたが、党中央の「 左傾」指導がひどくなるにつれ て、各種の政治運動が企

業 の中で次々と行われたため、工場長が生産管理 を指導すればす るほ ど、その保守的なイ

メージが強 くなることになる。結局、企業 内にある大小すべての事柄 はみな党委員会の書

記によって決め られ、党をもって行政に代 える局面が現れたのである。一方、 日常指導の

中で各人はそれぞれ各一部分の責任 を持つので、「 多頭領導、互相社波 (多 元指導、いが
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みあう )」 現象が生 じがちになる。

さらに1958年 か ら始まった「 大躍進」の間に、企業では「 政治 を第一にす る」 (政 治掛

帥 )「 書記がすべてを指導す る」 (書 記掛帥 )に な り、工場長の生産 に於け る統一的な指

揮の職権がいっそう小 さくなった。

1961年 、党中央 は、「 大躍進」の間の企業管理 に於ける混乱 を矯正す るために、「 国営

工業企業工作条例 (草案 )」 すなわち「 工業 70条 」を制定 した。「 工業70条 」は、国家 と

国営企業 との義務 。権利関係 を明確 にす る「 五定 」 (国 家の企業に対す る 5つ の管理権

利 )と「 五保証」 (企業の国家に対する 5つ の完成すべき責務 )を 定 めた。「 五定」 とは

国家が企業 に対 して、①製品プラ ンと生産規模 を定 め、②人員 と機構規模 を定め、③主な

原材料 ・燃料 ・動力・道具の消耗量 と供給源 を定 め、④固定資金額 と流動資金額 を定 め、

⑤協力関係 を定めることである。「 五保証」とは企業が国家に対 して、①製品の種類、質、

数量 を保証 し、②賃金総額 を超 えないことを保証 し、③コス ト計画を完成 し、またそれを

下 げることを保証 し、④利潤上納 の完成 を保証 し、⑤主な設備の使用期限を保証す ること

である。

一方、「 工業 70条」は、企業 におけ る意思決定 について「 工場長を トップとした工場全

体の統一的な生産行政指揮系統 を確立す る」 ことを定め、党委員会の責任は党の路線 ・方

針 。政策の貫徹 ・執行 を指導 し、国家の計画・任務の完成 を保証 し、思想政治工作の調整

・研究 をしっか り行 うのを第 1位 にす ることであって、工場長の替わ りに行政事務 を一手

に引 き受けてはいけないと強調 した。また職工代表大会制度について も規定 した。「 工業

70条 」は、 1960年 代前半の国民経済の調整期 に、工業生産の調整 と回復 に積極的な作用を

発揮 した。 しか し、党中央の指導思想の中の「 左」の傾向が抜本的に是正 されず、む しろ

強 くなる一方であったので、ついに実施 し続けることがで きな くなった。結局、後に文化

大 11生 命の中で、「資本主義的な4守 理性質 を ・‖
`分

含んでいるJ Iソ i上 に対す るあるわ[の 模

倣 」 と言われ、「 大毒草」 として批判 された。中国的経営の第 2期 において、企業経営に

対する国家の機能の強化に加 え、企業 内の党委員会の核心的地位 を通 じて企業管理 に対す

る党の機能を強化 されたことは、「 党 。政不分、政 。企不分」 (党 と行政の機能が未分離、

行政 と企業の機能が未分離 )の 状態を惹 き起 こし、企業に於ける労使関係に大 きな影響を

与 えた。

中国的経営の第 2の 展開期で、労使関係に大 きな影響を与えたもう 1つ の重大な施策は、

政府が 1950年 代の後半か ら、計画経済の本格化に伴って、労働保険、保障制度、福祉制度
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に次 ぎ、国家の統一的労働計画 と賃金計画 も実施 しはじめ、労働者の雇用権、賃金決定権

も企業か ら国家側に移行 したということである。 このように、企業に於ける党 と国家の役

割の極端な増大によって、ついに中国企業における事実上の最大の支配者は、企業ではな

く、党 と国家になったのである。

中国的経営の第 1期 では複数の資本形態の企業が併存 していたか ら、国家 レベルでの政

府の労使関係に関す る方針 と政策 は公 。私 という 2つ の面に区分 して策定 され、企業 レベ

ルでの労使関係の展開 も、企業の所有形態によってそれぞれの特徴 を持 っている。例 えば

労働者の解雇について、私的企業 では特 に制限がなかった し、国営企業 でも1954年 に公布

された「 国営企業 内部の労働規則要綱」に、「 あ らか じめ相手に通知 し、所定の手続 きに

従 い、労働者 も退職あるいは転職 できるし、企業 も労働者 を解雇 できる」 という規定があ

った。 しか し第 2の 展開期 に入って、企業の所有形態が単純化 されて公営企業が発展する

につれ、それまでの多様な労働 ・賃金制度 も、国家の統一管理によって「 一本化」 (察林

海 147)さ れ ることになった。雇用制度 については、労働者 を保護す るために国家が統一

的 に就労 を管理す ることに した。企業側が随意 に労働者 を募集 した り解雇 した りす る権限

は、廃止 された。大学 と専門学校の卒業生および除隊軍人は、すべて国家幹部 として (公

務員 として「 行政幹部職務等級工資制度」の待遇 を受ける )国 家によ り統一的に配置 し、

それ以外の、たとえば高卒生、学校教育の中退者な どは、労働者 として (「 工人技術等級

工資制度」の待遇 を受ける )国 家によ り統一的に配置 され る。国家によって配置 された職

工は、その身分が保障 され、企業 によって解雇 されない。 もし企業が違反すれば、国家の

司法機関はその責任 を追求 し、処罰す る。つま り、終身雇用制は、国家制度 として確立 さ

れたのである。賃金制度についいては第 2章 2・ 2節 で述べたが、各企業の賃金総額およ

び個人 レベルの賃金 ランクの策定、昇給 。賃金調整の時間、範囲、比率 まで、国家の統一

計画及び統一管理 になった。そのほかに、幹剖Sの 任命や夕1進 なども1可 家の意思によって行

われた。労働保険・保障、福祉厚生は、国家制度 として財政予算か ら資金が支出 され、具

体的な項 目と内容が整備 され、企業がある意味で 1つ の共同体になるほどまでに完備 され、

きめ細か くなった (第 2章 2・ 2節 を参照 )。

このように、計画経済 を通 じての国家 と企業 との関係において、党委の指導下の工場長

責任分担制の意思決定制度 を通 じての党 と企業 との関係において、また労働制度、賃金制

度、社会保障、福祉厚生な どの国家制度 を通 じての企業内の労使関係において、党 と政府

の機能の極端な強化は、企業行政の地位の弱化 と比例する。事実上企業の最大の使用者に
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なった国家に雇われ保護 された労働者 たちは、 自分が国家の主人公だと実感 し、 自ずか ら

企業か ら遊離 して国家の方を当てにし、国家 と運命共同体 をつ くるようになった。

中国的経営の第 1期 において、労働者は、新中国の成立によって、 1つ の階級 として政

治的地位 と社会的地位の解放を獲得 し、国家 レベルにおいては国家 との運命の共同体が成

立 したとす るな らば、中国的経営の第 2期 では、国家が企業組織 に介入 して個 々の労働者

の経済生活 を直接にコン トロール し保障す るので、労働者 は個 々の個人 として企業 レベル

において さえ、国家 と運命の共同体 を結んだということができよう。 このように、中国的

経営は、第 1期 の形成期 を経て定着の方向にはいるのである。

2.党の経済復興力

この時期 には党の指導上の「 左」の傾向が、第 2期 の経済発展 をひどく落ち込ませ、国

民生活に激 しい衝撃 を与 えた。それにもかかわ らず、第 1次 5カ 年計画の成果 とい くつか

の政府措置に支 えられて、国民は何 とか基本生活 を維持す ることができ、またその ことに

よって国家集団主義的経営が維持 された。

まず この時期の経済状況 を見 よう。建国後推進 された新民主主義に終止符が打たれたの

はす こし早す ぎたといえるが、全国民の集団の力で後の第 1次 5カ 年計画期間の経済発展

に強固な基礎 を築 いた。一方、 この輝か しい成果 を前に毛沢東は自信過剰にな り、社会主

義建設の成功 を急 ぐ気持ちが生 じたのであろう。彼 は経済情勢 を間違 って判断 し、中国が

すでにマルクスの予言 したプロレタ リア革命が勝利 した後「 1日 が20年 に等 しい」という

急速な発展が現れ る時期に入っていると考 えたようである。それ で彼 は、漸進的に国民経

済 を発展 させ ようと主張する一部の中央指導者 を厳 しく批判 し、 1958年 5月 の第 8期 共産

党代表大会第 2国 会議で 1人 いに意気込み、常に高い‖標 を‖||『 し、多 く、速 く、立派に、

むだな く社会主義 を建設す る」 という「 社会主義建設総路線」を打ち出 した。 この総路線

制定の目的は、最 も速 いス ピー ドで中国の社会生産力を発展 させ、速やかに中国の遅れた

経済文化の状態 を改変することにあった。 しか し、一方的に人間の主観的能動性 を強調 し、

総路線の「 霊魂」 (本質の意 )は 高速度 に こそあると強調 しす ぎたので、現実の経済法則

に背 くことになった。結局、それに基づいて行なわれた 3年間の大衆運動式の「 大躍進」

(1958-60年 )は 、悲惨な失敗に終わ ることになった。それに加 えて、 1959年 か ら始まっ

た 3年続 きの自然災害や、60年 のソ連の中国に対する援助の一方的打ち切 りがあって、59



年 か ら61年 の 3年 間、中国は著 しい経済困難の窮地に陥った。第 1に 、食糧不足が当時の

最大の困難事で、農村では飢饉が起 きて死者 まで出た。第 2に 、国民経済における農業・

軽工業 ・重工業の基本的比率関係がひどく失調 したので、生産 されるものと国民が求める

ものとのバ ランスが大 きくずれたため、物価が上が って貨幣価値が下か り、国民生活の水

準が全般的に下降 していった。第 3に 、工業編成 と企業管理が乱れ、製品の質が悪化 し、

労働生産率が低下 し、はなはだしい無駄 を生 じて多大な損失 をもた らした。

このような厳 しい現実 を前にして、党中央は、 1960年 9月 に国家計画委員会党組の「 19

61年 国民経済計画コ ン トロール数字に関す る報告」が認可 されたとき、初 めて公式に、61

年 か ら「 農業 を首位 に し、各生産建設事業 を発展の中で調整、強化、充実、向上 させなけ

ればな らない」 という、国民経済調整の「 八字方針」を提出 した。企業の41産 1守 理 に対 し

て「 工業 70条」を制定 し、当時の指令性計画体制の もとでの国営企業の生産秩序 を安定す

るために、国家 と国営企業 との義務・権利関係 を明確にした。 しかも党委員会の指導下の

工場長責任制における、党委員会 と工場長のそれぞれの権限 も確定 した。 (本 章 2・ 1節

を参照 )。 1962年 には さらに、①力を集中して農業 を発展 させ、②人員 を整理 し都市人口

を圧縮 し、③イ ンフラス トラクチュアの建設の規模 を縮小 し、④重工業 を圧縮 して軽工業

を充実 し、⑤財政赤字 を解消 し、イ ンフ レを抑止 し、市場 を安定す る等の措置 を講 じた。

同年には国民経済全体の情勢が好転 し始め、穀物や肉などの主な食料品、及び綿な どの生

活用品の平均消費水準がある程度向上 した。

3年 の経済困難の間、国民生活に 1香 直接関連 している面において、政府が国民の衣・

食の細かいところまで、基本生活が維持 できる程度の配給制度 を徹底的に貫徹 し、基本生

活用品の価格 を安定 させた。 1962年 か ら基本生活用品以外の一部の消費品 を値上げ して、

過剰に流通 している貨幣 を回収 した り、倉庫 を整理 して在庫品を市場 に出 した り、 自由市

場 を開放す ると同時に、投機収 り引 きをす る者 を追放するように管理 をした りする措置を

取 って、当時6.62億 人 (49年 は5.4億 人 )の 国民に、無事 この苦難 を乗 り切 らせ た。建国

後 たった10年 ぐらいで人びとはまだ解放前の事 を覚 えていたので、 もしこういう困難が国

民党の時代に起 こっていた ら、その解決は不可能だったと彼 らは考えたであろう。特 に国

民経済の調整政策の効果がそんなに速 く著 しくあがることは、当時の人たちにとって非常

に印象的であった。配給によって しか手に入 らない、 ごくわずかな食料品で生活 を維持す

る日々は、確かに苦 しかった。当時の人びとの手には金はあるが、ただ買 うところがなか

った。 しか し、 これはたった一時期の ことで、 いつの間にか店頭で高価な菓子が買 えるよ
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うになった。 1962年 か ら確 かに見 る見 るうちに確実 に経済情勢 が よ くな り、商品の供給が

緩和 し、人 びとの食生活が 目に見 えて 日に 日に正常 に回復 した。飢餓 か ら立ち直 った人び

とは、政府 を責 めるどころか、む しろ政府 の経済復興の力 に感銘 し、感動 させ られ た。ち

なみに、 3年間の経 済困難 をもた らした原 因は、「 大躍進 」「 人民公社」 (主 に農業分野

の ことなので ここでは論 じな い )の「 左 」の誤 りというよ り、 3年連続の 自然災害 とソ連

の一方的 な援助 中止 であると、人 びとに受 け止 め られ た ことも、第 2期 の中国的経営の定

着 に一役貢献 したといえよう。

3。 中国的経 営の成 果

前に述べた国民経済調整 を実施 している期間、全国各民族人民が愛国主義 と集団主義精

神 を高揚 し、「 自力更生、刻苦奮闘」 をしている中で、大勢の社会主義建設の先進模範人

物が現れた。たとえば、公共の ことに献身 して個人の利益 を忘れ る共産党員雷鋒 (第 2章

2・ 3節 を参照 )、 誠心誠意で人民に奉仕 し、国のために力を尽す ことを死ぬまでやめな

い蘭考県党委員会第 1書 記焦裕禄、困難 をおそれず「 鉄人」 と称 され る大慶油田の労働者

王進喜な どがそれである。彼 らを手本に社会主義建設に力 を注 ぐよう、党中央が全党全国

民に呼びかけたために、全国各業種で社会主義労働競争の機運が一層高まった。

中国人が 自力で開発 した最初の近代的大油田である大慶油田 も、 この時期に国家集団主

義精神 によって建設 されたものだ といえる。当時中国は、経済困難の窮地の中でさらにソ

連か らの援助 を打ち切 られ、石油の輸入 を制限 されていた。当時は、ガソ リンがないため、

都市でさえガソ リンの代わ りのガスを入れていっぱいにあ、くらんだ袋 を屋根に載せ た車が

走 っていた。中国人民は、憤慨のあま りに自力更生の決意 を固めた。道 もない家 もない大

草原 で機械 。道 具 もないという悪条件の 卜、広範な労働 者 ・技 術者 。幹 部が 1石 油大会

戦」を展開 した。油 田の開発 を進 めなが ら、自分たちで道路や家 を造 り、調査研究実験を

行 って油 田開発の技術を身につけた。一方、労働者 とその家族は、荒地 を開墾 して農業を

お こし、 自給 自足の新 しいタイプの油田・石油コ ンビナー トを作 り上げた。大慶油田は、

中国的な 自力更生で社会主義建設 を行 う代表例 として、また中国的経営の模範 として、 19

64年 に「 工業は大慶に学ぶ」 と毛沢東が呼びかけて以来、改革開放まで中国工業の旗 とし

て企業建設の方向を導 いていた。 1977年 4月 には「 工業は大慶に学ぶ全国会議」が開かれ

て、「 大慶型の企業 を普及」する運動が展開 され、80年 までに全国の 3分 の 1の 企業 を大
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慶型の企業 に作 り替 えるということが 目標 として掲げ られた。

大慶油田が企業の理想的なモデル として称賛 され るなかで、ある企業が大慶型 として高

く評価 され るための 6つ の基準 というものが作 られた。大慶型企業 として認め られ るため

の 6つ の評価の基準の中で、生産管理 と技術革新に関連す る 2つ の基準 を除 いて、他の 4

つはみな、党 と政府への忠誠、国家への献身、集団的達成及び自給 自足の共同体的生活に

関す る内容である。基準①は、マルクス・レーニ ン主義 と毛沢東思想 を真剣に学習 し、党

の基本路線 を堅持 し、企業の社会主義的方向性 を堅持す ること。②は、党の路線、方針、

政策 を断固として実行 し、大衆 と密接に結びつき、団結 して戦 う老年 ・中年 。青年三結合

の党の指導的中核があること。③は、階級闘争、生産闘争、科学実験 という 3大革命運動

の中で、 たとえ苦 しい条件の中で も戦い抜 き、「 3つ の誠実、 4つ の厳 しさ」 (誠 実な人

間にな り、誠実にものをいい、誠実に事 を処理す る。厳格な要求、厳密な組織、厳粛な態

度、厳正な規律 )と いう「 革命的作風」を備 えた労働者 と幹部の隊列があること。そして

基準の⑥ は、 1966年 5月 7日 に毛主席が指示 したいわゆる「 5.7」 の道 を堅持 し、労働者

が工業 を主 とし、併せて他の仕事 もや り、 さらに条件がゆるす ところでは農業、林業、牧

畜、漁業、その他の副業の生産 を発展 させ ると同時に、労働者 と幹部の生活によく気を配

ること、 と規定 されていた。

中国的経営の第 2期 では、中国の労働者は、忠実に党 と政府の呼びかけに応 じて社会主

義大協力の精神 を発揮 し、高 いモラールで「 大躍進」に身 を投入 し、 1日 も早 く国を強 く

してアメ リカ、イギ リスに追 いつ き追い越そうと夢中に頑張 った。その後 3年間の経済困

難 の中で、 さらに「 苦 しみ もおそれず、死ぬ こともおそれぬ」の精神 をもって自力更生に

刻苦奮闘 して、厳 しい経済情勢 を一変 させ、 1965年 には経済調整の課題 を成功の うちにな

しとげ、各経済部門が新 たな基盤の上にほぼバ ランスを取 るように発展 を遂げ、国民経済

全体が活気あふれ栄 える局面を呈 した。

まず、①工業農業生産が史上最高水準 を超 えた。 1965年 を57年 と比較すれば農業総生産

が9.9%、 工業総生産が98%成 長 した。 1957年 の不変価格 で計算すれば、65年 の工・農業

総生産は 1,984億 元に達 し、62年 の1,280億 元 よ り55%増 で、平均 して毎年 15.7%の 増加で

ある。②農業、軽工業、重工業の比例関係が、新たな基盤の上に、調和的な発展 を実現 し

た。経済調整 を経て農 ・軽 ・重工業の比例関係が著 しく変わった。 1960年 の国民経済の中

でそれぞれ占める比率は、21.8%、 26.1%、 52.1%で あったが、65年 になるとそれぞれ37.

3%、 32.3%、 30.4%に 変わって、農 。軽 。重 3者 の比例関係が基本的には正常 に回復 し
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た。③貯蓄 と消費の比例関係が基本的に正常に回復 し、国民生活がある程度改善 された。

国民経済の回復 と発展 に伴 い、 1965年 の国民収入は1,387億 元に達 し、57年 の908億 元より

も52.7%増 加 した。労働者 。職員の平均給与は63年 より10%増 え、全国民の消費水準は、

1人 当た り125元 で57年 よ り23元 増えた。65年 の貯蓄率は62年 の10.4%か ら27.1%に 戻 っ

て57年 の レベルに近 くな り、貯蓄 と消費の関係が基本的に正常に回復 した。④市場への供

給が著 しく改善 され、物価が安定 し、財政収入のバ ランスが取れ、対外貿易が発展 した。

1965年 の社会商品小売 り高は673.3億 元に達 し、57年 より196.1億 元増加 した。各種の副食

品 と日常生活用 の工業製品の供給が充実 し、物価 も安定 している。65年 の国家財政収入は

473.3億 元、支出は466.3億 元で収支のバランスがほぼ取れていた。対外貿易 もある程度発

展 し、外貨収支 のバ ラ ンスが実現 した。 (朱 宗玉 192、 193)要 するに、党の指導がlEさ

れた下 での国民の国家集団主義的精神の高揚は、国民経済調整に勝利を収めたといえよう。

中国的経営の動揺期 (66-78年 )

中国的経営の第 3期 は、動揺期 で、文化大革命の10年 間 (1966年 中ば-76年 10月 )の 間の

第 1段階 と、文革の収束後か ら改革開放の開始までの間 (1977年 -78年 )の 第 2段階に分

かれている。

3・ 1.政 治的な過激化

日本的経営の動揺要因

中国的経営の動揺 について論ず る前に、 まず 日本的経営 の動揺 につ いてその要因 を見 て

み よう。 日本的経 営は 1960年代後半 に入 ってか ら動揺 し始 め、 70年 代以降、変貌 を余儀な

くされつつある。 60年 代以前は、 日本 の経営近代化 にとって 日本的 な ものは「 前近代的」

だ と考 え られ、 その革新が意 図 されて いた。 しか し、なかなか払拭 されず、実際 にはむ し

ろ、 この段階 での 日本経済の近代化は、 この 日本的 な もの、特 に集 団主義 の活用 に よって

推進 され た。60年代 に入 ってか ら、 日本的な ものの中に経営に とって有利 な ものがあ り、

それ を再認識、再評価 し、今後 はそれ を意識的 に大 いに利用すべ きだ という認識が経営者

の間で強 まって きた。ま さにその時、皮 肉な ことに、それ まで 日本的 と言われ て きた もの
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が根本的に動揺 し始めていた。間宏は、主に① 日本企業の経営施策の問題、②経営主体の

問題、および③経営環境の問題 という、 3つ の面か ら日本的経営の崩壊趨勢 を論 じている。

①について、企業 内での経営合理化が戦後25年 たって (当 時は1971年 )や っと本格的に達

成 されたが、 これに伴 い人間関係が次第 に希薄なものに変わろうとしているという。②に

ついては、大企業での企業意識 を支 える共同体意識 とエ リー ト意識の強い、 それまでの集

団主義的経営を担 った戦前 。戦中派の経営主体の地位が、敗戦直後に生まれ た、 こういう

意識の希薄な若者たちによって取 って代わ られてお り、企業構成 員の世代交代による経営

主体の価値観の変化 を通 して、集団主義経営の存在基盤が掘 り崩 され つつあるとした。③

について、 日本企業の行ってきた集団主義、特 に集団的利己主義的な企業行動はすでに日

本社会だけでな く国際社会の不信 を招 き、すでに日本の消費者や地域住民の抗議運動 と国

際的圧力に直面 させ られているか ら、集 団主義、特 に集団的利己主義が厳 しい反省 を迫 ら

れているということなどを論 じた。

日本的経営の動揺解体 とは対照的に、中国的経営の動揺は、企業 というレベルでの要因

を考察す るだけでは とても不充分であって、企業 を実質的に経営 している党 と政府 との レ

ベルでの分析が欠かせない ことになる。中国的経営の動揺 も、 日本のそれのように、①企

業の実質的な経営者 である党 と政府の施策の問題、②経営主体である職工の価値観 の変化

の問題、③改革開放による企業経営環境の変化の問題 という、 3つ の側面が考え られ る。

① とは、文化大革命 を指 している。文化大革命によって企業経営が政治的に過激化 してし

まったので、中国的経営が動揺 した。②は文革の失敗でシ ョックを受けた職工たちが党と

政府に対 して不信 を抱 き、国家集 団主義的価値観の空洞化 を通 して中国的経営が動揺 した

ということを指 している。③は、 1979年 か ら改革開放が深化す るにつれて、中国的経営を

支 えてきた特殊な経営環境が変わ りつつある中で、中国的経営の動揺が続 いていることを

指 している。

一見中 日両国の経営の動揺要因は似ているが、実際には全 く違 っている。 日本の場合に

は、市場経済による経営が近代化へ邁進 している中で必然的に現れ る、人間疎外や過当競

争の深亥1化 と個人主義や企業集団主義の利己主義の成長という現象だといえる。それに対

し、中国の方は、ほ とん どが政府 の行為によって招かれた結果である。また、 日本の諸要

因は、時代の流れに したがってじょじょに形成 されて顕著にな り、ついに 日本的経営を動

揺 させ るに至ったものである。他方、中国の諸要因は、政府行為によってもた らされたも

のだか ら、動揺は比較的に急速であ り、また極端にな りがちであった。



中国的経営の最初の動揺要因は①であ り、文革後期か ら次第に成長 し文革収束後 に顕著

になった②の要因が引き続 き中国的経営 を動揺 させ、 さらに、改革開放が始まって③の要

因が生 じ、 いっそう中国的経営を動揺 させていったといえるのである。③の要因について

は中国的経営の改革期 を考察す る際に論 じることとし、まず、中国的経営の第 3期 、つま

り動揺期でいえば主に① と②による動揺について考察するとしよう。

極端に煽 られた「 主人公感」

まず文革の間の中国的経営の動揺について論 じよう。文革の間、労働者の文革における

指導的な地位が極端的に高 く宣伝 されたので、歪んだ形ではあるが「 主人公感」が どの時

期 よりも強 く、国家に対す る使命感が頂点まで煽 られた。そのために、建国後のどの時期

よ りも人びとが大 いに献身 し、あます ところな く国家集 団主義 をさらけ出 した。 しか し、

政治的に過激化 した国家集 団主義 は企業経営に結 びづかず、政治運動ばか りに熱中 したの

で、企業の秩序が乱れ、生産が破壊 され停滞 したので、中国的経営が動揺 し始めた。

文革の間は労働者 に とって、彼 らの言 い分がなにで も認め られ る非常に政治的 な「 黄

金」期であった。「 労働者階級が指導階級である」 という毛沢東の言葉 を根拠に、「 労働

者階級は、中国の社会主義革命 と社会主義建設の指導的な力である」 (『 紅旗 』1967年 9

月第15号 誌社説 )と いった類の言葉が大 いにはや り、だれ も労働者以上に光栄な人はお ら

ず、労働者は生まれつきの革命派であるか ら、労働者 を管理 した り、批判 した り、怒 らせ

た りす る事は禁物 とされた時期であった。当時、労働者階級が一方的にたたえられた宣伝

文句を、文革を指導す る一部の文献か ら見てみよう。 1966年 の末、文化大革命運動を鉱工

業企業へ広げるために、『人民 日報』が「鉱工業企業の文化大革命の高ま りを迎 えて」と

いう文章 を出 した。

「 現在、プロレタ リア文化大革命の新 しい高ま りが、全国の鉱工業企業の中に盛 り上が

っている。我が国の労働者階級は、文化大革命の指導勢力であ り、最 も積極的な要素であ

る。かれ らは このたびの文化大革命にと りわけ大 きな責任 を負っている。幾千万の労働者

大衆が立ち上がって文化大革命 を押 し進めることは、おおぜ いの希望するところであ り、

非常 にすば らしいことであって、 どのような力 もこれ を阻む ことはで きないのであ る」

「 革命 に力を入れ、生産 を促進す ることの意義 を、誰が一番 よ く理解 しているだろうか。

それは、何 よりもまず、革命 と生産の実践に自 ら参加 している労働者大衆である。一部の

労働者の同志は工場 内で階級闘争のふたがまだ開かれず、文化革命をやろうとす る労働者

125 -



が押 さえつけ られているのを見て、非常 に憤 り、非常な焦 りを感 じている。革命 を繰 り広

げることができないために、生産が影響 を受けているのを見て、また非常に心 を痛 めてい

る。彼 らは偉大 な社会主義の祖国に対 して高度の政治的責任感 をもっているのである」

(1966年 12月 26日 )。

この『人民 日報 』の記事は、事実 を歪曲 してしまうほどまでに労働者 をたたえている。

そ してまた『人民 日報 』『紅旗 』の共同社説「 プロレタ リア文化大革命 を最後までお しす

すめよう」は、次のように、労働者 と農民 を文革の成功にかかわ る重要な地位にあるもの

として高 く評価 した。

「 労働者 と農民はプロレタ リア文化大革命の主力部隊である。……毛主席は抗 日戦争の

初期の頃に次のように述べている。
″

全国人口の90%の 労農大衆 を立ち上が らせ て こそ、

帝国主義に打ち勝つ ことができ、封建主義に打ち勝 つ ことができる
″ これ と同様に、今 日

においても
″

全国人口の90%の 労農大衆 を立ち上が らせて
″

こそ、資本主義の道 を歩む党

内の一握 りの実権派に打ち勝つ ことができ、プロレタ リアー トとブルジ ョアジーの どち ら

が勝つか という問題 を解決す ることができる。……プロレタ リア文化大革命は、かな らず

機関、学校、文化各界か ら、鉱工業企業、農村 にまで発展 し、毛沢東思想にすべての陣地

を占領 させなければな らない。 もしも運動が機関、学校、文化各界にとどまるな らば、プ

ロレタ リア文化大革命は中途で挫折す るにちがいない」。

労働者の指導的地位 を宣伝で強調す るだけでな く、実際にも指導権 を握 らせた。文革が

始 まって同年の末、「 造反」の嵐 は企業 に も吹 き荒れた。実権派に対 して「 造反有理」

「 すべてを疑い、すべてを打倒す る」「 党委員会 を蹴 っ飛ば して革命 を行 う」 と「 身を八

つ ざきにされようともあえて皇帝 を引 きず りおろそう」といったスローガ ンに煽 られて、

つ ぎつぎと企業の党委員会書記や扇1書 記などが「 資本主義道 を歩む実権派 |́と しノて、労働

者 たちによって指導 ポス トか ら引 きず りおろされた。そのため一時的に、企業 は無政府状

態になって混乱 した。

また、 1967年 1月 には、上海の労働者の大衆組織が当時の上海市党委員会 と市人民政府

委員会の指導権 を奪取 し、党 と政府機関 を解体 して、新たに「 上海市革命委員会」 という

市の権力機関を打ち立てた。 これをきっかけに、全国各地で労働者の大衆組織が省、市、

県各級の権力機関 を解体 し、革命委員会 を成立 させ た。さらに、 これ らの省、市、県の革

命委員会の指導の下で、工場、鉱業、鉄道の各企業単位の労働者は、所属す る企業単位 ご

とに文革の大衆組織の大連合を組み、企業の権力を奪取 して企業の革命委員会 を打ち立て
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た。 1967年 の末には、上海、天津、広州、青島な どの都市ではすでに80-90%の 工場が各

大衆組織の連合を実現 し、それ を基礎に68年 には大部分の工場に革命委員会が設立 された。

労働者 を主体 とする工場の革命委員会の誕生は、 1968年 における大 きな出来事 として、大

きくニュースにとりあげ られた。

労働者階級は、指導階級 としてマクロの面では省、市、県な どの行政権力を奪 ったが、

ミクロの面では工場の指導権 を握 った。それだけでな く、 1968年 8月 下 旬、毛沢東が「 プ

ロレタ リア教育革命 を実現す るには、労働者階級の指導がなければな らず」「 労働者宣伝

隊は長期 にわたって学校にとどま り、学校に於けるすべての闘争 ・批判 ・改革の任務に参

加す るとともに、いつまで も学校 を指導 して行かなければな らない」 と指示 したのをきっ

かけにして、労働者階級毛沢東思想宣伝隊 (「 工宣隊」 )が学校 や知識人の集中す る単位

と部門に進出 した。各都市の労働者階級毛沢東思想宣伝隊が、市革命委員会の指導の下に、

各大学 に進出 し、そ こで大学の革命委員会の代表、大学に進出 した人民解放軍毛沢東思想

宣伝隊 とともに、「 三結合」のプロレタ リア教育革命の指導機構 を打ち立てた。大学だけ

でな く、中学 ・高校、文学 ・芸術関係の部門、科学研究所 にも工宣隊が入った。労働者階

級毛沢東思想宣伝隊に組織 され た労働者は、社会の上部構造のあ らゆる領域に進出 して、

そ こでの文革の闘争・批判 と制度改革に参加す ることを通 じて、労働者の政治 ・思想生活

の範囲が社会のあ らゆる領域 に及ぶようになった。

10年 間の文革において、極端 に地位が高 くな り、あ らゆ る分野で権力 を握った中国の労

働者は、国家に対す る政治的な使命感 にか られ、国家集団主義的な価値観が どの時期 より

も高 く煽 られ、政治的に過激になった。人びとは、党 と国家の前途のために「 闘私批修」

をしっか り心にとめ、生活的 。文化的欲求 を押 さえ、すすんで物質的 ・精神的犠牲 を払っ

て文イ「二運動に参加 した。結局、国家集 IⅥ ll義 は未

"有

に高まったが、かえって中FI的 経営

が破綻 しはじめた。

文革の10年 間の歴史 を経験 した人には、回想す ることさえつ らくて堪 え られないが、経

験 した ことのない人にとっては、逆 に想像す ることも理解することも難 しい。文革期間、

人 びとは気が狂ったように名所旧跡 を壊 し、文物 を焼 き、汽車に乗って全国を自由に遊び

回 り (「 革命大交流」という )、 上司 をひっつかまえてつ るし上げ、「 すべてを疑 い、す

べてを打倒」 し、同僚同士の間で互いに摘発 しあい、違 う観点 を持つ大衆 同士で戦 い合い、

武器 を出 して殺 し合っても法律的に追求 されず、ついには生存の最終的な基盤である物資

生産 も放棄 し顧みない状態にまでな り、経済建設に対 して もはや関心 を寄せず、生産に真
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面 目な人はかえって批判 され る始末であった。今中国人は、文革 を「 10年 大内乱」 と一般

的に称 している。 しか し、その当時人びとは、党 内にはすでに資産階級の司令部が存在 し

てお り、フルシチ ョフ (ソ 連共産党の修正主義的代表 とされた )式 な人物はすでにわれわ

れのそばに寝 ているという毛沢束の警告、及び中国が社会主義の道か ら離脱 しないように、

「 走資派 (党 内にいる資本主義の道 を歩 もうとす る実権派 )」 と戦 い、「 走資派」に奪わ

れた権力を奪回すべ き、また、中国共産党 と社会主義制度 を修正主義 に変色 させないため

に、 自分たちの頭にある私的な思想 を批判 し、質素な生活に耐 え、ブルジ ョア階級の世界

観 を改造すべきだという、党 と政府の宣伝 を堅 く信 じていた。そ して、国家に対す る高度

な責任感 をもって、躊躇す ることな く真面 目に毛沢東 自ら起 こした文化大革命に参加 した

のであった。文革の初期、意見の不一致で家族の間や夫婦の間で争いにな り、互いに口を

利かな くなって しまうことがよく見 られた。 これはまさに、国民の文革に対する熱中と真

剣 さを物語っている。

人びとは、文革の中で見た文物の破壊、生産の停滞、社会秩序の混乱、法制度の無視な

ど、 さま ざまな波瀾の現象に対 して、 自分の政治思想 レベルがまだ低 いために、 これ らの

出来事に含まれているはずの偉大な意義が理解 しきれないのだろうと、 自分の方に原因を

探 った。個人が批判 された り、家 をひっ くり返 して捜査 された り、殴 られた り、顔 に唾を

吐 きかけ られた り、無実な誹謗 。中傷 をされた りしても忍耐、我慢 して、自分の頭に私的

思想をもっているか ら、つ らく反感 を受けるのだろうと反省す るのである。文革の中、後

期 になって生産停滞 と過激な政策が もた らした生活難、就職難、住宅難な どに直面 して、

人 びとは、修正主義 を防止す るために、堅苦素朴な生活スタイルを保 たなければな らない、

個人の ことばか り考 えてはな らないと、 自分 を戒 め、忍耐に忍耐 を重ねて我慢 した。言い

換 えね′ば、国家への忠誠にか りたて らね′た人びとは、物 り丁に対 して真FIで あるか否かのツ|

断力を一時的に失ってしまって、国のためにと思って多大な犠牲 を払 い、また、文革運動

10年 間の「 大内乱」に向けて暴走 させ られたのである。

生産性の低 い企業運営

文化大革命期間、企業の正常な管理秩序 と生産秩序は完全に乱れた。まず最初は、「党

委員会 を無視 して革命 を行お う」とされ、企業の管理機構が麻痺状態になった。その後、

いわゆる「 三結合」 (労働者の大衆組織の代表、旧党機関 。旧工場管理機関の幹部の中の

革命派の代表、工場駐留の解放軍の代表の 3者 )に よる革命委員会が設立 された。 さらに
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後 になって党の組織が回復すると、党委員会 と革命委員会 との区別があいまいにな り、党

委員会主導の形 で「 一元化」指導体制が成立 した。 いわゆる「 四人組」反革命集団の勢力

が排除 され た後、党 中央側は「 工業発展 を加速す るに関す る若干問題 の決定 (草 案 )」

(す なわち工業 30条 )を 発布 して、革命委員会の指導体制 を正式に取 り消 し、再 び元の

「 党委員会の指導下の工場長責任分担制」に戻 った。

図10は 、中国的経営の第 3期 での中国企業に於ける指導体制の変動過程 を示 したもので

ある。

図10 文革期の企業における管理体制の変動

文革初期

(66年末 か ら)

67-69年 間 党組織復活後

(70年 代初頭 )

文革収束後

(76年 後 )

「 三結合」

革命委員会

党委 ・革命委員会

の「 一元化」指導

党委の指導下の

工場長責任分担制

次は、主 に工場 の革命委 員会の指導力 について考察 しよ う。まず革命委員会の構成員の

選 出 をみ よう。革命委員会 を構成 す る「 革命的大衆組織 の代表 」「 人民解放軍の代表」 と

「 革命指導幹部の代表」の 3者 の うち、工場駐留の軍隊の代表 を除 いて「 革命的大衆組織

の代表」 と「 革命指導幹部の代表」の両者 はみな、「 革命的大衆 によって選挙 もし くは大

衆討議に よって選ばれ る」。 ここでいわれ ている「 革命的大衆」 とは、文化大革命運動の

中で、省 や市の、あ るいは工場 の トップ脩導者 に対 して打倒すべ きか、擁護すべ きかな ど

の問題 に関 して、職工の中で生 じている意見の違 い ごとに 自発的 に組織 され た大衆組織 に

参加 した職工大衆 の ことである。意見の違 いに よって、 1つ の工場 には、大体複数 の大衆

の 自発的組織が存在 していた。大衆組織 が 1つ しかない工場 は、極 めてめず らしか った。

違 う観 点 をもって いる職工 たちは、互 いに 自分 の組織の もった観 点が正 しく、 自分 の方が

革命的 だ と思っている。それ と反 対に、 自分の方の観点 と対立す る相手側 を、保守 ・非革

命派 と見 な し、意見 の食 い違 いが大 き く、論争が激 しく、時には殴 り合 い、武器 を出 して

戦 い合 う こともあった。それほ どまでに対抗意識が強 い大衆組織 は、 互 いに相手側 を反革

命組織 と称 して しま う場合 も多 くある。 それゆ えに、工場の革命委 員会が成 立す る時、各
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大衆組織 の間 でなかなか意 見 をひ とつにま とめ られなかった。当時の実状 では、駐在 した

軍隊 と中央 による再 三の強 い指導 で、結果的 には形 の上で大衆組織 の大連 合がで きて工場

の革命委 員会 を成立 させ たが、感情の方 ではなかなか融合 で きなかったのである。 こうい

う対立感情の激 し く、派閥性の強 い「 革命的大衆 」によって選出 され た工場 の革命委員会

の代表 たちは、 もち ろん派閥性の強 い自分 の組織 の利益 を代表す る各 自の組織の リーダー

である。彼 らは、工場 の全局の利害 を考慮 してま じめに管理職 を動め る ことがで きず、革

命委員会の中に も派閥性 を持 ち込 んだ。 それ だけでな く、選出 され た これ らの人物 の多 く

は、政治運動 での活動 ははなばな しかったが、経済的な生産管理 の面 にはほ とん ど経験の

ない人物 たちであった。

さらに、旧党機関 と旧工場管理機関の幹部の中か ら選ばれ た革命的指導幹部の代表 につ

いてみ よう。工場 におけ る「 革命的大衆 」によって選任 され るの で、 もちろん「 革命的大

衆 」の派閥性 に影響 され、 よ く工場 内の力の強 い大衆組織 と意見が一致 している者か、あ

るいは関係のよい者 かが当選す る。それ で、指導幹部の代表 も派閥性 に同調 しやす い。そ

れ に もかかわ らず、管理職 の幹部 は当時 の文革運動の矛先 の 1番 の的 であったので、大体

の幹部は、みな大衆 の闘争 を体験 したはず であ る。彼 らは、革命的幹部の代表 と して選ば

れて も自信が な く、大体 自分のサ ポーターである大衆組織 の意志にお とな しく従 うだけで、

大 した 自己主張は しない。

革命委員会 を構成 した 3者 の中で、革命的大衆組織 の代表 と旧幹部の代表 の外 に、駐留

の解放軍代表 は、当時は国家の派遣 で工場 に入 ったので、国家の代表 というイメージがあ

る。 しか し彼 らは、企業 内部の人事 や企業 の管理運営に対 して全 く素人 であった。結局、

工場の革命委員会の実際運 営にお いては、職工 の大衆組織 が主宰 的位置 に立 った。 当時の

宣伝文 句に「 工場革 命委員会は武装 した労働階級 の権力機 |ル であ って、 単な る企業管理1機

構 ではな い」 というのがあったが、実際 に もその とお りであった。つ ま り革命委 員会の成

立 によって、「 労働者階級 が工場 のすべ ての権 力 (政 治権 力、財政権 力、文化の指導権お

よび党 の指導権 )を 掌握 した」のである。 ところが、派閥性が強 く互 いに対 立 しあってい

る大衆組織 の リーダーたちは派閥戦 に熱 中 してお り、有効 にまた公平 に運営 され る革命委

員会はあま りなか った。

一方、革 命委 員会 が成 立 した後 の任務 は「 毛 主席 の戦 略的配置 に従 って工場 におけ る

「 闘、批、改」 を広 く深 く、 くりひろげ る こと」であるか ら、企業 は指導体制がそろって

も政治運動 を盛 んに行 い、正常な生産 は行 うことがで きなかった (第 2市 の 3・ 1節 を参
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照 )。

1970年 代になると、「 造反」によって麻痺状態 になっていた企業の基礎党組織が、整理

・整頓 を経て、あいついで活動 を復活 した。それで、企業の管理体制は、党委 と革命委員

会 とが共同で指導す るとされ る「 一元化」指導になった。「 一元化」の指導体制の もとで

は党の書記が革命委員会の主任 を兼任 して、党 。政 。財 。文の権力は 1人 の書記に握 られ

ていたので、「 書記一長制」 ともいえる。 こういう変則的な指導体制なので、 トップ指導

者の性格 によって、指導部の運営が民主的になった り独断的になった りと、ずい分違って

くる。文革後期に企業の指導機関で最 も多 く見 られたのは、決断力のない (「 軟」 )、 積

極性のない (「 憫」 )、 団結力のない (「 散」 )い わゆる「 軟、憫、散Jの 竹理層 であっ

た。また、文革後、 まじめに職務 を遂行する幹部が少な くな り、 自分の利益にだけ関心を

持つ幹部が多 く見 られ るようになった。 自分の利益 に関連す ることであれば大衆の意見 も

顧みず独断す るが、重大な責任 と関連す ることであればみんなに決定 してもらう、 といっ

た具合である。

企業の管理体制は以上のようであったが、企業の生産管理における各種の制度について

は どうだろう。第 2章 の 3・ 1節 ですでに論 じたが、文革の間、企業 では、 いわゆる「 劉

少奇の反革命修正路線」に対す る「 闘、批、改」を通 じて、生産管理 に関 して従来か ら存

在 した幹部採用制度、奨励金制度、労働規律 ・規則はみな廃止 され、毛沢東著作の勉強、

政治学習、修正主義 ・個人主義に対する批判などを通 じて、生産 を高めようとしたのであ

った。

文革期にお いて、かつてモラールを高めるために行なわれた労働英雄の評価や奨励活動

などはすべて廃止 された。そのかわ りに、階級闘争のスローガ ンを高 くあげ、過激な破壊、

造反 をす る行為が4i命 的だと:卜F lllllさ ね′るようになった。文 riの 初期、 ::Lく も党委‖会に力l

す る「 造反」の時にも、企業 における「 労働模範」「 先進的生産者」などは、「 劉少奇の

反革命修正路線」の忠実な執行者 として、街頭で名 前をさかさに書かれてひどく批判 を浴

びせ られ、また、掃除等の雑役 や肉体労働 を強市1さ れ、体 罰1を 受け、侮辱 された。反対に、

「 走資派」や「 黒七類」 (地主、富農、反革命分子、右派分子、悪質分子、走資派、牛鬼

蛇神 を指す )を 批判す る時、彼 らに唾を吐 きかけた り殴った りす るな どの行動は、階級意

識が高い、階級感情が深い、 と英雄のようにみなされるのである。つま り悪 と善 に対する

判断の基準が逆転 したのである。

ボーナス制度や発明、技術改革、合IP_化 提案に関する奨励金制度が廃 llさ ね′たかわ りに、
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報酬のない義務労働が多 く要求 された。一部の企業では、残業 しても手当てを払わな くな

った。「 "革 命的な春節"を 過そう」 と、中国人にとって 1年 で最大の祝 日である旧暦の

お正月 も帰省 しない (夫婦別居、親子別居 している場合 )よ う呼びかけ られた。

洗濯屋、縫 い繕 い屋な ど、主に独身職工への生活上の便利 を提供す るために、企業の設

置 したサ ー ビス施設 も取 り消 された。 これ らのサ ー ビス業は、人 を使用するブルジ ョア搾

取階級の思想 を助長するか らといわれたのである。

「 闘私批修」の強化で、個人の生活に関す る困難などを口に出す ことは、個人主義的な

思想が濃厚す ぎるとみなされ るおそれがあるので、ますますタブーとなった。

工会 も活動 を中止 した。昔の さまざまな娯楽活動、たとえば社交ダ ンス、ハ イキ ングな

どは、ほとんどがブルジ ョア的な もの とみなされ、 自粛 させ られ た。従来は公定祝 日に工

会がスポーッ大会、 ダンスパーテ ィーな どを催 した りしていたが、文革後は、職工が集め

られ、祝 日にあたっての感想や意見を語 るだけで帰 らせ るようになった。 もちろん、みん

なの感想は同 じ調子で、党 と国家 と文革の偉大 さをたたえる内容 のものであった。 これと

反対に、江青の指示で作 った数個の「 革命的モデル京劇」を何回 もくりかえし見ることを

要求 された。

さまざまな規則 ・規律 はみな、労働者 を圧制 。東縛 。制限す るものだか ら、排除すべき

だと批判 された。文革運動をす るためな ら、勤務時間中にでも自由に外へ交流に行った り、

弁論集会に出た り、反対派 を包囲攻撃 した りす ることができる。 こうした動 きを誰 も阻止

す ることができなかった。文革初期の無政府状態になった一時期 には、工場が空っぽにな

つたことがある。汽車は乗 り放題 で「 革命大交流」に出た人、 どこかの ビル を占領 し拠点

として長 く派閥「 戦争」 をしていた人、工場の混乱 を利用 して欠勤届け も出 さずに長 く帰

省 した人など、 いろいろいる。 |三結合」の革命委員会が成立 した後、外に出ている人の

大半は呼び戻 されたが、互 いの対立はまだまだひどかった。勤務時間にはみんな極力いっ

しょにいたが、昼食 をす る時には工場の食堂で相互に避けあい、夕方退勤 した らまた激 し

く攻撃 しあうのである。

このように、 1966年 の末、文革の嵐 が企業 に押 し寄せてきた時か ら革命委員会が成立す

るまでの間、企業の生産がずいぶんひどく破壊 された。革命委員会が成立 したあと、秩序

はある程度 回復 したが、生産主体の指導部 と職工大衆の両方 とも派閥対立が強 く、また、

「 闘、批、改」を当時の主要任務 としていたので、政治運動 を大 いにすればす るほ ど党 と

国家 と毛沢東思想に忠誠を尽 して革命的だと見な されるか ら、生産はただ形の上だけで行
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われ ているような ものであ った。 その結果、 中国的経営は、国家集団主義の政治的な過激

化 によって、動揺 し始 めた。

文革の 10年 間、 中国の経済成 長はず いぶん鈍 か った。特 に労働者が造反 して企業 が無政

府状 態に陥 った1967年 、 68年 の 2年 間 は、経済成 長がマイナスに転落 して しまった。 1966

年 の前半期 は、「 大躍進」失敗後 の 5年間の経済調整 を経 て、国民経済が全面的に急成長

を迎 えて いた。前年 の同時期 と比 べて、全国の工業総生産 は20.3%増 で、工業製品のほと

ん どの技術経済指標 は、建 国後 の最高水準 を創 出 した。 この年 の中 ごろにな って文革が始

まったが、動乱は主 に教 育 や文化画な ど上部構造 の領域 に集 中 していたので、経済 に対す

る影響は、 まだ局部的な ものであ った。 また、数年 来実施 さね′て いた経 済調整の成 果は経

済発展 に強固な基礎 を用意 した し、有効 だ と表明 され た各種 の経済政策 と経営管理制度は

まだそのまま実施 され ていたので、全体 的に見れば 1966年 の経済 は、依 然 として比較的に

大 きな成長 を成 し遂 げた。 と ころが 1967年 、 68年 にな ると、文革 はす でに全国に広がって

お り、「 すべてを打倒 しよう」「 全面的 な内戦」「 全面的 に権 力 を収奪 しよ う」 というス

ローガ ンの もとで全国的 に深刻 な混乱状態 に陥 り、各業種 の企業 は大部分が生産 中止 ある

いは半ば 中止 にな った (楊 江 39)の で、国民経済 の状況 は急激 に悪化 し、悲劇的な結果

をもた らした。 1967年 の工農業総生産 は、 前年 よ り10%、 68年 は67年 よ りさ らに4.2%降

下 した (朱 宗玉 258)。

1969年 の革命委員会 の成立 によって、大衆組織 の対立はず いぶ んひ どかったに もかかわ

らず、 とにか く職工 たちが徐 々に企業 に呼 び戻 され、生産 を回復 しは じめた。 しか しその

後 、 また林彪集 団による破壊 (71年 )、 「 四人組 」の起 こした「 批林批孔 」運動 (74年 1

月全国で展開 )、 それ に「 部小平批判、判決 を覆 そ うとす る右傾 的動 きを反撃 しよ う」 と

いう運動 (75年 H月 の末 か ら全国に広が った )が あった りして、全国で欠勤、 1交 流」、

派閥の結集 、内戦等が後 をたたなかった。

1976年 1月 か ら、周恩来、朱徳、毛沢東 な どの中央 の指導者 たちが相 次 いでな くな り、

「 四人組 」が党 と国家の権 力の大部分 を手に し、国民経済 は さ らに大 きな破壊 を受け、崩

壊 寸前に瀕 した。 76年 の工農業総生産 が前年 よ り1.7%し か増 えず、計 画 した7-7.5%の 成

長率 よ り大幅 に低 かった。大量 の企業が赤字 を出 し、国民取得 が減 り、 国庫が空 にな り、

市場供給が不足 し、国民生活に大 きな影響 を与 えた。

文革の間、全国的に生産が大 き く破壊 され、国民経済の発展 は、大躍進 を行 った「 二五

期間」 (第 2次 五 ヶ年計画 )を 除 いて、建国後の どの時期 よ りも遅 かったが、全体 か らみれ
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ば依然 として進展 を見せた (表 5を 参照 )。 しか し、Roderick MacFarquharの 分析によれ

ば、実際のところこの時期には労働規則が弛んでお り、 こうした経済の進展 は、労働生産

性の向上によるものではな く、国家による資金 とエネルギーの大量投入によって支 えられ

たものである (Roderick 606)。 中国の投入産出率は1960年代の末 と70年 代の初めはあが

り始め、投資水準が変わ らない場合、生産高の増加がますます小 さくなっている (Roderi

ck 559)。

表 6の 統計データーは一部の工業部門の実際の投入産出の変化 を示 している。 これ らの

データーは「 五五期間」(76-80年 )と 「 三五期間」 (66-70年 )と を比べて、 1キロワット/時

間の電力 を生産す るには 2倍 、 1ト ンの鋼鉄 を生産す るにはイド|、  1ト ン/キ ロの運輸 をするに

は40%の 投資を追加 しなければな らないことを表 している。

一方、中国政府は1963-65年 の「 調整期間」を除 いて、大体重工業 を国民経済発展の重

点 としてきた。投資総額の3/4は 生産財 を生産す る部門に投入 している (Roderick 556)。

生産財部門への投資率が上がれば、国民生活に密切に関連する消費財の生産部門に対する

投資の増加余地が小 さくなるに決まっている。 こういう人的 と物的な資源の浪費の上に立

った経済成長は、国民の生活水準の向上にとってはマイナスである。

表 5 各五 ヶ年計画期 の年平均経済成 長率 (%)

工農業総生産 工業総生産 国民所得

53-57年 の「 一五期間」

58-62年 の「 二五期間」

63-65年 の「 調整期間」

66-70年 の「 三五期間」

71-75年 の「 四五期間」

76-80年 の「 五五期間」

81-85年 の「 六五期間」

10.9

0.6

15.7

9.6

7.8

8.1

11

18.0

3.8

17.9

11.7

9.1

9.2

12

8.9

-3.1

14.7

8.3

5.5

6.0

9.7

出所 :『 中国人民共和国資料手冊1949-1985』 257、 258よ り作成
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表 6 工業部門の投入産出率

剖『『1              1   53-57      58-61      66-70      71-75      76-80

蠍  12岬 HЮ% a%o 2卿 れ8Z
増加発電    1 32.34   34.1   75.3   75.2   77.25

IttI曇  10Ю∽ 呻5 ∝∞1 げ2 嘲3

孵
業 14m…  嘲9嘲 ¨

増産鋼鉄 (百 万トン)1 6.88  -7.66    7.55   2.24   9.24

投入産出率    1 0.667  -     1.308   7.716   2.05

櫂彎

][『

赳辻壼

          1   3.847    14.129       7.409     21.676     17.846

増産工作機械   1 99.6  -69.O   H6.4   15.9   -61.5

投入産出率    1 0.039  -     0.064   1.36   -

鼈   12調 H洲  生

“

5 蜘 4 H泌

優長fif lonl同  国%同“ ¨
退

i][モ              1   9.015    21.708      15.001     31.759     30.245

増カロ運輸量       1 196.0      22.0       236.0      252.0      333.0

∬λ瑾ユ
~""|。

Ю46 ∝野 ∝∞4 ∝26 ∝∞1

釉  11.% 生“4 &"4&∞O H■伐
増産 (百 万トン)  1 2.94  11.08   31.42   46.72   10.64

投 入 産 出 率        1   0.407     0.375       0.124      0.190      1.24

出所 :Roderick 558
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「 闘私批修」による忍耐

文革か ら1978年 までの12年 間、国民経済はそれほど発展 していないのに対 し、人口はか

な り増 えている。 1965年 の全国総人 口は約 7.3億 人、その うち都市総人口は約 1.3億人 であ

ったが、78年 になると、全国総人口は約9.6億 人、都市総人口は約1.7億 人 とな り (『 中国

年鑑 』1992248)そ れぞれ約32%と 31%増加 している。政府は国民の基本生活 を保証する

ために、特 に都市住民の生活 を保障するためにい くつかの措置を執って、なんとか国民が

平準的で質素な生活 を送れ ることを保証 した。また、建国後制定 された雇用制度、社会福

祉制度、社会保険、医療保険制度 などが着実に実施 されたので、 とくに終身雇用、医療保

険、老後保障の面では、大 いに安心感 と安 らぎを労働者に ケえた。労働者 と国家 との運命

共同体が第 1、 2期 に続 いて第 3期 の第 1段階にお いても保 たれていた。それに くわえて

政府は、文革運動の中で、中国はいつまでも社会主義の道か ら外れてはな らないという国

家 目標 を掲 げて、個人主義 を批判 し、国家への人民の献身を求める姿勢 を一段 と強めた。

そのために、中国の国家集 団主義 は、以前にもま して強まったほどである。 しかし、経済

発展がスムーズに進まないかぎ り、人口と人びとの欲求の増大につれて、 さまざまな社会

問題がやは りいつか出て くるのである。 1960年 代の末か らは就職難の問題、70年 代か らは

住宅難の問題、及び需給のア ンバ ランスの問題がますます顕著に、深刻になった。 これ ら

の問題 を解決す るために、政府は「 闘私批修」 という政治思想教育を通 じて、国民に個人

の欲求 を控 え、利益 を犠牲 にして も、祖国、人民、社会主義のために頑張 ろう、貢献 しよ

うと呼びかけつづけたのである。 いいかえれば、第 3期 の第 1段 階の文革期において、人

びとは、歪んだ形の「 主人公感」 と「 闘私批修」を通 して、物質的 。文化的な欲求 を犠牲

にす る代価 をもって、政治的に過激化 した国家集団主義 を支持 したのであった。

都市住民の基本生活 を保障す るために、政府 は次の 3つ の措置 を執 った。 1つ は、都市

住民への主食 ・衣料品などの生活必需品の徹底的な配給制 を1950年代 に実施 して以来 1度

も中止せず、80年 代の半ばまで続けた ことである。たとえば、配給制 で都市住民に配 る購

買券の種類についての統計があるが、それによればなんと120種 類あま りあるそうである。

米 を買 うには「 糧票」がい り、植物油や砂糖 を買 うには「 油票」「糖票」がい り、綿の衣

料 を買 うには「 布票」が い り、ほかに「 肉票」「 卵票」「 魚票」「 豆製品票」「 酒票」

「 スキム ミルク票」「 石鹸票」「 ミシン票」「 自転車票」「 腕時計票」「 テ レビ票」「 雨

靴票」……・と確かに数 えられないほど多かった。 ところが、文革前までの配給範囲は、主

に生活に一番欠かせない衣 ・食に関連す る農産物 と扇l産 物 に限 られていたが、文革以降の
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第 3期 において配給範囲はいっそう広が り、工業製品、 さらに耐久消費財にまで拡張 され

た。 これは明 らかに生産が消費に追いつかない ことを反映 していると言えるが、反面、人

びとが手にする金が多 くな り、欲求が高 くなったことも考 えられるであろう。

2つ 目は、低所得者 に暮 らしやすい物価構造 を確保す る政策である。青山脩が 日本 と中

国の物価 をそれぞれの国の労働者の平均給与 と比較 したところによると、中国の方は米 ・

肉 ・果物 ・工業製品等が高 いが、野菜 ・外食費 。家賃 。医療費 。大学授業料は安い。言い

換 えれば、中国の物価の特徴 は、低所得者にとって生活 しやす い事が分かった。具体的に

言 えば、第 1に 、家賃が極端 に安 い。電気水道料込みで賃金の 3-7%で ある。 日本では、

それは10-25%に 達す る。 しか も歴史的に個人保有の家はその まま個人に住 まわせ るが、

新 たには家の個人保有 を許 さない制度であるか ら、住宅は企業や、市政府住宅管理部門に

よって安 い家賃で提供 され る。第 2に 、健康保険料が無料に近 くて非常に安 い。国営企業

と集団所有制企業の労働者 (実 は政府機関、病院、学校な どの職業組織にいる職員、教師

も、大学生 も同 じ)は 健康保険料 を払 う必要がないし、医療費 も全額無料である。治療を

受けるとき、ただ受け付けのために 5分 (1元 =100分 。当時労働者の平均月給 60余 元 )

だけ払 えば よいのである。そのほかに16歳 未満の被扶養者については、医療費の半額だけ

払 えばすむのである。 これに対 して、 日本では保険料は給与の2.5%程度 で、治療費の10-

30%の 費用 を払わねばな らない。第 3に 、外食が安 い。中国では夫婦共稼 ぎが普通だか ら、

外食が多 い。外食 と言 って も日本 とはパ ター ンが違 い、大体企業の経営す る食堂でおかず

を買 い、託児所 に預けている子 どもも一旦連れて帰 り、親子そろって昼食 を取 る。職住近

接 で、 しか も昼休みが長 いか らこういったゆ とりのある生活様式が可能 となる。第 4に 、

食品類について見ると、米、豚肉、卵は 日本 よ り高 い。そのほか、果物 も一般に高 い。 し

か し、キ ャベッ、青菜等野菜は安い。第 5に 、腕時計、 ミシン、 自転車などは、大体HO―

150元 台で、当時の労働者の平均月給か らすればかな り高価である。 これ も工業の生産性

が低 いことを反映 している。要す るに「 中国では品物の量は多いとは言 えないが、物価構

造 は低所得者向きで生活必要品 を中心に安 くなっているといえよう」 (『 新中国年鑑 』19

7960)。 当時は、 1人 あた りの月平均の最低生活費は15元 とされていた。つま り、 15元

の金があれば、一応最低限の暮 らしはできたということである。それに対 し労働者の最低

賃金は約30元 である。上海工作機械工場の例 (1968年 10月 聴取 )を 一つ とって見 よう。あ

る技術労働者家庭 では、収入は本人78元 と妻53元 とで合計131元 である。他方、支出 とし

ては、食費75元 と (5人 家族 で 1人 15元 )工 場の宿舎の家賃 3元 が主な もので、 このほか
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に、衣 料費、光熱費、子 ども養育費、教養費がかか る (『 新 中国年鑑 』196991)。 つ ま

り、 この家庭 の生活 は、工場 か らの収入 によって十分 まかなわれ るのであ り、また これが

労働者一般 の暮 らしであった。

3つ には、物価 の値上が りや イ ンフ レがな い。政府が統一的 に買 い付 け、販売 している

の で、全 国的 に 1物 1価 の公定価格 が いきわたってお り、 しか も1960年 代以来物価 は低 く

押 さえ られ、 ほ とん ど値上が りしていな い (78年 と79年 H月 に 15品 目の農作物 に対 してや

っ と販売価格 の値上 げを行 った )。 政府 は資本主義 国家では物価 の乱高下 や、イ ンフ レが

激 しいとよ く指摘す ると同時に、社会主義 中国では こうい う現象 が一切ないと表明す るた

めに、毎年数十億元の ali助 金 を出 して都 Tド におけ る野菜類、 肉類、卵 な ど出J食 品の佃i格 の

安定 を図 ったのであ る。 た とえば、北京市 区では当時 400万 の市民 が いたが、 これ らの市

民 の 1人 当た りの政府 の こうした補助金 の負担額 は 5元 である。 さ らに、北京市の副食品

価格 は、 1965年 か ら74年 にかけて、小売価格 が上昇 して いな いどころか下落 さえ している

(『 新 中国年鑑 』1977103)。 イ ンフ レがないため、各家庭 は金額 の違 い こそあ るが、大

体貯金 をす る。 1965年 か らの約 10年 間 で貯金総額 は約 2倍 にな った とい う (『 新 中国年

鑑 』1978・ 別冊 48)。 ちなみ に、配給制 の もとでは品物 を買 うのに制限があるという事情

が原 因で、お金が余 りがちだった ということも否定 で きな い。

この ように政府 の工夫 によって、文革 の 10年 間で急増 した人 口の衣 。食 の問題 は、低 い

水準 ではあるが、基本的には保証 され て いた といえる。 もちろん 同時 に、商品需要に対 し

て供給 が追 いつかな いというア ンバ ラ ンスがます ます激 し くな りつつあることも、人 びと

に感 じられ てはいた。

賃金制度 につ いていえば、文草 の 10年 の間 で、職工の昇給 が基 本的 に凍結状態 であった

(寿 孝鶴 な ど 273)ば か りでな く、 いわゆ る「 物質的刺激」 とい う劉少奇路線 に対す る批

判 を通 じて、従来実施 され ていた奨励金加給 も廃止 され るな どして、労働者 の収入は、実

際 には減少 した (表 7を 参照 )。 それ に もかかわ らず、「 修正主義反対、修正主義防止」

という政 治思想教育が極 めて強化 され た時期なので、贅沢 な生活 を追求す る ことはブルジ

ョア階級 の腐 敗的 な思想 の反 映 であ り、批 判 され るべ きもの だ と教 育 され てい るため、

「 新 しい服 を 3年着 ていて、古 くなって もまた 3年着 ていき、破れて も、継 ぎ合わせ て さ

らに 3年 着 てい こう」 という、苦 しみに耐 える質素 な生活 が提唱 され た。 また、基本生活

に必要 な 日用品以外 の商品 はほ とん ど売 っていないために、金 よ り、む しろ物がほ しいと

い う時代 であった。 さ らに、建国後、労働者の賃金 は何回かの改定 で下層の賃上げが行わ
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年 524平 53-57 58-62 63-65 66-70 71-75 76-80

名義年給 446 559 546 Ｃ
υ

′
υ 623 614 672

実際年給 446 522 461 530 525 513 529

出所 :Roderick 560

表 7 各時期における国営企業の名義 ・実際年給 (元 /年 )

1952年 価格

表 8 8級 工資制度の具体例 (単 位 :元 /月

ゞ 0 企 業

級 年 度 2 3 4 5 6 7 8 1級 対8級

の比率

1

2

3

4

5

６

　

７

成都量具刀具工場

重慶鋼鉄公司

長春第 1自 動車工場

北京第一工作機械工場

広東仏山 Shih Wan

陶芸品工場

鞍山圧延工場

藩陽第一工作機械工場

78

78

73

73

７ ３

　

７２

　

７ ２

32.5

33.0

33.5

34.C

35.0

34.5

33.C

38.3

39.0

36.5

41.1

41.0

40.0

38.9

45.1

46_(

46.:

47.5

47.(

48.1〔

45.8

53.1

53.0

54.8

55.C

56.0

56.82

54.0

62.2

66.0

64.0

61.1

63.0

67.1

33.6

72.0

76.0

76.0

77.1

79.2〔

74.9

986.

89。 1

89.|

90。 9

84.1

88.2

102.4

108.0

105.0

107.1

108.0

110.0

104.(

1:3.15

1:3.27

1:3.13

1:3.15

1:3.09

1:3.2

1:3.15

出所 :『 新中国年鑑 』79年 61

れ、格差が徐 々に縮小 され ていたので、賃金の 1番 高い 8級 と最 も低 い 1級 との差 は、 3

倍強であ り、だいたい上はHO元 か ら下 は30余 元 ぐらいまでの幅 しかなかった (表 8を 参

照 )(『 新 中国年鑑 』79年 61)。 そういうわけで、人びとは比較的平準化 した生活を送

ってお り、人並みの生活をすることさえ保証 されれば、賃金がす こし低 くなった ことなど

あま り問題 にな らなかったようである。労働者 の賃金は 1人 あた り平均 月60元 (9,000

円 )で あるが、夫婦 とも働 きの世帯が多いので、 1戸 あた り月収 100元 を越 える世帯が少

な くな く (『 新中国年鑑 』1978年 別冊48)そ の上個人を対象 とした所得税がない。 した

がって、賃金自体 としては高 くはな く「 発展途上国」並の所得であるとして も、上記のよ
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うな中国的な、政府 によってコ ン トロール され た経済生活 の もとでは、大体 2、 3人 の子

どもをもつ (当 時 は一般 的であ る )家庭 な ら、質素 であるに して も生活 は可能 であった。

家族収入 を家族 の人数 で割 って 15元 以下 になれば、最低生活水準 に達 して いな い生活困窮

家庭 とみな されて、一般 に企業 か ら補助金が支給 され た。

次に、文革期 におけ る就職 。雇用保 障制度 の変化 についてみてみ よう。 まず雇用保障に

つ いてである。社会主義制度 の下 では失業者 は存在 しない という理念 に基づ いて、 中国で

は終身雇用制が定着 したと同時に、個人 の職業選択 の 自由、 さらに辞職 の 自由 さえな くな

った。文革の中では、経済発展 は緩慢 で労働 力の成 長に追 いつかずに就職先 の確保 が難 し

くなった こと、行政機関の非人格的な官僚主義 がだんだん ひど くなった こと、国家 が労働

者 に対す る政治思想管理 を強化 した こと等 を背景に、労働者 は、機械 のね じ釘のよ うに国

家 によって どれかの機械 にね じ込 まれ ると、後 は、国家か らの配置転換措置がな い限 り、

一生 そ こに釘ずけに されて しま うようにな る。個人 の身体 的な理 由 とか、家族別居 の理由

とか、職場 の人間関係の理 由 とか、専攻 や趣 味 な どの理 由 とかは、 いずれ も転職の理 由に

はな らな い。転職 をあ き らめて辞職 した くて も辞退 させ て くれな い。言 い換 えれば、労働

者 たちは一生安心 で きる雇用保 障 を獲得 したが、その代価 として 自分 の労働 力 を自由に行

使す る ことがで きな くなった。つま り、国家 か ら得 る保障の分 だけ、個人は 自由 を失 った

のであ る。「 国家 の需要 に、組織 の需要 に服従 しなければ な らな い」「 国家 の需要 こそ我

々の需要 であ り、 どこかに需要が あればわれわれは どこへ で も馳せ 向か う」「 すべ ての仕

事 はみな革命の ためだ。われわれ は雷鋒 の ように革命のね じ釘 にな り、すべ て党の案配配

置 に服従 す る」 と、党 と政府 は国民 を教育 した。命 じられ た職場 へ行 きた くない、配置 さ

れ た仕事 をや りた くな いと文句 をいえば、「 ブルジ ョア階級個人主義 思想が ひどい」「 思

想が遅れ た分子」な どと政治的な レッテル をは られ て批判 され る。それ で、誰 かが何 かの

理 由で、 どうして も政府 に命 じられ た職場 に行 かず職業 を放棄 した場 合、党 と国家 に忠誠

を もたな い人間 と見 な され、周辺 の人 か ら疎遠 に され て しまうの であ る。 こういうブルジ

ョア階級的な人間 に対 しては、 もちろん 2度 と職 を与 えて機嫌 を取 る必要がな いとされ る。

こうして、辞職 も個人の意志通 りにで きな くなっていった (郁 貝紅 1993を 参照 )。

文革 の中で、深刻な就職難 の問題 が起 きた ことがあった。 しか し、政府 は、国家集 団主

義 的な方法 で一時的 には切 りぬけ ることがで きた。文革運 動が始 まってか ら、小 。中学校

の麻痺状 態が 2年間続 いた上に、全国の大学 は連続 4年 間学生 を募集 しなか った し、 また

後 には学校 の数が 1/4減 らされ、 400あ ま りの大学 は 300ほ どにな った (朱 宗玉 264)。 そ
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の ために、都会の中学 。高校卒業生は進学がで きず、 巨大 な社会労働 力の供給源 にな って

就職難 を招 いた。一方、文革が始 まってか ら1970年 代 に入 って しば らくの間、工場 は労働

者 の募集 をス トップ したの で、 いっそ う若者 の就職難 の問題 を深刻化 させ た。結局、毛沢

束 の一つの呼びかけで これ らの労働 力 を農村 に吸収 させ て、一時的 に解決 したのであ る。

1968年 12月 22日 の『人民 日報 』に、「 我 々も両 手 をもっているか ら、都会 にいて、ぶ らぶ

らした くない」 とい う、編者 の言葉が掲載 され た。 そ こには、毛沢東 の「 知識青年 が農村

へ行 って貧農、下層 中農 の再教育 を受 け る事 は大変必要である」 とい う指示 が と りあげ ら

れ ている。 これ をきっかけに、全国的 に若者 を動員 して農村、 山村、辺境地帯へ農業生産

に参加 させ る、 いわ ゆ る「 知 識 青年 が山村 へ、農村 へ 」 とい う運動 が始 ま った。 これは

「 修正主義反対、修正主義防止」「 工業 と農業、都 会 と農村、精神労働 と肉体労働 という

3大差別 を縮小す る」 ために、意義重大 な行動 だと宣伝 され た。数年 にわ たって前後合わ

せ て農 ・山村へ行 った若者 は 1,600余 万人 に達 した (朱 宗玉 216)。 数多 くの若者 たちは、

農 ・山村、辺境 でいろいろな苦 しい鍛錬 を受 け、 また、遅 れ た地 区の開拓 。発展 に貢献 し

たが、学校 の正式な教育 を受け る機会 を失 い、国家 の人材養成 に世代的な断層がで き、個

人 も国家 も大 きな損 失 を被 った。 しか し、それ で も就職問題 は、全部解決 したわけではな

い。 いろいろな理 由で、 た とえば、何 か病気 に掛 か っている人、一人 っ子、年寄 りの両親

の面倒 を見 る必要のあ る人 たちがやは り都市 に残 っている。 これ らの人 に対 しては、生産

が発展 しない限 り職場 を提供 しが たい。 しか し、社会主義 国家 に失業 は発生す るはずがな

い とい う立 て前か ら、 こういう人 たちを「 待業青年」
a)、 っ ま り、失業 ではな く、就職 を

待 っているだけの青年 だ と称 した。それは いずれ大 きな社会問題 にな るはずではあ るが、

政府 に とっては幸 いな ことに、 1970年 代 の半ば までは まだ文革の政治的過激の時代 で、そ

れ な りの理 由があって も青年が都市に残 る許可 を得 ることは難 しく、許可 を得 た こと自体

がず いぶん幸運 な ことだったので、都市 での若者 の数年程度 の「 待業 」な どは、 それ ほど

大 きな問題 にはな らなか った。

さらに文革期 におけ る社会福祉、社会保険 につ いて考察 しよう。建国後制定 され たいろ

いろな社会福祉、社会保険な どの制度 は、文革時期 に来てすでに20数 年 にわ た り着実 に実

施 されて きていた。 た とえば、前に も触 れたが、市政府や企業 か らの安 い住宅 の提 供、無

料 と言 えるほ どの医療保険、 また老後年 金な どである。 これ らと終身雇用 とを合わせれば、

確 かに世界 の どの国 よ りも大 きな安 らぎを職工に与 えていた、 と言 って も過言 ではな い。

特 に老後保 障につ いては、第 2章 2・ 2節 です でに触れ たが、労働者 に とって完壁 だとい
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えよう。中国では1983年 まで、中・高層指導幹部、特 に建国前か ら革命に参加 した老幹部

に対 して慣行 と して終身制 を実施 していた (郁 貝紅 1993を 参照 )。 一般職工の定年「 退

休」 (退 職 )は 、普通、男子 60歳、女子55歳 である。退職 した職工は、勤続年数 (転職 し

て も前の企業での勤続年数 を加算す る )に よって、退職前の賃金の50%-85%を 毎月支給

される。成都量具刀具工場 (表 8で 1級 賃金が 1番 低い工場 )を 例に してみよう。労働者

の 8級 賃金制の うち、最低級の 1級 は32.5元 で、それ をまた 1番低 い50%の 比率 で計算 し

て も、月に16元 に達 したので、当時の 1人 あた りの月最低生活水準の15元 を超 えた。中国

では共稼 ぎで男女 とも働 くのが普通であるのに、退職後の年金が保障 されているので、夫

婦のどち らか一方が定年に達 しても、一般 に扶養す る必要のある人はいないと考えられる。

また、住宅、医療保険などの受給 はすべてそのまま続け られ、 さらに葬式の費用 も世話 も

企業がす るか ら、まさに貯金す る必要 もないといえる。企業の労働保険課は、退職 した労

働者が幸せな晩年 を送れ るように、 いろいろな娯楽の行事 を行 い、病気の見舞 いに行 き、

正月にはお祝 いを贈 り、茶話会 を開 くな ど、 さまざまな世話 をす る (郁 貝紅1993を 参照 )。

このように、職工の老後の心配は基本的に解決 されている。

住宅の面では、前にも触れたが、安 い家賃で公営住宅 を労働者 に提供 して、確かに喜ば

れている。ただ し、混沌 とした文革の間、人びとの衣 ・食 を確保するのにも政府は精一杯

であるか ら、住宅の建設にまではなかなか手が回 らなかった。企業であろうと、地方 自治

体 であろ うと、住宅建設はほぼゼ ロに近 い (表 9と 郁貝紅93年 を参照 )と いえるほどしか

なかったので、住宅難がますます深刻になった。文革の 10年 間で人口が増大 しただけでな

く、子 どもも大 きくなったので、入居時にち ょうどだった部屋 は、 ぎっしりす じづめでパ

ンク状態になった。また、文Wi初 期にまだ崎1身 寮で生活 していた若者 も、結婚 して家庭川

の一部屋 に移 る必要 もでてきた。 1959年 に工業地区に建て られた労働者の集合住宅の 1つ

である上海の膨 浦工人新村の住宅事情 を見れば、親子 4人 で 1間 (約 16平 米 )、 5-6人
家族で 2間 (約 30平 米 )が 標準であ り、平均 1人 あた りの居住面積 (ト イ レ、台所 を除

く)は 3-4平 米 である。室 内にはベ ッ ド、食卓、本棚、洋服 タ ンスが並び、寝食 と勉強

の 3兼用 である。台所 は 2-3軒 共用 (『 新 中国年鑑 』198095、 96)で 、水道の蛇 口も共

用のものが多 く、ガス、風 呂の設備のあるところは少なかった。 トイ レは街の共同便所 を

使用 し、風 呂は普通週 に 1回 銭湯 を利用す る。 この例などはまだよい方であるが、当時、

12平米の部屋 に一家 4人 が食事 も、勉強 も、就寝 もすべてをそ こで行 い、廊 ドに石炭 を燃

やすス トープを 1つ 置いて台所 とす るような家庭が少な くなかった。結婚に際 しての最大
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の困難 は この住宅 の問題 である。 そ してつ いに、夫婦生活 ので きる部屋があるか どうか も、

結婚相 手 を決 める重要な条件 になって しまったほ どであ る。住宅 を求め るために行政 や、

企業 に申請 して も、苦情 をいって も文革の混乱の中だか ら、誰 に も助 けて も らうことがで

きな い。結局、人 び とは 自分 で部屋 の天丼 に低 い 2階 を作 った り、廊下 の端 を板 で区切 っ

て部屋 を作 った り、庭 に小屋 を造 った りす るといった対策 で我慢せ ざるをえなかった。元

々のゆ と りのあ る整然 とした住環境 はだんだんな くなって、込 み合 ったみ じめな住宅風景

に変わ っていった。 しか し、 それ で も70年代 の前期 はまだ こういう対策 を施す余地 があっ

たので、 しば らくは まだ我慢 で きたが、後半にな ると、 もはや我慢の限界 を越 えるまでに

な った。統計 に よれば、文革 が収束 して 2年後 の 78年 には、 1人 あた りの居住 面積 は3.6

平方 メー トルであ り、 20年 前の 58年 の 1人 あた り4.78平 方 メー トルよ り約 25%も 狭 くなっ

ていた (表 9を 参照 )。

表 9 都市部 における住宅 の新築面積及 び住宅情況

年 新築面積 (億平方メー トル )

(固 有 と集団投資によるもの )

1人 あた り居住面積

(平 方メー トル )

1978

1980

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

0.38

0.92

1.15

1.07

1.25

1.21

1.10

1.08

0.83

1.07

1.17

1.46

1.78

3.6

3.9

4.6

4.9

5.2

6.0

6.1

6.3

6.6

6.7

6.9

7.1

7.5

出所 :『 中国統計年鑑 』1994288よ り作成
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文革の10年 間、全体 として長 く続 いた経済の低成長について、当時の中国の新聞やラジ

オ放送は報道 しなかった。反対に、 いつでも生産が計画指標 を上まわって達成 されたとか、

大 きな発展 を遂 げたとか、大 きな勝利 を収めたとか報道 していた。 しか し、 それにもかか

わ らず、年月の推移 につれて、住宅難、就職難、物資の欠乏などを、人びとは 日常生活の

中でますます強 く感 じてお り、文革の後期になると、 これ らの問題は、 いっそう厳 しさを

増 していった。なかで も、人びとの毎 日の生活で悩 まされたのは、市場供給の問題である。

す でに述べたが、文革の間、政府の配給制によって人びとの生活は、質素なが らもなんと

か確保 されていた。 しか し、物資が少ない配給制にだけ頼 って生活す るのでは、 もちろん

十分に欲求 を満足 させ ることはできなかった。ま して、 1970年 代半ばになって、人口が増

大 しただけでな く、人びとの欲求 もじょじょに高 くなるにつれ、配給制以外の品物 もいっ

そ う買い求めに くくな り、生活が徐々に難 しくなっていると、人びとは心配 し始めた。た

とえば、 1人 あた りの肉と卵は、 いずれ も月に 4分 の 1キ ロもしくは半キ ロしか配給 され

なかったので、野菜ばか り食べる日々が続 いた。工業製品については、テ レビのような商

品は贅沢品 といって もいいが、腕時計、 自転車、 ミシン等はやは り生活の必要品 といえる

であろう。 しか し、それ らもなかなか手に入 らなかった。数百人に 1台 というような割合

で購買券が各部署に配 られ、そこか ら、また何 らかの条件 に基づ いて、やっと幸運なある

1人 の人間の手に入 るのである。 この程度の「 贅沢品」 も貴重で、一般の人にはほとんど

が配給 されていないに等 しかった。最 も悩まされたのは、配給の対象 になっていないけれ

ども、消費の必要がある品物の場合である。たとえば、産婦に対 して一部の栄養食品を配

給 している。 しか し、中絶手術を受けた女性は、やは り体 に栄養 を補 う必要があるけれど

も、配給対象か ら外 されているので、栄養 をとらせ るために家族は大変 苦労 をさせ られた

のである。中国の慣習では こういう場合、鶏や卵 を多 く食べ させ るのであるが、品不足の

ためにそれができない時には、たとえば雀 をとる待業青年か ら雀 を買 ってきて栄養 として

食べる場合 もあった。薬品の欠乏は大問題である。重病で治療中、「 何 々の薬は手に入れ

るか、それがあれば助かる」 と病院か ら求め られ るとき、患者の家族 はどんな気持ちか想

像 できるであろう。その薬 を手に入れ るために、家族の人はどんな努力をすべ きか、 さっ

ぱ り分か らない。金があっても買 うところがないか ら、焦 りを募 らすばか りであろう。 こ

の薬品は、薬品管理部門にあるか もしれない。 ただ、すべての商品は国家の管理下 で流通

しているので、管理す る部門の許可がないと買えないのである。

市場供給の欠乏は、経済発展が鈍 いためだけで生 じたものではない。文革の間、市場に
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対す る政治的な取 り締 ま りが強化 された ことも、物資、特 に生活に 1番関連する農産物の

供給不足 を、人為的に助長す ることになった。文革前の1960年 代の初期にも配給制 を実施

していたが、 しか し、 この ときは、統一的な配給制 を貫徹 しなが らも、他方では自由市場

を利用す ることもでき、高価あるいは超高価の商品 も自由に買 えたのである。 ところが文

革の間は、 自由市場は資本主義 をはびこらせ る温床 だとして中央か ら容認 されず、徹底的

に禁 じられた。農家が 自分で飼育 した鶏、ア ヒル、卵などを消費 しきれずに売 ることさえ

も、資本主義の しっぽ と見なされ禁止 され た。取 り締ま りが厳 しい場合、たまに農民か ら

自家製の ものを買ったとき、警察あるいは民兵に捕まえられた ら、品物 を取 り Lげ られ る

だけでな く、農民はその上 さらに罰金や叱責 を受けたのである。

一方、物資の欠乏が原因で徐々に貴重品が隠 され、不正交換へ流れてしま う現象が多 く

なった。例 えば、薬品の場合、薬局に知 り合いがいれば、今の中国でのはや り言葉 でいう

「 関係」があれば手に入れ られるし、またあるラ ンクの指導者 と関係があれば、あるいは

何かの手段で関係 を結べば、指導者の 1枚 の「 批条」 (許 可の指示 )を 得てす ぐに手に入

れ ることができた。か りにその指導者が直接には薬局 と業務指導関係がな くても、指導者

自身の地位の威信 でとか、指導者のそのまた知 り合いを通 じて、薬局 に売 ってもらうこと

ができたのである。 このように、政府の物資に対す る統一管理は一時的には国民の基本生

活 を守ったが、物資供給の抜本的な改善が図 られていない以上、 いつか必ず権力による不

正交換が生まれ ざるをえなかつたのである。物資の供給だけでな く、就職や住宅の獲得に

しても「 関係」が大 いにものをいった。今 日世界的に知 られるようになった、中国での こ

うした関係による不正な交換は、実は文革の後期の物資 とチ ャンスの甚だしい欠乏にその

源 を発す る風 iOlと いえる。 このllJ題 は、党 と政府の幹

“

Sの 腐敗 を助長 し、ついには 1可 家集

団主義 自体 を動揺の方向へ と導 く一因となったのである。

要す るに、文革 も後期 になって、経済の停滞の悪影響がます ます顕著に深刻化 してきた

のである。人びとは、人口がずいぶん増 えたとか、プロレタ リア国際主義の義務 を遂行す

るためとか、ベ トナムやアフ リカなどの国々への援助が莫大であるとかの、行政側の説明

の真実 さについて、だんだんと疑 いを抱 き始めた。人びとの悩み、不審 と不安 を解消する

ために、「 億苦思甜」 という政治思想教育が強化 された。 これは、お年寄 りたちが建国前

の苦 しい生活を回顧 し、今 日のよい生活 と比較 して、昔 と今 との天地 のような差 を自らの

体験 として語って、今 日の幸せ を若者に感 じさせ る講演会である。たて前では「 修正主義

を防止 し、修正主義に反対する」ために、昔の苦 しい生活を忘れ ることな く、また、贅沢
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な生活を追求す るブルジ ョア的な思想 を批判 しなければな らないと宣伝 されたが、実際の

目的は、 こういう講演 を通 じて、特 に若者の眼前の生活に対する不満 を解消 しようとする

ものであった。「 憶苦思甜」 という政治思想教育が、文革後期に深刻化 した人びとの生活

難 に対す る不満 を解消す るのに、かな り成功 したことは否定できないであろう。文革期間

の極めて強化 された政治思想教育のもとで、人 びとは生活面にお いて、質素 にすればする

ほど光栄 であ り、革命的であ り、個人の ことを考えなければ考えないほど賞賛 され、尊敬

され、その代わ りに、党 と政府の指示 を理解 していな くても、いわれたことに しっか り従

えば従 うほど、党 と国家 と人民に忠実だと、 般́的に思わね′ていた。 :iい 換 えね′ば、党の

政治思想教育を強化 された国民は、たしかに国家集 団主義的な価値観 を政治的に過激化 し

ていったのである。

3・ 2.経 営主体 の価値観 の変化

党 と政府に対す る不信

以上は中国的経営の最初の動揺 について述べたものであるが、 これか らは中国的経営の

第 2段 階の動揺 について述べよう。中国的経営の第 1段 階の動揺が国家集団主義の政治的

過激化の もとで起 きたのに対 して、中国的経営の第 2段 階の動揺 は、国家集団主義の低下

によって発生 したのである。 1976年 10月 の「 四人組」の逮捕 を契機に党 と政府が文革 を収

束 し、政策の中心 を階級闘争か ら経済発展へ移行 させ ようとした時、 いいかえれば中国的

経営をあ らためて強化 しようとした時、文革の失敗によってシ ョックをうけた国民の、党

と国家に対す る信頼は谷底に落ち、国家集団主義は崩壊の一途 をたどった。そ してついに、

伝統的な中国的経営 を復興 できず、最後 には、改革開放の道 しか残 されていなかったので

ある。

国家集団主義の低下 とは、 いいかえれば、国民 と国家 との間で結ばれた運命共同体が崩

れ るということでもある。国家集団主義の低下は、文革の中 。後期か らも生 じ始めていた。

しかし、全国的にまた各階層の人びとにまで広 まったのは、文革収束後の ことである。 こ

れは、最初は毛沢東への失望か ら始まったものであるが、ひいては党 と政府への不信にま

で発展 したものである。すでに述べたが、中国の国家集団主義がなぜ形成、定着、 さらに

高揚 というサ イクルで展開す ることがで きたのかといえば、それはlbF敗 しきった国民党 を

追 い出 した後、共産党 と共産党の指導す る″i政 府が、国民、その中で も特 に今 まてヤll会 の
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最低層にいた勤労大衆が、長 い問希求 していた政治保障と信頼、社会的公平 と安定、経済

発展 と生活向上など、つま り政治的、社会的、経済的、お よび文化的な諸欲求を充足 でき

る、強大な国家 を作 りあげたか らである。 もちろん、文革の10年 間、特 に後期になって、

労働者たちの願 いは期待通 りには叶わなかったばか りでな く、政治的、経済的な危機感 さ

え抱かせ られ るようになっていた。それに もかかわ らず、 100年 あま り苦 しめ られた腐敗

政治か ら救われた人びとは、 1950-60年 代の夢に満ちた感動 を深 く記憶に刻み付けていて、

簡単には党 と政府 を疑 うことがで きず、また疑 いたが らなかったのである。 ところが、文

革が終わって、党 と政府の指導 した「 Pl人 組」の横紙破 り的な行為に対す る摘発 ・批判l迎

動の中で、林彪反革命集団と「 四人組」の凶暴な破壊が10年 も続け られた ことの重要な理

由の 1つ には、彼 らが文革の極端 な「 左」へのかたよ りを利用 したことにある、 というこ

とが徐々に明 らかに されてきた。 したがって、一歩突っ込んで、文革に対す る批判、 さら

に建国20数年来政府の行 った反右派運動や大躍進など、一連の運動に対す る見直 しを通 じ

て、国の政治制度に対す る中国国民の愛着 を弱めさせ た原因は、 もちろん複雑ではあると

はいえ、 もっとも容易に見解の一致す る点は、一連の政治指導の誤 りに原因があるという

ことであった。そして、過激な思想 をもって各運動 を指導 してきた、毛沢東に対す る糾弾

を引き起 こした。「 毛沢束は自分 に対す る個人崇拝 を煽 った」「 毛沢束は権力喪失を恐れ

て文革 を起 こした」「 毛沢東は自分の権 力欲のために国民の信頼 を利用 し、国民 をだまし

た」「 毛沢東は秦の始皇帝 よ り残虐だ」などの議論が百出す ることになった。そ して、そ

れまでは世の中でも 1番 の尊敬 と忠誠の言葉のすべてを捧 げつ くしてきた毛沢東に対 して、

猛烈な反感が生まれ た。毛沢束の威信 は急落 し、彼 に対す る崇拝 も180度 逆転 して しまっ

た。 これは、 1988年 10月 に財団法人 日本青少年研究所が中IJの 北京、人 71t、 広東、内モ ン

ゴルの 4ヶ 所 で16歳 以上の人を対象に、若年層、中年層、老年層 に分けて、 自分の手本 と

す る、あるいは崇拝す る人物の名 前を 1つ だけ選んでもらう調査か らもはっきり分かる。

表 10は 、人びとの選んだ人気のある人物 を上位か ら5位 まで並べたが、毛沢束はその 5位

までのいずれにも入っていない。印象深 いことには、若年層か ら老年層 まで半数以上の人

は、 1番崇拝 している人物 として、いつで もやさしく、一生国民のための実務に没頭 し、

権力を欲せず、毛沢束 を助け、彼の威信 を立てた周恩来の名 を挙げている。 これはむ しろ、

毛沢束の権力欲に対する反感 を示唆 しているともいえよう。

毛沢束 に対する評 flliは 、文革が終わってか らしば らくの間、歴史上最低の水準 にまで転

落 した。その後、党が中国 ギi命 と建国後の歴史 を|:!1顧 し、党が14j馴 的に実施 した |ノ1:」 lJl
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表 10 中国人の 自分の手本 とす る、あ るいは崇拝す る人物

llF位 若年層

16-29方誠

中年層

30-45方気

老 年 層

55歳 以上

1位

2位

3位

4位

5位

周恩来  51.0

コ
゛

,レハリョフ  6.2

魯迅    6.2

万潤南   5.2

レーカ・ン      3.7

周恩来   63.5

コ
゛
ルハ

゛
チョフ  7.1

魯迅    3.4

劉賓雁   3.7

唐太宗   4.4

周恩来       83.4

魯迅        5.5

唐太宗       3.1

へ ―゙トーヘ
゛
ン            1.8

Jf鋒 、留1賓 lllf、 陳毅  1.2

日 年 1989 49

の誤 った指導思想 を全面的 に整理 ・清算す る中で、漸 く毛沢束 に対す る評価 は、 また徐 々

に相当程度 回復 した。

毛沢東 に対す る国民 の不信感 は、 い うまで もな く、党 と政府 に対す る信頼 をも動揺 させ

た。特 に当時、党 内外 の人 たちは文革の「 左」傾の誤 りを批判 ・是正 し、党の正 しい路線、

方針、政策 と優れ た伝統 を回復す るように強 く求 めていたのに、政府 は、人民大衆 の強烈

な要求 に対 して、なかなか適切 な対応措置 をと らなかった。 したがって、党 と政府 に対す

る不信 は、一層強まったのである。 これ は一方 では、当時の客観 情勢 か らいえば、 10年 間

の文革 に よって生 じた政治・思想 面におけ る混乱、特 に党 内に長期的 に存在 した「 左」傾

の誤 りは簡単 に短期 間 内で除去す る ことがで きず、 また党 が「 左」傾 の誤 りを全面的に清

算す る思想準備 をしていなかった ことに由来す る。 また他方では、毛沢東 か ら後継者 とし

て推薦 され、当時党 中央主席 と国務院総理 を担 当 した華国鋒 も、指導思想 にお いて引 き続

き「 左」傾の誤 りを犯 していた ことに も原 因があった。

華国鋒 も、文革 による社会混乱の収束 を 目指 したけれ ども、文革の問題 の本質 を十分に

理 解 して いなかったのであ る。特 に、「 文化大革命 」 と毛沢束が晩年 に犯 した誤 りとの関

係 を、 はっき りと認識 して いなか った。つま り彼 は、徹底的 に文革の誤 りを糾明す ると同

時 に、毛沢束の歴史的地位 と毛沢東思想 を党 の指導 思想 と して維持す るとい う複雑 な問題

を解決す るに足 る、十分な識見 と胆力 を持 って いなかったのであ る。彼 は、事実通 りに毛

沢束 の晩年 の文革の誤 りを指摘 し是正 して こそ、 は じめて毛沢東 と毛沢東思想 を旗 印 とす

る中国共産党 と中国革命の優秀な伝統 を継承す る ことがで きる、 ということを知 らなか っ

た。彼 は、毛沢束思想 を守 るためには、 文革の中で毛沢東 が行 った 1重 要な指示 と決定 を否
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定するわけにはいかないと思っていた。 こうした立場 と観点か ら、華国鋒は「 四人組」を

粉砕 してまもな く (1977年 1月 )、 「 両個凡是」 という方針 を打ち出 した。つま り、毛沢

東の出 した決定 であれば、すべて我 々は断固として守 り、毛沢束の指示であれば、われわ

れは終始一貫 して従 うべきだという方針 である。「 両個凡是」 という方針の もとで、華国

鋒は、文化大革命を「 きっとプロレタ リア専政の歴史における初 めての偉大な挙行 として

史書に名 を残 されるにちが いない」 と、文革 を肯定 したばか りでな く、「 このような性質

の政治大革命は今後 とも数回行わなければな らない」 と、1977年 8月 に開かれた党の第H

期全国代表大会で党中央 を代表 して行った 1政 治報告」の中で宣 (liし た。彼はり|き 続 き、

文革の中で使われた一部の間違った言い方を使 い、「 階級闘争 を要にす る」 と「 プロレタ

リア専政の もとでの継続革命」の理論 を堅持 しなければな らないと強調 し、「 引 き続 き郡

小平を批判 し、判決 を覆そうとす る右傾的な動 きを反撃 しよう」 という運動が正 しいと考

え、依然 として1976年 の天安門事件 を「 反革命事件」 とみな し、それに対する名誉の回復

を拒否 したのである。 さらに1978年 に全国で湧 き起った混乱 を治め正 しい世にかえすのに

重大な意義 を持つ、「 真理 を検証す る基準は何か」 という問題 を巡 る討論 を圧制 し、老幹

部の職場への復帰 と名誉の回復 を遅 らせ た り、阻止 した りした。華国鋒は、毛沢束の後継

者だと自認 し、引き続 き過去の個人崇拝 を維持すると同時に、 自分に対す る新たな個人崇

拝 を造 った り、受けた りした。それによって、党の文革の「 左」傾の誤 りを是正 し、全面

的に混乱 を治め、正 しい世にかえす ことを妨げたのである (朱 宗玉 277、 278)。 華国鋒の

こうした誤 りは、文革収束後の 2年間に、国民の党 と政府に対 してすでに存在 していた不

信感 を一層募 らせ た。

その後、 1978年 5月 に、部小平や葉貪1英 など党中央指導部にいる中国革命の占参革命家

たちの支持で、「 真理 を検証す る基準は何か」という問題 を巡 る討論が全国で展開 された。

この討論 を通 じて、全党及 び全国民は、 1つ の理論が真理であるか否かの唯一の検証基準

は実践だということ、つま り、その理論 を実行 して、その結果 を見て判断すべきであって、

毛沢束がそう言 ったか言っていないかによって、判断するのではないということを理解 し

た。また、毛沢束の したことと言 った話はすべて真理で、 1つ も動か さずにそのまま実行

すべきだということでは、毛沢東思想に忠実だとはいえず、む しろ「 すべては実際か ら出

発 しなければな らない」「 理論 と実践 を相結ばなければな らない」 (『 毛沢東語録 』 )と

いう、毛沢束が一貫 して強調 したマルクス主義原理 を守って行動す ることこそ、毛沢東思

想の旗印を高 く掲げることになるのだとさね́た。 この討論は、広 1砲 な党の幹部ばか りでな
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く、人民大衆が、長期 にわ たる「 左」傾 の誤 った思想の東縛 か ら脱出す るための、思想的

な理論基盤 を築 くものであった。

1978年 12月 の党 のH期 3回 全国代表大 会では、華国鋒の「 両個凡是」の方針 が批判 され、

毛沢束 の提唱 した理 論 を実践 とを相結ば なければな らない、現実 の中で真理 を追求す ると

いう原理 を堅持す ることで認識の一致 をみた。 また、党 と国家の政策の重点 を、 1979年 以

来の「 階級闘争」か ら「 社会主義現代化建設」の方 に転換す る戦略が宣告 され た。つま り、

改革開放 と国内経済の活性化 という方針 が打ち出 され たのであ る。 この大会 にお いては、

文革中に国家の政治生活について発生 した ‐部の重大 な政 治 JF件 、及 び、文 革の前か ら残

っていた一部の歴史的な問題 を討議 し、党の歴史 にお いて一部判断 を間違 った重大 な案件

と、一部 の重要な指導者 の功罪 の是非 に対す る評価 について再審査 の上、解決 され た。ま

た、党 の建設 についての歴史的教 訓に学 び、全党 の民主集 中制 と党規党法 を健全 に し、党

の規律 を厳粛 に し、党 中央 と各級 の党委 の集 中指導 を強め、個人崇拝 に反対す るというこ

とが強調 され た。党の 11期 3回 大会 を きっかけに して、党 の指導思想 の是 正 と、 さらには

改革開放 による経済 の繁栄 が徐 々に見 られ始 めたの で、人 び との党 中央 と中央政府 に対す

る不信 は、文革収束 の直後 の谷底 か らある程度 回復 していった。

文革後 の価値意識 の変化

ところが、文革の否定 に よる党 と政府 に対す る信頼感 の急落は、文革後期 にな ってます

ます深刻化 した経済停滞 に よる物質生活 の欠乏、住宅難、就職難、進学難 な どの社会問題、

さ らに党 と政府 の官僚機構 の老化 による官僚主義の進展、幹部腐 敗の顕在化 な どか ら生 じ

た人 び との悩み と不満に火 を付 け、人 び と (党 員 も例外 と して逃れ る ことが できない )の

今 まで抱 いていた人類解放、共産主義への信仰 は急速 に崩れ、革命的 。共産主義的 な価値

・規範が乱れ、 アノ ミー状況に陥 って しまった。建国後 の一連 の政治運動、特 に文化大革

命が人 び とに与 えた最 も大 きな教訓は政 治への敬遠 であ り、 また最 も大 きな損失は人間関

係の破壊 だといわれて いる。政治運動が起 こると、一部の人が批判 され た り、失脚 した り、

さ らにひ どい場 合、 自殺 に追 こまれ た りす るのに、一部の人は讃 え られ た り、入党 を認め

られ た り、革命委 員会の委 員に昇進 した りす る。今 日は極 めて信頼 され ては いるが、明 日

は急 に反 革命分子 と宣告 され、逮捕 され る。 また今 日は党 の呼びかけに応 じて他人 を摘発

したが、明 日になれば他人 か ら、時には親友 か ら、 自分が摘発 され る。無実 な摘 発 であっ

て も承認 しなかった ら、党 と人民 に頑強 に抵抗 して いると lj七 Ⅵlさ れ る。 |‖り、批 、改」の
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階級隊列の純粋化及 び林彪集団の摘発の後、階級闘争の範囲が さらに拡大 しそうなだけで

な く、基準の恣意性 も大き くな り、政策の急変は、人びとが予測できない政治の海で、波

のまにまに流れ るように感 じられていた。文革 を経験 して、人びとは政治 を怖い、危ない、

敬遠す る方がよいと確実に思い、 また、解放初期にあった睦ま じい人間関係は、深刻な人

間不信に変わって しまった。 こういうわけで、文革終焉後、多 くの人 たちは、革命的な情

熱 を失い、政治 を敬遠 し、ほどほどに働 き、エネルギーを家族や少数の親友 との間での単

純な娯楽 と助け合いに費や し、分 に応 じて己を守 る生活態度 を取 り始めた。 こういう態度

は、文革の前な ら革命的意志が衰退 していると批判 され、許 されなかったものである。と

ころが この ころには、「 もらった給料の分だけ働 く」 という言葉がはやったほど、多 くの

人は、文革の恐 ろしい「 階級闘争」に驚愕 して、 こういう人生観 を余儀な く選択 させ られ

た。人びとの こういう人生観 は、 日本青少年研究セ ンターによって1990年 2-3月 に中国

の上海市 と広州市で行われ た、文革体験者 で当時30-45歳 の中年世代 と55歳 以上の老年世

代 を対象に行われた、ア ンケー ト調査の結果にも現れている。

政治への敬遠傾向は次の表 Hで 分かる。表 11は 職業期待の順位 である。表に挙 げ られた

順位の外 に、第 5位 は文学者、画家、音楽家 (13.2)、 第 6位 は編集者、記者 (6.8)、

第 7位 は普通の公務員 (6.2)、 第 8位 は個人経営者 (4.2)な どがある。順位か ら明 らか

だが、学問 をす る者が尊敬 され、人に仕 える者、サ ー ビスする者が軽視 され る中国伝来の

考 え方が現れている。他方 で、「 企業の経営者」の人気は、伝統文化か ら来たもの という

よ り、む しろ、経済改革に伴 う活性化な どの影響か らと考えられ る。 ここで問題 なのは、

いずれに しても「 党、政府機関の リーダー」への期待率が低 いことである。権力社会 と言

われる中国では、本来権力が もの をいうのである。 しか し、特 に文革の中では、政治的な

理由で しば しば人に憎まれた り、あるいは身のまわ りの人たちに も迷惑がかかった ことが

あるので、政治か ら離れようとす る傾向が顕著に現れている。特 に老年層は、文革の時に

一定の政治的職務についていた人がいて、ひどい目にあったことがあるせ いか、む しろ普

通の企業職工の方がましだという考 えが中年層 よ り2倍 も多い。

次に文革による人間不信 についてであるが、その変化 を、やは り同研究所が行った中年

世代 と老年世代の持つ連帯感 に関するア ンケー ト (表 12)を 通 じて観察 してみよう。中国

では、建国以来の人間関係について、「 50年 代人愛人、60年 代人助人、70年 代人闘人、80

年代以来個人管個人」、また「 60年代は人びとが雷鋒に学び、80年代は雷鋒が見 られな く

なった」 という言葉がある。つま り前者 は、 1950年 代のには人びとが互 いに愛 し合ってお
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表11 中国の中年層 と老年層世代の就職期待 (%)

順 位 項 目 中年層 老年層 中年以上の人

1位

2位

3位

4位

末位

教員、教授、科学者、医者

企業の経営者

普通の企業職工

党、政府機関の リーダー

サ ービス業の従業員

42.3

17.2

4.4

11.0

0.8

46.8

18.6

13.6

6.6

1.2

44.6

17.9

9.0

8.8

1.0

出 日本青少年研究のア ンケー トより作成 (同
・
所 42

り、 60年代 には人 びとが互 いに助 け合 って 3年 間の困難 を乗 り越 え、 70年 代の文革の中で

は人 びとが互 いに攻撃 しあい、 80年代 以降 は人 びとが他人 を信用せず、 自分で 自分のため

に努力 し、 自分の身 を守 るという意味 である。後者 は、 1960年 代 には雷鋒のような人 を助

け る人間が大勢 いたのに、 80年 代 にな って、 こういう人間が見 られな くなったという意味

である。確 かに文革後 は こういう傾向である。 まず表 12に 示す 中年層 のデ ータを見 よう。

中年層 では 4項 目目の「 最 も尽 くしたい人」だけは「 友人」が 1位 を占めているが、外 の

「 利害 関係 の最 も一致す る人 」「 生 活の上 で最 も必要 とす る人 」「 最 も信頼 して くれ る

人」の 3項 目につ いては、すべて「 自分」が 1位 となって いる。 さ らに 1位 と 2位 の比率

差 を見 ると、中年層 では 4を 除 いた、すべての項 目で差が大 きい。つま り 1、 2項 目の示

す 日常生活の面 で も、 また 3、 4項 目の示す心理的な面で も、頼 りとなる者が他人 ではな

く、「 自分」 だということを示唆 している。

ここで説明 を加 えるべ きなのは、中年層 が 4項 目日で「 友人」 を 1位 と挙 げた外 に、 ま

た 2、 3項 目で もそれぞれ 3位 と 2位 に「 友人」があがっているに もかかわ らず、 この こ

とでは、 かな らず しも彼 らの人間不信 を否定 で きな いということであ る。彼 らの「 友人」

とは、決 して通常 の意味 での「 友 」、つま り集 団主義の意味 での「 友人」 で もなければ、

建 国後提唱 され た革命的イデオ ロギーでの「 同志」で もな い。む しろ、文革後氾濫 して き

た資源やチ ャンスの獲得 に関連す る不正交換 と「 走後門」 (縁故 を通 して資源や便宜 をも

らう )の 風潮の中で実利的 なネ ッ トワークを維持す るための、 中国の古 い伝統文化 で賞賛

され た「 肝胆相照 らす友」の現代 的応用 といえよう。 これは同研究所 の行 った「 友人観 」

をテ ーマに したア ンケー ト (1991年 10)で も分かる。中年層 と老年層 は、 ともに「 自分 に
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恩恵 を与 えている人 こそ、真 の友 人だ」 につ いて、 それ ぞれ44.7%と 55.0%、 つま り半数

の人が友人 とは、 自分 に とっての恩恵や利益 を前提 に した上 での助け合 いや犠牲 となる間

柄 だと思 っている し、 また、両世代 とも半数 ぐらい (58.1%、 46.2%)の 者が「 何 と言っ

て も、 人間 は 自分 の こと しか考 えて いな いの だか ら、他 人 を信用ば か りして もい られな

い」に賛成 しているのである。

表 12 中国の中年層 と老年層世代 の連帯感 (%)

目項 :141「1り曹 老年層

1位 2位 3位 1位 2位 3位

利害関係の最 も一致す る人

生活の上で最 も必要 とす る人

3.最 も信頼 して くれ る人

4.最 も尽 くしたい人

自分

26.8

自分

35.5

自分

45.1

友人

22.0

会社

14.4

親戚

15.6

友人

15.6

自分

16.4

親戚

13.0

友人

15.2

親戚

11.6

会社

15.4

親戚

29.8

親戚

35.4

親戚

27.6

親戚

27.8

政府

18.6

自分

15.4

自分

26.0

政府

20.0

会社

14.0

政府

12.6

政府

9.2

会社

16.4

出所 :日 本 の ア ンケー トよ り 199 33

以_Lの デ ータを概観 して見れば、 中年層世代 のかな りの考は、利害関係 の一致す る者、

必要 とす る者、理 解 ・信頼 して くれ る者、 日常生活 で も心理的 に も頼 る者 がな く、結局、

自分 自身 しか頼れ な いと思 っている。かな りの人間不信 と孤独の中で生 きて いる中年層像

が描かれ ているといえる。 中年層 のひどい人間不信 に対 して、老年層 も案外 に今 までの革

命的同志関係 を持 たず、親戚 とかな り親 密 な関係 を持 っている。 これ は老年層 ではすべて

の項 目につ いて「 親戚」が 1位 である ことか らうかがわれ る。 また、老年層 では、 日常生

活の面 では 1位 とな る「 親戚」 と 2位 の もの (政 府 あるいは 自分 )と の差が大 き く、心理

的 な面ではその差が小 さい ことか ら、心理的 には親戚 に頼 っている者 と自分 自身に しか頼

らな い者 に分 かれ ていることが分かる。老年層 では、「 親戚派」「 自分 自身派」 と並んで、

「 政府」 に llJl待 している者が中年層 よ り多かった。 これには、 たてまえの要素 もあ るか も

しれないが、老年層 の保守的な特徴の外 に、新 中国に生まね′赤 ljtの ドで fJっ た中年 l14と は
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違 って、絶対的多数の老年層の人は社会主義革命による恩恵を受けたため、中年層 と同 じ

く政治運動で痛 い傷 を抱 えてはいても、それでも、すべてがまた正 しい軌道 に戻 ると政府

を信 じたが る心理 もあろう。

要す るに、 もし中国人 を、①党 と政府の呼びかけた各種の大衆運動に積極的に参加 し、

意気込み高 く国家建設に没頭す る「 先進分子」 と、②政治にあま り情熱 を表 さないが、与

え られた仕事だけはまじめに取 り組む「 中間分子」 と、③個人の利害ばか りに関心 をもち

仕事 を怠ける「 落後分子」の 3種 類に分ければ、 1960年代 までは「 先進分子Jが 多 くいて、

党組織に近づき政治的向上 を追求するのが光栄 だと思われ るのに対 して、70年 代か らは、

得 た給料の分 だけ働 くという言葉がはや りになったほ ど「 中間分子」が多 くな り、 また

「 先進分子」が人に憎まれ、孤立 されたと感 じるほ ど「 落後分子」 も多 くなったといえる。

いいかえれば、国家集団主義的価値観が低下 したのである。文革終焉後、党は一連の政治

思想教育を再び進め始めたが、 もはや効果はあま り見 られなかった。党員たちの前衛 とし

ての模範的性格の喪失 も一般化 しつつある。愛国主義 と共産主義思想教育によって経営を

すすめる党 と政府の一貫 した手法は、 もはや効力を失い、今や経済改革 をこそすすめなけ

れば という局面 を迎 えたのである。 もし、中国的経営の第 1段 階、つま り、文革期 での動

揺が国家集団主義の高揚 しす ぎによるというな ら、中国的経営の第 2段階の動揺は、国家

集団主義が崩壊 したことによるといえよう。
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第 4章  中国的経営の改革期

中国的経営の第 4期 は、改革期で、 1979年 の改革開放が実施 されてか ら今 日までである。

すでに述べたが、中国的経営の形成は、 ソフ ト面の要素である人びとの国家集団主義的価

値観の保有 と、ハー ド面の制度的要素である企業面において、①全国的規模の公有経済の

圧倒的な存在、及 び②計画経済による企業の独 自の利害の不在 と経営主体 としての弱い地

位 という 2つ の基盤 を条件に していた。その中国的経営は、建国か ら形成、定着 を経て、

文革に入って動揺 し始める。文革の時、中国的経営の動揺 は、主に国家集団主義的価値観

が政治的に過激 になったことによって招かれたが、文革直後の動揺は、主に国家集 団主義

的価値観 の急低下によって もたらされたとぃえる。改革開放後 も、中国的経営はひきつづ

き動揺 している。 これは改革による動揺 である。その中には経済体制の転換期に深刻化 し

た幹部の腐敗などによるもの、つま り、幹部腐敗が党 と政府の威信回復 を妨げ、ひいては、

国家集団主義的価値観の修復 を阻止 した ことによる動揺 もあれば、改革開放の深化による

単一的公有経済の崩壊 と市場経済の導入に伴 い、中国的経営の制度的な基盤が失われつつ

あることによる動揺 もある。

1.中 国 的 経 営 の基 盤 の 喪 失

幹部腐敗の深刻化

党 と政府 に対 す る信頼の回復 は、毛沢東 という一人の人物 に対す るそれ よ りずっ と難 し

い。人物 の場合、 その人一人の言行 を見れば、功罪 がはっ き りす るの に対 して、政党は党

員か ら成 り、政府 は上層 か ら低層 まで各種 のポス トについている官吏、公務 員か ら成 り立

つているので、 1つ の政党 あるいは、 1つ の政府 の善 し悪 しを評価す る場 合、その綱領、

理 論、路線 と方針政策 は当然 の こととして、 その実践、つま り、 それ を構成 した一人ひと

りの党 員、 あるいは一人 ひ と りの公職人員の言行 に よって判断 され るか らである。新 中国

の建国直 前の 1949年 当時、人民解放軍が各都市 を解放 したとき、 国民党 の反 共産党宣伝に

惑わ され ていた市民 は、市内に入 った、疲 れ 切った人民解放軍の戦士が街路 に野宿 し、 市

民 をわず かた りとも侵害す るところな しという姿 を見て、共産党 を理 解 し信 頼 したのであ
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る。また建国後、苦 しい ことを争 って先頭に立 ってや り、享楽的 な ことは民衆 に譲 り、物

質 的な利益 はほ とん ど得 られな くて も、仕事 に一所懸命努 め、高官 で も質素 な生活 を し、

またよ く農村や工場 を視察 した り、大衆 の代表 と懇談 した り、短 期間の肉体労働 に よ く参

加 した りす るというよ うな幹部の姿 を見 て、人 びとは、政府が国民のための政府 だ と信 じ、

支 持 したのであ る。正 に建国初期 の中国幹部か ら全般的 に よい印象 を与 え られ たあ る外国

人 が「 人民政府 が数億 の中国人民 を有効 な活動 に参加 させ る ことがで きた秘 密は、幹部た

ちが個人の損得 な ど少 しも念頭に置 かず奉仕す る ことにある」 (Lapwood 61)と 言 ったよ

うに、 1つ の政党 あ るいは、 1つ の政府 のイメージ、威信 、凝集 力は、多 くの党員あるい

は政府公務員の言動に基 づ くのである。

中国では、改革開放前まで、 ほ とん どの組織 が国有であ った (集 団所有制 の職業体 で も

国家の参与が一般化 していた )か ら、勤 めている人 のほ とん どが公職者 といえる。 こうい

う特殊性 を考 えて、 ここではわれわれは、政府 のイメージに比較的大 きな影響 を与 える党

と政府機関、軍隊、 団体 におけ る各級 の官吏及 び、各種 の公有制 の企業、学校、病院、商

店 、劇 団な どの職業組織 におけ る管理職 な ど、つ ま り「 幹 部」 (1990年 に1,150万 人に達

し、同年 の全国人 口の 1.01%占 める一一 鄭也夫 1-113)だ け を国家公務 員 と限定 して考察

す る。 また党 については、党 と政府 は「 党政不分」、つま り両者 の機能が未分離状態 にあ

り、特 に政府高官 は もちろんの こと、低層管理職 もほ とん ど共産党員 によって占め られて

きたか ら、国家 公務 員の言動 は、政府 だけでな く、党 のイメージ と威信 に も強 く影響 を与

えて きたのである。つま り中国 では、政府 のイメージはイコール党のイメージだ といえる。

ただ し、党のイメー ジは、党幹部 だけでな く、 ‐
般党 員の 言動 に も関連 して いる。 :|:国 共

産党 は労働者階級の前衛隊 で、 それ は労働者階級 の先進分子か ら組織 されて いると党の綱

領 に明記 され ているので、幹 部党員 であろ うと、一般党員 であろ うと、党 と国家 と人民大

衆 のために努め、全人類の解放 と共産主義 の理想 を追求す るために、必要な場合には、 自

分 の命 を も惜 しまず捧 げるの を義務 とす る ことを、入党す る時 に誓 ったのである。 したが

って理論的には、一般党員 といって も、一般大衆 と同 じような振 る舞 いを してはいけない

とされて いる。 1996年 現在、 中国では5,700万 人 の共産党 員が いる (李傾之 37)の で、国

民 の党 へ の信頼感 は この 5,700万 人 の共産党員の行動 に よって左右 され ると言 い換 える こ

ともできる。

党の 11期 3回 大会後、一方 では、党 と政府 の文革 に よる破壊 か らの必死の修復 と、党の

工作重点 の転換 か ら、人び とは希望 を感 じ始 めたが、 しか し他方 では、文革の後期 か ら顕
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在化 しは じめ、改革開放の市場経済への転換期 に さ らに拍車がかかった幹部の腐敗 は、国

民 の全般的な不満 を呼 び起 こして大 きな社会問題 とな り、党 と政府への信頼 回復 を妨 げた。

文革期間 な らびに文革 前の中国の社会生活 につ いての多 くの研究資料 か ら、 中国社会生

活 の中に種種 さま ざまな腐敗行為が少な くな い ことが分か る。 しか し、全体的には当時の

腐 敗行為 は、規模 にお いて も割合に小 さ く、数 にお いて も割合に少な い。 しか も一般 にま

だ顕在化 していない状 態にあ る (葛延風 186)。 1980年 代以 前の腐敗現象 は、 ただ煙 草や

お酒 を贈 った り受けた りし、 また「 走後 門」で軍人 になった り、就職 した り、大学 に進学

した り、 よ りよい職場 に転職 した りす る程度 の低 い レベルの不正行為 に とどまっていた。

しか し、改革開放後 の体制転換の中で、 市場 による資源配分のシェアが 日増 しに増大 して

いるに もかかわ らず、「 放権 」 (改革開放政策 の一 つ。今 まで上層部 に集 中 した各種 の権

力 を一部手放 し、下層機関へ譲 る こと )に よる地方や下級 の行政機関 に握 られ る権 力の増

大 な どの複数の原 因によ り、特 に経済 の離陸段階におけ る生産 または生活要素の欠乏のた

め、各種 の行政権力、計画の権 力な どは、資源配分 の中で依然 と して重要な位置 を占めて

いる。それ どころか、経済発展 の加速 が供給矛盾 を複雑化 させ るために、 これ らの権力の

働 きは経済 と社会生活 の多 くの領域の中で相対的にます ます増大 した。 1980年代 には、郷

鎮企業、私営企業が計画外の資金、原料、材料、エネルギ ーを求 め、運輸 の便宜や市場の

占拠 をはか るために、幹部 を腐蝕す る「 送紅包」 (現 金に よる賄賂 )や「 回釦」 (割 り戻

し )な どの「 銭権交換 」 (金 で権力者 を賄賂 し、便宜 をはかって も らう )ブ ームが起 こり、

幹 部腐敗 の レベルが一段 とひ ど くなった。 1990年 代 に入 ると「 社会主義 か資本主義 か を問

わず、金 さえ儲 かれば」 という風潮の中で、汚職、 llm tti、 受財i、 求 lll、 lllt8t、 禁制品の売

買、公的 な物 の個人 占有、偽物 の製造、 ピンク物の売買、女郎買 いな ど、「 まるで堤防が

切れた水 のように、腐敗 は さ らに一段 とひど くなった」 (大 江 27)。 全国検察機関が 199

3年 9月 か ら12月 まで調査 。処理 した 1万 元以上の汚職、賄賂の重大 な案件 は6,790件 で、

92年 同期 よ り2.1倍、 公的な資金 を 5万 元以上流用 した大 きな犯罪 は 1,748件 で、 92年 同

期 よ り2.7倍 増 え、 さらに、処級以上幹 部 (処 長 と処長以上の幹 部 は高層指導幹部の ラ ン

クに入 っている )の 経済犯罪 の大 きな案件 は716人 で92年 同期 よ り6.8倍 増 え、その中で局

級幹部 は61人 で92年 同期 よ り11倍 増 えた (大 江 27)。 つま リポ ス トが高 いほ ど、幹部に

よる大 きい犯罪 の増加率が高 いということである。 1993年 9月 か ら12月 まで、裁判所系統

に よって審理 され た経済犯罪案件 は13,HO人 に及 び、92年 よ り25.67%も 上昇 した。 また

ず いぶん皮 肉な ことには、法 を執行す る機関 に さえ腐敗現象が見 らね′る。経 済犯罪 と腐敗



現象が一旦露見 しても、それ らは、往々に して「 官官相護」「 権 権交易」 (権 力と権力の

間で取引 を行 いあう )に 流れて しまう。改革開放を守るという口実 の もとで、一部の法 を

執行す る機関は、 しば しば この類の案件に対 して「 重罰軽判」 をす る。たとえば最近 A省

では、数十名の犯罪幹部に対 して一律に軽 い処罰の判決を言い渡 し、その上、 さらに執行

猶予 を与 え、あ るいは罰金 をもって罪 を帳消 しにした。懲役の判決 を受けて も、虚偽の証

明書 を提出 させ て、外で「 病気」を治療する便宜 を図ってやっている (大 江 27)。

ここ十数年、腐敗は、未解決の社会問題の 1つ である。 1993年 12月 、北京社会心理研究

所 は、北京市民 を対象 に、全部で17項 目の社会問題の中か ら自分が最 も不満に思うものを、

また最 も政府 に力 を入れて解決 してほ しいものを、それぞれ 3つ 選 んでもらっている。90

0の 有効 回答の結果 を見 ると、腐敗問題 と物価問題 に対す る不満の比率が、他の項 目よ り

はるかに高 い。 しか し、最 も政府に解決 してほしい第 1位 の問題は、やは り腐敗問題で、

物価問題 は第 4位 にとどまっている (表 13を 参照 )(潟 伯麟 84)。 同年9-H月 の間、上

海市総工会 も、 同市にいる職工にア ンケー ト調査 を行っている。 2,296の 有効回答 によれ

ば、職工は党風 と社会気風に対 して強 い不満 を示 している。「 不満」 と「 強 く不満」は77.

18%占 めている。 前者は66.77%、 後者は10.41%で ある。反対 に、「 満足」 と「 非常に満

表 13 北京市民の社会問題 に対す る評価 (1993年 )

以下は省略

出所 :潟 伯麟 1995年 83

社会問題 最 も不満 で心配す る問題 最 も政府 に解決 してほ しい問題

% 順 位 % llE位

腐敗

物価

社会治安

消費財品質

教育

道徳

55. 9

5 0.  7

26. 3

24. 0

14. 7

20. 7

1

2

3

4

7

5

52. 4

22. 8

39. 2

1 7.  6

3 1. 6

1 2.  0

1

4

2

6

3

10
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足」は合わせ て22.43%で 、後者 はわずか1.31%に す ぎな い。そ して、 65.59%の 職工は党

の現況に とって最 も重大 な問題 は「 以権謀私」 (権 力 をもって私腹 を肥 やす )と い うこと

だ と答 えている (『 工運研究 』1994 No.414)。 1980年代 以降の多 くの調査結果 をみても、

高 い物価 と分配 の不公平 と腐敗現象が、人 び との最 も大 きな不満 と心配 の種 で、 また最 も

政府 に解決 して も らいたいと考 えている 3大問題 であった。 ところが、 1993年 になると、

高物価 と分配 の不公平 とは、 もはや政府 に解決 してほ しい問題 の上位 3位 に入 っていない。

ただ、腐敗問題 は依然 と して第 1位 にあ る (潟 伯麟 199584)。 こう した ことか らも、幹

部腐敗の問題 の重大性 は充分 に理解で きるであろう。

実 は、党 中央 は再三 にわ たって腐敗防止 を強調 し、早 くか ら各機関、 団体 、企業 の党組

織 に党の紀律検査委 員会 を設置 し、 また一部の規則、法規 も策定 したが、抜本的に阻止す

る方策 はまだ見出 されていない。国家公務 員の腐敗 の深刻化は、 国家集 団主義 ひいては中

国的経営の崩壊 を進 め る可能性がある。

次に、人 び との価値観 の変化 につ いての調査結果 か ら、 中国的経営の動揺 を観察 しよう。

まず、 日本青少年研究所 が 1988年 10月 に、北京、天津、広東、 内モ ンゴルの工場、学校、

役所 な どの集 団単位 で行 ったァ ンケー ト調査 の関係部分 を取 り出 して、国家集 団主義 の動

揺 を考察 しよう。表 14に 挙 げ られた 1と 2の 項 目は、党 と国家への献 身意識 であ る。「 職

業 を選ぶ際、国の必要 に従 うべ き」「 国また社会の ためな ら、無実の罪 をきせ られ て も価

値 がある」な どは、昔、党 と政府 の要求 した革命信条 であ ったが、 これ らにつ いての今の

若 中年層 の賛成 率は極 めて低 く、 あま り応 じた くな い姿勢 をとっている。 これ に対 して老

年層 の賛成率が高 いが、す でに述べたように、老年層の経歴 の特 殊性 と高年齢による保守

性か ら革命的 イデオ ロギーを固守す る傾向があるの で、む しろ、 若中年層 の回答が当面の

現実に近 いと考 えた方が よいと思 う。 また、党 と政府の独断傾 向 を示す項 目 3を 取 り上げ

てみ ると、 この項 目に対 して老年層 の感 じ取 った比率は若 中年層 と同 じであって、第 1、

2項 目に対す る高 い賛成率 を支 える根拠 は、あま りないはずであ る。 したが って、老年層

の 1と 2の 項 目に対す る回答 は、政治的 イデオ ロギ ーに拘束 され た、建 て前上の回答 とも

思われ る。

価値観 の変化 は いつ も社会変動 よ りも遅れ る ことと、す でに1980年 代 に始 まった改革開

放 もまだ「 放権 譲利」な ど非本質的な問題 をめ ぐる段階に とどま って いて (本 章 1。 3節

を参照 )、 社会全体、特 に改革の対象 であるはずの企業 では、まだ本質的 な変化 は起 きて

いない。文革が終 わ った頃 に生 じた 1埴 命的信念 と共産主義価値規範の動揺 は、 アノ ミー状
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態か ら徐々に脱出 しつつあったが、新 たな形態はまだ決定的 とはいえず、 また昔の観念、

主張、革命的イデオ ロギーに東縛 されて、その方向性 をはっきりとは示せない状態であっ

た。 この調査は1988年 の もので、当時の こうした性格 を表 しているといえる。

表14 党 と国家への献身度、評価に関する質問に各年齢層の賛成度 (%)

項 日 若年層

16-29歳

中年層

30-45方誠

者年 JIV

55歳 以上
1.職業 を選ぶ際、個人の希望

は国の必要 に従 うべ きである。 39.3 42.6 91.5

2.国 また社会のためな ら、無実

の罪 をきせ られ て も価値がある。 35.4 34.9 75.1

3.わ れわれ人民が何 といっても、政府や

党のやることが変わるとは思わない。 92.5 91.7 92.8

出助 :日 不育少年研究所のア ンケー トよ (同 所 1989年 13、 60

1990年 代に入って、社会主義市場経済体制の確立をめざして改革が本格的に推進 され る

に伴 い、政治上にお いても、思想上にお いても、昔の各種の「 左」の傾向とイデオ ロギー

における各種の「 禁欲主義」的な ものが徹底的に批判 され、排除 され、その代わ りに個人

の価値 と個人の利益が一層認め られ、保護 され るようになった。 そのため、文革後 に冷め

ていた政治への情熱が経済への熱望 となって、人びとのやる気 を甦 らせは じめた。 十数年

に渡って変化 してきた人 びとの信念、主張、期待、価値、規範は、1980年 代に比べて一層

明 白で、 しっか りした姿 をと りは じめている。 1992年 に実施 された全国総工会の労働者階

級状況に関す る調査は、職工たち (広 い意味での職工 )が個人の経済利益への関心 と迫求

を、国家 と社会への同調 よ りはるかに重視す るようになったことを、はっき りと示 してい

る。44,370名 の職工に「 もし改めて職業 を選択す るとした ら、あなたの考える一番の基準

は何か」 との質問に、「 割合に収入が高 いJと 「 安定 と安心感 を与えることができる」と

を選んだ回答がそれぞれ30.8%と 26.3%あ って、「 国家 と社会の必要」 という昔なが らの

価値観 を選んだのは、わずか12.6%し かなかった (表 15を 参照 )。

一方では、 こうした伝統的価値の転換過程で、幹部の腐敗などを典型 とす る、手段 を選

ばない私的財産の追求 という、極端な利己主義や富への競争を最大で唯一の動機付け とす
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る、拝金主義 な どの風 潮が広 まってきた ことも否定 できな い。 こうい う風潮 に影響 され て、

中国人が本来持 った いた貢献意識 は、ゆ っ くりではあるが、弱 ってゆ くにちが いな い。 こ

れ はまた、国家集 団主義の弱体化 を推進 してい くと思われ る。 ただ し、 こう した側 面につ

いては、本論文では取 り扱わない。

表15 中国職工の職業選択の基準順位

選択基4L 比 率 (%) 力【イ立

割合に収入が高 い

安定 と安心感 を与 える ことが できる

個人の事業が実現 できる

国家 と社会の必要

個人の趣味

家族 の世話がで きる

楽 な仕事

30. 8

26. 3

13. 0

1 2.  6

9.  1

5. 4

2.  8

1

2

3

4

5

6

7

出所 :『 工運研究 』1994 No.8,4よ り作成

2.経 済要素 の多様化

1978年 12月 の党の第 H期 3回 全会で、改革開放の方針が裁定 された後、続 いて84年 10月

の党の12期 3回 全会で 1中 共中央の経済体制改革に関す る決定」が採択 され、比較的に系

統的に都市を重点 とす る経済体制改革に関する一連の重大な理論 と実践問題が明確 にされ

た。そして1985年 か ら、都市部の経済体制改革が本格的に始まった。

経済を活性化す るためには、企業の所有形態 と構造の改革によって、経済体制を改革す

ることが重要な課題の 1つ である。国民経済の中で全民所有制経済が今後 も主導的な地位

を占めるという前提の もとに、政府は、都市においても農村にお いて も、集 団所有形態の

経済を積極的に育成 し、私営経済、個休経済 (自 営業者の経営 )を 適度に発展 させ、それ

以外に、外国資本 との合併、あるいは外国独資資本の企業の導入 も一定の範囲で進 め、所

有形態の違 った経済単位の合弁経営による新 しい企業の存在 も認めた。公有制 を主体にし

つつ、生産手段所有形態お よび経営形式の多様な企業が併存す る局而は、現時点ですでに

形成 されている。表 16と 表 17は それぞれ各種の経済要素の工業総生産、国家財政収入に占
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表 16 工業総生産 に占める各種 の経済要素の シェア (%)
年

1978

1980

1985

1990

1993

国有工業

77.6

76.0

64.9

54.6

43.1

集団工業

22.4

23.5

32.1

35.6

38.4

私営・個体・各種の外資

0.5

3.1

9.8

18.5

めるシェアを示すものである。

出所 :『 中国統計年鑑  94年 』377よ り計算 、朱宗玉 333

表 17 国家財政収入に占め る各種 の経済要素のシェア (%)
年

1978

1980

1985

1990

1993

国有 工業

86.8

85.3

73.1

70.2

65.2

集団工業

12.7

14.6

21.8

17.4

18.0

私営・個体 ・各種の外資

0.5

0.7

5.1

12.5

16.8

出所 :『 中国統計年鑑  94年 』215よ り計算

1994年 6月 末の統計 を80年 のそれ と比べれば、工業総生産の中で国有企業の占めるシェ

アは、76.0%か ら48.3%に 下降 し、他方、集団所有形態の企業は、23.5%か ら38.2%に 上

昇 し、私営、個体、各種の外国資本企業は、0.5%か ら13.5%へ と飛躍的に上昇 した。社

会消費財小売総額の中で国有企業の占めるシェアは、51.4%か ら41.3%に 、集団所有形態

の企業は、44.6%か ら27.9%に 低下 し、私営、個体及び各種の外 国資本企業 は、0.7%か

ら30.8%に 上昇 した。 これ らのデーターを見れば一 目瞭然だが、改革開放以来、非公有企

業がます ます国民経済の重要な部分にな り、 1956年 か ら今まで形成 され た単一的な公有経

済の局面はすでに打破 され、企業の所有形態は多様化 している。非公有企業 だけでな く、

公有企業 の資産権制度の改革の深化につれて、所有形態の混合型企業 もますます多 く出て

きている。非公有企業は、生まれつき法人実体 と市場競争主体 として活躍す る体質 を持 っ
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ているので、国家集団主義的経営 とは結 びつきに くい。非公有企業のシェアの増大は、ほ

とんどの企業において画一的に中国的経営を貫徹できる単一的な局面 を破壊 したという意

味で、中国的経営を動揺 させているのである。

中国経済における非公有企業のシェアの増大は、 いうまでもな く、市場的要素の成長を

促進するにちがいない。 これはまた、計画経済の続行を困難にす るであろう。中国的経営

を特徴づけてきた国有企業の今までの特性 を支 える計画経済が崩壊すれば、国有企業にお

いても中国的経営の貫徹は難 しくなる。 こういう意味において も、経済体制改〃iが もたら

した経済要素の多様化は、中国的経営の動揺 と革新 をすすめるのである。

3.企 業経 営権 の 自律化

経済体制改革 は、 多様 な経済要素の成 長 を促進 したと同時に、公有制 その ものの改革 も

押 し進 めている。今 までの公有企業 に対 す る改革 を通観すれば、大体 1992年 を境 に改革の

重点が変わ った ことで、 80年 代 よ りも90年代 にお いて改革 の勢 いが強 ま り、かな りの成果

が見 られ た。

1978年 の末 か ら、四川、北京、天津、上海 な どにある一部の企業 では、企業が相対的に

独立 した経済実体 になる ことを 目指 して、企業 の 自主権 を拡大す る試みがは じめ られ た。

当時 は、主 に「 放権 譲利 」 を中心 に、「 経 営の請 負制」や「 利改税 」 (利 潤上納 の税金

化 )な どの政策 を打 ち出 し、国有企業 の経営管理 を政府行政 か ら分離 しようとした。 しか

し、企業 の 自主権 は大 き くなった ものの、所有権 の問題 は まだ解決 され ていない。 その結

果、国家 (上 級主管部門 )の 企業経営への介入、企業 の国家への依存、国家 の温情主義的

援助 な ど、国家の無限責任 を根本的に除去す る ことができず、企業 が「 利益 には責任 を負

うが、損失 には責任 を負わない」 という現象が生 じた。また、地方 自治体 の 自主権 と企業

の 自主権 の拡大 に対応 して、国家資源の損失、浪費、欠損 についての責任体 系が確立 され

なかったので、投資の過熱 と国家資本の流失 をもた らした。

1992年 初頭、部小平が南方 を視察 した際 に行 った講話 をきっかけに、同年 の党 の第14期

大会 で「 社会主義市場経済」体制 の確立が採択 され た。部小平の講話 は、計画経済 か市場

経済 かは、資源配分方法 にかかわ る経済手段 の問題 であって、社会主義 か資本主義 かの体

制問題 とは区別 され ると して、改革開放以来、長 く人 びとに懸念 され て きた社会主義経済

の理論的な問題 に一応 の決着 をつけた。 これ を契機 に、国有企業 の改革は、実質的 な変化
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を見せ始 めた。社会主義市場経済 とは、政府によるマクロコ ン トロールの もと、市場メカ

ニズムによる資源配分 を基礎 とし、公有制 をは じめとする多様な所有形態 を容認す る経済

システムと規定 され る。政府は、一部の商品についてはその価格 を調整するが、他の商品

の価格は市場での自由な変動にまかせ、主な生産財の価格について一部は計画的な価格 を

設定す るが、そのほかは市場価格 とす るという、商品市場の開放 を未 曽有 といわれ るほど

加速 し、なお初期的段階にとどまっている金融市場、労働力市場、不動産市場、技術市場

と情報市場などを発展 させ ることに力を入れは じめた。他方、国有企業の改革は、今まで

の「 放権譲利」の形か ら脱出 して、経営メカニズムを転換 し、市場経済の要求に応 じて所

有権 をはっきりさせ、権限 と責任 を明確化 し、行政 と企業 を分離 し、近代的企業制度 を確

立する方向を目指 しは じめた。同年 7月 23日 には、「 中華人民共和国全人民所有制工業企

業法」 (1988年 )に 基づいて、「 全人民所有制工業企業の経営メカニズム転換に関する条

例」が公布 された。企業の経営メカニズム転換の 目標は、企業 を市場の要請に即応 させ、

法 に基づいて自主経営、損益 自己負担、 自己発展、 自己規制をする商品生産 。経営単位 と

す るとともに、独立 して民事的権利 を有 し義務 を負 う企業法人にすることである (同 条例

の第 2条 )。 そのために、同「 条例Jは 、企業に次の14の 経営権 を与えた (同 条例第 8-2
1条 )。

①企業 は、生産 と経営の意思決定権 を有する。企業は、国のマクロ計画による指導 と市

場の必要性に基づいて、 自主的に生産経営の意思決定 をして製品 を生産 し、社会に向けて

サ ー ビスす る。

②企業 は、製品 とサ ー ビスの価格決定権 を有す る。企業が生産する日用工業消費財につ

いては、国務院の物価官庁 と省クラス政府の物価官庁が価格 を管理する製品 を除 いて、企

業が自主的に価格 を決定する。

③企業 は、製品販売権 を有する。企業 は、当該企業が生産 した指令的計画以外の製品 を

全国的範囲で自主的に販売す ることができ、いかなる官庁及び地方政府 も、 これに対 して

封鎖、制限その他の差別的措置 をとってはな らない。

④企業は、物資購入権 を有す る。企業は、指令的計画で供給 される物資について、生産

企業その他の商品供給側に、契約の締結 を求める権利 を有す る。

⑤企業は、輸出入権 を有す る。企業は、全国的範囲で、 自ら貿易代理企業 を選択 して輸

出入業務に従事することができ、かつ、外国企業 との折衝に参加する権利をイFす る。

⑥企業は、投資意思決定権 を有する。合業は、法律及 びFI務 院の 1川 係規定によ り、側保
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資金、現物、土地使用権、工業所有権及 び特許以外の技術 をもって、国内の各地区、各業

種 の企業、事業単位 に投資 して、他の企業の株式を購入 し保有す る権利 を有する。政府の

官庁の許可 を受ければ、企業は、外国に投資 し又は外国で企業 を開設す ることができる。

⑦企業は、留保資金処分権 を有する。企業は、企業財産の価値保持 と増殖 を保証するこ

とを前提 に、税引 き後留保利潤中の各引当金の比率 と使途 を、 自主的に決める権限 を有す

る。ただ し政府の官庁に届け出る。

③企業 は、資産処分権 を有す る。企業は、生産 。経営の必要性に基 づき、 ・般 の固定資

産 について、賃貸、担保又は有償譲渡 を自主的に決定す ることができる。中核設備、プラ

ン ト設備又は重要な建築物は賃貸することができ、政府主管官庁の許可 を受ければ、担保

に し、また有償譲渡す ることもできる。

⑨企業は、提携、吸収合併権 を有す る。企業は、 いくつかの方式 (省 略 )で 他の企業、

事業単位 と提携す る権限 を有す る。

⑩企業は、労働雇用権 を有す る。企業は、一般公募、全面審査、選抜採用の原則に従っ

て、労働者募集 の時期、条件、方式、人数 を自主的に決定す る。企業は、雇用形態の決定

権 を有す る。企業は、契約による管理又は全員労働契約制 をとることができる。

①企業 は、人事管理権 を有す る。企業 は、才徳兼備 と賢のみによる任用 (能 力主義の

意 )の 原則、及び責任 と権利 との一体性の要請に従 って、 自主的に人事管理権 を行使する。

企業の中間管理者 (副 工場長 を除 く)は 、工場長が国の規定に従って任免する。

⑫企業は、賃金 と賞与の分配権 を有す る。企業の賃金総額は、政府が定 めた賃金総額 と

経済効率の連動方式に従 って決める。企業は、相応の賃金総額 内で、賃金 と賞与を自主的

に設定 し、 自主的に分配する権限を有す る。

⑬企業は、内部機構設置権 を有す る。企業は、 内部機構の設置、調整、廃止 を決定 し、

企業の人員編成 を決定す る権限 を有す る。

⑭企業は、割当拒否権 を有す る。企業は、いかなる官庁及び単位が企業に人力、物力、

財力の提供 を割 り当てることをも拒否す る権利 を有する。企業は、会計検査官庁その他の

政府関係官庁に対 し、割当行為 を告訴、摘発、処分す るよう請求す ることができる。

上記の「 条例」が公布 されて 1年 余後、各地、各部門の実践か ら見れば、国有企業に認

め られた14項 目の経営 自主権の実施状況は、全般的に言えば、 内陸地 区よ り沿海地区の方

が、重工業企業 よ り軽工業企業の方が、中央や省に所属す る企業 よ り市に所属する企業の

方が、古 い企業 よ り新企業の方が、進んでいると思わね′る (黄朗輝 145、 李成瑞 23)。 ま
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た「 条例」公布 1周 年 に際 して、国家統計局が全国30の 重点都市における1,076社 の企業

に対 して実施 した調査 によれば、国有企業に認め られた14項 目の経営 自主権の中で、よく

実現 したといわれるのは、③、④、⑬、⑦、①、⑨、③、②の 8つ の権限で、 これ らにつ

いては90%以 上の企業が大体獲得 したと答 えている。比較的に実現 したといわれ るのは⑫

で、80-90%の 企業が この権限 を得 たとしている。まあまあ実現 したといわれ るのは、①

と⑥ の 2つ の権限で、70-80%の 企業がまだ不十分だが、今後得 られ るだろうと予測 して

いる。他方、実現率のよ くない項 目は⑩ と⑤で、30-40%の 企業 は、 この 2つ の権限を獲

得 していないと判断 している。 さらに、実現率の 1番 よくないのは⑭で、60%以 上の企業

は、当面、 この権限 を行使す るのを遠慮すると回答 している。上の資料はやや古いもので

あるが、中国の経済体制改革 という国策が変わることはあ り得ないと思われ るので、改革

開放の進展 につれて、国有企業による経営権の完全獲得は、ただ時間の問題 だといえよう。

中国企業 は、 これまでの計画経済の東縛か ら脱 し、市場の中での生存 と発展を求めて、

自身の利益の最大化 を追求 し、競争す る集 団にな りつつある。その代わ りに、中国的経営

の特質 を形づ くってきた企業独 自の利益の不在、及び経営主体 としての地位の未確立 とい

った性格 も徐々に縮小 されつつある。経済体制改革によって、国有企業は、中国的経営を

動揺 させなが ら変貌 を遂げつつある。

以上の ことをまとめれば、中国的経営の動揺要因の①は、 これ まで中国の企業経営にお

け る最大の支配者であった党 と政府に対す る人びとの信頼低下 ということである。 この信

頼低下は、文章が終わった直後に最悪であった。その後、改革開放の成果が見えて くるに

つれて回復 しつつあるが、幹部腐敗の深刻化などがその進展 を妨げている。②は、経済の

活性化に伴 う経済要素の多様化によって、公有経済の単一的な局面、 いいかえれば 中国的

経営が依存 していた大 きな条件が破壊 されたということである。③は、改革開放の成果 と

しての計画経済の後退に伴 い、それまで最大の支配者であった国家が企業経営か ら大幅に

離脱 したということである。言 い換 えれば、自主権 を獲得 した企業は、中国的経営の存在

基盤 を崩 したのである。

2.工 場 長責 任制

文革収束後、企業の意思決定は、 |〃i命 委,1会 」からス、たたび「党委の 1旨 幕 ドの li場 Jこ
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責任分担制」に復 帰 した。企業 の管理秩序 を正す ために、党 中央 は、「 中国共産党工業企

業基層組織 の工作暫定条例」「 国営工場工場長の工作暫定条例」並 びに 1国 営工業企業職

工代表大会暫定条例」 を相次 いで公布 し、「 党委の集 団的指導、職工 の民主的管理 、工場

長 の行政 的指揮 」 という基本原則 を提起 した。 これ らの条例 は、党委 につ いては、 その企

業 内におけ る指導的地位 と核心的 な役割 とを明確 にす るとともに、その集 団的な指導 を強

調 している。職 工 につ いては、企業 の主人公 としての地位 である ことを明確 に し、職工の

民主的管理 の基本的な手続 きと権 限 を規定 し、職工の民主的権利 を尊重す る ことを要求 し

て いる。工場長 につ いては、企業 におけ る健全 で統 一的な生産行政指導 システムの確立が

必要であ ることを認 め、工場長が企業生産 と行政工作 につ いて、統一的な指揮権 と全面的

な責任 を有す る ことを認 めた。 これは、理論的 には、集 団的指導 と個 人の責任分担 が結 び

つ いた指導体制 の ようにみ える。 しか し、 あ くまで党委の指導下 での工場長責任制 が依然

と して前提 にな って いて、実際の運営 には さま ざまな支障がでて いる。それ は、 だいたい

次の 2つ の弊害 である。

第 1に は、「 以党代政」 (党 をもって行政 を代替す る )現象 を排除 で きな いことである。

文革 を経 て、人 びとの間 に政治への恐れの気持 ちが強 ま り、簡単 には 自分の考 えを主張 を

せ ず、責任 も負わず、すべて を党委 にまかせ ようとす る傾 向があ る。 そのため、党委が行

政事務 を一手に ひき受け る ことにな り、 その結果、工場長の統一的な指揮 は行われず、企

業 の管理 レベルの向上が妨 げ られ るだけ でな く、逆 に党の建設、政治思想教 育な ど、党委

の本分の遂行にも影響 を 与えた。

第 2は 、企業 にお いて重大事項 はすべて党委の集 団的討議 を通 して決裁 され るのに対 し

て、執行 と執行結果 の方 は、工場長 1人 に責任が負わ され るというア ンバ ラ ンスであ る。

工場長 は権 力が小 さいわ りに、責任が大 きい。結局、決裁す る側 は無 責任 で、責任 を負 う

側 は決裁権がない状 態になった。 したが って当時、工場長 を トップとす る生産行政指導 シ

ステムを確立す る ことが強調 され たに もかかわ らず、終始、 その威信 は確立 できなかった

のである。

1984年 10月 、党 の第 12期 3回 全国大 会で、「 中共 中央の経済体制改革 につ いての決定」

が採択 され、「 工場長責任制」 を確立す る ことが公表 され た。同「 決定」は次の ように主

張 している。「 現代的企業 では、分業が緻密 であ り、生産 には高度 な連続性 があ り、技術

には要求 が厳 し く、協 同関係が複雑 なので、統一的 で、力強 く、高能 率的 な生産指押 と経

営管理Lシ ステ ムを確 ′ヽしなけオ1′ ば な らな い。 そのために、 li場 j(責
f「 1‖ を実施 しな |サ

´
オ1′ ば 、
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こういう要請に適応 できない」。つま り、工場長責任制の中心的な 目的は、工場長の経営

管理 に関する決裁 と、生産活動に対す る統一的な指導の権力行使 とを、保証することにあ

る。工場長責任制は、党 と行政 と職工の権力・地位関係 を次のように調整 している。つま

り、工場長は企業の生産経営 と行政管理工作 を統一的に指導 し、全面的に責任 を負 い、党

委 の方 は監督 を保証 し、職工の方は民主的管理 を行 う、 いわゆ る「 各司其事各負其責」

(そ れぞれ各 自の事 を行い、各 自の責任 を負 う )の 規定である。 こういう権 力・地位のメ

カニズムを通 じて、企業の意思決定のあ り方 を改善 し、企業の資質 を高め、活性化 を図ろ

うとしたのである。

確実 に工場長責任制 を実施す るため、 1986年 9月 15日 には、「 全民所 有制工業企業廠長

工作条例」「 中国共産党全民所有制工業企業基層組織工作条例」 と「 全民所有制工業企業

職工代表大会条例」が同時に公布 された。 しか し、当時の状況では、党の基層委員会 と職

工代表大会による工場長の職務実行への監督は、無力な状態にある企業が少な くなかった。

図11 当面の国右企業における経営幸株∩鶴待間絃

まず党の基層委員会の監督機能について見よう。当初、多 くの工場長は自身が党の書記

を兼任 している (『 工運研究 』1995 No.2213)。 これは、明 らかに基層委員会による監

督の可能性がゼロに等 しいことを示唆 している。また、数年来の工場長責任制の貫徹にと

もない、党書記の権力は極めて弱 まってぃる。 2年 間にわたる中 |■|で の多 くの人に対す る

当面の国有企業 におけ る経営主体 の地位関係

党 ・政府上級主管部門

監          職 工代表大会

民主管理 ・監督経

営  工場 長

佃] 労働者 労

働

lll
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聴 き取 り調査によると、企業が小 さければ小 さいほ ど党組織の権力弱化がひどぃ。多 くの
党支部は有名無実の状態にな り、党支部書記 もその賃金待遇は変 らないものの、実権は持
たな くなってぃる。 このような事情で、経営者に対する党の基層委員会の監督は、企業に
よつては、あま り働 かないのである。改革開放後の国有企業 における経営主体の地位関係
は、図11の ように示 される。

一方、職工代表大会による経営者 に対する監督は、一層難 しい。職 I代 表大会の常設活
動機関は工会である (I中 華人民共和国工会法」第30条 )の で、まず、ェ会の実状 を見て
みよう。

今のところ多 くの工会は、まだ組織再建の面で不健全、不安定な状態にある。改革開放
の中で、各種の経営形態の企業がた くさん現れ た り、また公有企業が合併 した り株式公司
に改組 した りした。特 に小型国有企業 では、多 くの場合、請負経営、賃貸経営を行った り、
協同組合制に改組 した り、集団や個人に売却 した りするなど、企業状況は激 しく変わって
いる。新 しい企業であれば工会を新たに設立 し、古 い企業 であれば企業 内の組織 を改変 し
た り、人員を調整 しつつ、ェ会組織の再建 もしなければな らない。 しか し、工会の設立 と
再建 よりも、生産 システムの整備が優先 され るのが一般的である。 1993年 に国家労働統計
部門が管理 してぃる職工の範囲では、ェ会の設立率は72.1%で 、入会率 は66.4%で ある
(『 工運研究 』1994 No.lo 30)。 新設 した工会の機能遂行は別に して、既存の公有企業
における旧工会が、改革変動の中で、再建遅れや機能不全になって しまう現象が 目立って
いる。軽工業工会全国委員会の全国の軽 工業企業に対する調査によ /11′ ば、実は形 を変えた
工会撤廃現象 さえ見 られ る。企業 の工会 を政工科 (政 治工作課 )や群工科 (大衆工作課 )

や行政科 (行政課 )、 あるいは行政事務室などの部門と同 じ部屋 で事務 をさせ るとか、ェ
会の主席 に行政業務 を兼ねて担当 させ る、などしてぃる企業は少な くない (『 ェ運研究』
1995 No.2212)。 また各地 でェ場長が工会経費の拠出 (「 中華人民共和国工会法」第36
条 によって義務づけ られる )を 怠 ることも多 くある。 B市 の小企業の70%は 、短 か くても
数 ヶ月、長いのでは 1年 以上 も工会経費 を上部機関に納入 してぃない。 c市 の第 2軽工業
系統の10%の 小企業は、数年 も工会経費 を納入 していない。また、50%ほ どの企業は、期
限通 り、金額通 りには、ェ会経費 を納入 してぃない。 c市 とD市 の第 2軽工業系統の調査
によれば、正常に職務 を遂行 している工会は30%程度にとどま り、 どうにか間に合わせ る
ことができる工会で40%で 、残 った約30%の 工会は職務 を果 たし難 いという。 (『 工通研
究』1995 No.2212)。
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次に、工会指導部の人員構成 を見よう。企業の経営メカニズムの転換 と現代的な企業制

度 の確立 といぅ改革の中で、企業経営管理面においては大 きな変化が起 こったが、工会の

機能転換、及びそれに適応す る組織構成にはそれほどの変化はない。第 2章 で述べたが、

今まで中国企業の工会は、企業行政の附属部門 とされ、党の政策の執行 と企業 目標への協

力の役割 を果たしていた。職工の利益 に関す る問題があっても、解決 してもらうよう企業

行政に伝達するだけで、平等な立場で合業側 と協議 ・交渉す ることはなかった。 こね′は、

社会主義国家の公有企業 では、幹部 と工人が皆労働者階級 に属 して生産手段の共有者 であ

るか ら、根本的には利益が一致 しているという理念に基づ いていた。また現実にも、企業
における労使関係は国家 と職工 との関係 として存在 していたので、企業の最大の支配者で
ある国家 との関係では、企業行政 と職工はむ しろ同 じ利益集団に属 していて、両者間の矛
盾 はそれほど顕在化 しないので、ェ会の真の機能は軽 く見 られがちで、ぁま り追及 されて
こなかったのである。 こうした事情のもと、 じゅぅらい中国企業 では、管理職 と一般職工

はすべて会員として同じ工会に組織 され、 さらに企業行政 に編入 されている管理職が工会

を管理運営 していたのである。 しか し、市場 メカニズムが導入 された企業では、労使関係
はすでに企業行政 と工人の間で成 り立ってぃて、職工の利益の保護、企業行政に対す る監

督の機能は、工会にとって重大な仕事になってきた。 これまでのように、企業管理職 と一

般職工が同 じ工会に組織 されている場合、少な くとも工会指導部が依然 として企業行政 と

同一の利益集団に属 したままでは、経営者への監督ができないことは明 白である。 しか し、

今の ところ、 この状態はまだ変わってぃない。

中国工会は党の指導 した職工の大衆組織である (『 中国工会規定 』の総則 )か ら、工会

活動は、企業における党組織によって指導 され る。 しかし、今の ところ、多 くの企業、特
に大企業 では「 政企」もまだ確実には分離 していないのだか ら、 まして「 党政」分離は一

層話にな らない。それに、企業 において党の職務 と企業行政職務 を一人の人物に兼任 させ

ることも普通であ り、行政 も代表 でき、党委 も代表 できる企業の指導者に対 して、工会主

席が職工の利益 を守ることはむずか しぃ。 (『 ェ運研究』1995 No.2215)。

さらにいえば、現行体制の もとでは、ェ会主席あるいは専従主要幹部は、実は企業行政
と同 じ利益集団の側に組織 されている。 これ も、工会の機能遂行 を妨げる。工会法 によれ

ば、生産現場 を離れ た工会専従 の活動要員の賃金、奨励、補助 は所属企業 か ら支給 され

(「 中華人民共和国工会法」第 35条 )、 工会主席の受ける待遇は同企業の党、行政責任者
の副職 と同 じであ り、 さらに工会主席は企業党委か らの考課を受け、推薦 されなければな
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らな い と決 め られ て ぃる (『 ェ運研究 』1995 NO.2216)。 したがって、ェ会の主要幹部
は企業 と、 またェ会主席 は企業経営者 と、同一の利益集 団に属す ことにな り、 自然 と工会
は、職工 に対 してょ りも党委 と行政 に対 して強 く同調す る傾向がある。 また、労働 争議が
発 生 した場合、役 割葛藤 のジ レンマにおちぃる ことも考 え られ る。「 ェ会は職工の利益の
代表者 と しての身分、地位 がまだ確立 してぉ らず、 自分が職工 を守れば、誰が 自分 を守 っ
て くれ るのか。ゎれわれ は企業法人代表 と労働者 の隙間 に置かね́ て、仕事が しに くい」 と
一部の工会主席 は悩ん でいる (『 ェ運研究 』1995 No.2210)。

もう 1っ 、多 くの企業 で、党 や行政 の責任 副職 に、ェ会主席 を兼任 させ て ぃるといぅ問
題 がある。 これ は、ェ会 を企業行政 の指導下 に置 き、ェ場長の管理下 にある 1機構 に させ
て しま うものであ る (『 ェ運研究 』1995 No.2213)。 言 い換 えれば、企業行政 と工会 も
未 分離状 態なの であ る。結局、工会の実際的地位 は基本的 に企業行政指導者 の民主意識 と
開明度 に よって決 ま り、工会が力 をどれ ほ ど発揮 で きるかは、企業行政指導者 の許容度 に
よって左右 され る状態が一般的 である (『 ェ運研究 』1995 No.227)。
1992年 に全国総工会 が行 った中国労働者階級状況 に関す る調査 によれば、ェ会の各種の

工作に対 す る各階層 の職工の評価 は、 自分 たちの利益 に近 い事柄 にな るほど低下す る特徴
が ある (表 18を 参照 )。 また、企業上層管理職、専門技術員、生産工人の llEで 評価の平均
値 は低 くなる (潟 同慶 205)。

表18 中rlNl労 働者階級の 11会 11作 に対する IT定 112fllll比 率 (%)
NO 質問

当面の工会工作状況に対す る肯定評価

意見 と提案 があ る場合、工会が上部へ伝達 して くれ るか

民主的権利 を行使す る場合、支障があれば、ェ会が

助 けて くれ るか

個人の利益が侵害 され た場合、工会 があなたの権益 を

守 って くれ るか

は い

１

　

２

　

３

　
　
　
　

４

53.5

45.9

40.7

39.7
出所 :全 国総工会 92年 行 った調査 よ り作成

こうしたことか ら分かるように、

の問題 を抱えてぃる。 この ことは、

今の ところ工会は、組織作 りにも幹部構成 にも、多 く

いうまで もな く、ェ会 を活動機関 とす る職
「

代表大会
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の機能遂 行 に とって障害 とな る。 1993年 に職工代表大会制度 を実行 した基層企業 は、工会

を設立 した企業 の57.3%に とどまって いる (『 工運研究 』1994 No.1030)。 職工代表大

会制度 の普及率 はまだまだ低 いが、 1番 問題 にな るのは、 この制度の実際の効果が どの く

らいあるか ということである。 1992年 に全国総工会が実施 した労働者階級状況に関す る全

国調査 に よれば、職工が職工代表大会の権力行使 の各項 目に対す る評価 は、全体 と しては

高 くな い。「 企業法」 は職 T代 表大会 に 5つ の権限
22)を

与えたが、① そね′らの行使及 び、

②職工代表大会の決議 に対す る実行監督 を、「 割 合によ く実行 した」 と思 っている人 は、

それ ぞれ被調査者の約 5分 の 1及 び 3分 の 1に とどま り、総合的 な評価 につ いて「 割合に

よい」 と考 えて いる人 は、 5分 の 1し か いない (『 工運研究 』1994 No.810)。 奈良大学

比較社会変動研究会 によるア ンケー ト調査 も、職工代表大会の果 たす役割 について、職工

の不満が強 い ことを示 している。「 勤 め先 の職工代表大会 の果 たす役 目」に「 不満」 と答

えた もの は 13.8%、 「 あま り満足せず」 と答 えたのは34.3%で 、反対 に「 満足」 と答 えた

のは2.3%、 「 やや満足 」 と答 えたのは25.9%あ る。「 不満」 と「 あま り満足せ ず」 を合

わせ ると48.1%で 、「 満足 Jと「 やや満足 」 を合わせ た28.2%よ りも20ポ イ ン ト近 く多い。

大体、職工代表大会 の権限 を企業行政が重視せず、本来 そ こで審 議 され るべ きもの を別の

会議 で討議 し決定 した り、職工代表大会 で採択 され た決議 や提案 の実施 を監督で きずに権

力行使が形式のまま流れて しま う こと、職工代表大会による行政指導幹部 に対す る評価 と

日常 の考課や任免 とがち ぐは ぐになっていることに大 きい問題 がある。

以上の ように、改革開放の進展 につれ て企業 の独立 した経営土体 と しての地位 が IJま る

中で、一方 では企業 行政の権力 と地位が強 く高 くな りつつあるが、他方 では党の監督、特

に職工側 の民主的管理 メカニズムの形成 が遅滞 して いるので、経 営者 の権力が無制 限に大

き くな り、工人側 の権益が脅か され る恐れが出て きている。不公平な配分 とか、任用 の縁

故 関係 とか、閏閥関係 とかが重な り、工人 たちは積 も り積 もった恨み をかな り多 くもって

いて、幹部 と大衆 との関係は融和的でな い。 G市 総工会の、経営効果 と利益が割合 によい

あ る企業 で行 ったア ンケー ト調査 によれば、幹部 と大衆 との関係 が調和 していると答 えた

職工 は 18%、 一般 的だ と答 えたのは50%、 調和が とれていない と答 えたのは28%で あって、

調和が とれていない方 は、調和 している方 よ り10ポ イ ン ト多い。 また、別の経営の よ くな

い企業 でのア ンケー ト調査 では、調和 して いると答 えた人 は 1人 もいないという (『 工運

研究 』1995 No.226)。

ここ数年来、労働争議が上昇す るなかで、特 に団体争議が増 えている ことが注 目さね′る。
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1992年 の争議案件の受理件数は8,150件 で、その中に団体争議が548件 あるが、93年 受理件

数は12,368件 にのぼ り、そのうち団体争議は684件 に達 していて、それぞれ51.8%及 び24.

8%の 増加 を呈 している (『 中国統計年鑑 』1994)。 争議発生原 因は、主 に指導者 の分配

と事案処理の不公平 によって、職工の合法的な権利 と利益が損害 を受けたためだと、複数

の地方工会がいっている。 (『 工運研究 』1995 No.227;No.2217)。 G市 総工会の同市

公有企業 で行ったサ ンプ リング調査によね′ば、90%ltt Lの 職 Tが 、争議原因は指導者の政

策の誤 りと不公平な問題処理にあると思っていて、職工の要求が高す ぎることにあると思

っているのはたった数 %に 止まっているという (『 工運研究』1995 No.227)。

「 工人階級」の分化

改革開放以来、生産手段所有形態と経営方式の多様な企業の出現、及び公有企業の経営

管理の企業化、市場化、契約化の進展にともない、中国では、多様な労使関係が現れてい

るだけでな く、公有企業における伝統的な労使関係にも深刻な変化が起 きつつある。当面、

労使関係の所有制の性質か ら言 えば、主に次の 3種 類がある。①公有制経済の労使関係、

②混合経済の労使関係、そ して③私有制経済の労使関係である。公有制の労使関係は、主

に国有企業、集団所有企業、国有独資公司 (会 社 )の 労使関係であ り、混合経済の労使関

係は、主に株式制企業、共同企業 (仲 ‖lと 共同で経営する企業 )と 中・外 合弁 企業の労使

関係であ り、私有制経済の労使関係は、主に国内資本の私営企業、外資独資企業 と個体経

済組識の労使関係である。 これ らの労使関係の性質、特徴及び矛盾の表現 はそれぞれ違い、

特 に、経営主体双方は、労働過程 において、それぞれの地位、作用、権利 と責務が違 うの

である。

ここでは、中国的経営 を特徴づけてきた国有企業 における経営主体の地位 ・利益関係の

変化 を考察す ることを通 して、中国的経営の動揺 と革新 を観察 しよう (国 有独資株式会社、

あるいは国家株が主導地位 にある株式会社について特 に論 じないが、附論の「 株式制に改

組する中国国有企業の試み」を参照 )。

すでに第 2章 でみたように、中国では、高度 に集中 した計画経済の下で企業の労使関係

と言 えば、実際には、一方では最大の使用者である国家 と、他方では企業管理層 を含む職

工 との間の一種の行政関係 である。 こういう労使関係なので、職 Tの 利益はFI家 との一致
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性、一体性が強調 され、職工の利益が国家の利益の中に含まれてお り、国家によって代表

され ると強調 されていた。 したがって、 これまで企業内における職工間の階層矛盾、利益

関係は、副次的なものにな り、論議 。研究 されることもなかった。

しか し、改革開放の進展 につれて、企業では、徐 々に政府か ら権力を譲 られ、法人資格

の獲得、工場長責任制の実施、契約lJ労 働雇用の導入、賃金配分改革の実施、労働保障、

医療保険などの改革が進み、 こね′までの合業における政府行政的なFl合 いの強い階層規範

が徐 々に薄 くな り、そのかわ りに、企業行政的な性質が強 くな りつつある。言い換 えれば、

社会主義市場経済へ邁進 しつつあ る企業 では、伝統的な職工 と国家 との労使関係は、職工

とその中か ら分離 した経営者 との関係に転化 しつつある。実権 を持ちはじめた工場長 と、

「 鉄の茶碗」で親方五星紅旗 というべき「 大釜で作 った ご飯 を食べる」温情主義か ら離れ

かけた職工、特 に一般職工 との間の利害矛盾、そして既得利益の喪失あるいは新 しい利益

の取得、権力 と地位 の調整 と変動など、利害矛盾の衝突が激 しくなった。経済体制転換の

過渡期に際 して、新体制 もまだ整備 され ていないかわ りに、旧体制 もまだ全部排除 されて

いない二重体制の並存、法律法規の不備、新旧体制の摩擦が余計に新 しい労使関係に衝突

の種 を与え、矛盾 を激化 させ、 もともとの「 工人階級」を分化 させはじめた。

1.労働契約制による地位分化

労働採用制度の改革は、経済改革の主要任務の 1つ である。改革開放が始 まって 1川 もな

く、一部の地区と企業は、伝統的な労働制度の改革 を行 い始めた。1986年 、国務院の「 国

営企業における労働契約制 を実施する暫定規定」などの法律の公布 を契機に、法律 に基づ

いて、労働人事制度の改革 を進めることができるようになった。労働契約制 とは、政府に

よる統一的な職場提供 と統一的な配置 という終身雇用制度 を止め、企業に自主的に雇用す

る権限を与 え、労働者には「 採用 によって 1回 で終身の運命が決め られて しまう」過去の

ような行政的束縛か ら解放 し、 自ら自分の生 き方 を選択できる権利 を与えるという、いわ

ゆ る「 双方向選択」の採用制度である。企業は、従業員と一定の期限内もしくは期限な し

に、または特定の作業任務の完遂 を期限 とす る、労働契約を締結す ることができ、また、

法律、法規及び企業の規則に従 って、労働契約 を解消 し、従業員を解雇 し、免職す る権利

を有す る (「 全人民所有制工業企業経営メカニズム転換条例」第17条 )。 しか し、今のと

ころでは、まだ経済体制転換の過渡期に当たっているか ら、労働契約制度 を貫徹す るには、
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慎重に、また徐 々に徹底 してい く方針 を取 らなければな らないと、政府は考 えている。ま

ず第 1に 、計画経済の もとで長 く働 いてきた職工 を、急に不慣れな制度に転換 させれば、

いろいろな社会問題が出 る懸念か ら、「 新人新方法、老人老方法」 という原則に従 って、

新入社員や勤続年数の短 い職工に対 しては一般 に短期契約 を結び、勤続年数の長い職工に

対 しては、本人の希望によ り、長期契約 を結ぶ ように している。第 2に 、計画経済下で生

じた余剰人員に対 して、労働の適 Tな 組 み合わせ をはかって簡 lllに 解屈 した りすね′ば、 ||:

会の不安定な要素になるため、企業は、第 3次産業 を発展 させ る、工場内で訓1練 する、繰

り上げて退職 させ る、等 々の方法 を取 るように政府 に要請 されている。 もちろん、政府の

ほうでも、関係官庁は、工場間での人員交流、職業紹介機関による調整などの方式で、転

職 を助けるのである (同 上条例第17条 )。 このように、当面、労働契約制度は、まだ徹底

的ではない。普遍的な規範 としてはまだ未熟ではあるが、それにもかかわ らず、公有企業

では、職工 と企業 との間で労働契約 を結ぶ作業が急速に進行 している。 1991年 の国有企業

における契約制職工は16.8%、 92年 で も17.5%で しかなかったが、94年 に政府が国有企業

で全員労働契約制 と契約化管理の全面的推進 を呼びかけた ことで、契約制職工は大幅に増

加 した。 1995年 末 になって契約制 を受けた職工は、すでに、国有企業の職工総人数の80%

に達 しようとしている (『 管理世界』1996 No.2204)。

労働契約制の実施は、 ミクロな視点か ら見れば、企業は自主的に、生産 に応 じて適量 。

適当な労働力を採用 し、市場における競争主体 として生産経営を行 うことができるし、ま

た職工は職工で、政府の終身雇用の 1鉄茶碗」は失 うが、 自分の労働力の真の′ノi有 者にな

り、自身の価値 を最善に実現す る可能性 を持つようになるといえよう。一方、マクロの視

点か ら見れば、市場 メカニズムによって、労働力の合理的な流動 と公平な競争を促す こと

ができる。 これ らはすべて、生産力の発展 と国民生活の向上につなが っているので、歓迎

すべ きものであろう。 ところが、 よく考 えて見れば、労働契約制は、職工にとってよ りも、

企業にとってプラスの面が多い。労働契約制か ら生 じる就職上の不安定 と競争は、職工に

マイナスの効果 をもた らす面がある。特 に中国では、労働力資源の供給が需求 を上廻って

いるので、労働契約制は、 よ り職工にとって不利なものだといえる。

中国労働部労働力科学研究所の発表 によると、当面中国では、約 1.6億 人の潜在失業あ

るいは就労不充分な労働力が存在 してお り、就職総人口の約26%を 占めているという。同

研究所の、今後10年 における中国労働力の供給状況についての研究によれば、 1億人以上

の余剰労働力が出るといわね′る。表 19は 、同研究所が今後 10年 に当たる第 9次 5ヵ 年計画
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(以下「 九五期間」と記す )と 、第10次 5ヵ 年計画 (以 下「 十五期間」 と記す )と の経済

成長 (GDP)率 の、 3つ の可能性 (提 案 )を 基に計算 した余剰労働力の結果である。提

案 1は 、国家統計局の「 九五期間」の GDP年 間成長率が 11.7%だ という予測 と、中国社

会科学院の「 十五期間」の GDP年 間成長率は 8%以下にな らないという予測 とをあわせ

て計算 したものである。提案 2は 、1995年 に開かれた全国人民代表大会第 8期 第 3回 会議

で採択 された、 GDP年 間成長率 を「 九 Ii期 間」 9%、 「 |。 ノi llJl‖ |」 7%と にコ ン トロー

ルす る、 という議案に基づいて計算 したものである。提案 3は 、中共中央第14期 5回 全会

で採択 された「九五期間」の GDP年 間成長率 を約 8%に す るという議案 と、中国社会科

学院の一部の経済学者の「 十五期間」の GDP年 間成長率予測 を参考に計算 したものであ

る。 どち らの計算でも、向 こう10年 間の中国労働力の余剰問題が重大であることを示 して

いる。 こういう情勢の下では、労働契約制の実施は、確かに職工に極 めて多大な不安 をも

た らすに違 いない。終身雇用制は、確かに職工の労働へのイ ンセ ンテ ィブを誘 うメカニズ

ムがないので、国家 ・企業の主人公だという精神 を見せ る行動が職工に欠けているとはい

えるが、反面、安定 した就労が保障 され るので、国家・企業の主人公に等 しい実際的利益

を受けている。労働契約制の実施は、職工の多 くに、 自分はもはや国家・企業の主人公で

な くなったという気持 をもたせ た。中共 A省 委宣伝部の調査によれば、60%以上の職工は、

工人階級の主人公的な地位が実質的にないと言 い、また、32.6%の 職工は、工人階級の主

人公的な地位がすでに下降 したと言っている (大 江 27)。

表 19 未来 10年 におけ る中国余剰労働力の予測

提 案 年 GDP年 間平均成長率 (%) 余剰労働 力 (億 人 )

1996-2000笙 F 11.7 1.58-1.4

2001-2005年 9 1.32-1.08

2 1996-2000笙 F 9 1.59-1.59

2001-2005乙 平 7 1.58-1 .52

3 1996-2000笙再 8 1.60-1.61

2001-20054平 8 1.61-1.52

出所 :労働部労働力科学研究所「 中国における未来 10年 の就業発展戦略

についての研究」『管理世界』1996年 1月 191-198よ り作成
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改革による公有企業の生産手段所有形態の多様化 も、純粋な国有でな くなった企業 で働

く職工の「 主人公感」を動揺 させ る。社会主義の理念によれば、社会主義公有制の もとで

労働大衆 は、個人 として企業の資産 を分割 して所有 してはな らないが、共同で生産手段 を

所有 しているので、社会主義国家にとってだけでな く、企業にお いて も、主人だと考えら

れ ている。 しか し、他の経済要素 を吸収 して混合的な所有形態になった り、株式会社にな

った りした旧固有企業 では、株主大会が 1番 の権 力機関である (「 会 :L法 」第 102条 )か

ら、資本の持ち主である株主が企業の主人ではないかと、迷 って しまう職工 も多い。国有

企業、または国家株 でコ ン トロール している会社において さえ、職工は企業の主人だとい

う言い方に対 して、 こじつけと感 じているほどだか ら、ま して非公有制企業 では、職工は

ただの一人の雇用労働者にす ぎない、 と一般に思われているのである。

労働契約制の貫徹 によって受け身に転落 した職工 とは反対に、企業経営者は、経営管理

の 自由化及び「 工場長責任制」の実施によって、権力・地位が直線的に上昇 した。 それだ

けでな く、企業家市場はまだ形成 されてお らず、依然 として国有企業の工場長は、国家公

務員の身分を保有 し、企業の上級主管部門あるいは幹部管理機関によって派遣 。任命 。許

可 ・招聘 。推薦 される (『 全民所有制工業企業廠長工作条例』86年 第 9条 )の である。労

働契約制の貫徹は、経営者 と一般職工 とを、政治的、社会的地位において分化 させた。

2.収 入分配上 の不公平

1990年 代以来、 中国では改革開放の深化 に ともない、 国民経 済は、急速 に安定 した発展

趨 勢 を見せ ている。「 八五期間 (91-95年 )」 には、国内総生産 が、 量 の面 にお いて も速

度 の面にお いて も、歴史上の最高水準 に達 した。 1995年 の国内総生産 は、 57,733億 元に達

し、不変価格 に よって計算すれば 90年 よ り75.9%成 長 した。実質年間平均成長率は 12.0%

で、「 七五期間 (86-90年 )」 の年間平均成 長率 よ り4%近 く高か った。 これ と関連 して、

中国国民 の経済生活が豊かにな りつつあ る。工人階級の集 中 して いる都市の住民 1人 あた

り平均生活費収 入の、実際の年間平均成 長率は7.7%で 、「 七五期間」 の年 間平均 4.1%増

と比べて、著 し く上昇のス ピー ドが速 い。商品販売の面か ら見れば、「 八五期間」の社会

消費財小売総額 は67,275億 元 に達 し、物 価 の要素 を除 いた実質 で平均 年 間 10.6%増 で、

「 七五期 間」の3.3%増 よ り7.3ポ イ ン ト高か った。全国の貯蓄 も大 lllliに 増 え、 1995年 の末

には29,662万 億 元に達 し、「 七五期間」末 の7,034億 元の 3倍 以 Lに 増 えた。 (『 管理世
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界 』1996 No.428)。 統計上だけでな く、労働者 自らも生活の上昇 を感 じとっている。奈

良大学比較社会変動研究会が 1995年 に実施 した、北京、大連、温州、深夕PIに ある 7つ の工

場 での調査 では、「 92年 か ら今までお宅の生活水準 の変化傾向は全体 と していかが です

か」 という質問に、「 徐々に好転」 と答 えたのは52.6%、 「 何 ら変化はない」と答 えたの

は33.5%、 「 徐 々に降下」 と答 えたのは5%、 「 はっき り言 えない」 と答 えたのは8.8%で

ある。 これによれば、 ここ数年、半数以上の労働者は、生活がよ くなっていると感 じてい

ることがわかる。

ところが、労働者 は、自分の過去の生活 と比べればよ くなったと感 じても、周辺の他の

階層の生活の上昇 と比べれば、む しろ自分の方が下降 していると思 っている。 いわゆる

「 縦比満足、横比失望」である。 これは、賃金改革の中で、分配の自主権が国家か ら企業

経営者の方に握 られた後、分配における経営者の不公平な行為によって、労働者の経済的

利益が侵害 された ことか ら生 じた現象であ る。賃金改革は、経営者 と一般職工 との間で、

収入格差 を拡大 し、経済的地位においても分化 させた。

第 2章 ですでに述べたが、計画経済の下では、職工の労働賃金、昇給などは、国家が直

接的に「 統一的に決定、統一的に調整」 をす るものであったが、 これは、職工の労働意欲

を高めることも、企業の経営効率 を高めることも妨 げた。 1992年 に公布 された「 工業企業

経営メカニズム転換条例」では、賃金制度の改革が打ち出 された。それによると、 もとも

と企業の経営実績 と関連 しない、政府の財政計画によって決まる各企業の賃金総額 と職工

レベルの賃金等級及び賃金ア ップ方式は廃止す る。それに代わって、企業の賃金総額 を、

全国的には賃金総額 ア ップ率を国内生産総額ア ップ率以下 に、平均賃金ア ップ率は全社会

労働生産性ア ップ率以下に抑 えるというマクロコン トロール原則のもとで、企業の税金 と

利潤の国家上納の増減を連動 させ る方式 を基本に確定 し、調整す る。また、企業内部での

賃金分配の方は、従業員の賃金、賞与、手当、補助金、その他の賃金の収入を賃金総額に

組 み入れ るもの とし、企業が 自主的に配分す る (同 条例第24条 )。 それまで国家 によって

統制 されていた、企業の平等主義的な等級賃金制度 を廃止 し、職工の労働 に応 じて、多 く

働 く人には多 く、少な く働 く人には少な く分配するという、「 按労取酬」の能力主義的な

分配原則に基づけば、職工は労働 によって生活 を高めることができるし、企業 も活気 を取

り戻す ことができる。 1994年 12月 の資料によれば、全国 18,0001L、 1,400万 の従業員の間

で「 持ち場技能賃金制」が導入 されている (『 中国年鑑 』1995145)。 しか し、「 持ち場

技能賃金市1」 の導入などの賃◇改 lTの 結 果、まだ一般職丁の間では収 入の平均■1義 的傾向
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や、 さらには学歴 との逆転現象 さえ見 られ るが、経 営者 と一般職工 との収入格差 は、す で

に著 しく大 き くなっている。 E自 治区 と F省 な どの地域 での調査 によれば、収入が一般職

工の平均賃金 の 3倍 以上 を超 えた経営者 が絶対 多数 を占めて いる (『 工運研究 』1995年 No.

427)。 実は問題 は、経営者 と一般職工 との収入の格差が どの くらいであれば適 当か、 と

いうことではな い。経営者 と一般職工 との間 で収入の格差 がある ことは、市場経済 の必然

である し、経営者 の収人が企業 の経営効果 と禾J益 と運動 させ ることも、 社会主義分配原則

に一致 している。 ただ し、当面 では経営者 と職工 との収入の格差が権 力 と地位 の格差 か ら

生 じている部分があるので、職工に不服 と不満 を起 こし、生産意欲 を低下 させ るのである。

資料 によれば、一部 の企業 では、分配 にお いてラ ンクを付 け るという ことを口実 に、少数

の権力者 に高額 を与 え、絶対 多数の職工 には少額 を配 るように している (『 工運研究 』19

94 No.417)。 あ る鉱 山では安全賞 を設け たが、鉱 級指導者一人 あた りは800元 、 区級幹

部一人 あた りは200元 、隊級幹部は80元 、工人 はたった 8元 で、鉱 山指導者 は工人の 100倍

である (『 工運研究 』1995 No.226)。 特 に、分配基準 をはっき りさせ ずにあいまいな配

分 を行 う、 いわゆ る「 模糊分配」 という方法が広範 に用 い られ、一部 の主管幹部 は分配権

力 を振 るまって、 1人 で勝 手に決 め、「 紅包 」 を勝 手に配 り、 その不公平 さで職工 たちを

怒 らせ ている (『 工運研究 』1994 No.416)。 G市総工会のア ンケー ト調査 によれば、95

%の職工 は、「 模糊分配」に反対 し、やは り公開 して配分す る方が透 明度 があって よいと

言 っている (『 工運研究 』1995 No.226)。

市場 要素 をまだ完 全 に形成 していない当面 では、生産経 営には まだ さま ざまな非労働要

素 の影響 を排除 で きていな い。言 い換 えれば、企業 の経済効果 と利益 の善 し悪 しは、経営

者 の能力や努力 と必ず しも関連 しているとは限 らな い。ひたす ら経営者 と職工の収 入の差

を拡大 す ると、かえって職工の意欲 を損 な うのである。

賃金 だけでな く、「 隠性収入」つま り形 の見 えな い収入、例 えば公費接待 や観光 を目的

にす る海外出張 な ど、あるいは公開 しな い収入、 た とえば公的な資源 をもって他企業 に使

って も らうことによって得 た謝礼 な どは、 いつ も指導幹部のあいだでだけ配分 され るので

あ る。 この ような事情 で、工人 たちは、生活が「 徐 々に好転 」 していると思 いなが ら、経

済的利益 と経済的地位が相対的に下降 した と不満に思 っている。

正常 な労働義務 を果 た した低収 入労働者の基本生活 を保 障 し、社会 の公平 と安定 を守 る

ために、 1993年 11月 には、労働部が「 企業 の最低賃金規定 」 を公布 した。今 では 2つ の省

を除 いて全 Fけ べての省、 自治 区、市岬:市 が、そね′ぞね′最低賃金規定 と方ヽ 41を 下達 lノ た0
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しか し、今のところ、 これの実施 に対す る監督 システムがまだ完備 していないこと、企業

制度、社会保障制度改革がまだ組み合わ さっていないこと、特 に企業の経済効果 と利益が

十分ではないなどを理由に、実施率はまだはかばか しくない。 H市等割合によく実施 して

いる所の実施率は90%で 、 I省 は87.9%で ある。 しか し、一部の地域、特 に経済発展が相

対的に遅れ、あるいは非国有企業、郷鎮企業、損失 を抱 えて困難な企業が集 中 している地

区では、実施率は割合に低 い。 I省 にある比較的に遅れている 2つ の「「 では、45.8%の 企

業が最低賃金規定 をまだ実施 していない。 」省の400社 の企業 は最低賃金 を規定通 りに支

払 ってお らず、8.7万 人あま りの職工に影響 を与 えている。 K市 の12の 区 。県の中で 3つ

の県は、まだ最低賃金についての規定 自体 をしていない。

企業経営の不振 も、最低賃金制度 を実施す る外部条件 を悪化 した。国家経済貿易委員会、

労働部 と全国総工会が行 った16の 省、市の企業調査 によれば、 1995年 第 1四 半期の「 双

停」企業 (生 産 を中止 と半ば中止 した企業 )と 破産企業は 4万 社近 くあ り、94年 の末 よ り

1万社増 えて影響は743万 人に及び、94年 の末 よ り158万 人増加 した。東北 3省 では予算内

企業の損失面は60%に 達 し、生産 を中止 した企業は企業総数の4.04%あ り、賃金 を払って

もらえない職工は216万 人に も及んだ。 こういう現実の下で、すでに最低賃金制度 を実施

した一部の省、 自治区、市は、経営困難な企業 に実施猶予 の許可 を下 した (『 体制改革 』

1996 No.460)。 しか し、 どんな企業が「 経営が非常に困難」か、その判定基準ははっき

りされていない。たとえば、「 経営困難」でも必ず しも賃金 を支払 うことができないとは

か ぎらないし、また最低賃金 を支払 うことができない企業 は「 双停」 または破産企業 と判

定す ることができるか、明確 に定 め られていない。結局、最低賃金制度の実施に対する監

督 と法律責任は民が検挙 。告訴 しなければ、官が追究 しない弱 い立場にとどまって しまう。

これはまた、供給が需要 を上廻 る労働力市場の現状 を背景 に、最低賃金制度 の実施が企業

の正常な経営 と競争力を妨 げると思って、実施 を怠 る一部の経営者の不法行為を助長する

のである。

さらに、医療保険改革 も、一般職工の経済生活にマイナスの影響を与えている。第 2章

ですでに述べたが、 もともとの医療保険はずいぶん手厚 いもので、個人がぜ んぜん医療費

を払 う必要がなかった。 しか し、 これは、国家の経済発展 と個人の適正利用の自覚がある

ことを前提に してしか、続け られないものである。文章か ら経済発展 の低迷、職工 と定年

退職者の増加、医療費の浪費 ・乱用などがひどくな り、ついに、国家が企業 に提供す る医

療経費では、実際の医療費に間にあわな くなった。 197()年 代の木頃か ら芝出がオーバー し
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て、医療経費が赤字 になった企業 はます ます多 くな り、医療費 の負担 が重 くて企業経営に
影 響 をきたす企業 も出てきた。一方、社会的 に統一的 に調達 し管理 す る方 向へ医療保険 を
改革 しなければ、企業 の方 は負担 を軽減 して市場 における平等な競争 に参加 し、職工の方
も社会的 な保障 に頼 って労働市場 で自由に流動 で きる、市場経済への転換 も所詮で きない
の である。 したがって、改革開放が始 ま るとともに、医療保険改革 も、重要課題 の 1つ と
して着手 され て きて ぃる。今の ところでは、医療保険は、 まだ従来 の ように企業が管理 し
てお り、社会的 に統一的 に調達 。管理 す る段階 に入 ってぃな い。改革 され たのは、 ただ医
療 費用 の支払 い主体 が もともとは国家 だけであった方式か ら、国家、企業、個人の 3者 に
よつて分担す るように変わ った点 であ る。医療保険の具体的な利用 の仕方は、各企業 によ
つて、改革 に応 じてそれ ぞれ違 ってぃる。筆者 の調査 では、大体次の方式 を取 る企業が少
な くな い。毎月公的な出費の部分 を、勤続年数に よって違 う金額 で職工 に払 う。職工 は、
それで もって医療費 を支 出す る。支給額 をオ ーバ ーすれば 自分 で追加 し、余れば、 あるい
は病気 にかか らなければ、 自分の財産 にな る。入院 な ど重病の場 合、勤続年数 によって定
め られ た比率 に したが って一部の費用 を、企業 か ら清算 して払 い戻 す。 この場合、大体個
人 が先 に現金 で病院 に支払 い、後 で領収書 をもって企業 に清算 し払 い戻 して もらう。言 い
換 えれば、当面 の医療保険改革では、国家 と企業の負担 は個人負担 の導入 によって軽減 さ
れ るが、具体的 な規定 は企業 によって決 め られ るか ら、職工の医療費負担の格差 は、企業
に よって違 ってぃる。経 営の よ くな い、或 いは歴 史的 に債務 の重 い企業における職 ]iは 、
立 て替 えて支払 った医療費がなかなか戻 って来 ない。 こぅ した ことに よって、職工の経済
利益 が害 され ることは多 く見 られ る。

1995年 に国家統計局 が全国 3万余 りの都 市住民 に対す る家族標本‖l出 法 で調査 した結果
に よれば 、94年 の都市住民の収 入 と支 出は ともに高 くなったが、収入 の格差 も一層大 き く
な った。 lo%の 最高収入世帯 とlo%の 最低収入世帯の格差 は、 93年 の3.6倍 か ら3.9倍 にな
つた (焚平 74)。 1994年 の 13の 省、 自治 区、直轄 市に対す る分析 で推算すれば、 94年 の
全 国の生 活困難 な職工 (低 収入者 )が職 工総人数に占める比率 は、 93年 の 5.6%よ り少 な
くとも 3ポ ィ ン ト以上増 えた (焚平 70)。

3.改 革 に払 うコス トの不平等

らに職業の性質によって、
改革開放前まで中国の T人 階級は、 さ
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門技術者、工人 という3つ の階層 に分かれていたが、労働分業 を基礎 に、公有制資産収益

はほぼ平等に共同で享受 していた。 しか し改革開放後の市場経済の導入によ り、各階層の

間では、契約 を基礎 に企業資源に対す る占有方式に違 いがでてきた。言い換 えね′ば、階層

間の元来の労働分業 による差別は、企業の資本権利に対す る差別に変わってきたのである。

経営者は、直接企業の生産手段 を支配 し、 しかもその収益 を手に入れ る権利 を得 た。反対

に、生産 手段所有者の中で絶対多数 を占める工人は、上の 3・ 1節 と 3。 2節 に述べた厳

しい就職競争の渦の中に、あるいは経営者 よ りずっと低 い収益 を得 る地位に落ちて しまっ

た。 ここに述べ る工人収益の低 さは、経営者の権力乱用によるものだけを指 しているので

はな く、計画経済 を実施 している国で市場経済へ転換する際に不可避的に発生す る特有な

現象、つま り、改めて残った資産 を処理する時、またその分の資本増殖に対する分配を行

う時に生 じる、職工既得利益の喪失 を指 している。言い換 えれば、経営者の正当な行政権

威、あるいは経営者の正当な資本収入については工人 も別に言い分はないが、「 どうして

わた しには資本収入がないか、経営者 よ り少な くてもいいか ら」 という、労働結果 につい

ての不平等、不公平ではな く、む しろ市場経済に参入す る「 スター トライ ン」に関 しての

不平等、不公平である。1992年 に全国総工会の行った労働者階級状況に関す る全国調査の

基本的な結論の 1つ には、当面工人階層が最 も不満なのは、企業資源の支配あるいは分配

のスター トライ ンにおいて、不公平があるということである (鴻 同慶 208)。 収入分配上

の不公平と比べね′ば、企業資源の占布方式 11の 不公平は、 ‐層根本的で本質的である。両

者 とも経済体制転換 で生 じたものではあるが、前者は、過渡期におけ る市場の未完備によ

るものなので、市場 メカニズムの成熟、つま り、党政 。政企の完全分離、工会の機能転換

な どが進展するにつれて、徐々に改善できるであろう。それ とは対照的に、後者、はいっ

たん規制事実化すれば、新 しい改革方法 を作 り出 さない限 り、改変できないものである。

こういう改革方法は、未だに世界で誰 もしたことがないかもしれない。

改革開放後、早 くも企業に請負制が導入 された時か ら、すでに経営者に直接に企業の資

産 を支配 し、 しか もその収益 を手に入れ る権利が与え られた。 1995年 か ら試行 し始め、96

年 に一層拡大 された企業経営者に対する年体制は、 このような資本権利 を規範化す るもの

であった。年体制が経営者に与える権利は、労働権 だけでな く、経営者 と企業に於ける他

の階層、特 に工人階層 との間で、労働分業の差別の外に、違 う資本を支配 し、また違 う利

益 を受ける特権 でもある。1996年 の年体制試行に際 して、全国的に著名 なある企業の出 し

た配分総サ11で は、配分において 3つ の不｀
|え 等を表すべ きだと規定 した。 1経 J:‖ (経 ダ|イ )
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階層 と従業員との不平等」は、その中の 1つ である (潟 同慶 204)。

計画経済か ら市場経済へ転換する過渡期において、一般職工は、上述 した資本権利の再

調整に際 しての既得利益 を喪失 しただけでな く、他の階層 よ り改革のコス トを多大に支払

わ されている。経営メカニズムの転換 と現代企業制度の確立に直面 して、企業が抱 えてい

る リスクは、往 々にに して一般職工に背負わせ られ るのである。後に述べるが、破産 した

企業 と、生産 を中止或いは半ば中止 した企業か ら出た失業者、及 び人員整理 で家に帰 され

た職工の払った犠牲がその 1つ である。

改革開放前まで、中国では、企業の破産や従業員の失業は資本主義社会 に特有な現象 と

理解 され、社会主義企業では破産 させてはいけない、職工 を失業 させてはいけないと考え

られてきた。そ こで、業績 の悪 い企業 に対 しては経営資金 を与え続けて生産 を続け させ る

ばか りでな く、職工に対 しても一旦採用すれば解雇せず、また誰 もを職業につかせ るため

に、余剰人員があっても従業員の募集 を続けたのである。 しか し、改革開放後、社会主義

の伝統的理念についての再検討 を行い、行政的な終身雇用制 を廃止 し、労働契約制 を実施

し始めた。 これ と組み合わせて、 1986年 には「 国営企業職工待業保険暫定規定」が公布 さ

れ、正式に失業者がでることを認め、またそれに対応す る保険制度 も確立 した。 1988年 に

は、経済体制改革の一環 として、 さらに「 中華人民共和国企業破産法 (試 行 )」 が実施 さ

れ始めた。破産判定工作が進むにつれて、長期に赤字 を抱 えていて資本 よ り債務が大 きく、

倒産が妥当と考 えらね′る合業に対 しては、次々と破産が宣告 さね′ると同時に、失業者 も大

量に出ている。資料によれば、1992年 の城鎮 (都市 と町 )の 失業率は2.3%、 93年 は2.5%、

94年 は2.8%、 95年 は2.9%(95年 6月 の末の失業率は2.8%で 、480万 人 )と いうように、

上昇 し続けている (『 労働経済与人力資源管理 』1996 No.11214;『 管理世界 』1996 No.

434)。 関係方面の推測によると、失業率の上昇趨勢はさらに続 き、 2000年 には4.8%に

達する見込みである (『 労働経済与人力資源管理 』1996 No.112)。

しか も、 これ らの統計に表れている失業率は、実は極めて限 られ た範囲のものである。

これは、ただ国有企業の失業状況 しか反映 していない。 しか も、国有企業 といって も、生

産 をすればするほど損失を出すために生産 を中止 し、あるいは半分中止 した「 双停」企業

の抱えている「 在職失業者」は、その中に含まれていないのである。すなわち、企業の身

分 を保留 させて、企業が新製品開発、生産方向転換、管理 システムの整理、整頓な どを終

えた ら、また企業 に戻 って来てもらうことになっている失業者が約 600万 人お り (『 人民

H報 』 1997年 1り J23‖ の報通 によオ1′ ば、 9()イ 119月 までにはすでに7()()万 人 1ス 11に 達 した )、
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さらに、経営メカニズムの転換 と労働制度改革にともなって浮上 した「 隠性失業」 という

べ き余剰人員が2,000万 人以上 も存在 しているのである。 この 2種類の失業者 も統計に組

み込めば、中国の城鎮失業率は10%に も達するのである (『 労働経済与人力資源管理 』19

96 No.1 14)。

国有企業の活力を強化 し経営効率 を高めることは、国有企業改 lfrtが 一貫 して追求 してい

る目的である。 しか し、 この改革が及ぶ領域は広いので、多 くの困難があ り、未だに有効

な道が見つかっていない。「 八五期間」における国有企業の活力不足、経営効率低下の間

題 は、依然 として有効な解決策 を見出 し得ていない。む しろここ数年、体制改革の深化に

つれて、産業構造 と資源配置の調整、 さまざまな新政策の登場、計画経済 と市場経済の転

換時の二重的体制による摩擦など、企業の外部環境が激 しく変動 している。その上、市場

メカニズムの導入、経営方式の改変、伝統経営による余剰人員、「 企業弁社会」の重い負

担、離 。退休職員の増加による年金 。医療費の巨大な支給など、企業の内部環境 も難 しく

なっている。新 しい情勢に適応 しきれず、業績が悪化 した企業が増 えている。国有工業企

業の資産利税率 (資 本利益率 )は 1990年 の10.1%か ら94年 は7.5%に 下降 し、企業の損失

も年 々ひどくなっている。国有工業企業の損失面は、 1985年 がたった9.6%し かなかった

のに、95年 になってすでに30%を 超 えた。 1996年 11月 の末、損失面は さらに43.7%に なっ

た (『 人民 日報 』1997年 1月 23日 「 宏観調控成効顕著優化結構勢在必行」 )。 企業損失額

も年 々増加 している。 1990年 は348.8億 元だったが、94年 はす でに438億 元に IIっ ている

(『 管理世界 』1996 No.430)。 破産 までは行かないものの、生産 を続 け られな い「 双

停」企業が「 在職失業者」を大量に社会に吐 き出 している。

「 国営企業職工待業保険暫定規定」 と1993年 に公布 され た「 国有企業職工待業保険規

定」によれば、破産企業の待業職工 と「 双停」企業の「 在職失業者」は、失業保険 を受け

取 ることができる。 ただしこれは、企業が失業保険金の支払い義務 を果た していることが

前提になっている。 しか し実際は、大多数の破産企業は長期に渡 って赤字 を抱 えている状

態なので、養老保険金、失業保険金が支払われていないのが一般的である。 したがって、

労働保険部門は、 これ らの企業の職工には失業保険 を出 さないのである。関係規定 によれ

ば、企業が保険金を支払っていないために失業保険が出ない場合は、企業財産 を処分する

時に職工の生活費の問題 を解決す ると規定 されているが、多 くの企業 では、債務が資本よ

りはるかに上回っているか ら、第 1次 分配が終わ らないうちに、破産の終 了が宣告 されて

しまうことになる。結り
"|、

失業 lllu」 :の 基本生活は、保障 され きれないのである。労働部 |"J
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の統計 に よれば、 1986年 か ら90年 にかけて全国失業救済金 を受けた職工は、わずか20万 人

で、年平均 5万 人 しかなかった (『 労働経済与入力資源管理 』1996 No.112)。 1993年 に

受 けた人 は70万 人 で、残 りの これ よ りは るかに多 くの人 は、パ ー トの仕事 をした りして生

計 を維持 している (『 工運研究 』1994 No.922)。 1994年 に受けた人 は 170万 人 に達 した

が、93年 の実際の保険金の納付 率は、 たった88.7%し かなかった (『 労働経済 与人力資源

管理 』1996 No.112)。 L省 総工会の同省におけ る26の 市、県 (「 在職失業職工」 を含め

て20.78万 人の待業職 工が いる )に 対す るサ ンプ リング調査 に よると、大 半 の職工 の生活

は、保 障のな いままであ った。 その うち、待業救済金 をも らった職工が 8.4%、 企業 か ら

月 50-80元 の生活費 を も らって いるのが40%、 生活費 をも らっていな いのは52%で ある。

また、医療保険の方は、受け とった人は 19.8%で 、 それがな い人が80%で あ る (『 工運研

究 』1994 No.1621)。

一方、経営 メカニズムの転換、現代 企業制度 の確立 を行 う中で、企業 では労働 の適正な

組 み合わせが行われ、今 まで潜在 していた余剰人員 を整理 し、家へ帰 らせ るところ も多い。

す でに触 れ たが、 これ らの余剰人員に対 しては、企業 は各種 の方法 を取 って解決すべ きだ

と規定 されているに もかかわ らず、当面 は企業 内での転換配置がず いぶん難 しいの で、結

局「 双停 」企業 におけ る「 在職待業職工」 に似 た形 で、企業 の労働者 としての身分 を保留

させ たまま、企業 に よっては一部 の生活費 を与 えて家に帰 らせ た りす る。 これは「 下商」

と呼ばれ る。「 下向」人員は待業保険か ら外れ ているので、他の仕・11が 見つか らないJJ/1合 、

生活は非常 に苦 しいもの とな る。

失業者 (「 下 向」人員 も同 じ )の 職業 への復 帰は、中国の現在の労働 力の ひどい供給過

剰状態の下 では非常 に難 しい。特 に失業者の絶対多数は一般職工 で、学歴 な どほ とん どの

面 にお いて も不利な状況なので、再就職 のチ ャ ンスや選択 の余地 は企業管理幹部や技術者

よ りずっと少 な く、苦 しい状況 にある。労働部門の統計に よれば、失業職 工 の再就職率は、

以 前の約 70%か ら1994年 は53%に 下降 し、平均失業周期 は、数年前の 4ヶ 月か ら 6ヶ 月ヘ

と延 びて いる。国有企業 自身が大量な余剰人員 を抱 えていて、労働力の吸収 はす でに限界

になって いる。毎年統一的 に就職 を配置 され る退役 軍人、大学 。専門学校 の卒業生 が増 え

て いる し、産業構造 を調整す る中で閉鎖 され た り、生産方 向を改変 され た りした企業の大

部分の職工は業種間の余 ・空席 の調整 な どで他 企業 に移 っていて、実際 に これ以上 の労働

力 を収容す るのはすでに困難 であ る。統計 によれば、 1995年 前半 llJlの 中国の城鎮職 工は、

lllえ るど ころか、前年 よ り196ノJ人 も減 っている。 その内、 1可 イJr、 業 は 13()ノJ人 、東 世|′ワiイ J
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企業 は66万 人 であ る。国有企業 は、 もはや就職の主な受け皿 にな らな くな っているのであ

る。 これ と同時 に、集 団所 有経済 の労働 力吸収能力 も顕著 に弱 まっている。一方、失業者

自身の資質 も、再就職 の成功 を妨 げる。 1992年 に企国総工会が行 った中国労働者階級状況

に関す る調査 によれば、一般職工 と しての工人 の資源は、 同 じ工人階級 に属す る経 営者 ・

管理職 よ りはいうまで もな く、 さらに技術 者よ りも劣 っている ことが分か る。身体状 況、

政治的身分、勤続年数、高等級 の技術職階な ど、ほ とん どの面にお いて、工人は他 の 2者

と比べ ものにな らない (表 20を 参照 )。 上 に触れ た L省総工会 の調査 では、大多数の待業

職 工の再就職 は難 しい。正式 な仕事 が見つか った職 工は 5.9%、 臨時的 な仕事 に雇われ た

のは3.4%、 自営業者 になったのは 13.7%、 沿海や発達 した地 区で仕事が見つかったのは 5.

27%、 他 の形 で生活 を維持 して いるのは 13.25%で 、約 60%の 待業職工 は、 まだ生計 を立

て るための手段 をもっていな い。 また、失業期間 を見れば、 かな りの職工が長期間 にわた

って待業 して いる。 2年 以上待業 したのは約 30%、 1-2年 待業 したのは約 25%、 半年 か

ら 1年待業 したのは約 27.3%、 3ヶ 月待業 したのは 18.1%で ある (『 工運研究 』1994 No.

16 21)。

表20 企業における管理者、技術者、工人の階層優勢に関す る比較

階層 区分 身体 良 好者

(%)

党員の比率

(%)

学 歴

｀
「 均 1血

勤続年数

｀
「 J勾 111

高職階者

(%)

管理者、経営者 52.63 82.51 12

*12

*11

９４

　

２

　

８

27.74 7.04

技術者 51.37 20.35 13.23 16.56 2.33

工  人 44.09 11.88 9.93 14.64 0.43

*前 者は中間管理幹部で、後者 は低層管理幹部の平均値 である。

出所 :潟 同慶 206

以上の各種の待業職 工は、基本生活 も保障 されず、一部 の二人 は絶対的貧困に追 いや ら

れ た。 1994年 と95年 の一部の地 区別の 中国城鎮社会 におけ る、低収入層 の生活状況 に関す

る資料の総合的分析 によれば、 94年 以来城鎮住民 におけ る低収 入層の構成 は、す でに88年

の頃 とは違 って いる。元来、城鎮

`L会

におけ る低収人りJは 、労働 能力のない者、安定 した
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収入のない者か ら構成 され ていたが、今では上記の人たちの外に、主に一部の長期 にわた

って損失 を出 してきた歴史が長 く社会負担の重 い国有企業 (大 中型企業 もあるが、主に中

小企業である )の 職工、失業人員及び離 。退休人員か ら構成 されている。 これ らの人の数

はすでに相当な規模 になっている (焚 平 74)。

要す るに、中国企業における経営主体 は、改 171開 放の深化につね′て権 プリ。地位関係が激

しく変化 し、政治的 にも社会的に も経済的に も格差が開 き、経営者 と職工の間は もちろん

の こと、職工の間で も格差が開 き、特 に一部の経営の苦 しい企業の職工は、不運にも社会

の貧困層 に転落 して しまった。国家集団主義的経営の下での特徴 であった、職工 (管理職

も含む )の 利益の一致性がすでに崩壊 しているのである。
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後 書

集団主義的価値観 にはす さまじい力が潜在 している。「 企業にせ よ、政府にせ よ、その

政策が成功 を生み出 しているかぎ り、 この集団的熱狂は成功 を継続 させ る助けとなるであ

ろ う。 しか し、 もしこの成功が何 らかの理由で、突然つまずいて停 |ll tノ て lン まった場 合に

は、 どんな結果が起 きるか。簡単にはいえないがおそ らく、当事者は虎の尾 をつかんでい

ることを発見す るのではないか」。1962年 にイギ リスの経済誌は、 日本の集団主義につい

て こうコメ ン トした (「 ロン ドン・エコノ ミス ト」特集、『驚 くべ き日本』竹内書店 1963

1718)。 中国的経営の形成、定着、動揺の展開サ イクルでみ られた経済発展の激 しい変

動 も、上記の言葉 どお りだったといって過言ではなかろう。

中 日両国の集 団主義的経営の比較がわれわれに教 えているのは、集団主義的経営が成功

す るか否かは、政策の適確 さ次第だということである。いいかえれば、集団主義的価値観

をもつ集団成員か ら、最大限にその価値観 に潜んでいるエネルギーを開発するためには、

つねに適確な意思決定 を下す ことのできる リーダーシップを必要 とす るのである。 日本の

企業では、 こねンは市場メカニズムによって リーダーの職務に対す る責任感 を高め、また、

稟議制 を通 じて合意形成的な政策 を生み出 してきた。

これ とは対照的に、中国は国家集団主義的経営だか ら、国家 レベルの政策 と企業 レベル

の政策の両方の適確性が要請 されることになる。国家が企業の事実上の支配者であるので、

国家政策の適不適が より決定的 となる。意思決定の適確 さを保証す るために、中国は思想

教育 を通 じ、また民主集中制 を貫徹す る集団指導 を通 じて、政策 をコ ン トロール しようと

した。 しか し、歴史が教えて くれ るように、思想教育だけでは不十分であ り、また法律 と

制度による規制な しには、民主集 中制は貫徹 しがたい。 こうして、中国的経営はついに改

革の時 を迎 えたのである。当面見 られ る改革の方向は、市場メカニズムの導入によって企

業 に対す る国家の干渉 を排除 し、また、市場メカニズムと思想教育の 2本柱で、管理職 を

始めとす る成員のモラールを高め、職工代表大会によって広範に英智を集め、 さらに、経

営者に対する職工代表大会 と党委の監督によって、中国文化に残存 している家父長的な習

性 を抑制 しようとしている。 これまでの改革は、一般職工にはすでに大 きな衝撃 を与 えた

が、 リーダー層に対 してはまだまだその効果は及んでいない。 しかし、 こういう意思決定

体制の構想は、確かに魅力的である。それが実現 できね′ば、中国経済の先行 きは もっと明

るいものになるであろう。
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[,主 ]

1)中 国で行われ た隋、唐 に始 ま り、清末 まで続 いた官吏の登用試験。

2)華 僑 は所在 国の国籍 に変 えた ら華人 と呼ばれ る。第 2次大戦後 、大半 の華僑 は華人

になった。

3)長 岡郷 は江西省興 国県の ひ とつの郷。才渓郷 は福建省上杭県の ひ とつの郷。汀州市

は今の福建省長汀県 であ る。長 岡郷 、才渓郷、汀州市 は、 当時 (1934年 )は みな革命

根拠地 であった。

4)士 紳 の主体 は、家族 員の中に儒家学位 を獲得 した ことのあ る、 しか も現職 の官吏の

いる地主家庭 である。 (T・ 斯科克波外 51)

5)共 産主義道徳 とは、「 人民 の利益 のために、全心全霊 に共 同に奮 闘す る こと、個人

の利益 と人民 の利益 との間 で、衝突 が起 った時、惜 しまず個 人の利益、 さ らに 自己の

生命 まで犠牲 に し、人民の利益 の必要 に服従す る こと」(金 衝及 )で あ る。

6)農 村 人民 公 社 は、 1958年 の
″

大 躍 進
″

の産物 であ った。工、農 、 商、学 、 兵 (民

兵 )を 1つ の大 公社 に組み込 んで行政 と経済 を一体 に した、社会の基礎的単位 であ る。

7)中 国の行政単位 の 1つ 。区の下 に位す る行政単位 である。

8)居 民委 員会 は、中国各地 にあるコ ミュニテ ィ活動 を行 う地域剰l織 であ り、 だいたい、

日本の町 内会 に相当す る。

9)政 治身分 に応 じて与 える権利。 た とえば党 員であれば、 あ るいは何級以上の幹部 で

あれば 、 あ る新 聞 を とる ことがで き、 高級幹部専用 の病棟 に入 る ことがで き、寝 台車

に乗 る ことがで きる、などの権利 であ る。

10)C工 場 の例 は、李漢林他『尋求新的協調 』342-373か らの引用。

11)1983年 か ら実施 し始 めた建国前 (1949年 10月 1日 前 )に 革命 に参加 した幹部 を対象

に一般職工 よ り優遇的な退職制度である。郁貝紅 199320-22を 参照。

12)全 国各民族 、各民 主階級、各民主党 派、各 人民 団体及 び一 切の愛 国民主の人 び とを

一括 して、共産 党が指導 して いる社会主義建設の統一戦線 を結成 す るために、特 に気

を くば って団結すべ き対象。 た とえば少数民族の人や各民主党派の党 員な どを指す。

13)雷 鋒が座右 の銘 として掲 げ る言葉。後 に中国人のよ く使 う名 言になった。

14)解 放軍の政治思想 工作 の中でまとめた 4つ の基準。

①  人 と物 との関係では、人の要素が第 1で ある こと。
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② 各種の工作 と政治工作の関係では、政治工作が第 1で あること。

③ 政治工作のなかでも、思想工作が第 1で あること。

④ 思想工作のなかでは、本か ら来 る思想が第 1な のではな く、生 きた思想が

第 1で あること。

15)中 国は建国後、相次いで 4つ の憲法 を作 った (1954、 75、 78、 82)。 現行憲法は1982年

に制定 され た ものであ る。前後 4つ の憲法 の うち、公民 の基本的権利 と義務 の中に

「 ス トライキの 自由」が認 め られ ると明記 されているのは、 75年 と78年 に制定 された

ものだけで、54年 と82年 の憲法 には、 ス トライキの 自由 という文字は出ていない。そ

れで、中国政府 は、実はス トライキの 自由を認めていない ことを示 していると考 えら

れる。

16)家 族 の栄誉称号 :「 五好」 とは [団 結隣里好](お 隣 との関係がよい )、  酸息婆関

係好](し ゅうとめ と嫁 の間の折 りあ いが よい )、  E夫 妻関係好](夫 婦は仲 がよ

い )、  E教 育子女好](子 女 を しっか り教育 している )、  E勤 倹持家好](勤 倹 して

家を保持する )こ と。

17)文 革の文献「 16条 」の中で規定 された文革の 目的である。「 闘」 とは資本主義の道

を歩む実権派 をたたきつぶす ということであ り、「 批」 とはブルジ ョア階級の反動的

な学術「 権威」 を批判 し、ブルジ ョア階級やすべての搾取階級のイデオ ロギーを批判

することであ り、「 改」とは社会主義制度の強化 と発展 に役立つように教育を改革 し、

文学 ・芸術 を改革 し、社会主義の経済的土台に適応 しないすべての上部構造 を改革す

るということである。

18)「 衛星上天」 とは、直訳すれば衛星 を空に打ちあげること。 ここでは、生産がよ く

発展す ることの比喩である。「 紅旗落地」 とは、中国の五星紅旗が倒れ ること、 ここ

では、中国の社会主義体制が資本主義体制に変色す ることの比喩である。 このスロー

ガ ンの意味は、生産 と革命 と比較すれば、革命の方が もっと重要である。生産が よく

発展 して も、 もし社会主義体制が変わ った ら、何の役 にも立 たない。「 四人組」は こ

のスローガ ンを出 して、国民 に生産 を放置 していいか ら、 もっと文革 を大 いに行お う

と呼びかけたのである。

19)「 社会主義の草」 とは、社会主義革命 を行って、中国の社会主義体制は守 られたが、

1笹 命のために生産が放置 され て、畑 に草がはえて しまうことの比喩である。「 資本主

義の苗」 とは、革命 を行わず生産 に努 めたので、畑に苗がよ く成長す るが、中国の社
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会主義体制 が資本主義 に変 わ って しま う ことの比 喩 であ る。 つ ま り、革命 を して生産

が だめにな る ことと、生産 をよ くして社会主義 国家が資本主義 にな って しま うことの

どっち を選ぶべ きかにつ いて、「 四人組 」は前者 を選ば なければ な らな い と国民 に呼

びかけたのである。

20)「 束方糸I」 とい う歌 は 1942年 、 当時 ri命 根拠地 でああった限西 省のあ る農民 が作 っ

た毛 沢東 と共産党 をたたえる歌 であ る。作 られ て半世紀 がた ったが、 中国 におけ るど

の歌 よ りも多 くの人 に知 られ て いる とい える。 (『 人民 日報 』96年 8月 16日 「 永久懐

念」 よ り )

21)社 会主義 国家 に失業者が存在す る ことは許 されな いとい う理 念 に基づ いて、 1960年

代半ば 頃か らだん だん増 えて きた就職 で きな い若 い労働力 を、彼 らが失業 して いるの

ではな く、 ただ しば らくの間職業 につ くの を待 って いるだけ だ とい う意味 で、待業青

年 と呼 んだ。 30年 経 った今 日では、失業 して いる者 はす でに青年 だけに限 らな くなっ

た こと、伝統的 な社会主義理念 に対 す る再検討 と、 1988年 の経 済体制 改革の一環 とし

て「 中華人民 共和 国企業破産法 (試 行 )」 が実施 し始 め られ た ことな どで、 中国では

失業人員、待業人員、待業職工な どの言葉が使われ るようになった。

22)「 中華人民 共和 国全民所 有制工業企業法」 1988年 4月 第 52条 に よれば、職工代表大会

には次の 5つ の権限がある。

①  工場長 の出 した企業 の方針、長期計画、年度 計画、基本建設の方案、重大な

技術改造 に関す る方案、職 工養成 計画、保留資金の分配 と使用 に関す る方案、

経 営の請負 と賃貸責任制度 に関す る方案 の報告 を聴取 、審議 し、 また意見 と提

案 を出す。

②  企業 の賃金調整方案、 ボーナ ス分配方案、労働保 護措置、奨励 懲罰の方法及

び他 の重要な規則制度 を審査 し、賛成 あるいは否決 を行 う。

③  職 工 の福利基金 の使用方案、職工の住宅分配方案及 び他 の職工生活、福利に

とって重要な事項 について審議 し決定す る。

④ 企業の各級行政指導幹部に対 して、評価、監督 し、彼 らに対 して、奨罰ある

いは任免の提議 を行 う。

⑤ 政府主管部門の決定に基づいて工場長を選挙 し、また政府 主術部門に報告 し

て許可 を求める。

- 191



引 用 。参 考 文 献

間宏 1974『 日本的経営』日本経済新聞社

シュー ,F.L.K。 (作 田啓一、浜口恵俊共訳)1971『 比較文明社会論』培風館

富永健-1993『 日本の近代化 とたL会 変動』講談 ‖l

朱宗玉他 (編 )1993『 中華人民共和国史綱 』福建人民出版社

濱口恵俊 、公文俊平 (編 )1982『 日本的集団主義 』有斐閣

斯科克波爾 ,T。 (黎 平訳 )1991「 従士紳与国家的関係看辛亥革命前中国社会的危機」『社

会学与社会調査』NO.2

楊天溢 1980「 国際社会か らみた日本の企業 と社会」『現代のエスプ リ集団主義』160号

Be H ah,R.N.1957 rθ ■″g′ ″′′θ′′g′θ″ (堀 =郎・池 田昭訳 1962『 日本近代化 と宗教倫

理 』未来社 )

楊江 1995『 建国以来十大経済熱点』中国経済出版社

竹内実 (監 修 )1977『 解題注釈 毛沢東選集 第5巻 (第 1-3分 冊 )』 三一書房

園田茂人 1993『 日中合弁企業で働 く日本人管理職の意識 と行動 』

李漢林他 1988『 尋求新的協調』測絵出版社

王洋、富秋 1995「 論50年 代対中国工会道路的探求」『季刊 T人組織 ケ活動』1995.2中

国人民大学書報資料中心

察林海 1995「 中国の労使関係に関す る史的考察」『 日本労働社会学会年報 』第6号

奈良大学比較社会変動研究会 1996『 社会主義市場経済の深化 と社会意識の変貌一― 中

国「 企業改革」下の従業員―― 』

Macfarquhar,R。 ,費 正清 (編 )(金 光耀他訳 、王建朗他校正 )1991『 剣橋 中華人民共和国

史 』 上海人民出版社

黄瑞章 (編 )1988『 企業中層領導 』鷺江出版社

「 中国共産党中央委員会のプロ レタ リア文化大革命についての決定」(16条 )1966年 8月

8日 採択

『人民 日報 』1966年 9月 7日 社説「 革命に力 を入れ、生産 を促進す る」

『人民 日報 』1966年 12月 26日 「 鉱工業企業の文化大革命の高ま りを迎えて」

『人民 日報 』1996年 11月 7日 金衝及「 領導幹部要身体力行共産主義道徳 J

『人民 日報 』『紅旗 』1967年 1月 1日 社説「 プロレタ リア文化大革命を最後まで押 し進め

- 192 -



よう」

『紅旗 』1967年第3号「 プロレタ リア革命派の奪権闘争について」

『紅旗 』1967年 9月 第15号 社説「
″

革命に力を入れ、生産 を促す
″

方針 をいっそう貫徹

しよう」

中国研究所 (編 )1962・ 19694F版 『新中国年鑑 』

寿孝鶴他 (編 )1986『 中華人民共和国資料手冊1949-1985』 社会科学文献出版社

郁貝紅 1993「 中国に於ける大学単位社区について」『社会学研究 』第12号 甲南女子大

学 (大 学院論文集 )

財団法人 日本青少年研究所 1989『 中国に於ける価値観の研究 』

財団法人 日本青少年研究所 1991『 中国に於ける価値観 としつけ観 』

黄朗輝、楊玉民 1996「
″
八五

″
国有企業改革回顧与思考」『管理世界 』第5期

李成瑞 1994「 国有企業改革 :理順産権関係与転換経営機制」『中国社会科学 』第2期

潟同慶 1996「 工人階級 内部階層規範変革及其相関問題」『管理世界 』第2期

焚平 1996「 中国城鎮的低収入群体」『 中国社会科学』第4期

全国総工会政策研究室 1994・ 1995『 工運研究 』

李傾之 1996「 1言 1行 連着党的形象」『求是雑誌 』第17期

葛延風 1994「 腐敗現象的社会学思考」『省理 |IL界 』No.3

鄭也夫 1994「 社会生態学的腐敗与社会転軌期的腐敗」『戦略与管理 』No.3

潟伯麟 1995「 市場経済条件下的社会心態研究」『社会学研究 』第2期

大江 1996「 歳末聞鵬晴当家要小心」『亜洲週刊』1月 14日 号

Lapw00d,R.and Lapwood,N。 1954『 中国革命親歴記』

石井明 1993「 中国に見 るナシ ョナ リズムヘの傾斜」『創文』344号

王輝著 (橋 爪大三郎他訳 )1994『 中国官僚天国』岩波書店

吉田和男 19〔)3『 日本型経営システムの功罪 』東洋経済新報社

李金 1994「  伯的中国研究述要」『探索 』5月

中共中央宣伝部 1995『 部小平同志建設有中国特色社会主義理論学習綱要 』学習出版社

福州市経済委員会 1988『 学習中華人民共和国全民所有制工業企業法専輯 』

合歓 1994「 職工積極性的調査」『工人組織与活動』1月

安建華 1994「 工人階級内部的階層差異 J『 社会学研究 (京 )』 6

財団法人マスダ国際交流教育財団「 日本型 システム」研究会 (編 )『 日本型 システムー

- 193 -



一人類文明の一つの型 』 セコタック株式会社

劉光輝 1995「 現代企業制度与党的企業基層組織建設」『社会科学研究』4

賀陽 1995「 社会保障制度改革極待解決的幾個問題」『党校科研信息 (京 )』 16

王建初 1994「 論建国後工人運動的三次挫折」『史林 (泥 )』 4

費孝通 1986『 江村経済』江蘇人民出版 社

費孝通 1988『 費孝通選集 』天津人民出版社

李 強 「 政治分層与経済分層」

- 194 -



株式制に改組する中国国有企業の試み

甲南女子大学大学院博士後期二年 郁 貝紅



約十年間の改革の試行錯誤の中、だんだん次のことが分かって来た。①今まで

の改革はまだ伝統的計画経済のもとで、政府が企業を管理する枠を脱出してい

ない。「放権」という言葉からも素直に反映されているように変えられたのは

主に政府が企業を管理する具体的な形式であって、企業が政府の介入によつて

管理される面においては根本的な変化がないといえる。②改革の重点は収入の

配分制度におかれて、財産所有権市1度の改革には立ち入らない。収入に対する

配分はつまるところ、財産所有権制度によつて決めるものであるから、財産所

有権制度における問題を解決しなければ、配分問題もうまく解決できない。こ

ういう認識にもとづいて、九〇年代に入つて国有企業改革で市場経済の発展、

財産関係の明確化と結びつけて、八〇年代改革でうまく実現できなかつた「政

企分離」 (行政と企業の分離)に重点をおき、国有企業を独立 した経済実体に

することをめざすようになった。

このように国有企業改革の試行錯誤の中で、株式市1は企業の財産所有権を明

確にし、所有権と経営権を分離させ、企業を徹底的に政府の行政管理のもとか

ら脱出できる良い組織形態として、政府に公認され、かなりのスピードで中国

の各地で試行しはじめられた。そして、一九九四年十二月社会主義中国史上初

めての株式会社に対する評価が北京で行われることとなった (《人民日報》海

外版一九九四年十二月二日)。 全国合計二万企業の株式会社の中か %、 一番大

きい企業が三百企業と評価された。株式会社はこのようにすでに正式に国家統

計評価の対象に取り入れられたほど中国企業の一つの組織形態として、国家の

経済をささえる力になっていることを示唆した。

国有企業、特に大、中型国有企業の株式制への改造は、すでに中国国有大中

企業の経営メカニズム転換の重要なモデルとして、定着しつつあるが、依然と

して模索・試行の段階にあるので、国有企業の中で株式制になった企業の占め

るシェアはまだ小さい。本論文はこのような段階にある中国国有企業の株式市1

への試行について、その現状及び問題点を探求しようとするものである。

一、国有企業の株式制への改組の方式

株式制実験企業の設立は国家経済体制改革委貝会または省 。自治区・直轄市

の経済体制改革部門が中心となって関係部門と合同で認可することになってい

る。

国有企業の株式会社への改組の仕方は主に次の三つである。 A、 株式会社

設立の発起人は一企業あるいは数企業 (そ の中の一企業が主体となる)である

場合、主体企業の法人資格と名称が取消され、同企業の全資産を株にして株式

会社になる。このような仕方によって設立 した会社を本論文でAタ イプ会社と
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称する。

弓、株式会社設立の発起人は多数組織で、また皆全資産を持って加入する場

合、各自本来の法人資格と名称を取消されて株式会社を作る。このような会社

を本論文でBタ イプ会社と称する。

C、 発起人は多数組織で、それぞれ一部の資産を出して元来の各自の組織と

独立した新しい会社を作る。こういう会社を本論文でCタ イプ会社と称する。

全体的に見ればA方式によって出来た株式会社の数が一番多い。次はC方式

によるものである。・
ilFT江省の統計ではAタ イプ会社は株式会社の中で約七〇%

占めているに対して、Cタ イプ会社は約二五%占 めている。Bタ イプ会社は一

番少ないといわれる (張堅民、朱乃行一九九四年)。

設立の方式によって新しく出来た株式会社の株の構成、細.織機関、指導部人

員の変更程度、政府との関連の密着度及び経営効果にも影響が及んでいると見

られる。一般的にいえばAタ イプ会社は設立した時、一つの主体企業をもとに

作られたために、その主体企業のもとの産業主管官庁との歴史的なつながりが

まだあって、そのコントロールからなかなか離1悦 しにくい。しかし、Cタ イプ

会社は多数の企業がそれぞれ一部の資金を出して作った会社だから、産業主管

官庁からの関与が比較的に弱い。行政との関連の有り様は特に会社の経営に非

常に影響を与えている。そこで同じ国有企業から改組した株式会社であっても

いろいろ違っているのである。このことはあとで触れることがあるから、ここ

では一言ふれて注意を喚起しておきたい。またAタ イプ会社は株式会社の中で

もっとも数が多いから、本論文は主にそれを対象に論じている。

二、国有企業から改組された株式会社の株式構造および特徴

中国会社の株式は出資主体により、国家株 。法人株 。個人株及び外資株に分

けられる。

国家株とは「国家を代表して出資する権限をもつ部門または機関が国有資産

を会社に出資して形成する株式 (現有資産を換算した国有株式を含む)である」

( 株式制企業実験弁法 一九九二年)。

法人株とは「企業法人が法により支配することのできるその資産を会社に出

資して形成する株式、または法人格をもった事業体及び社会団体が国家から経

営に使用することを許された資産を会社に出資して形成する株式である」 (

株式市1企業実験弁法 一九九二年)。

個人株式とは「社会一般の個人または当該会社内部の職員・労働者が個人の

合法的財産を会社に出資することによって形成された株式である」 ( 株式有

限会社規範意見 一九九二年)。
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外資株とは外国および中国の香港 。マカオ・台湾地区の出資者が人民幣特殊

株券の1青入という形式で会社に出資することによって形成された株式である。

また資産の性質にもとづき国有資産の出資によって形成された株式および集

団所有の出資によって形成された株式を二括 して公有資産株という。その他の

株式は非公有資産株である。

国有企業から改組 した株式会社の株式の構造から見れば各種類の株式が会社

総株に占めるシェアは地区によって違うが、大体国家株あるいは国家株・法人

株あわせて過半数を越えるのが一般的である。法人株は実はあいまいなもので、

それはだれのものか、国家のものか、企業のものか、企業の場合、その企業は

また誰の所有物か (つ まり国家の企業か、集団の企業か)分からない。しかし、

その定義から分かるように、ほとんどが国有企業 。国家事業体・団体の用いる

資財であるので、広義に見れば国家株の類いであるため、それを名称が変えら

れた国家株と見てもよいといえようёいくつかの地区の株式会社の株式の構造

を見てみよう。

福州市の株式会社では、全体的に「資産権構造の中で国家株がコントロール

する地位になっている。平均的に六〇%占 めている。他の種類の株式のシェア
｀
が小さい」 (王賛猷、趙君尭 一九九三年)。

浙江省では、株式会社全体から見れば、国家株が総資産の中で一七.八 %、

法人株が六八.六 %、 個人株がたった一三.六 %占 めているそうであるから、

国家株プラス法人株のシェアは八六。四%と 随分高い。 (張堅民、朱乃行一九

九四年)

四川省の上場会社十三企業に対する調査では、国家株と法人株合わせて平均

的に株式総数の六八%、 個人株は三二%占 めている (社長江一九九四年)。

私の調査した五つの会社の株式の構造は表のようであるが同じ傾向である

(表 を参照)。

株式制企業は社会一般に公開して、株券を発行するとき、中国人民銀行の認

可を経なければならない。現状では、上場株式会社はまだほんのわずかである。

一九九四年一月現在全国で合計一九六社しかなかった。各地の情況が違うが私

の副J査・Cは 、一九九五年一月現在、A市工業関係の株式会社の中で上場企業が

たった株式制会社全体の一八%占めているのである。また国家株と法人株は流

通に出されなく、個人株に限っている。

1中国株式会社のこういう公有資産株が主導的地位にある特徴こそ、企業の社

会主義公有制の性質を保つものであると考える人がいる。それに対して国家株

を流通に出し、国有企業の一部の資産を株式として売り出すのは、国有資産の

存量をいかし、実物形態の資産が存在して国家にコントロールされていると同
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時に、売出による貨幣収入が実物形態の価値を大幅に増大するので、国家がこ

の収入を他の重要な建設プロジクトに移転することができるため、国家に良い

と考える人もいる。

要するに、株式制は今まで市場経済という概念とともに資本主義経済の範躊

にあるものと思われてきたので、株式制への試行は不断に社会主義か、資本主

義かと敏感に問われつつ、展開していくであろう。

三、株式会社における機関及び指導体制

株式会社は独立した法人実体として活動をしていくためにはその意思決定を

する機関や、具体的な経営管理などの行為をする機関が必要である。また所有

者 。経営者・労働者など多くの利害関係人が存在するから、会社の活動が適正

に行われているかどうかをチェックする機関も必要である。そのような役割を

担うために、国際慣行に基づいて中国の株式会社でも①株式会社の最高権力機

関として株主総会 (股東大会)、 ②株主総会の執行機関である取締役会 (童事

会)、 ③代表取締役らの職務執行を監督したり、会社の会計が適正に行われて

いるかをチェックする機関である監査役会 (監事会)④具体的に企業の日常的

生産経営活動を担う社長 (総経理)を設立、選任することになっている。

・現時点では現存する株式会社の組織機関を見れば、まだまだ非制度的で、完

備されていないところが多い。確かに試行段階にあるという印象を与えられる

のである。

まず第一に、会社機関設立 。人員選出の手順が法規に従っていないこと。

中華人民共和国会社法  (一九九四年七月一日実施。以下、 会社法 と略称

する)に よれば取締役会・監査役会は株主総会によって、代表取締役・社長は

取締役会によって選出されるべきであるが、ほとんどの会社は株主総会そのも

のも含めて各産業主管官庁と政府体制改革委員会の推薦名簿によってこれらの

機関を設立、任命したのである。元来の国有企業での管理職は特に重大なミス

を犯したことがない場合、基本的に株式会社において引き続き管理職のポス ト

に任命されるというのが政府の選任方針である。株式会社の代表取締役 。社長・

副社長などの職務歴を調べたら分かるが、ほとんどが元来の国有企業の工場長・

党書記あるいはその副職であった。

第二に、機関として整備されていないこと。 会社法 によれば取締役会と

監査役会は会社の常設決定機関と監督機関であり、その成員はそれぞれ職務に

応 じて株主総会で定められた報酬を得るのである。しかし現存する株式会社の

取締役会では従業員代表 。社会個人株主代表・法人代表、また監査役会では従

業員代表 。国有資産管理局代表 。著名人などがいて (表 を参照)日 頃それぞれ
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各自の職場にいて会議の時しか顔を出さない。国有資産管理局のスタッフの中

で一人で同時に二つの会社の代表取締役になっていることもある (『人民日報J

一九九三年十二月二十日)。 また報酬も各自の所属から原職の給料の金額のま

ま得るのである。とても常設機関として組織の面において整っていない。

第三に、株式会社の機関として機能を充分に発揮 していないこと。株式会社

に改組された企業では上記した機関と職務がいちおう設置されたが、 会社法

に従って機能していないものが程度の差があるが、かなり多い。株式制に改

組して数年たったのに、株主総会をまだ一回も行っていない会社もあるし、株

主総会・取締役会で採択した決議はまた各産業主管官庁に1足 出して許可をもら

う会社、あるいは株主総会と取締役会があっても、ないように昔どおりに社長

(工場長)一人の言葉で決める会社もある。

最後に第四は、上記した株主総会 。取締役会・監査役会と伝統的計画経済体

制下にある国有企業の本来存在した機関との関係において、理論上の混舌しによっ

て処理し難しい状態にあること。

八十年代の中ば頃から今まで中国国有企業では工場長責任制という指導体制

が貫徹されている。企業の指導体制における共産党 。政行管理と労働者三者の

関係が次のように法律で決められている。「企業では工場長 (社長)責任制を

実行する」、「工場長を始めとする生産経営管理システムを作 り、工場長が企業

の中で中心的な地位に立って、企業の物質文明建設と精神文明建設に全面的に

責任を負う」。また、「中国共産党の企業の中での基層組織は党と国家の方針 。

政策の本企業での貫徹、執行への監督と保証を実行する」。さらに「企業は従

業員代表大会と他の方式を通して民主的な管理を実行する」 ( 中華人民共和

国全民所有制工業企業法 一九八八年、以下は 企業法 と略称する)と 。そ

れゆえに国有企業では今まで経営管理機関を除いて、共産党委員会 。従業員代

表大会それに、その常設機関である労働組合 (工会)があった。

国有企業が株式会社に改組されて以降、共産党の指導、従業員代表大会によ

る民主的管理はどうすべきか、党委員会 。従業員代表大会 。労働組合を解散す

るか、解散しないなら、どういうふうにこの古い三つの会 (「老三会」)を「新

三会 (株主総会 :取締役会・監査役会)」 と両立し、また互いにどういうふう

に役割分担をするか、政府から明確な指示がなく、理論面でもずい分混乱して

いて、実際的な扱いが難行する状態にあった。

国有企業から株式会社に改組した会社では、前記一に書かれた設立タイプに

よって「老三会」のあり様が違い、また各会社の指導層の「新老三会」の関係

に対しての理解がさまざまであるため組織機関の様相も違ってくる。Aタ イプ

会社では、ある一つの企業が主体になつて株式会社を作ったため、「老三会」
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はそのまま残りがちである。それが「新三会」と両立してうまく機能できるか
どうかは、大体その企業の指導層の「新老三会」関係に対する認識によって状
況が,壺 う。 Bタ ィプ会社は多数企業で設立された会社であるため、各企業の

「老三会」が残ってもすぐには運営できない。組織の調整、人員の配置変動な
どをしたあとゃっと発足できる。しかし実際に再生したか、あるいは放置され
て事実的に解散してしまったか、ゃはりその会社の指導層の考え方によってい

る。 Cタ ィプ会社は実際は新規のものであるから「老三会」が存在しない。設
置するかどうかは問題である。このように結局、株式会社の中で「老三会」が

力強く機能しているものもあれば、党委員会と労働組合が看板だけ二枚あって、
人員が同じもの同士になったり、あるいは人員不足になったり、正常に機能で
きないものもあれば、従業員代表大会・労働組合のないものもある。

ところでAタ イプ会社が株式会社の中で一番多いので過半数の株式会社が設
立した直後直ちに「老三会」と「新三会」の関係問題に直面 している。「新老
三会」の位置関係については一般的に①党委員会対取締役会、②従業員代表大
会対株主総会、③労働組合対監査役会のように三対に分けて論議されている。
どうしてこういう』、うにされているか誰も理由をあげないが、伝統的計画経済
体制下に形成した価値観、ものの考え方及び現実の中での直感によるものだろ
うと思う。これについて今回議論しないことにさせていただく。
一九九二年国務院によって公布された 全民所有制工業企業経営メカニズム

転換条例 総則の中に国有企業における指導体制問題に関して、「中国共産党
の基層組織に企業における政治的中核 (核心)と しての役割を発揮させ、工場
長 (社長)責任制を堅持・整備 し、誠心誠意労働者階級に依拠する」と指示さ
れた。「新三会」によって「老三会」を代替できないことは明きらかになった。
しかし党の「核心」と社長の「中′亡、」という意味はとても把握 しきれない。現
時点では沢山の会社が「新・老三会」のスタッフを交叉兼任の方式で、その間
題の解決を求めている。いゃ、解決いうよりも回避 したという方が適切だろう
と思う。

まず、,取締役会の人員配置を見よう。取締役は党委員会の委員を多く兼任さ
せていることが見られる。A市のある会社では九名の取締役の中で、六名が党
委員会の委員である。また代表取締役 。社長の多くは党の書記あるいは副書記
が兼任している (表 を参照)。 このようにして初め、て企業の意思決定の最高機
関の中で、共産党の政治的核心としての役割を充分に果たすことができ、また
社長を兼任すれば、党の「核心」と社長の「中心」

1の
位置関係も解決できると

思われる。しかしこういうふぅにするのは、本当に良いのか。生産経営と政治
思想教育はまったく性質の違う仕事であるが、両方ともうまく担当できる人材
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が見つかりにくいだけでなく、一人にこんなに仕事をさせるのが過負担になる

であろう。それから一人の人に代表取締役 。社長・共産党書記のように、二つ

あるいは三つの職権を握らせると、指導者の独断的性格を助長しがちという弊

害が生じるかもしれない。

株主総会の方においては、従業員代表大会によって選出された従業員代表が

国家株を代表 して、株主総会に出席する。・
ilFr江省の株式会社の株主総会の構成

を見れば、同企業の従業員が株主総会の五三%占 めている (張堅民、朱乃行一

九九四年)。 こうして従業員による企業の民主的管理と従業員の利益を守るこ

とができると言われる。

監査役会の方においては 会社法 で明確に「株主の代表と適当な比率を占

める従業員代表から出来る」と決められている。表でも分かるように労働組合

の主席・代表が監査役を兼任しているのが多い。さらにその主席が監査役会の

主席を兼任するケースも少なくない。実際に労働者の民主的管理を実行するた

めに、いいかえれば労働者の利益を確保するために従業員代表・労働組合代表

が株主総会と監査役会のほかに、企業の意思決定の最高機関である取締役会に

も入って取締役を兼任しているのである (表 を参照)。 要するに中国株式会社

における組織づくり及び指導体制にまだまだ課題が多く、適切なモデルをまだ

まだ模索していくのであろう。

四、利潤配当に見られる試行段階の非規範性と不合理的な作法

国有企業が株式会社に改組された後、利潤配分の面において二つの極端な現

象がうかがわれる。一つは、国家株が大きすぎて所得税を上納した後、利潤の

大半も国家に配分され、結局株式の利潤比率が銀行の利虐、よりま墨かに低 く、法

人株主、個人株主の怒りがつのること、もう一つは、経営者が従業員株主と同

じ利益立場に立って違う利率で、すなわち個人株の利率を高く、国家株の利率

を低くして配当を行うことである。

国有企業が株式会社に改組したら、元の国有資産が株式として投入される。

株式会社に改組されない時、土地は企業にただで使用してもらっていたが、株

式会社になると土地も全部資産として評価され国家株式になる。A市 を例に見

れば、地価を割合に高くされ土地がほとんど各会社の総資本の中で四〇%以上

占めているようになっている (A市経済体制改革委員会一九九四年九月十二日)。

こうして企業の株式総数が増大し、一株の利率が著しく低 くなった。ある会社

の例を挙げよう。総額八〇七八株の中で国家株が四八%占 め、国家株の中で、

また土地株が三八 。二六%も 占めている。そうして、その会社が二四%で所得

税を上納した後「公積金」 。「公益金」を留保してから、また四八%の利潤を
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国家に配分する。こうして、同会社は九二年に一〇七八万元の利潤をなしとげ

たが、国家が所得税と利潤配分でそれぞれ二五八.七万元と三三四。二七万元

の収人を受けた。それが一九九二年の請負経営による三〇三万元の収入より二

八九.九八万元多く受けた。それで、国家の九三年の収入が九二年より九五 。

七%増加した。しかし、それと反対に法人株と従業員株の利率が〇.〇八六元

になってしまって、銀行の利率よりずつと低くなった (A市経済体制改革委員

会、一九九四年九月六日)。 株主の投資意欲が喪失し資金取 り戻 しを求められ

ることまで出た。

一方、国家株権の利益を無視して、国家株・法人株と個人株に対して、違う

利率で配分を行う会社も相当ある。所得税を上納した後、まず個人株主に配分

を行って、そのあとに国家株と法人株に配分すべき分前から「公積金」 。「公

益金」を控除する。また、控除する比率も恣意的で統一していない。従業員株

に対 して貯金のように、まず利虐、を計算して株式額に
｀
追加し、それから納税後

の利潤から配分を行う会社もけっこうある。このように、国家株の利益を顧み

ずに個人株主を優遇することが起こる原因は次のいくつかの事情にあるといえ

よう。

①会社の経営管理層は遥かに多くの株を持っているため、利潤配分に増収を

期待している。

現時点では、中国の株式会社における経営管理者は、一般的に政府が派遣し

た官吏である。彼らは主に国家公務員の賃金をもらっているため月給が高くな

い。それから経営管理の業績に関連する奨励策がまだ完備していないため、会

社経営に対する貢献による収入の増大があまり期待できない。一方、この人た

ちが企業を株式会社に改組する時、一般の従業員より遥かに多く同会社の株式

を獲得した。彼らは株の配分、あるいは株価の値あげから利益を得ようと思っ

ている。それで国有資産に不利な配分方法を定めがちである。

②会社の経営管理者は国家株の代表者の不在、あるいは不確定のため個人株

主の圧力に直面していて、国家株に不利、個人株主に有利な配分方法をとった。

表でもある程度うかがわれるが、現存する株式会社では国家株の代表者は不在

な企業もあれば、日1有資産管111局 ・財政局など政府関係部門からの派遣官吏、

あるいは企業の経色・管理者 `共産党の責任者に代表してもらう企業もある。ま

た、それと同時に従業員代表、労働組合の主席・代表にも代表してもらうこと

がある。こうして、国家資産の代表権は多数の利益集団に握られて終極の代表

がなくなった。企業の経営者が直面している圧力は個人株主など小さな株主か

いのものになった。

一方、国有企業が株式会社に改組する時、大多数の企業では株を購入した従
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業員が九〇%に以上達した。株を少なく購入した個別の企業でも七〇%以上の

従業員が同社の株を持っている (F二 人日報』一九九四年九月五日)。

このように、株式会社の経営管理者が多くの従業員から直接にかけられたプ

レッシャー、または自身も個人株主であることによる利益の一致から国家株・

法人株と個人株の利潤配分の格差を作って個人株を優過したのである。

五・株式会社における活動主体の利益制約関係及び激励メカニズム

ある企業が正常に運行できるかどうかの鍵はその経営形態のもとで各主体に

強大な活動動力を利益協調 。制約メカニズムによって形成されるかどうかとい

うことにある。株式会社の動力は外部と内部の二つに分かれている。外部動力

とは、市場での競争 。利益 。リスク・チャンスなどから出来た圧力と推動力で

ある。言いかえれば、利 iF・l追 求の刺激の外部化した力の彊t制 の下で生存を求め

るために、自己の発展メカニズムと蓄積メカニズムを形成するのである。中国

の株式会社は上述したように、いろいろな異った特徴があるにもかかわらず市

場経済のもとに進行しさえすれば、やはり利潤追求がその動機ずけである。一

方、株式会社の内部の動力は各活動主体の間での利益配置 。権力構造 。制約メ

カニズムによって形成されるものである。次は主に中国株式会社のこの内部の

動力について考察しよう。

株式会社の活動主体といえば、主に所有者である株主、経営管理者である下

部の取締役と社長、また生産者である従業員の三者である。

まず所有者である株主の利益構造と経営管理者への制約メカニズムを見てみ

よう。国有企業から改組された株式会社の所有者は一般的に国家・法人と株を

持っている個人である。所有者が株を購入する目的は一言でいえば資産の増資

にあるといえる。まず、第一に銀行貯金 。各種の債券より高い株式利虐、を受け

たがっている。勿論三者の中で国は国家建設 。経済の発展のために資金を投入

しているのであるが、しかし企業経営がよければ経済が発展することと連動し

て国家資産の価値が増えることになるので、本質的にはほかの二者と同じであ

る。第二に、法人・個人株にはまた株価の騰落から利益を獲得したいという目

的がある。株価の値上げはよく株式利息より数倍も高いので、株の売買で資産

を増す人が少なくない。調査によれば会社への投資とか経営への参与とかを目

的とする人がほとんどないようである。株主はこういう利益を確保するために、

株主の利益を代表して会社の意思決定をする取締役会とやはり株主の利益を守

るために、取締役らの業務執行を監督する監査役会を作ったのである。ところ

が、現時点では中国の株式会社は所有者の上記した利益を確保できるだろうか。

国家株権については本文の四に触れたが、代表者はバラバラで終極の代表が
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ないので、代理人である取締役 。監査役に対する有効的な制約が形成できない。

そのために会社は国有資産価値を保存 し、増資するのに、本当に尽力 してくれ

るか疑間を抱かせるのである。事実上、国家株権が不利な配分を受けているこ

とはすでに起っている (本文の四を参照)。

法人株権については本文の二 。四にすでに触れたが、やはり終極の代表者が

不明確なため、国家株と似たような処遇をされがちである。一方、法人株権は

またシェアの小さく、分散 している個人株主とともに、行政に無視され自分の

意志を代表する経営管理者が選出できず、代表取締役・社長などのポストはほ

とんどが国家株の代表者に占められている面もある (表 を参照)。 こういう現

象は大体 Aタ イプ会社で比較的に顕著であることが想定できる。

個人株権についてその利益 。制約メカニズムは本文四に大体に述べたが、こ

こでもう一筆補足 しておきたい。個人株は具体的にいえば当該会社従業員の購

入 した従業員株と社会一般の個人株の二つある。一般に上場 していない会社で

は個人株 といえば、ほとんどが従業員株であり、逆に、上場 した会社では従業

員株の過半数が社会に流出して、社会一般の個人株になった。ところが、これ

にもかかわらず、国家株と法人株が流通に出されないために、資本市場による
.経

営管理者へのプレッシャーは分散はしているが、依然として資金調達源であ

る個人株権からかけられている。それで、個人株主への優遇策を会社は変えよ

うと思わないのである。

次に経営管理者である取締役と社長の素質と利益 。権力構造及び制約メカニ

ズムを考察 しよう。

国際慣行によれば取締役は所有者の代表で、中の代表取締役は会社を代表す

る者である。一方、社長は取締役会に雇われて来た有能な企業経営管理の専門

家で、取締役会の決めた方針に従って、具体的に会社の生産経営を施行する者

である。取締役会と社長の間には利益・権力構造によって監督メカニズムが形

成されている。しかし、現時点では、中国の多くの会社では取締役と社長が同

じ人に兼任された (表 を参照)う えに、権限・収入などの利益配置も変わらな

い。 (両者の区別がつかないために、ここでは一つにして経営管理者として扱っ

ている。)

経営管理者が会社に期待されているのは高い利潤を創出する経営の業績であ

る。 しかし、行政と企業が充分に分離 していなく、あちこち歪んだ株式会社で

は、経営管理者への激励 。監督 。制約メカニズムはうまく働き難い。

まず業務執行面においては、国家関係官庁によって任命 。派遣された官吏は

経営に専門知識や企業家の素質が乏しい。また、今まで国有企業でよく見られ

た行政の企業経営に不適当な関与をすることは避けがたく、自主的に経営を営
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みにくい。さらに、国家公務員であるため、配置転換による企業の長期発展と

基本利益への無関心を生じやすい。

利益配当面においては、現時点ではまだ国家公務員の基準で、賃金をもらっ

ている。平均主義思想が人々の頭に根深く張って、経営業績に相応する奨励制

度がまだ完備されていないため、経営管理者への激励メカニズムが充分に働か

ない。

権力行使については交叉兼任によって所有者と経営者・意思決定者と実行者

さらに、政治監督者 (党幹部)の身分を一体化された権力の王様には、有力な

監督・制約メカニズムがまだ確立されていない。それは次の所でうかがわれる。

①資本市場の競争による圧力が小さい。

国有企業から株式会社へ改組した株式会社では、公有資産株のシェアが大

きいが、流通に出されないから、シェアの小さい非公有資産株にしか圧力をか

けられない。それで有効で競争的な資産配置メカニズムによる経営管理者への

プレッシャーガ生じない。

②所右者からの監督が弱い。

公有資産株権には終極の代表者がないため、所有者の経営管理者への監督・

制約力が弱いことはすでに述べたが、そのほかに、個人株主からの監督メカニ

ズムも株権の転換スピードが速いために、形成しにくい:中 国の株権は会社に

よって一カ月の間転換率が五〇〇%に もなったものがある (呉宣恭一九九四年

二月)そ れが個人株主に企業の長期的な利益への関心度を下げさせ、経営管理

者への監督 。制約を弱めるのである。

③人材市場の競争による経営管理者の自己拘束メカニズムが存在しない。

株式会社の経営管理者はほとんどが任命、派遣によって就任した者で、人

材市場で競争によって選任された企業家ではない。専門知識を高め、経営に励

むように経営管理者への外部からの圧力がない。

④民主的管理が形式にさらされることがあって労働者からの監督が弱い。

一部の経営管理者の就任はたとえ民主的な選挙によっても、最終的な許可

権は各産業主管官庁に握られている。こうして、職務と権力を行使する時、経

営管理者がただ授権者の国家と政府に対 して責任を取 り、また主管官庁からの

監督 。検査を受けがちになる。また、経営管理者に対する罷免権も政府にある

から、監督検査権は事実上やはり国家と政府にあり、従業員の持つ選挙権・監

督権と罷免権はある程度形式に流され、有効に経営管理者の権力濫用を制約で

きないのである。

最後に生産者の労働交換関係における権力構造及び利益配置を考察しよう。

企業では生産者のモラール・労働意欲の有無は企業の生産効益にもっとも影
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響する要素である。 しかし、労働意欲はまた生産者と企業との労働交換の権力

構造及び利益配置の公平 。合理性によって大きく左右されるのである。伝統的

言|・ 画経済体制のもとでの国有企業では、生産者と企業の労働交換関係はその主

体が実際に企業ではなく、国家であった。企業はただ労働交換の場とする形式

主体であった。その時国家が全面的に計画して、従業員に国有企業に就職のチャ

ンスを提供するが、従業員には職業の選択権がなかった。転職も、辞職も自由

にできなかった。つまり、一旦就職 したら自分の労働力の使用権が国家に取ら

れただけでなく労働力の所有権と支配権まで抑制された。投入した労働力に対

して得た報酬も、国家が統一的に制定した賃金制度と福利制度に基づいて、受

身的に相応 した待遇を受ける。企業の創出した利i間 に対する配当 。使用などに

関して、基本的に発言権がない。その他、企業の人事に保管されている従業員

の内審書、雇用制度による社会身分 (国 家幹部か、労働者かのいずれかで、一

旦政府に決められたら一生変れない)の制約もあった。また、従業員組織の面

においては元来、従業員の合法な権益を守ってくれる労働組合と従業員が民主

的管理を行使する権力機関である従業員代表大会の地位と権力は法律的に認め

られ保護されているが、実際に組合が準行政機構になったり、従業員代表大会

が形式だけにされたりした。このように従業員は国家との労働交換関係の中で、

受身的で、実際の地位が割合に低 く、権力のない状態にいた。

ところで、こういう労働交換の権力構造がただちに交換主体間の利益配分の

形態に影響を及ぼすのである。政府に傾斜 した権力構造が従業員に不公平な利

益配置をもたらした。長期的に高い蓄積、低い消費という配分政策を取る政府

は利益配当で、従業員に与える分量を低い限度まで圧縮 していた。従業員の得

た職位 。等級に基づいた報酬は投入した労働力の量と分離 した状態になってい

た。企業との労働交換にこういう不合理と不公平を感 じて、公平を求めるには

正常なルー トがなく正 してもらうことができない場合、従業員のモラールが低

くなるのである。

株式会社に改組した企業では、政府の経営への介入がまだ会社によって多か

れ少なかれ残っているが、他の株主を顧慮 して手を出しにくくなったのは事実

である。株式会社の経営の自主権が固有企業より大きいため、労働交換の主体

が従業員と国家の間から徐々に企業の方に移った。雇用面において、契約制を

導入して従業員もI戯業の選択権をある程度握った。利潤配分権を獲得 した会社

は持場技能賃金と各種の奨励制度を施行 して、従業員が労働に相応する報酬を

もらうことがある程度できた。それから、経営効率を向上するために技術改革、

商品市場の開発などで、従業員に参与を求める傾向も見られた。企業の所有者

がすでに国家だけではなく多数の利益集団の利益を代表する者から出来たから、
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自分たちの利益を自分たちで守らなければならないという認識、労働組合の機

能を強化し、従業員代表大会を確実に行うべきという意識・考えが従業員の中

で芽ばえ始めた。このように株式会社によって、程度の差はあるが、労働交換

関係の中で従業員の権力と地位が改善され、利益配置も割合に合理 。公平の方

向に向うようになった。それで、大体国有企業より従業員の労働意欲とモラー

ルが高いようである。

ついでに、従業員株による従業員の経営管理への参与意識について一筆補足

させていただきたい。上にも触れたが、従業員の株式購入の本当の目的は収入

の増加である。また一人に持つ株の数が多くないし、上場したら大半が社会一

般の個人株になってしまうから、参与への動機づけとはあまり評価できないだ

ろうと思う。

おわりに

株式制は中国国有企業の改革にとって悪 くないモデルであると広 く評価され

ている。株式制に改組した企業が効益をあげているという記事もよくある。前

者には賛成したいが、後者に対して、そのあげた経営効率は株式制によるもの

ではなく、主に雇用制度、賃金制度、考課制度、技ηf改革など経営管理面での

改革によるものと言いたい。株式制のメリットは現時点ではせいぜい資金調達

という面に限っているといえよう。何故かというと多くの会社はこの資金充足

の利点をいかして今まで背負っていたもとの国有企業の債務を返済し、技術革

新を盛んに行って、生産能力を高め、商品市場を広げることができたからであ

る。しかし、それに対 して、まだ改組していない国有企業もそのようにいろい

ろやりたいが、資金不足に困ってなかなか思うどおりに経営できないのである。

株式制は中国国有企業の経営メカニズムの転換にかなり有効な組織形態と思

う。特に国有企業の活力をしめ殺した元凶である所有権と経営権分離による行

政と企業の分離を有効に解決できることを高く評価すべきであろう。しかし、

ただ本論文に述べたように、当面では試行 している中でいろいろな歪みがあっ

て株式制の利点がまだまだ充分にいかされていないだけである。本文に指摘さ

れた株式会社に見られた行政の過関与は株式会社の経営メカニズムの中に本来

あるものではなく、むしろ政府が株式制の運行規則に詳しくなく、株式制企業

を管理しきれていないこと、企業管理に対 して、まだ伝統的な慣行に従いがち

だということが問題であろう。
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